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近畿地方整備局の他の機構や工事の一覧を知りたい 
計画降雨とは何ですか 
公共サービスに適正な報酬制度を 
今回のチラシは注目を集めたと思う 
植林することはデメリットが多すぎる 
水力発電の開発を検討すべきです 
千里川・武庫川の航空写真が見たい 
電力需要予測を検討する 
反対意見が多いがダム以外にもムダ使いはあると思う 
余野川の蛍が増えたのは整備によるものだと思う 
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1 第1稿 はじめに いろいろなことが書かれて

いるが、「どうしたいのか」

というものが見えてこない。 

・色々書かれているが、どうし

たいのかわからない。 

意見 今後ともご意見を参考にさせて頂き、今後の河川整備計画を策定する予

定ですのでよろしくお願いします。 

  

2 第1稿 はじめに 猪名川は既に安全は確保さ

れていると存じますので、現

状維持、税金の工事で、余計

な費用を使われないことを

希望します。 

・余計な費用は使わないで、現

状のままでよい。 

要望 今回の河川整備の基本的考え方は、大雨などに対して堤防の破堤等によ

る被害の軽減を目指すために堤防の強化や住民の皆様への情報提供な

ど様々な施策を進めて行くこととしています。一方、堤防から水際など

は、多様な生物の生息環境保全のため出来るだけ河川本来の自然な姿を

目指すことと考えています。 

この河川整備計画の内容について、必要な所に必要な施策を講じるべき

だと考えており、掛かる費用の提示やその効果については、公表してま

いります。 

  

3 第1稿 河川整備

の基本的

な考え方 

1.整理整頓清けつだけでよ

い。その程度も普通でよい。 

2.お金をかけるといやなう

わさも出る。お金をかけない

で下さい。 

3.一度設備をつくるとその

後経費もかかるし、やめれな

い。 

・整理整頓だけでよい。 

・お金をかけないでほしい。 

・設備をつくるとその後の経費

もかかるので作らないでほし

い。 

その他 今回の河川整備の基本的考え方は、大雨などに対して堤防の破堤等によ

る被害の軽減を目指すために堤防の強化や住民の皆様への情報提供な

ど様々な施策を進めて行くこととしています。 

一方、堤防から水際などは、多様な生物の生息環境保全のため出来るだ

け河川本来の自然な姿を目指すことと考えています。また、掛かる費用

やその効果については、公表していくこととなります。 

 これまでの河川整備が河川環境に及ぼしてきた影響を真摯に

受け止め、「生態系が健全であってこそ、人は持続的に生存し、

活動できる。」との考え方を踏まえて、河川環境の保全・再生を

図る。この際、「川が川をつくる」ことを手伝うという考え方を

念頭に実施する。 

河川整備の基本的な

考え方 

 6)  

4 第1稿 河川整備

の基本的

な考え方 

かがやきを増す猪名川にし

てほしいです。けど狭めない

でほしい。水は命です。 

・きれいな川にしてほしい。 意見 今回の河川整備の基本的考え方は、大雨などに対して堤防の破堤等によ

る被害の軽減を目指すために堤防の強化や住民の皆様への情報提供な

ど様々な施策を進めて行くこととしています。 

一方、堤防から水際などは、多様な生物の生息環境保全のため出来るだ

け河川本来の自然な姿を目指すことと考えています 

 これまでの河川整備が河川環境に及ぼしてきた影響を真摯に

受け止め、「生態系が健全であってこそ、人は持続的に生存し、

活動できる。」との考え方を踏まえて、河川環境の保全・再生を

図る。この際、「川が川をつくる」ことを手伝うという考え方を

念頭に実施する。 

河川整備の基本的な

考え方 

 6)  

5 第1稿 河川整備

の基本的

な考え方 

何のために整備するか明確

にして下さい。 

あった方がよい、一部の人の

利用のものはやめてほしい。 

美観のためはやめてほしい。 

・河川整備の必要性 

・美観等のためならば河川整備

は反対。 

質問 

意見 

今回の河川整備の基本的考え方は、大雨などに対して堤防の破堤等によ

る被害の軽減を目指すために堤防の強化や住民の皆様への情報提供な

ど様々な施策を進めて行くこととしています。 

一方、堤防から水際などは、多様な生物の生息環境保全のため出来るだ

け河川本来の自然な姿を目指すことと考えています。また、掛かる費用

やその効果については、公表していくこととなります。 

6)以上のような環境、治水、利水、利用の課題は、相互に関連し

ていることを十分認識して対応しなければならない。また、これ

らの課題に対して、河川管理者のみによる河川内での対応には限

界がある。従って、流域的視点に立って、流域のあらゆる関係者

が連携協力し、健全な水循環系の確保に向けた努力を積み重ねる

ことを前提に、以下を基本に据えて淀川水系の河川整備計画を策

定する。この際、社会環境、自然環境への影響を十分に踏まえ、

既存の計画にとらわれることなく、柔軟に見直しを行う。 

○これまでの河川整備が河川環境に及ぼしてきた影響を真摯に

受け止め、「生態系が健全であってこそ、人は持続的に生存し、

活動できる。」との考え方を踏まえて、河川環境の保全・再生を

図る。この際、「川が川をつくる」ことを手伝うという考え方を

念頭に実施する。 

○洪水被害の頻度のみならず、その深刻さを軽減する施策をハー

ド、ソフト両面にわたって推進するが、狭窄部下流の治水安全度

を損なわないで上流の安全度の向上を図る。 

○水需要予測の見直しを踏まえ、既存水資源開発施設の運用や新

規施設の計画の内容を見直す。また、水需要の抑制を図るべく利

河川整備の基本的な

考え方 

 6)  
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水者や自治体との連携を強化する。 

○河川の利用については、環境教育を推進する場という観点も含

めて「川でなければできない利用、川に活かされた利用」を基本

とする。また、利用者の理解を得ながら「河川環境を損なう利用

の是正」を図る。 

6 第1稿 河川整備

の基本的

な考え方 

猪名川に住んで9年目、見た

目きれいには見れなかった。

田んぼが整理されてるよう

に河川整備計画大賛成です。 

・田んぼが整理されてるよう

に、猪名川の河川整備計画も賛

成です。 

意見 今回の河川整備の基本的考え方は、大雨などに対して堤防の破堤等によ

る被害の軽減を目指すために堤防の強化や住民の皆様への情報提供な

ど様々な施策を進めて行くこととしています。 

一方、堤防から水際などは、多様な生物の生息環境保全のため出来るだ

け河川本来の自然な姿を目指すことと考えています。 

6)以上のような環境、治水、利水、利用の課題は、相互に関連し

ていることを十分認識して対応しなければならない。また、これ

らの課題に対して、河川管理者のみによる河川内での対応には限

界がある。従って、流域的視点に立って、流域のあらゆる関係者

が連携協力し、健全な水循環系の確保に向けた努力を積み重ねる

ことを前提に、以下を基本に据えて淀川水系の河川整備計画を策

定する。この際、社会環境、自然環境への影響を十分に踏まえ、

既存の計画にとらわれることなく、柔軟に見直しを行う。 

○これまでの河川整備が河川環境に及ぼしてきた影響を真摯に

受け止め、「生態系が健全であってこそ、人は持続的に生存し、

活動できる。」との考え方を踏まえて、河川環境の保全・再生を

図る。この際、「川が川をつくる」ことを手伝うという考え方を

念頭に実施する。 

○洪水被害の頻度のみならず、その深刻さを軽減する施策をハー

ド、ソフト両面にわたって推進するが、狭窄部下流の治水安全度

を損なわないで上流の安全度の向上を図る。 

○水需要予測の見直しを踏まえ、既存水資源開発施設の運用や新

規施設の計画の内容を見直す。また、水需要の抑制を図るべく利

水者や自治体との連携を強化する。 

○河川の利用については、環境教育を推進する場という観点も含

めて「川でなければできない利用、川に活かされた利用」を基本

とする。また、利用者の理解を得ながら「河川環境を損なう利用

の是正」を図る。 

河川整備の基本的な

考え方 

 6)  

7 第1稿 河川整備

の基本的

な考え方 

今までの流れとは変えて、そ

の場に立ち止まり、じっくり

と時間をかけて今後の方向

を決めていってもらいたい

ものです。 

・じっくりと時間をかけて今後

の方向性を決めてほしい。 

要望 ご指摘のように、流域における社会活動及び河川整備や利用が川に与え

てきた影響を真摯に受けとめ、今後の河川整備は、河川の横断的・縦断

的形状の改善、残された環境の保全や失われた環境の再生及び住民が安

心して利用できる水質の改善を目指した河川環境の修復を図って参り

たいと思います。 

6)以上のような環境、治水、利水、利用の課題は、相互に関連し

ていることを十分認識して対応しなければならない。また、これ

らの課題に対して、河川管理者のみによる河川内での対応には限

界がある。従って、流域的視点に立って、流域のあらゆる関係者

が連携協力し、健全な水循環系の確保に向けた努力を積み重ねる

ことを前提に、以下を基本に据えて淀川水系の河川整備計画を策

定する。この際、社会環境、自然環境への影響を十分に踏まえ、

既存の計画にとらわれることなく、柔軟に見直しを行う。 

○これまでの河川整備が河川環境に及ぼしてきた影響を真摯に

受け止め、「生態系が健全であってこそ、人は持続的に生存し、

活動できる。」との考え方を踏まえて、河川環境の保全・再生を

図る。この際、「川が川をつくる」ことを手伝うという考え方を

念頭に実施する。 

○洪水被害の頻度のみならず、その深刻さを軽減する施策をハー

ド、ソフト両面にわたって推進するが、狭窄部下流の治水安全度

河川整備の基本的な

考え方 

 6)  
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を損なわないで上流の安全度の向上を図る。 

○水需要予測の見直しを踏まえ、既存水資源開発施設の運用や新

規施設の計画の内容を見直す。また、水需要の抑制を図るべく利

水者や自治体との連携を強化する。 

○河川の利用については、環境教育を推進する場という観点も含

めて「川でなければできない利用、川に活かされた利用」を基本

とする。また、利用者の理解を得ながら「河川環境を損なう利用

の是正」を図る。 

8 第1稿 河川整備

の基本的

な考え方 

治水、防災の重要性とその評

価は、環境が整備されてこそ

の結果だと考えます。 

・治水・防災の重要性と評価は、

環境整備されてこその結果で

ある。 

意見 ご指摘のように、流域における社会活動及び河川整備や利用が川に与え

てきた影響を真摯に受けとめ、今後の河川整備は、河川の横断的・縦断

的形状の改善、残された環境の保全や失われた環境の再生及び住民が安

心して利用できる水質の改善を目指した河川環境の修復を図って参り

たいと思います。 

6)以上のような環境、治水、利水、利用の課題は、相互に関連し

ていることを十分認識して対応しなければならない。また、これ

らの課題に対して、河川管理者のみによる河川内での対応には限

界がある。従って、流域的視点に立って、流域のあらゆる関係者

が連携協力し、健全な水循環系の確保に向けた努力を積み重ねる

ことを前提に、以下を基本に据えて淀川水系の河川整備計画を策

定する。この際、社会環境、自然環境への影響を十分に踏まえ、

既存の計画にとらわれることなく、柔軟に見直しを行う。 

○これまでの河川整備が河川環境に及ぼしてきた影響を真摯に

受け止め、「生態系が健全であってこそ、人は持続的に生存し、

活動できる。」との考え方を踏まえて、河川環境の保全・再生を

図る。この際、「川が川をつくる」ことを手伝うという考え方を

念頭に実施する。 

○洪水被害の頻度のみならず、その深刻さを軽減する施策をハー

ド、ソフト両面にわたって推進するが、狭窄部下流の治水安全度

を損なわないで上流の安全度の向上を図る。 

○水需要予測の見直しを踏まえ、既存水資源開発施設の運用や新

規施設の計画の内容を見直す。また、水需要の抑制を図るべく利

水者や自治体との連携を強化する。 

○河川の利用については、環境教育を推進する場という観点も含

めて「川でなければできない利用、川に活かされた利用」を基本

とする。また、利用者の理解を得ながら「河川環境を損なう利用

の是正」を図る。 

河川整備の基本的な

考え方 

 6)  

9 第1稿 河川整備

の基本的

な考え方 

自然の力を利用した河川工

事を望みます。又、汚さない

よう小・中学校に対して教育

の機会をもってほしいです。 

・自然の力を利用した河川工事

を希望する。 

要望 猪名川の河川水質について、1971年（S46）当時は「大変きたない」と

の指標で評価されていましたが、1998年（H10）には「ややきれい」と

いう指標の区間もあらわれるなど、下水道の整備が進むにつれて改善さ

れています。 

今回の河川整備の基本的考え方は、大雨などに対して堤防の破堤等によ

る被害の軽減を目指すために堤防の強化や住民の皆様への情報提供な

ど様々な施策を進めて行くこととしています。一方、堤防から水際など

は、多様な生物の生息環境保全のため出来るだけ河川本来の自然な姿を

目指すことと考えています。 

そうした河川環境が、小中学校の身近な自然環境の学習の場になるよう

文部科学省・国土交通省・環境省が連携して「子どもの水辺サポートセ

ンター(tel 03-3297-2608)」を設立しています。 

河川の利用については、環境教育を推進する場という観点も含め

て「川でなければできない利用、川に活かされた利用」を基本と

する。また、利用者の理解を得ながら「河川環境を損なう利用の

是正」を図る。 

琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）に先立ち、河川管理者

として実行可能な施策について実施する。1)住民連携のための取

り組み①データベースやリアルタイム水質データに対する住民

によるアクセスを容易にする等、住民への情報提供システムの強

化②水質学習会等③学校、住民団体等と連携した水質調査 

河川整備の基本的な

考え方 

 6) 

河川環境 

5.2.4 水質 （1）1)



これまでにいただいた意見・質問集 (猪名川河川事務所・猪名川総合開発工事事務所) 

(4/82) 

№ 
説明資

料種類 
分類 住民から寄せられた意見 意見要約 種類 回答 基礎原案 備考 

一方、河川美化に際しましては、河川愛護月間のＰＲ等の啓発、沿川市

町で実施している河川清掃などを行っています。住民の方々のご理解・

ご協力の方宜しくお願いします。 

10 第1稿 河川整備

の基本的

な考え方 

治水上私達は堤防より遊水

池となるよう河巾を広く土

地購入(工事代より安いので

は)を望んでいる。河川敷は

誰のものか最近どんどん埋

立て家かたって川巾が狭く

なっている。その対策は出来

ないのか。 

・河川敷が最近どんどん埋立て

川巾が狭くなっている。その対

策は出来ないのか。 

意見 猪名川（大臣管理区間）では、堤防間近まで市街地化してきており川幅

を広くするには多くの住民の方々への影響が考えられます。今回の河川

整備の基本的な考え方は、大雨などに対し、堤防の破堤等による被害の

軽減を目指すために堤防の強化や住民の皆様への情報提供など様々な

施策を進めて行くこととしています。一方、堤防から水際などは多様な

生物の生息環境保全のため出来るだけ河川本来の自然な姿を目指すこ

ととしています。また、猪名川の河川敷（堤防から堤防の河川区域）は、

国の財産となっています。 

環境、治水、利水、利用の課題は、相互に関連していることを十

分認識して対応しなければならない。また、これらの課題に対し

て、河川管理者のみによる河川内での対応には限界がある。従っ

て、流域的視点に立って、流域のあらゆる関係者が連携協力し、

健全な水循環系の確保に向けた努力を積み重ねることを前提に、

以下を基本に据えて淀川水系の河川整備計画を策定する。この

際、社会環境、自然環境への影響を十分に踏まえ、既存の計画に

とらわれることなく、柔軟に見直しを行う。 

○これまでの河川整備が河川環境に及ぼしてきた影響を真摯に

受け止め、「生態系が健全であってこそ、人は持続的に生存し、

活動できる。」との考え方を踏まえて、河川環境の保全・再生を

図る。 

この際、「川が川をつくる」ことを手伝うという考え方を念頭に

実施する。 

河川整備の基本的な

考え方 

 6)  

11 第1稿 

(ダム) 

河川整備

の基本的

な考え方 

委員会での議論を聞いてい

ると、近年の社会経済情勢、

少子高齢化による人口の減

少予測等から、利水の必要量

の議論が活発化している。利

水の現計画予測が大き過ぎ

る等の意見があり、環境保護

の観点からダムの必要性が

問われ、いわゆる脱ダムに近

い意見が巷間を賑わしてい

る。しかし近未来に起こる可

能性の高い地震時に、まず必

要になるのは「水」であり、

「水」をストックしておく事

は重要な使命である。単なる

水の使用量予測からだけで

議論されるのは少々偏り過

ぎた議論ではないか？と考

える。河川沿川の住民の生命

や資産を護る治水事業は当

然必要なものであるし、更に

水需要と「水の確保」と言う

視点も加味した上での議論

が望まれる。人間が生活して

いく上で、自然環境との共生

は当然であるが、そればかり

利水の必要量の議論が活発化

し、脱ダムに近い意見が聞かれ

るが水をストックしておく事

は重要な使命である 

意見 今後ともご意見を参考にさせていただき、今後の河川整備計画を策定す

る予定ですので、よろしくお願いします。 

環境、治水、利水、利用の課題は、相互に関連していることを十

分認識して対応しなければならない。また、これらの課題に対し

て、河川管理者のみによる河川内での対応には限界がある。従っ

て、流域的視点に立って、流域のあらゆる関係者が連携協力し、

健全な水循環系の確保に向けた努力を積み重ねることを前提に、

以下を基本に据えて淀川水系の河川整備計画を策定する。この

際、社会環境、自然環境への影響を十分に踏まえ、既存の計画に

とらわれることなく、柔軟に見直しを行う。 

○これまでの河川整備が河川環境に及ぼしてきた影響を真摯に

受け止め、「生態系が健全であってこそ、人は持続的に生存し、

活動できる。」との考え方を踏まえて、河川環境の保全・再生を

図る。この際、「川が川をつくる」ことを手伝うという考え方を

念頭に実施する。 

○洪水被害の頻度のみならず、その深刻さを軽減する施策をハー

ド、ソフト両面にわたって推進するが、狭窄部下流の治水安全度

を損なわないで上流の安全度の向上を図る。 

○水需要予測の見直しを踏まえ、既存水資源開発施設の運用や新

規施設の計画の内容を見直す。また、水需要の抑制を図るべく利

水者や自治体との連携を強化する。 

○河川の利用については、環境教育を推進する場という観点も含

めて「川でなければできない利用、川に活かされた利用」を基本

とする。また、利用者の理解を得ながら「河川環境を損なう利用

の是正」を図る。 

河川整備の基本的な

考え方 

 6)  



これまでにいただいた意見・質問集 (猪名川河川事務所・猪名川総合開発工事事務所) 

(5/82) 

№ 
説明資

料種類 
分類 住民から寄せられた意見 意見要約 種類 回答 基礎原案 備考 

を重視してしまうと、自らの

生活基盤を脅かしてしまう

結果になるのではないか？

と危惧するものである。 

12 第1稿 河川整備

の基本的

な考え方 

ダムの上に焼却炉を作る事

によって、やがて猪名川の汚

染が始まるのではと懸念し

ています、人間のする事です

から長い年月のうちには何

らかの問題がおこって当然

です。今は目に見えません

が、子々孫々の時代は不安を

感じます。 

・猪名川の汚染が始まることを

懸念している。 

意見 これまで流域における社会活動及び河川整備や利用が川に与えてきた

影響を真摯に受け止め、今後の河川整備は河川の横断的・縦断的形状の

改善、残された環境の保全や失われた環境の再生及び住民が安心して利

用できる水質の改善などを目指した河川環境の修復を図って参りたい

と思います。 

6)以上のような環境、治水、利水、利用の課題は、相互に関連し

ていることを十分認識して対応しなければならない。また、これ

らの課題に対して、河川管理者のみによる河川内での対応には限

界がある。従って、流域的視点に立って、流域のあらゆる関係者

が連携協力し、健全な水循環系の確保に向けた努力を積み重ねる

ことを前提に、以下を基本に据えて淀川水系の河川整備計画を策

定する。この際、社会環境、自然環境への影響を十分に踏まえ、

既存の計画にとらわれることなく、柔軟に見直しを行う。 

○これまでの河川整備が河川環境に及ぼしてきた影響を真摯に

受け止め、「生態系が健全であってこそ、人は持続的に生存し、

活動できる。」との考え方を踏まえて、河川環境の保全・再生を

図る。この際、「川が川をつくる」ことを手伝うという考え方を

念頭に実施する。 

○洪水被害の頻度のみならず、その深刻さを軽減する施策をハー

ド、ソフト両面にわたって推進するが、狭窄部下流の治水安全度

を損なわないで上流の安全度の向上を図る。 

○水需要予測の見直しを踏まえ、既存水資源開発施設の運用や新

規施設の計画の内容を見直す。また、水需要の抑制を図るべく利

水者や自治体との連携を強化する。 

○河川の利用については、環境教育を推進する場という観点も含

めて「川でなければできない利用、川に活かされた利用」を基本

とする。また、利用者の理解を得ながら「河川環境を損なう利用

の是正」を図る。 

河川整備の基本的な

考え方 

 6)  

13 第1稿 

(ダム) 

計画策定 より良い余野川のダムを建

造して、中流域から下流域の

余野川河川敷を夙川や武庫

川のように整備していただ

きたい。 

すばらしい「リバーフロン

ト」が楽しめる河川に育てて

いただきたい。川辺に足を運

びたくなる。川に向かい合い

たくなる。そんなすばらしい

川にしていただきたい。 

・ダムを建造し、余野川河川敷

を夙川や武庫川のように整備

してほしい。 

要望 ご指摘の場所は、大阪府が管理しており、ご意見は大阪府の方へ送付さ

せていただく予定です。国の管理区間でも同様な場所があり、私共の考

えを説明します。水辺は貴重な水と緑の空間であり、河川および堤防は

地域社会の憩の場として貴重な役割を果たしてきました。市街化等に伴

い緑が減少しつつあることから良好な水辺空間の整備等の要望は多く

だされています。国土交通省として、昭和63 年から「桜づつみモデル

事業」を実施し、猪名川では、伊丹市森本地先(神津大橋上流左岸)で実

施しております。「桜づつみ」を作る条件として堤防から住宅地側に土

地を提供していただき、植樹しても堤防に影響がないよう堤防を住宅地

側に盛土して、そこに植樹するものです。これらについて、地元自治体

から要請を受け、基礎工事を河川管理者が行い、土地の提供・植樹や維

持管理は地元自治体となっています。 

今後の河川整備計画の推進にあたっては、計画の検討段階から住

民及び住民団体等地域に密着した組織との連携を積極的に行っ

ていく。その際、双方はお互いの責任、役割分担等を常に確認す

る。また、合意形成を目指して、それらの組織を活かした公正な

仕組みを検討するとともに、異なった主体間の意思形成を有効に

図るためには、問題が生じた時だけでなく、日常的な信頼関係を

築くことが重要である。その際、行政と住民の間に介在してコー

ディネイトする主体（河川レンジャー（仮称））の役割も期待さ

れる。 

また、関係省庁、自治体等と連携が必要となる事項については、

事前に周到な調整を図るが、その中で明らかになった問題点や課

題については、淀川水系流域委員会に報告するとともに、広く一

般に公開して、住民にその連携施策の妥当性の判断材料を提供す

る。 

特に指定区間の河川整備計画策定については各自治体が行うが、

その際、本計画と整合が取れているよう、連携、調整する。 

計画策定 

4.1.3 情報の共有と

公開、住民との連携・

協働、関係団体・自治

体・他省庁との連携



これまでにいただいた意見・質問集 (猪名川河川事務所・猪名川総合開発工事事務所) 
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説明資
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14 第2稿 計画策定 ①ダムは下流域の治水そし

て利水を目的としている「水

緑」の開発との関係をどのよ

うに考えているのか。 

・ダム建設において「水緑」の

開発との関係はどう考えてい

るのか 

質問 余野川ダム建設事業は国土交通省が事業主体であり、一方、水と緑の健

康都市事業は大阪府が事業主体となって整備を進めています。双方は別

事業ですが、事業地が近接しているために事業工程や運土計画並びに環

境調査などについて両者で協議・調整を行っています。 

関係省庁、自治体等と連携が必要となる事項については、事前に

周到な調整を図るが、その中で明らかになった問題点や課題につ

いては、淀川水系流域委員会に報告するとともに、広く一般に公

開して、住民にその連携施策の妥当性の判断材料を提供する。特

に指定区間の河川整備計画策定については各自治体が行うが、そ

の際、本計画と整合が取れているよう、連携、調整する。 

計画策定 

4.1.3 情報の共有と

公開、住民との連携・

協働、関係団体・自治

体・他省庁との連携 

 

15 第2稿 計画策定 このチラシのすごいセンス

に脱帽しました。思わず資料

が欲しくなってしまいまし

た。 

・チラシのセンスに脱帽 意見 今後ともご意見を参考にさせていただき、今後の河川整備計画を策定す

る予定ですので、よろしくお願いします。 

(1)情報の共有と公開及び意見交換 河川整備は、住民と河川管

理者が互いに「知っていること」や「心配していること」を共有

することから始まることを基本として、住民と河川管理者及び住

民間における意見交換が行えるような機会（対話集会等）を継続

的に設ける。 

計画策定 

5.1.2 情報の共有と

公開、住民との連携・

協働、関係団体・自治

体・他省庁との連携

(1)  

16 第1稿 

(ダム) 

計画策定 2.余野川ダム建設に関する

意見交換会がなぜ箕面市 

止々呂美で行われないのか? 

3.意見交換会は今回一度だ

けなのか? その理由は? 

・ダム建設の意見交換会がなぜ

止々呂美で行わないのか。 

・意見交換会は、今回だけです

か 

質問 今回の説明会は、余野川ダム計画の見直し結果を中心に実施したもので

す。 

したがって、余野川ダムとの地理的な条件やダムの影響を受ける地域を

考慮しました。また、流域住民の交通の利便性を考慮して会場を設定し

ました。今回の会場は席も十分に用意することが可能なことから１会場

としましたが、今後開催する場合は、開催内容も踏まえると共に、皆様

からの意見も参考にしてできるだけ多くの人に参加してもらえるよう

会場を設定したいと考えています。 

(1)情報の共有と公開及び意見交換 河川整備は、住民と河川管

理者が互いに「知っていること」や「心配していること」を共有

することから始まることを基本として、住民と河川管理者及び住

民間における意見交換が行えるような機会（対話集会等）を継続

的に設ける。 

計画策定 

5.1.2 情報の共有と

公開、住民との連携・

協働、関係団体・自治

体・他省庁との連携

(1)  

17 第1稿 

(ダム) 

計画策定 ①実績づくりの説明会なら

あの程度の規模で十分です 

・意見交換会はこれくらいの規

模で良い。 

意見 （お互いの責任、役割分担等を常に確認し、河川に関する情報の積極的

な提供と収集に努める。また、合意形成を目指して、それらの組織を生

かした公正な仕組みを検討する。）に該当すると思われます。 

(1)情報の共有と公開及び意見交換 河川整備は、住民と河川管

理者が互いに「知っていること」や「心配していること」を共有

することから始まることを基本として、住民と河川管理者及び住

民間における意見交換が行えるような機会（対話集会等）を継続

的に設ける。 

計画策定 

5.1.2 情報の共有と

公開、住民との連携・

協働、関係団体・自治

体・他省庁との連携

(1)  

18 第1稿 計画策定 余野川の東山高橋からの右

岸が非常に泥れています。ゴ

ミの量も多く危険な場所も

あるので一人ではとても無

理です。 

何等かの方法で一般人のボ

ランティアを公募して下さ

い。 

・河川の清掃のためにボランテ

ィアを公募してほしい。 

要望 余野川については、大阪府の管理区間となり、ご意見は池田土木事務所

に送付させていただきました。 

国が管理している区間も同様な問題があり、不法投棄については、「川

は地域共有の公共財産である」という共通認識のもと啓発活動を実施し

ています。特に違法行為が行われやすい夜間のパトロールを実施してい

ます。また、河川美化と環境保全のための維持管理にも努めています。

河川清掃は、各自治体と共に市民参加を募り実施しています。皆様のご

協力をお願いします。 

(3)自治体、他省庁との連携 

河川整備計画の実施に当たっては、琵琶湖・淀川流域水質管理協

議会(仮称)や水害に強い地域づくり協議会(仮称)等において、

自治体や他省庁等と相互に連携した総合的な取り組みを検討す

る。また、連携の進捗状況や連携を進めるにあたり生じた課題等

は流域委員会に報告するとともに、一般にも広く公表する 

計画策定 

5.1.2 情報の共有と

公開、住民との連携・

協働、関係団体・自治

体・他省庁との連携

(3) 

19 第1稿 

(ダム) 

計画策定 猪名川のこんにゃく橋から

すぐ上流から、河岸整備のた

め、工事されると聞いていま

す。ほんとうに整備工事が必

要なのでしょうか、最近話題

になっている、むだな公共工

事にあたりませんか。すくな

くとも、樹木類は絶対にまも

・整備工事は必要なのですか。 

・樹木類は絶対守ってほしいで

す。 

質問 

要望 

 ご意見いただいた場所の管理は兵庫県が行っており、ご意見は兵庫県

の方へ送付させていただく予定です。 

 国の管理区間でも同様な場所があり、私共の考えを説明します。 

水辺は貴重な水と緑の空間であり、河川および堤防は地域社会の憩の場

として貴重な役割を果たしてきました。市街化等に伴い緑が減少しつつ

あることから良好な水辺空間の整備等の要望は多くだされています。

 今後の河川改修は地形を考慮し、横断方向・縦断方向の連続性の修復

を目指すとともに、瀬と淵が形成されるなどの多様な形状を持つ河道の

河川管理者は河川に関する情報の積極的な収集と解りやすい情

報を発信し、住民との意見交換が継続的に行えるような機会を設

ける。 

 今後の河川整備計画の推進にあたっては、計画の検討段階から

住民及び住民団体等地域に密着した組織との連携を積極的に行

っていく。その際、双方はお互いの責任、役割分担等を常に確認

する。また、合意形成を目指して、それらの組織を活かした公正

な仕組みを検討するとともに、異なった主体間の意思形成を有効

計画策定 

4.1.3 情報の共有と

公開、住民との連携・

協働、関係団体・自治

体・他省庁との連携



これまでにいただいた意見・質問集 (猪名川河川事務所・猪名川総合開発工事事務所) 

(7/82) 

№ 
説明資

料種類 
分類 住民から寄せられた意見 意見要約 種類 回答 基礎原案 備考 

って欲しいと考えます。 改修を図って参りたいと思っています。しかし、川幅が狭く河道に余裕

のない区間で、土の堤防がつくれない、あるいは護岸の法面が急勾配に

なる等、都市の中を流れる河川として非常に難しい面があり、やむを得

ずコンクリートを使用する場合があります。今後は環境に配慮した工法

等を採用していきます。 

 見直しの調査検討については、はば広い視点で流域として取り組んで

いく必要があると認識しており第２稿へ反映していきます。 

に図るためには、問題が生じた時だけでなく、日常的な信頼関係

を築くことが重要である。その際、行政と住民の間に介在してコ

ーディネイトする主体（河川レンジャー（仮称））の役割も期待

される。 

また、関係省庁、自治体等と連携が必要となる事項については、

事前に周到な調整を図るが、その中で明らかになった問題点や課

題については、淀川水系流域委員会に報告するとともに、広く一

般に公開して、住民にその連携施策の妥当性の判断材料を提供す

る。 

特に指定区間の河川整備計画策定については各自治体が行うが、

その際、本計画と整合が取れているよう、連携、調整する。 

20 第1稿 計画策定 私達の命とつなぐ水の源は、

みんなで大切に守り、人間の

楽しみを優先させるのに疑

問を感じます。川西市、兵庫

県、国の環境に関する話し合

いを希望してやみません。 

・各自治体の環境に関する話し

合いを希望する。 

要望 整備計画の策定にあたって、住民の方及び住民団体や自治体等から広く

意見をお聴きしているところです。様々な異なる意見がある場合は、こ

れら意見をお持ちの方と意見交換を行い社会的な合意が得られるよう

に最大限努力します。その上で、河川管理者として適切に判断していき

たいと思います。 

特に指定区間の河川整備計画策定については各自治体が行うが、

その際、本計画と整合が取れているよう、連携、調整する。 

計画策定 

4.1.3 情報の共有と

公開、住民との連携・

協働、関係団体・自治

体・他省庁との連携 

  

21 第1稿 計画策定 河川の上流から下流まで、一

貫した施策・取組が必要であ

り、「指定区間内・外」にと

らわれずに、総合的に取り組

んで頂きたい。 

・河川の上流から下流まで一貫

した施策が必要。 

・総合的に取組んでほしい。 

意見 ご意見のとおり、河川空間の連続（上流から河口まで）した整備や有効

利用につきまして国・府県と一体となり総合的な取り組みが必要と考え

ています。 

特に指定区間の河川整備計画策定については各自治体が行うが、

その際、本計画と整合が取れているよう、連携、調整する。 

計画策定 

4.1.3 情報の共有と

公開、住民との連携・

協働、関係団体・自治

体・他省庁との連携 

  

22 第2稿 計画策定 今後の工事でこのゲンジボ

タルを保護するよう県への

指導よろしくお願いします。 

・ゲンジボタルを保護するよう

県への指導お願いします 

要望 ご意見いただいた場所の管理は兵庫県が行っており、ご意見は兵庫県の

方へ送付させていただく予定です。 

関係省庁、自治体等と連携が必要となる事項については、事前に

周到な調整を図るが、その中で明らかになった問題点や課題につ

いては、淀川水系流域委員会に報告するとともに、広く一般に公

開して、住民にその連携施策の妥当性の判断材料を提供する。特

に指定区間の河川整備計画策定については各自治体が行うが、そ

の際、本計画と整合が取れているよう、連携、調整する。 

計画策定 

4.1.3 情報の共有と

公開、住民との連携・

協働、関係団体・自治

体・他省庁との連携 

 

23 第1稿 

(ダム) 

計画策定 1.計画案が淀川流域委員会

の検討をふまえたものにな

っているのか疑問 

・計画案が淀川流域委員会の検

討をふまえたものになってい

るのか 

質問 これまでの余野川ダムは、１）猪名川下流部の浸水被害軽減、２）阪神

水道企業団および箕面市に対して水道用水の供給、３）既得利水者の安

定取水と河川の環境を維持する上で必要な流量を安定的に確保 を目

的としてきました。 

 これからは、委員会の提言を踏まえて、１）狭窄部等の開削は当面実

施しないことによる狭窄部上流部の当面の浸水被害軽減、２）近年頻発

している渇水に対する安全度の確保、３）既存ダム群の再編成 に留意

し、計画の見直しを行います。 

河川整備計画については、随時進捗を点検し、必要に応じて見直

しを行うものとする。淀川水系流域委員会は進捗の見直し点検に

あたって意見を聴く機関として継続する。 

計画策定 

5.1.1 河川整備計画

の進捗を点検し、見直

しを行うための措置

24 第1稿 

(ダム) 

計画策定 附近の川の周辺の工事整備

がぬけており私どもの流域

は草ぼうぼうで畑はしほう

だい！！現在整備中の河川

の工事をなぜ上の方（北の方

・現在整備中の河川の工事をな

ぜ上の方（北の方向）から計画

しなかったのか大変、不満で

す。 

意見  現在、滝山付近で工事を実施しているのは川西市出在家町の木部・出

在家地区河道整備工事です。出在家町から上流は兵庫県の管理区間とな

っていることから、いただいたご意見を兵庫県に確認したところ以下の

回答をいただきました。 兵庫県で管理している区間の内、ご意見を頂

きました区間については、現在、治水上の観点から工事を実施しなけれ

関係省庁、自治体等と連携が必要となる事項については、事前に

周到な調整を図るが、その中で明らかになった問題点や課題につ

いては、淀川水系流域委員会に報告するとともに、広く一般に公

開して、住民にその連携施策の妥当性の判断材料を提供する。

特に指定区間の河川整備計画策定については各自治体が行うが、

計画策定 

4.1.3 情報の共有と

公開、住民との連携・

協働、関係団体・自治

体・他省庁との連携



これまでにいただいた意見・質問集 (猪名川河川事務所・猪名川総合開発工事事務所) 

(8/82) 

№ 
説明資

料種類 
分類 住民から寄せられた意見 意見要約 種類 回答 基礎原案 備考 

向）から計画して下さらなか

ったのか大変、不満です。 

ばならない区間にはなっておりません。 また、畑については、既にご

承知のこととは存じますが、現地に看板を設置するなど、耕作者に対し

て、畑の撤去を指導しているところです。 今後とも、畑の撤去に向け

て、ねばり強く耕作者を指導してまいりたいと考えておりますので、ご

理解とご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。 

その際、本計画と整合が取れているよう、連携、調整する。 

25 第1稿 計画策定 今こそ、国と自治体、住民が

一体となって、１づつできる

事から時間をかけて、人々の

姿を川に戻す姿勢が次の時

代に必ずつながるものと確

信する。 

・公民一体となって行うこと

が、次の時代につながると思

う。 

意見 ご指摘のように、流域における社会活動及び河川整備や利用が川に与え

てきた影響を真摯に受けとめ、今後の河川整備は、河川の横断的・縦断

的形状の改善、残された環境の保全や失われた環境の再生及び住民が安

心して利用できる水質の改善を目指した河川環境の修復を図って参り

たいと思います。 

特に指定区間の河川整備計画策定については各自治体が行うが、

その際、本計画と整合が取れているよう、連携、調整する。 

計画策定 

4.1.3 情報の共有と

公開、住民との連携・

協働、関係団体・自治

体・他省庁との連携 

  

26 第1稿 

(ダム) 

計画策定 箕面市の男性は○○年に一

回に際、発言者の親族に被害

が出た場合まで想定したの

でしょうか？それとも自分

の死後はどうでもよいとい

うことか？もっと長いスケ

ールで決めるべき。 

・箕面市の男性は○○年に一回

に際、発言者の親族に被害が出

た場合まで想定したのでしょ

うか？それとも自分の死後は

どうでもよいということか？

もっと長いスケールで決める

べき。 

質問 （お互いの責任、役割分担等を常に確認し、河川に関する情報の積極的

な提供と収集に努める。また、合意形成を目指して、それらの組織を生

かした公正な仕組みを検討する。）に該当すると思われます。 

(1)情報の共有と公開及び意見交換 河川整備は、住民と河川管

理者が互いに「知っていること」や「心配していること」を共有

することから始まることを基本として、住民と河川管理者及び住

民間における意見交換が行えるような機会（対話集会等）を継続

的に設ける。 

計画策定 

5.1.2 情報の共有と

公開、住民との連携・

協働、関係団体・自治

体・他省庁との連携

(1) 

27 第1稿 

(ダム) 

計画策定 古江橋、絹延橋あたりに出来

ている可動堰と思る施設の

設置目的、治水利水面の効用

影響等も私共一般住民に今

迄何程の説明があったのか、

又その情報等は何処で分か

る様になっているのか教え

て欲しい。 

・施設の設置目的や治水利水面

の効用影響等を一般住民に説

明したのか 

・又その情報等は何処で分かる

様になっているのか 

質問 狭窄部上流対策については今後さらに実施に向けた調査・検討を行いま

す。調査検討の結果がでた時点で、改めて流域委員会、関係自治体、流

域住民の皆様に説明します。ご指摘の堰は加茂井堰です。平成１１年か

ら新可動堰工事に着手し概成し、現在は旧堰の撤去中です。旧堰は、亨

保５年（1720年）に農地のかんがいを目的に設けられ、昭和30年代に

改築されましたが老朽化が進んでおり、また、固定堰でもあり河床から

約４ｍ突起し洪水の流下阻害となり、池田市木部町中の島付近は浸水被

害を蒙っていました。このため、加茂井堰の改築を実施しております。

住民の皆さんには、平成８年より当所の事業概要や記者発表等で公表

し、地元では説明会を行っております。なお、新しい加茂井堰はゴム引

布製で出来ており、平常時はゴム引布製がふくらんで川の水をせき止

め、安定した取水位を確保します。また、洪水時にはゴム引布製をしぼ

ませ洪水の水位を下げ安全に洪水を下流へ流すこととなります。 

(1)情報の共有と公開及び意見交換 河川整備は、住民と河川管

理者が互いに「知っていること」や「心配していること」を共有

することから始まることを基本として、住民と河川管理者及び住

民間における意見交換が行えるような機会（対話集会等）を継続

的に設ける。 また、河川整備の実施にあたっては、情報検索機

能の向上やより多くの住民が意見を言えるよう従来から実施し

ているインターネットによる情報公開を充実させる。また、マス

メディアを通して河川に係わる情報（工事情報や河川のライブ映

像等）をタイムリーに発信するよう努める。 表現にあたっては、

難解なものや専門的な表現は避け、図表等を多用して出来る限り

解りやすいものとする。 

計画策定 

5.1.2 情報の共有と

公開、住民との連携・

協働、関係団体・自治

体・他省庁との連携

(1)  

28 第1稿 

(ダム) 

計画策定 中年女性の発言で少子化だ

からダムは不要。でわ温暖化

はどうするのかヒートアイ

ランド現象で止々呂美が集

中豪雨となった場合どうな

るのか 

・ヒートアイランド現象で止々

呂美が集中豪雨となった場合

どうなるのか 

質問 （お互いの責任、役割分担等を常に確認し、河川に関する情報の積極的

な提供と収集に努める。また、合意形成を目指して、それらの組織を生

かした公正な仕組みを検討する。）に該当すると思われます。 

(1)情報の共有と公開及び意見交換 河川整備は、住民と河川管

理者が互いに「知っていること」や「心配していること」を共有

することから始まることを基本として、住民と河川管理者及び住

民間における意見交換が行えるような機会（対話集会等）を継続

的に設ける。 

計画策定 

5.1.2 情報の共有と

公開、住民との連携・

協働、関係団体・自治

体・他省庁との連携

(1) 

29 第1稿 計画策定 余野川水系の止々呂美地域

の右岸、左岸、護岸の復旧を

する事。 

・止々呂美地域の護岸の復旧を

する事。 

意見 いただいたご意見は、箕面市止々呂美地区の地域整備に関する要望とし

て、猪名川総合開発工事事務所に対して既に要望されている項目です。

要望事項の取り扱いについては、大阪府、箕面市並びに国土交通省の三

者で協議会を設置し、継続して協議を続けているところです。三者の調

整等が整った項目から止々呂美地域の皆様に返答することを考えてい

関係省庁、自治体等と連携が必要となる事項については、事前に

周到な調整を図るが、その中で明らかになった問題点や課題につ

いては、淀川水系流域委員会に報告するとともに、広く一般に公

開して、住民にその連携施策の妥当性の判断材料を提供する。特

に指定区間の河川整備計画策定については各自治体が行うが、そ

4.1.3 情報の共有と

公開、住民との連携・

協働、関係団体・自治

体・他省庁との連携 



これまでにいただいた意見・質問集 (猪名川河川事務所・猪名川総合開発工事事務所) 

(9/82) 

№ 
説明資

料種類 
分類 住民から寄せられた意見 意見要約 種類 回答 基礎原案 備考 

ます。 の際、本計画と整合が取れているよう、連携、調整する。 

30 第2稿 計画策定 河川環境、治水、利水等いず

れの視点についても実施項

目の内容は具体性に欠けて

いるように思われる。一方、

検討項目には具体的な内容

が盛り込まれているように

感じます。決まっていること

を"いつする"、検討を"いつ

する"といったプログラムを

ご提示願います。 

・実施項目の内容が具体性に欠

けてるように思う。"いつする"

ということを提示してくださ

い。 

意見 「淀川水系河川整備計画策定向けての説明資料（第２稿）」における実

施項目や検討項目について、「説明資料（第２稿）に係る具体的な整備

内容シート」に具体的な実施内容等を記載しています。なお、「説明資

料（第２稿）に係る具体的な整備内容シート」は製本とＣＤ－ＲＯＭ版

があり、要望される方には送付しております。 

  

31 第1稿 計画策定 車の量が多い事が気になり

ます。9:00～17:00迄、自動

車のしんにゅう禁止になっ

たらいいなあと思います。 

・車の通行量が多い。一定時間

進入禁止にしてほしい。 

要望 一庫大路次川の文珠橋から猪名川の多田大橋の区間については、兵庫県

管理区間になり、ご意見は宝塚土木事務所に送付させていただいており

ます 

関係省庁、自治体等と連携が必要となる事項については、事前に

周到な調整を図るが、その中で明らかになった問題点や課題につ

いては、淀川水系流域委員会に報告するとともに、広く一般に公

開して、住民にその連携施策の妥当性の判断材料を提供する。特

に指定区間の河川整備計画策定については各自治体が行うが、そ

の際、本計画と整合が取れているよう、連携、調整する。 

4.1.3 情報の共有と

公開、住民との連携・

協働、関係団体・自治

体・他省庁との連携 

32 第1稿 

(ダム) 

計画策定 住民の皆さんとよく話し合

い、その結果を公表して下さ

い。 

・住民の意見を取り入れて、そ

の結果を公表してほしい。 

要望 なお、これらの調査・検討を出来る限り早期に完了し、その結果が出た

時点で改めて流域委員会や関係地方自治体、流域住民の皆様に説明しま

す。 

住民説明会等で皆様からいただいた意見や質問と、それに対する河川管

理者の考え方や回答はホームページに載せるなど公表していきます。

(1)情報の共有と公開及び意見交換 

河川整備は、住民と河川管理者が互いに「知っていること」や「心

配していること」を共有することから始まることを基本として、

住民と河川管理者及び住民間における意見交換が行えるような

機会（対話集会等）を継続的に設ける。 

また、河川整備の実施にあたっては、情報検索機能の向上やより

多くの住民が意見を言えるよう従来から実施しているインター

ネットによる情報公開を充実させる。また、マスメディアを通し

て河川に係わる情報（工事情報や河川のライブ映像等）をタイム

リーに発信するよう努める。 表現にあたっては、難解なものや

専門的な表現は避け、図表等を多用して出来る限り解りやすいも

のとする。 

計画策定 

5.1.2 情報の共有と

公開、住民との連携・

協働、関係団体・自治

体・他省庁との連携

(1) 

33 第1稿 

(ダム) 

計画策定 長野県の植林事例を引用し

た男性、植林すれば1.5倍の

降雨が防止できるという科

学的な裏付けをもとに発言

しているのか 

・植林すれば1.5倍の降雨が防

止できるという科学的な裏付

けをもとに発言しているのか 

質問 （お互いの責任、役割分担等を常に確認し、河川に関する情報の積極的

な提供と収集に努める。また、合意形成を目指して、それらの組織を生

かした公正な仕組みを検討する。）に該当すると思われます。 

  

34 第2稿 計画策定 PR方法について 

今回のチラシ（新聞の折り込

み）は、いつ頃行われたので

しょうか。 

・新聞折込はいつ頃行われたの

ですか。 

質問 “淀川水系河川整備計画第２稿に関する意見交換会”のご案内（新聞折

り込みチラシ）は、平成１５年７月２０日（土）に行いました。（朝日

新聞、毎日新聞、産経新聞、読売新聞、神戸新聞が対象紙です。） 

今後は、より多くの方が参加できるようなプログラム、周知の方法につ

いて検討していきたいと考えています。 

(1)情報の共有と公開及び意見交換 河川整備は、住民と河川管

理者が互いに「知っていること」や「心配していること」を共有

することから始まることを基本として、住民と河川管理者及び住

民間における意見交換が行えるような機会（対話集会等）を継続

的に設ける。 

計画策定 

5.1.2 情報の共有と

公開、住民との連携・

協働、関係団体・自治

体・他省庁との連携

(1)  



これまでにいただいた意見・質問集 (猪名川河川事務所・猪名川総合開発工事事務所) 

(10/82) 

№ 
説明資

料種類 
分類 住民から寄せられた意見 意見要約 種類 回答 基礎原案 備考 

35 第1稿 計画策定 1.環境課題の修復を図るた

め、又、流水、水位を一定に

保つため、兵庫県や尼崎が行

っている森づくりとリンク

させるような必要はありま

せんか。 

・環境課題の修復のため、兵庫

県や尼崎が行っている森づく

りとリンクさせるような必要

ないのか 

意見 1.県や尼崎市が検討されている「森づくり」も環境修復のための１つで

あり、関係自治体と連携を図る必要があると考えています。 

関係省庁、自治体等と連携が必要となる事項については、事前に

周到な調整を図るが、その中で明らかになった問題点や課題につ

いては、淀川水系流域委員会に報告するとともに、広く一般に公

開して、住民にその連携施策の妥当性の判断材料を提供する。特

に指定区間の河川整備計画策定については各自治体が行うが、そ

の際、本計画と整合が取れているよう、連携、調整する。 

4.1.3 情報の共有と

公開、住民との連携・

協働、関係団体・自治

体・他省庁との連携 

36 第1稿 計画策定 ダムの水質、水量を守る活動

を市民と共に見える形で具

体化していただけませんか。 

水質、水量を守り、洪水を防

ぐには山に保水力を取り戻

さないとまたダムが必要に

なるのではないでしょうか。 

・ダムの水質保全等を守る活動

を市民と共に具体化してほし

い。 

要望 一庫ダムなど既設ダムの水質を保全するために流域で取り組むことに

ついて、その方法や効果については、更なる検討が必要であると考えま

す。今後の水質保全等の対策を考える上で頂いた意見は参考にしたいと

考えています。 

(1)情報の共有と公開及び意見交換 

河川整備は、住民と河川管理者が互いに「知っていること」や「心

配していること」を共有することから始まることを基本として、

住民と河川管理者及び住民間における意見交換が行えるような

機会（対話集会等）を継続的に設ける。 

また、河川整備の実施にあたっては、情報検索機能の向上やより

多くの住民が意見を言えるよう従来から実施しているインター

ネットによる情報公開を充実させる。また、マスメディアを通し

て河川に係わる情報（工事情報や河川のライブ映像等）をタイム

リーに発信するよう努める。 表現にあたっては、難解なものや

専門的な表現は避け、図表等を多用して出来る限り解りやすいも

のとする。 

 

(2)住民との連携・協働 

地域固有の情報や知識に精通している住民団体や地域に密着し

た組織等との連携事業や河川に係わる人材の育成の支援や、住民

と連携して環境教育を推進する。 

例） 

・子ども達を対象としたシンポジウムや体験学習の実施 

・子ども達が安全に楽しく遊ぶための川の指導者育成の支援 

さらに、河川に係わる組織を支援するとともに、伝統工法などの

技術の保存・伝承についても積極的に支援する。 

地域固有の情報や知識に精通した個人を、河川レンジャー（仮称）

として任命する。河川レンジャーは行政と住民との間に介在し

て、河川に係る環境学習等の文化活動や動植物の保護活動等を実

施するとともに、不法投棄の監視や河川利用者への安全指導等河

川管理行為を支援すること等を想定する。 

河川レンジャーの活動拠点として、当面は、既設設備である淀川

資料館、河川公園管理所、水のめぐみ館、遊水スイスイ館、三栖

閘門資料館等を試行的に活用する。 

まず三栖閘門資料館を活動拠点として、三栖閘門周辺及び山科川

を対象に試行的に河川レンジャーを任命し、活動を行い、その試

行的活動を通して河川レンジャーの活動内容や役割等について

検討会において検討する。 

 

(3)自治体、他省庁との連携 

河川整備計画の実施に当たっては、琵琶湖・淀川流域水質管理協

計画策定 

5.1.2 情報の共有と

公開、住民との連携・

協働、関係団体・自治

体・他省庁との連携

(1) (2) (3) 



これまでにいただいた意見・質問集 (猪名川河川事務所・猪名川総合開発工事事務所) 

(11/82) 

№ 
説明資

料種類 
分類 住民から寄せられた意見 意見要約 種類 回答 基礎原案 備考 

議会(仮称)や水害に強い地域づくり協議会(仮称)等において、

自治体や他省庁等と相互に連携した総合的な取り組みを検討す

る。また、連携の進捗状況や連携を進めるにあたり生じた課題等

は流域委員会に報告するとともに、一般にも広く公表する。 

37 第1稿 

(ダム) 

計画策定 説明が立板に水で一般住民

にはスライド等も、もう少し

長く出して欲しい。説明資料

もせめて申込者に事前に送

付して貰わないと読んで、聞

いて、見て、理解を深める迄

は行き着かない。 

・説明が早く、また事前に資料

を貰わないと理解を深めるま

でいかない。 

意見 今後ともご意見を参考にさせていただき、今後の河川整備計画を策定す

る予定ですので、よろしくお願いします。 

河川整備は、住民と河川管理者が互いに「知っていること」や「心

配していること」を共有することから始まることを基本として、

住民と河川管理者及び住民間における意見交換が行えるような

機会（対話集会等）を継続的に設ける。 

計画策定 

5.1.2 情報の共有と

公開、住民との連携・

協働、関係団体・自治

体・他省庁との連携

(1)   

38 第1稿 

(ダム) 

計画策定 1. 説明会は今回の1 回だけ

なのでしょうか？ 

説明会は1度だけですか 質問 なお、これらの調査・検討を出来る限り早期に完了し、その結果が出た

時点で改めて流域委員会や関係地方自治体、流域住民の皆様に説明しま

す。 

今回の説明会は、余野川ダム計画の見直し結果を中心に実施したもので

す。したがって、余野川ダムとの地理的な条件やダムの影響を受ける地

域を考慮しました。また、流域住民の交通の利便性を考慮して会場を設

定しました。 

今回の会場は席も十分に用意することが可能なことから１会場としま

したが、今後開催する場合は、開催内容も踏まえると共に、皆様からの

意見も参考にしてできるだけ多くの人に参加してもらえるよう会場を

設定したいと考えています。 

河川整備は、住民と河川管理者が互いに「知っていること」や「心

配していること」を共有することから始まることを基本として、

住民と河川管理者及び住民間における意見交換が行えるような

機会（対話集会等）を継続的に設ける。 

計画策定 

5.1.2 情報の共有と

公開、住民との連携・

協働、関係団体・自治

体・他省庁との連携

(1)   

39 第2稿 計画策定 ①今日の説明会は好感が持

てた。 

・今日の説明会は好感がもてた 意見 ①今後も皆様方に理解しやすい資料等を作成し、説明していきます。 (1)情報の共有と公開及び意見交換 河川整備は、住民と河川管

理者が互いに「知っていること」や「心配していること」を共有

することから始まることを基本として、住民と河川管理者及び住

民間における意見交換が行えるような機会（対話集会等）を継続

的に設ける。 

計画策定 

5.1.2 情報の共有と

公開、住民との連携・

協働、関係団体・自治

体・他省庁との連携

(1)  

40 第1稿 

(ダム) 

計画策定 余野川ダム見直し案説明資

料について平易な語句を多

用された方がよろしいかも

しれません。 

・説明資料は平易な語句を使用

したほうが良いと思う。 

意見 ご意見を参考にさせていただき、今後はできるだけ分かり易い言葉で説

明するよう努めたいと思います。 

また、説明資料においても用語集を添付するなどして、内容の理解をよ

り深めていただけるよう配慮いたします。 

河川整備は、住民と河川管理者が互いに「知っていること」や「心

配していること」を共有することから始まることを基本として、

住民と河川管理者及び住民間における意見交換が行えるような

機会（対話集会等）を継続的に設ける。 

 また、河川整備の実施にあたっては、情報検索機能の向上やよ

り多くの住民が意見を言えるよう従来から実施しているインタ

ーネットによる情報公開を充実させる。また、マスメディアを通

して河川に係わる情報（工事情報や河川のライブ映像等）をタイ

ムリーに発信するよう努める。 表現にあたっては、難解なもの

や専門的な表現は避け、図表等を多用して出来る限り解りやすい

ものとする。 

 

計画策定 

5.1.2 情報の共有と

公開、住民との連携・

協働、関係団体・自治

体・他省庁との連携

(1)   

41 第1稿 

(ダム) 

計画策定 余野川ダムは現在建設中と

のことですが地域住民に対

・地域住民に今までどのような

説明をしてきましたか 

質問 余野川ダム建設地である箕面市止々呂美地域の住民の皆様に対しては、

ダム計画の説明と協力依頼を行った昭和57 年以降、必要に応じて説明

河川整備は、住民と河川管理者が互いに「知っていること」や「心

配していること」を共有することから始まることを基本として、

計画策定 

5.1.2 情報の共有と



これまでにいただいた意見・質問集 (猪名川河川事務所・猪名川総合開発工事事務所) 

(12/82) 

№ 
説明資

料種類 
分類 住民から寄せられた意見 意見要約 種類 回答 基礎原案 備考 

して今までどの程度の説明

をして来られましたか 

を続けてきています。 住民と河川管理者及び住民間における意見交換が行えるような

機会（対話集会等）を継続的に設ける。 

 また、河川整備の実施にあたっては、情報検索機能の向上やよ

り多くの住民が意見を言えるよう従来から実施しているインタ

ーネットによる情報公開を充実させる。また、マスメディアを通

して河川に係わる情報（工事情報や河川のライブ映像等）をタイ

ムリーに発信するよう努める。 表現にあたっては、難解なもの

や専門的な表現は避け、図表等を多用して出来る限り解りやすい

ものとする。 

 

公開、住民との連携・

協働、関係団体・自治

体・他省庁との連携

(1)   

42 第1稿 計画策定 公務員の皆様に地域住民の

ことが、本当には意識にない

のではないかと懸念してお

ります。 

・地域住民のことを考えでほし

い。 

要望 淀川水系流域委員会の提言や、今回の淀川水系河川整備計画策定の向け

ての説明資料（第1稿）など、住民の皆様にパンフレットや説明会等を

実施し、住民の皆様方から意見をお聞きし整備計画に反映させたいと考

えております。 

 今回の河川整備の基本的考え方は、大雨などに対して堤防の破堤等に

よる被害の軽減を目指すために堤防の強化や住民の皆様への情報提供

など様々な施策を進めて行くこととしています。一方、堤防から水際な

どは、多様な生物の生息環境保全のため出来るだけ河川本来の自然な姿

を目指すことと考えています。 

(1)情報の共有と公開及び意見交換 

河川整備は、住民と河川管理者が互いに「知っていること」や「心

配していること」を共有することから始まることを基本として、

住民と河川管理者及び住民間における意見交換が行えるような

機会（対話集会等）を継続的に設ける。 

また、河川整備の実施にあたっては、情報検索機能の向上やより

多くの住民が意見を言えるよう従来から実施しているインター

ネットによる情報公開を充実させる。また、マスメディアを通し

て河川に係わる情報（工事情報や河川のライブ映像等）をタイム

リーに発信するよう努める。 表現にあたっては、難解なものや

専門的な表現は避け、図表等を多用して出来る限り解りやすいも

のとする。 

 

(2)住民との連携・協働 

地域固有の情報や知識に精通している住民団体や地域に密着し

た組織等との連携事業や河川に係わる人材の育成の支援や、住民

と連携して環境教育を推進する。 

例） 

・子ども達を対象としたシンポジウムや体験学習の実施 

・子ども達が安全に楽しく遊ぶための川の指導者育成の支援 

さらに、河川に係わる組織を支援するとともに、伝統工法などの

技術の保存・伝承についても積極的に支援する。 

地域固有の情報や知識に精通した個人を、河川レンジャー（仮称）

として任命する。河川レンジャーは行政と住民との間に介在し

て、河川に係る環境学習等の文化活動や動植物の保護活動等を実

施するとともに、不法投棄の監視や河川利用者への安全指導等河

川管理行為を支援すること等を想定する。 

河川レンジャーの活動拠点として、当面は、既設設備である淀川

資料館、河川公園管理所、水のめぐみ館、遊水スイスイ館、三栖

閘門資料館等を試行的に活用する。 

まず三栖閘門資料館を活動拠点として、三栖閘門周辺及び山科川

を対象に試行的に河川レンジャーを任命し、活動を行い、その試

行的活動を通して河川レンジャーの活動内容や役割等について

計画策定 

5.1.2 情報の共有と

公開、住民との連携・

協働、関係団体・自治

体・他省庁との連携

(1) (2) (3) 



これまでにいただいた意見・質問集 (猪名川河川事務所・猪名川総合開発工事事務所) 

(13/82) 

№ 
説明資

料種類 
分類 住民から寄せられた意見 意見要約 種類 回答 基礎原案 備考 

検討会において検討する。 

 

(3)自治体、他省庁との連携 

河川整備計画の実施に当たっては、琵琶湖・淀川流域水質管理協

議会(仮称)や水害に強い地域づくり協議会(仮称)等において、

自治体や他省庁等と相互に連携した総合的な取り組みを検討す

る。また、連携の進捗状況や連携を進めるにあたり生じた課題等

は流域委員会に報告するとともに、一般にも広く公表する。 

43 第1稿 計画策定 地元の意向は含まれている

のでしょうか。 

・地元の意向は含まれています

か。 

意見 今後ともご意見を参考にさせて頂き、今後の河川整備計画を策定する予

定ですのでよろしくお願いします。 

(1)情報の共有と公開及び意見交換 

河川整備は、住民と河川管理者が互いに「知っていること」や「心

配していること」を共有することから始まることを基本として、

住民と河川管理者及び住民間における意見交換が行えるような

機会（対話集会等）を継続的に設ける。 

また、河川整備の実施にあたっては、情報検索機能の向上やより

多くの住民が意見を言えるよう従来から実施しているインター

ネットによる情報公開を充実させる。また、マスメディアを通し

て河川に係わる情報（工事情報や河川のライブ映像等）をタイム

リーに発信するよう努める。 表現にあたっては、難解なものや

専門的な表現は避け、図表等を多用して出来る限り解りやすいも

のとする。 

 

(2)住民との連携・協働 

地域固有の情報や知識に精通している住民団体や地域に密着し

た組織等との連携事業や河川に係わる人材の育成の支援や、住民

と連携して環境教育を推進する。 

例） 

・子ども達を対象としたシンポジウムや体験学習の実施 

・子ども達が安全に楽しく遊ぶための川の指導者育成の支援 

さらに、河川に係わる組織を支援するとともに、伝統工法などの

技術の保存・伝承についても積極的に支援する。 

地域固有の情報や知識に精通した個人を、河川レンジャー（仮称）

として任命する。河川レンジャーは行政と住民との間に介在し

て、河川に係る環境学習等の文化活動や動植物の保護活動等を実

施するとともに、不法投棄の監視や河川利用者への安全指導等河

川管理行為を支援すること等を想定する。 

河川レンジャーの活動拠点として、当面は、既設設備である淀川

資料館、河川公園管理所、水のめぐみ館、遊水スイスイ館、三栖

閘門資料館等を試行的に活用する。 

まず三栖閘門資料館を活動拠点として、三栖閘門周辺及び山科川

を対象に試行的に河川レンジャーを任命し、活動を行い、その試

行的活動を通して河川レンジャーの活動内容や役割等について

検討会において検討する。 

 

計画策定 

5.1.2 情報の共有と

公開、住民との連携・

協働、関係団体・自治

体・他省庁との連携

(1) (2) (3) 



これまでにいただいた意見・質問集 (猪名川河川事務所・猪名川総合開発工事事務所) 

(14/82) 

№ 
説明資

料種類 
分類 住民から寄せられた意見 意見要約 種類 回答 基礎原案 備考 

(3)自治体、他省庁との連携 

河川整備計画の実施に当たっては、琵琶湖・淀川流域水質管理協

議会(仮称)や水害に強い地域づくり協議会(仮称)等において、

自治体や他省庁等と相互に連携した総合的な取り組みを検討す

る。また、連携の進捗状況や連携を進めるにあたり生じた課題等

は流域委員会に報告するとともに、一般にも広く公表する。 

44 第1稿 

(ダム) 

計画策定 ④地元（止々呂美）代表の方

に地元の希望を発表する場

を与えてはいかがでしょう

か 

・地元の代表者に希望を発表す

る場を与えてはどうか 

意見 ご意見を参考にさせていただき、今後はできるだけ多くの人に参加して

いただき、より多くの人が発言できるような会場の設定や説明会の適切

な運営・進行を考えていきたいと思います。 

  

45 第2稿 計画策定 猪名川を見ているだけで胸

がわくわくする様な、そんな

未来があると思う。そうゆう

事業にしょう点を合せて見

まもりたい。 

・わくわくする様な未来がある

と思うのでそこに焦点を合わ

せて見守りたい。 

意見 今回の河川整備計画の基本的考え方は、治水、利水、環境、利用の課題

に対して、流域的視点に立って、流域のあらゆる関係者が連携協力し、

健全な水循環系の確保に向けた努力を積み重ねることを前提に、以下を

基本に据えて河川整備計画を策定していきます。 

洪水被害の頻度のみならず、その深刻さを軽減する施策をハード、ソフ

ト面にわたって推進するが、狭窄部下流の治水安全度を損なわないで上

流の安全度の向上を図ります。 

水需要予測の見直しを踏まえ、既存水資源開発施設の運用や新規施設の

計画の内容を見直します。また、水需要の抑制が図られるよう利水者や

関係自治体と連携します。 

 これまでの河川整備が河川環境に及ぼしてきた影響を真摯に受け止

め、「生態系が健全であってこそ、人は持続的に生存し、活動できる。」

との考え方を踏まえて、河川環境の保全・再生を図ります。 

河川の利用については、利用者の理解を得ながら「河川環境の保全を基

本とした利用の促進」と「河川環境を損なう利用の是正」を図ります。

(3)自治体、他省庁との連携河川整備計画の実施に当たっては、

琵琶湖・淀川流域水質管理協議会(仮称)や水害に強い地域づくり

協議会(仮称)等において、 自治体や他省庁等と相互に連携した

総合的な取り組みを検討する。また、連携の進捗状況や連携を進

めるにあたり生じた課題等は流域委員会に報告するとともに、一

般にも広く公表する。 

5.1.2 情報の共有と

公開、住民との連携・

協働、関係団体・自治

体・他省庁との連携

(3) 

46 第1稿 

(ダム) 

計画策定 付帯事業・関連事業として余

野川の下流域（古江町から吉

田橋間）を道路整備と河川敷

整備と水辺空間の整備を一

体的して事業化する。 

・道路整備と河川敷整備と水辺

空間の整備を一体化して事業

化する。 

意見 ご意見いただいた場所の管理は大阪府が行っており、ご意見は大阪府の

方へ送付させていただく予定です。 

国の管理区間でも同様な場所があり、私共の考えを説明します。 

水辺は貴重な水と緑の空間であり、河川および堤防は地域社会の憩の場

として貴重な役割を果たしてきました。市街化等に伴い緑が減少しつつ

あることから良好な水辺空間の整備等の要望は多くだされています。

国土交通省として、昭和63 年から「桜づつみモデル事業」を実施し、

猪名川では、伊丹市森本地先(神津大橋上流左岸)で実施しております。

「桜づつみ」を作る条件として堤防から住宅地側に土地を提供していた

だき、植樹しても堤防に影響がないよう堤防を住宅地側に盛土して、そ

こに植樹するものです。 

これらについて、地元自治体から要請を受け、基礎工事を河川管理者が

行い、土地の提供・植樹や維持管理は地元自治体となっています。 

今後の河川整備計画の推進にあたっては、計画の検討段階から住

民及び住民団体等地域に密着した組織との連携を積極的に行っ

ていく。その際、双方はお互いの責任、役割分担等を常に確認す

る。また、合意形成を目指して、それらの組織を活かした公正な

仕組みを検討するとともに、異なった主体間の意思形成を有効に

図るためには、問題が生じた時だけでなく、日常的な信頼関係を

築くことが重要である。その際、行政と住民の間に介在してコー

ディネイトする主体（河川レンジャー（仮称））の役割も期待さ

れる。 

また、関係省庁、自治体等と連携が必要となる事項については、

事前に周到な調整を図るが、その中で明らかになった問題点や課

題については、淀川水系流域委員会に報告するとともに、広く一

般に公開して、住民にその連携施策の妥当性の判断材料を提供す

る。 

特に指定区間の河川整備計画策定については各自治体が行うが、

その際、本計画と整合が取れているよう、連携、調整する。 

計画策定 

4.1.3 情報の共有と

公開、住民との連携・

協働、関係団体・自治

体・他省庁との連携



これまでにいただいた意見・質問集 (猪名川河川事務所・猪名川総合開発工事事務所) 

(15/82) 

№ 
説明資

料種類 
分類 住民から寄せられた意見 意見要約 種類 回答 基礎原案 備考 

47 第1稿 計画策定 区画整理に供ない農水路(河

川に続く)にセメントを流

し、護岸することにより生態

形が変りその農水路の水位

に位置して使用している井

戸水にたいへんな影響が考

えられると思われますが、ど

んな配りょがあるのでしょ

うか。 

・区画整理に伴う農水路の護岸

による生態系の変化や水質へ

の影響等へのはどのように配

慮しているのか 

質問 農水路は、水田等の灌漑目的以外に雨水の排水路も兼ねている等様々な

形態があります。 

ご意見を頂いた農水路の設置や管理は、土地改良区、水利組合や各自治

体の農業部局となっており、ご意見を関係機関に送付させていただいて

おります。 

関係省庁、自治体等と連携が必要となる事項については、事前に

周到な調整を図るが、その中で明らかになった問題点や課題につ

いては、淀川水系流域委員会に報告するとともに、広く一般に公

開して、住民にその連携施策の妥当性の判断材料を提供する。

特に指定区間の河川整備計画策定については各自治体が行うが、

その際、本計画と整合が取れているよう、連携、調整する。 

4.1.3 情報の共有と

公開、住民との連携・

協働、関係団体・自治

体・他省庁との連携 

48 第1稿 

(ダム) 

計画策定 ③発言は 1 人１回○○分以

内 ルールを設けた方がよ

い 扇動者にかき回されな

いように 

・発言方法はルールを設けた方

がよい 

意見 ご意見を参考にさせていただき、今後はできるだけ多くの人に参加して

いただき、より多くの人が発言できるような会場の設定や説明会の適切

な運営・進行を考えていきたいと思います。 

  

49 第1稿 

(ダム) 

計画策定 今のやり方では何回説明会

をされても、ダムを作るため

の反対意見に対するガス抜

きであって、どうせダムが作

られるのだろうとしか思わ

れませんでした。 

・反対意見があっても、何度説

明会をしても結局ダムは作ら

れるのだろうと思った。 

意見 ご意見を参考にさせていただき、今後はより多くの人が発言できるよう

な、適切な運営・進行を考えていきたいと思います。住民意見の反映方

法については、流域委員会で検討していただいているところです。 

河川整備は、住民と河川管理者が互いに「知っていること」や「心

配していること」を共有することから始まることを基本として、

住民と河川管理者及び住民間における意見交換が行えるような

機会（対話集会等）を継続的に設ける。 

 また、河川整備の実施にあたっては、情報検索機能の向上やよ

り多くの住民が意見を言えるよう従来から実施しているインタ

ーネットによる情報公開を充実させる。また、マスメディアを通

して河川に係わる情報（工事情報や河川のライブ映像等）をタイ

ムリーに発信するよう努める。 表現にあたっては、難解なもの

や専門的な表現は避け、図表等を多用して出来る限り解りやすい

ものとする。 

 

計画策定 

5.1.2 情報の共有と

公開、住民との連携・

協働、関係団体・自治

体・他省庁との連携

(1)   

50 第1稿 

(ダム) 

計画策定 反対派の人に問いたい 

①当日（7/5）マイカーで会

場へ来たのか？もしマイカ

ーなら「環境」について述べ

る資格はあなたにはありま

せん 

・反対派の人に問いたい 

①当日（7/5）マイカーで会場

へ来たのか？もしマイカーな

ら「環境」について述べる資格

はあなたにはありません 

意見 （お互いの責任、役割分担等を常に確認し、河川に関する情報の積極的

な提供と収集に努める。また、合意形成を目指して、それらの組織を生

かした公正な仕組みを検討する。）に該当すると思われます。 

  

51 第1稿 

(ダム) 

計画策定 反対派の人に問いたい 

②水害を実際に見た・経験し

たことがあるのか？ 

・反対派の人に問いたい 

②水害を実際に見た・経験した

ことがあるのか？ 

質問 （お互いの責任、役割分担等を常に確認し、河川に関する情報の積極的

な提供と収集に努める。また、合意形成を目指して、それらの組織を生

かした公正な仕組みを検討する。）に該当すると思われます。 

  

52 第1稿 

(ダム) 

計画策定 反対派の人に問いたい 

③止々呂美に足を運んだこ

とがあるか？実情をどこま

で把握した上で反対を唱え

ているのか 

・反対派の人に問いたい 

③止々呂美に足を運んだこと

があるか？実情をどこまで把

握した上で反対を唱えている

のか 

質問 （お互いの責任、役割分担等を常に確認し、河川に関する情報の積極的

な提供と収集に努める。また、合意形成を目指して、それらの組織を生

かした公正な仕組みを検討する。）に該当すると思われます。 

  

53 第1稿 計画策定 この川と道路にゴミを捨て

る人が多いことと、車の量が

多い事が気になります。9:00

・ゴミや不法投棄と車の通行量

の多さが気になる。 

意見 一庫大路次川の文珠橋から猪名川の多田大橋の区間については、兵庫県

管理区間になり、ご意見は宝塚土木事務所に送付させていただいており

ます 

  



これまでにいただいた意見・質問集 (猪名川河川事務所・猪名川総合開発工事事務所) 

(16/82) 

№ 
説明資

料種類 
分類 住民から寄せられた意見 意見要約 種類 回答 基礎原案 備考 

～17:00迄、自動車のしんに

ゅう禁止になったらいいな

あと思います。 

54 第1稿 計画策定 4.各地でゴミの不法投棄な

どを見まわり摘発する権限

をもった「リバーキーパー」

を募集し、巡回する。 

・ゴミの不法投棄などを見回る

市民グループを募集する。 

意見 4.昭和５０年から毎年「河川愛護モニター」を公募し、住民の方の目で

河川の見廻りをお願いしています。その結果（ゴミの不法投棄等）を事

務所に連絡して頂き、対応しております。 

今後は地域固有の情報や知識に精通した住民団体、地域に密着した組織

等から「河川レンジャー」として河川巡視・環境学習の指導等の依頼の

試行制度の検討を行います。 

地域固有の情報や知識に精通した個人を、河川レンジャー（仮称）

として任命する。河川レンジャーは行政と住民との間に介在し

て、河川に係る環境学習等の文化活動や動植物の保護活動等を実

施するとともに、不法投棄の監視や河川利用者への安全指導等河

川管理行為を支援すること等を想定する。 

5.1.2 情報の共有と

公開、住民との連携・

協働、関係団体・自治

体・他省庁との連携 

55 第1稿 

(ダム) 

計画策定 ⑤物事すべて賛否あるのだ

から並列に扱うべき 反対

意見ばかり聞かされても…

… 

・偏りのない色々な意見が聞き

たい 

意見 ご意見を参考にさせていただき、今後はできるだけ多くの人に参加して

いただき、より多くの人が発言できるような会場の設定や説明会の適切

な運営・進行を考えていきたいと思います。 

  

56 第1稿 

(ダム) 

計画策定 発言者意見のみを重視する

のではなく無発言者の意見

も同等に扱ってほしい。 

・無発言者の意見も同等に扱っ

てほしい。 

意見 ご意見ありがとうございます。今後ともご意見を参考にさせていただ

き、今後の河川整備計画を策定する予定ですので、よろしくお願いしま

す。 

河川整備は、住民と河川管理者が互いに「知っていること」や「心

配していること」を共有することから始まることを基本として、

住民と河川管理者及び住民間における意見交換が行えるような

機会（対話集会等）を継続的に設ける。 

 また、河川整備の実施にあたっては、情報検索機能の向上やよ

り多くの住民が意見を言えるよう従来から実施しているインタ

ーネットによる情報公開を充実させる。また、マスメディアを通

して河川に係わる情報（工事情報や河川のライブ映像等）をタイ

ムリーに発信するよう努める。 表現にあたっては、難解なもの

や専門的な表現は避け、図表等を多用して出来る限り解りやすい

ものとする。 

 

計画策定 

5.1.2 情報の共有と

公開、住民との連携・

協働、関係団体・自治

体・他省庁との連携

(1)   

57 第1稿 計画策定 近くにはこれといって遊歩

道がないのでこの間のグリ

ーンハイツ側の川ぞいに遊

歩道を作れば地域にとって

良い環となるのではと感じ

ています。 

・川沿いに遊歩道をつくってほ

しい。 

要望 一庫大路次川の文珠橋から猪名川の多田大橋の区間については、兵庫県

管理区間になり、ご意見は宝塚土木事務所に送付させていただいていて

おります。 

関係省庁、自治体等と連携が必要となる事項については、事前に

周到な調整を図るが、その中で明らかになった問題点や課題につ

いては、淀川水系流域委員会に報告するとともに、広く一般に公

開して、住民にその連携施策の妥当性の判断材料を提供する。特

に指定区間の河川整備計画策定については各自治体が行うが、そ

の際、本計画と整合が取れているよう、連携、調整する。 

4.1.3 情報の共有と

公開、住民との連携・

協働、関係団体・自治

体・他省庁との連携 

58 第1稿 計画策定 川西市内から多田郊外迄歩

行出来る道をつけて欲しい。

武庫川見たいに堤防を作る

か橋を作って両岸の交通ネ

ットを作るよう####ウォー

キングフリー フリーが願

望。※「####」部分は判読不

能。 

・歩道をつくってほしい。 

 

要望 一庫大路次川の文珠橋から猪名川の多田大橋の区間については、兵庫県

管理区間になり、ご意見は宝塚土木事務所に送付させていただいており

ます。 

関係省庁、自治体等と連携が必要となる事項については、事前に

周到な調整を図るが、その中で明らかになった問題点や課題につ

いては、淀川水系流域委員会に報告するとともに、広く一般に公

開して、住民にその連携施策の妥当性の判断材料を提供する。特

に指定区間の河川整備計画策定については各自治体が行うが、そ

の際、本計画と整合が取れているよう、連携、調整する。 

4.1.3 情報の共有と

公開、住民との連携・

協働、関係団体・自治

体・他省庁との連携 

59 第1稿 計画策定 猪名川の上流から河口まで、

連続した遊歩道を作って欲

しい。 

・歩道をつくってほしい。 

 

要望 堤防の天端や河川敷は、散策やスポーツなど自由に使用していただくこ

とが基本となっています。ご意見のとおり、河川空間の連続（上流から

河口まで）した整備や有効利用につきまして国・府県と一体となり総合

関係省庁、自治体等と連携が必要となる事項については、事前に

周到な調整を図るが、その中で明らかになった問題点や課題につ

いては、淀川水系流域委員会に報告するとともに、広く一般に公

4.1.3 情報の共有と

公開、住民との連携・

協働、関係団体・自治



これまでにいただいた意見・質問集 (猪名川河川事務所・猪名川総合開発工事事務所) 

(17/82) 

№ 
説明資

料種類 
分類 住民から寄せられた意見 意見要約 種類 回答 基礎原案 備考 

的な取り組みが必要と考えています。 開して、住民にその連携施策の妥当性の判断材料を提供する。特

に指定区間の河川整備計画策定については各自治体が行うが、そ

の際、本計画と整合が取れているよう、連携、調整する。 

体・他省庁との連携 

60 第1稿 計画策定 全般:治水は国の基本で、総

て非常に真面目に取り組ん

でおられると感じたが、全般

に民間でいう予算・決算が全

く示されていない。・・・・・・ 

・まじめに取組んでいると思う

が、予算・決算がまったく示さ

れていない。 

その他 ご意見いただいた予算については、「淀川水系河川整備計画策定に向け

ての説明資料（第１稿）に係る具体的な整備内容シート（第１稿）個表」

の中に、これまで使用した予算、今後２０～３０年間で使用する予算、

スケジュールを記載しております。 

関係省庁、自治体等と連携が必要となる事項については、事前に

周到な調整を図るが、その中で明らかになった問題点や課題につ

いては、淀川水系流域委員会に報告するとともに、広く一般に公

開して、住民にその連携施策の妥当性の判断材料を提供する。特

に指定区間の河川整備計画策定については各自治体が行うが、そ

の際、本計画と整合が取れているよう、連携、調整する。 

4.1.3 情報の共有と

公開、住民との連携・

協働、関係団体・自治

体・他省庁との連携 

61 第2稿 計画策定 当自治会は絹延橋～中橋の

西側に位置しておりますが、

当地に於ける河川整備につ

いては、H7.3/31から協定書

で「現在の貴庁のパンフレッ

トの内容」のような河川整備

を訴えており、今後の協議は

是が非でもパンフレットの

趣旨にのっとった、又嵐山計

画の一環とした整備をして

頂きたく考えています。 

・パンフレットの趣旨にのっと

った又嵐山計画の一環とした

河川整備をしてほしい 

要望 ・今後の河川整備は破堤による被害の回避を究極的な目標として、その

ための施策を最優先で取り組むことにしています。 

ご指摘の「猪名川の明日をみんなで考えよう」パンフレットの工事の実

施項目は、下流の破堤の危険性を増大させる無堤部の築堤等は、下流の

河川整備の進捗状況等を見て判断することが原則ですが、既に一連区間

の整備が進められごく一部の区間のみが未整備である当該区間につい

ては、速やかに事業を完了し浸水被害の軽減を図ることとしています。

関係省庁、自治体等と連携が必要となる事項については、事前に

周到な調整を図るが、その中で明らかになった問題点や課題につ

いては、淀川水系流域委員会に報告するとともに、広く一般に公

開して、住民にその連携施策の妥当性の判断材料を提供する。特

に指定区間の河川整備計画策定については各自治体が行うが、そ

の際、本計画と整合が取れているよう、連携、調整する。 

計画策定 

4.1.3 情報の共有と

公開、住民との連携・

協働、関係団体・自治

体・他省庁との連携 

 

62 第1稿 

(ダム) 

計画策定 5.利水にかんして、大阪府

(府営水道 7 拡事業との整

合)とどのような話しを進め

ているか公開できる文書の

公開を。 

・利水に関して大阪府はどのよ

うな話を進めているのか。文書

の公開を希望する。 

要望 大阪府営水道の７次拡張計画は、余野川ダムの給水予定区域とは重複し

ません。従来の計画以降、新たな計画変更について正式な協議文書はあ

りません。 

河川整備は、住民と河川管理者が互いに「知っていること」や「心

配していること」を共有することから始まることを基本として、

住民と河川管理者及び住民間における意見交換が行えるような

機会（対話集会等）を継続的に設ける。 

 また、河川整備の実施にあたっては、情報検索機能の向上やよ

り多くの住民が意見を言えるよう従来から実施しているインタ

ーネットによる情報公開を充実させる。また、マスメディアを通

して河川に係わる情報（工事情報や河川のライブ映像等）をタイ

ムリーに発信するよう努める。 表現にあたっては、難解なもの

や専門的な表現は避け、図表等を多用して出来る限り解りやすい

ものとする。 

計画策定 

5.1.2 情報の共有と

公開、住民との連携・

協働、関係団体・自治

体・他省庁との連携 

(1)  

  

63 第1稿 

(ダム) 

計画策定 ・流域に新法の適用を。 ・流域に新法の適用を。 意見 平成15年6月5日に「特定都市河川浸水被害対策法」が成立しました。

この法律では総合治水対策を実施している17 河川を含め、おおむね全

国で30～40 河川が適用されることとなり、猪名川もこの法律が適用さ

れると想定しています。法律の具体的な施行時期や内容について定まっ

た後、あらためて流域委員会や流域住民の皆様に説明したいと考えてい

ます。 

河川管理者は河川に関する情報の積極的な収集と解りやすい情

報を発信し、住民との意見交換が継続的に行えるような機会を設

ける。 

 今後の河川整備計画の推進にあたっては、計画の検討段階から

住民及び住民団体等地域に密着した組織との連携を積極的に行

っていく。その際、双方はお互いの責任、役割分担等を常に確認

する。また、合意形成を目指して、それらの組織を活かした公正

な仕組みを検討するとともに、異なった主体間の意思形成を有効

に図るためには、問題が生じた時だけでなく、日常的な信頼関係

を築くことが重要である。その際、行政と住民の間に介在してコ

ーディネイトする主体（河川レンジャー（仮称））の役割も期待

計画策定 

4.1.3 情報の共有と

公開、住民との連携・

協働、関係団体・自治

体・他省庁との連携



これまでにいただいた意見・質問集 (猪名川河川事務所・猪名川総合開発工事事務所) 

(18/82) 

№ 
説明資

料種類 
分類 住民から寄せられた意見 意見要約 種類 回答 基礎原案 備考 

される。 

また、関係省庁、自治体等と連携が必要となる事項については、

事前に周到な調整を図るが、その中で明らかになった問題点や課

題については、淀川水系流域委員会に報告するとともに、広く一

般に公開して、住民にその連携施策の妥当性の判断材料を提供す

る。 

特に指定区間の河川整備計画策定については各自治体が行うが、

その際、本計画と整合が取れているよう、連携、調整する。 

64 第1稿 

(ダム) 

計画策定 ⑥流域委員会について メ

ンバーは、いつ誰が任命した

のかしらと思ってしまった。

構成によっては、最初から答

えは出ているのと同じだ。 

・流域委員会のメンバーは、い

つだれが任命したのか 

質問 淀川水系流域委員会の設置にあたり、平成12年7月に淀川水系に関し

て学識経験を有する４名の委員により準備会議を設立し、淀川水系河川

整備計画の作成にあたって、関係住民の意見の反映方法について提言す

るとともに、「淀川水系流域委員会」のあり方（構成、メンバー等）に

ついてとりまとめ、近畿地方整備局に対して答申を行いました。 

  

65 第1稿 河川環境 対象期間が20年～30年とい

うことであれば里山の保全

や植林といった対策も可能

ではないでしょうか 

・整備の対象期間が20 年～30

年であれば、森林の保全や植林

等も可能ではないか 

意見 森林については、水源の涵養、土砂の流出の防備、土砂の崩壊の防備、

火災の防備など様々な機能を有しており、その保全が重要であることは

言うまでもありません。猪名川では上流域で宅地開発やゴルフ場開発が

行われているものの、それ以外の所については森林が整備されており、

これ以上森林を増加させる余地が少ないのが現状です。 

工事の施工を行うにあたっては、個々の地域ごとに生物の生息・

生育環境を十分考慮して実施するとともに、従来の工法について

検証を行う。護岸工事等の実施にあたっては、縦断方向及び横断

方向の河川形状、湖と河川や陸域との接続形状がなだらかに連続

するように施工するが、水衝部等で河岸の保持のため護岸を施工

する場合は、生物の生息・生育環境に配慮した工法を採用する。

河川環境 

5.2.8 生物の生息・

生育環境に配慮した

工事の施工  

66 第1稿 河川環境 毎年、夏に猪名川町の保養所

に行くのですが、そこの猪名

川も以前と違って年々汚れ

て来ています。 

50 年前に戻してほしいとは

言いませんが、出来るだけ、

きれいな猪名川になってほ

しいです。 

・きれいな川にしてほしい。 要望 河川の水質については、関係自治体や住民・事業者の協力などにより下

水道が整備され、S30～40年代の高度経済成長期と比べると改善されて

おります。ただ、昨今微量有害物質など新たな物質について話題になっ

たり、降雨初期による大気中の汚れ・市街地の汚れなどの面的な汚れの

河川流入の問題があります。 

今後は、多面的に河川の水質の監視対策をみんなで努めて行くこととな

ります。ただ、全てについて河川管理者が監視・管理を行うのには限界

があり、自治体・事業者そして住民の皆様との協働が必要と考えており

ます。具体的には学識経験者・関係省庁・関係自治体・住民などで構成

される「琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）」を設立し、環境の

時代に即した施策を講じて行く様考えております。 

現在の水質汚濁防止協議会を更に発展させ、自治体、関係機関、

住民及び住民団体と連携して、河川の流入総負荷量管理を図る琵

琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）の設立を検討する。また、

河川、湖及びダムの環境基準を達成することを目標とすることに

とどまらず、生物及び生物の生息・生育環境から見て望ましく、

安心して水辺で遊べ、水道水源としてより望ましい等の河川水質

を新たな目標（生物指標による目標設定を含む）として設定し、

監視地点、測定頻度や監視項目の増大等、平常時における監視を

強化するとともに、自治体、関係機関、住民及び住民団体と連携

を図り、流域をも対象としたデータの共有化を図る。 

河川環境 

4.2.4 水質  

67 第1稿 河川環境 ゴルフ場の建設は絶対やめ

て下さい。環境ハカイをこれ

以上すすめず、緑の公園、住

民のつどいの場にしてほし

い。 

・ゴルフ場の建設反対 意見 今回の河川整備の基本的考え方は、大雨などに対して堤防の破堤等によ

る被害の軽減を目指すために堤防の強化や住民の皆様への情報提供な

ど様々な施策を進めて行くこととしています。一方、堤防から水際など

は、多様な生物の生息環境保全のため出来るだけ河川本来の自然な姿を

目指すことと考えています。 

水、土砂、生物等多様な要素が複雑に依存し形成されている河川

環境を保全・再生していくに際しては、人工的な改変によって川

をかたち造るという発想ではなく、「『川が川をつくる』のを手伝

う」という考え方を念頭に実施するとともに、常に慎重にモニタ

リングを行い、河川環境の反応や、河川と連続する沿岸海域への

影響を把握、評価してフィードバックを行う。 

4.2 河川環境 

68 第1稿 

(ダム) 

河川環境 川の護岸工事で、コンクリー

トで塗りつぶされた所に、木

を植えてほしいと思います。 

コンクリートと緑化をセッ

トにして護岸工事を進めて

いってほしいと思います。 

・コンクリートと緑化をセット

にして護岸工事を進めていっ

てほしい。 

要望 今後の河川改修は地形を考慮し、横断方向・縦断方向の連続性の修復を

目指すとともに、瀬と淵が形成されるなどの多様な形状を持つ河道の改

修を図って参りたいと思っています。しかし、川幅が狭く河道に余裕の

ない区間で、土の堤防がつくれない、あるいは護岸の法面が急勾配にな

る等、都市の中を流れる河川として非常に難しい面があり、やむを得ず

コンクリートを使用する場合があります。 今後は環境に配慮した工法

工事の施工を行うにあたっては、個々の地域ごとに生物の生息・

生育環境を十分考慮して実施するとともに、従来の工法について

検証を行う。 

護岸工事等の実施にあたっては、縦断方向及び横断方向の河川形

状、湖と河川や陸域との接続形状がなだらかに連続するように施

工するが、水衝部等で河岸の保持のため護岸を施工する場合は、

河川環境 

4.2.8 生物の生息・

生育環境に配慮した

工事の施工  
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等を採用していきます。 生物の生息・生育環境に配慮した工法を採用する。 

仮締切、工事用道路等の仮設工作物及び施工機械、施工時期等に

ついては、できるだけ生物の生息・生育環境への影響を少なくす

るようにする。また、工事により発生する濁水は、できるだけ生

物の生息・生育環境に影響を与えないよう排水ルート等に配慮す

る。 

また、できるだけ生物の生息・生育環境に影響を与えないように、

河川工事のための土砂の輸送手段として、舟運と緊急用河川敷道

路の活用、土砂仮置場の堤内地での確保、河川敷内の工事資材等

の仮置き箇所・面積の縮小等を図る。 

 

69 第1稿 河川環境 今だに コンクリート張り

の工事ばかりです。それが私

には理解出来ません 

・なぜ、コンクリート張りの工

事をするのか理解できない。 

意見 ご意見いただいた場所の管理は兵庫県が行っており、ご意見は兵庫県の

方へ送付させていただいております。 

国の管理区間でも同様な場所があり、私共の考えを説明します。 

今後の河川改修は地形を考慮し、横断方向・縦断方向の連続性の修復を

目指すとともに、瀬と淵が形成されるなどの多様な形状を持つ河道の改

修を図って参りたいと思っています。 

しかし、川幅が狭く河道に余裕のない区間で、土の堤防がつくれない、

あるいは護岸の法面が急勾配になる等、都市の中を流れる河川として非

常に難しい面があり、やむを得ずコンクリートを使用する場合がありま

す。今後は環境に配慮した工法等を採用していきます。 

今後の河川整備は、「『川が川がつくる』のを手伝う」という考え

方を念頭に、これまで実施してきた多自然型川づくりの評価を踏

まえた上で、横断方向及び縦断方向の連続性、湖と河川や陸域と

の連続性の修復を目指し、変動する水と土砂の流れの結果とし

て、瀬と淵や河原等多様な形状を持つ河川の復元を図る。 

河川環境 

4.2.1 河川形状  

70 第1稿 

(ダム) 

河川環境 私の希望する多田より下流

のいわゆる川原きれいなみ

んな遊べる小魚の住む川が

ほしいのです。 

・みんなが遊べ、小魚の住む川

にしてほしい。 

要望 これまでの流域における社会活動、河川の整備や利用が河川や我々自身

の生活環境に与えてきた影響を真摯に受け止め、今後の河川整備は、水

辺にワンドやたまりが数多く存在し、水位の変動によって冠水・攪乱さ

れる区域が広範囲に存在し、変化に富んだ地形と多様な生体系が形成さ

れていた頃の河川環境を強く意識し、各河川に応じた河川の横断的・縦

断的形状の改善、残された環境の保全や失われた環境の再生、住民が安

心して利用できる水質の改善等を目指していきます。 

生物の生息・生育環境に配慮した工事の施工 

(1)生物に配慮した護岸工法を採用する。 

(2)魚類等の遡上・降下時期や産卵期、鳥類や昆虫類の繁殖期、

植物の結実期等に配慮する。 

(3)現況の植生を考慮して必要最小限の道路幅、ルートとなる工

事用道路を設置する。 

(4)工事中の濁水については、生物の生息・生育に影響を与えな

いよう、濁水防止等の措置を実施する。 

(5)工事中の振動や騒音等を最小限に抑える施工機械を使用す

る。 

(6)土砂輸送手段として、舟運と緊急用河川敷道路の活用を検討

する。 

(7)堤外地における土砂仮置き場面積を縮小するため、土砂仮置

場は堤内地に確保するよう努める。 

(8)工事資材等の仮置き場所は必要最低限の面積に縮小する。 

 

河川環境 

5.2.8 生物の生息・

生育環境に配慮した

工事の施工  

71 第1稿 河川環境 モニタリングの具体的な方

法はどうするのか? 

(水位、水質は数値でわかる

が、生態系の評価方法は?) 

・モニタリングの具体的な方法

はどうするのか? 

質問 国土交通省では、全国の１級水系および２級水系について河川を環境と

いう観点からとらえ定期的・継続的・統一的な河川に関する基礎情報の

収集整備を図るため「河川水辺の国勢調査」を平成２年から実施してい

ます。調査種別は、魚介類・底生動物・植物・鳥類・両生類・は虫類・

ほ乳類・陸上昆虫であり、調査方法は「河川水辺の国勢調査マニュアル

河川整備にあたって、河川環境のモニタリングを実施するととも

に得られた基礎資料を基に生物及び生物の生息・生育環境に関す

る評価を行い、関係機関と連携して、その情報を一元化し、その

結果を公表する。1)これまで実施してきた「多自然型川づくり」

の評価の実施。2)河川環境のモニタリングの実施事業実施前のモ

河川環境 

5.2 (1)  
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（案）」に基づき実施しています。 ニタリングを基に、予測・評価を行った上で事業を実施する。ま

た、事業中及び事業実施後にもモニタリングを行い、フィードバ

ックを行う。また、調査にあたっては、住民及び住民団体等と連

携した調査等も視野に入れて実施する。 

72 第1稿 

(ダム) 

河川環境 大阪は日本で一番水が汚れ

ている所で安心して蛇口か

ら飲み水が飲めない状況（塩

素がきつい）もっと身近な所

から見直してもらいたいで

す。 

・安心して飲める水にしてほし

い。 

・身近なところから見直してほ

しい。 

要望 水道水源としての水質（平成１３年）は、猪名川では軍行橋地点のＢＯ

Ｄ（生物化学的酸素要求量）で１．２mg/l（75%値：年間12回の下から

9番目の値）と「水質汚濁にかかる環境基準値３mg/l」を充分満足して

います。また、淀川の枚方大橋地点で２．０mg/l であり良好な値を維

持しています。この環境基準値（ＢＯＤ３mg/l）は、「水道原水水質保

全事業の実施の促進に関する法律」で「水道用水利用目的として２・３

級（沈殿ろ過等による通常の浄水操作等）」となっており、安心して飲

料できる水です。 

(1)琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）の設立の検討 

水質汚濁防止連絡協議会における主な取り組みとしては、①点源

負荷の削減（工場排水規制・下水道事業・農村集落排水事業等の

推進）②各関係機関における水質情報等の交換③油やその他の化

学物質の流出事故等における緊急時連絡体制の確立等がある。

流域全体として水循環と河川環境の状態を把握できる統合的な

流域水質管理システムの構築を目指すものとして、水質汚濁防止

連絡協議会の従来の委員に加え、環境省、農林水産省、厚生労働

省等の関係機関並びに水質特性に詳しい学識者や住民活動等に

詳しい有識者が参加した琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）

の設立に向けて、準備会を設けて検討する。 

この琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）に先立ち、河川管

理者として実行可能な施策について実施する。 

 

河川環境 

5.2.4 水質  

73 第1稿 河川環境 土砂を下流に流すと言われ

ましたが尼崎利倉橋南側の

部分が干潮になるとどの位

の水位になるかおわかりで

すか。又藻川の園田橋南側で

どの位いになるかおわかり

ですか。冬場は昼の満干が弱

いので水がありますが水位

は50cm 位しかありません。

夏になれば川底が見える所

が多くできます。一年中川に

行っていれば川がどの様か

よくわかります。これでも下

流へ土砂を流すのですか 

・土砂を下流に流すとのことで

すが、水位が50 ㎝くらいしか

ないのに下流に土砂を流すの

ですか 

意見 一般的に河床掘削等の工事を行う場合、元々複雑な川底（深い所や浅い

所）を施工上から水平な形状にしておりました。このため、工事の施工

前と比べると川底の幅が広がり川の流量が同じですと水深は浅くなり

ます。また、洪水により土砂が上流から流れてきて堆積する場合や川底

が掘られることもあります。ここ１０年、藻川では川底の掘削工事は行

っておりませんが、過去からの測量結果をみますと、場所によっては川

底が掘られているところ、土砂が堆積しているところと様々です。今後

は、多様な生物の生息・生育環境の確保のため、瀬・淵などを配慮した、

より自然に近い川作りを進めていく考えです。 

工事の施工を行うにあたっては、個々の地域ごとに生物の生息・

生育環境を十分考慮して実施するとともに、従来の工法について

検証を行う。 

4.2.8 生物の生息・

生育環境に配慮した

工事の施工 

74 第1稿 河川環境 今後も河川環境の向上をす

すめていただきたいと思い

ます。 

・今後も河川環境の向上をすす

めていただきたい 

要望 ご意見のとおり、河川環境については、これまでの流域における社会活

動、河川の整備や利用が川に与えてきた影響を真摯に受け止め、淀川水

系における今後の河川整備は、各河川に応じた河川の横断的・縦断的形

状の改善、残された環境の保全や失われた環境の再生及び住民が安心し

て利用できる水質の改善などを目指した河川環境の修復を図って参り

たいと思います。また、水、土砂、生物など多様な要素が複雑に依存し

ながら形成されている河川環境を保全及び再生していく際には、常に慎

重にモニタリングを行いながら、河川環境の反応を把握してフィードバ

ックをしながら進めていきます。 

工事の方法・施工等にあたっても、縦断方向及び横断方向の河川形状が

これまでの流域における社会活動、河川の整備や利用が淀川水系

や我々自身の生活環境に与えてきた影響を真摯に受け止め、淀川

水系における今後の河川整備は水辺にワンドやたまりが数多く

存在し、水位の変動によって冠水・攪乱される区域が広範囲に存

在し、変化に富んだ地形と固有種を含む多様な生態系が形成され

ていた頃の河川環境を目標として、各河川に応じた河川の横断

的・縦断的形状の改善、残された環境の保全や失われた環境の再

生、住民が安心して利用できる水質の改善等を目指す。 

河川環境 

4.2  
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不連続とならないように施工しますが、水衝部等で河岸の保持のため低

水護岸を施工する場合は、生物の生息・生育に配慮した工法を採用しま

す。 

 また、工事に伴う仮設備、工事用仮道路等や施工機械、施工時期等に

ついては、できるだけ生物の生息・生育環境への影響を少なくするよう

にします。 

 なお、川の中に土を入れることは水の流れる面積を狭めることとな

り、防災上危険となることから、十分な検討が必要になります。 

75 第1稿 河川環境 僕は猪名川の近くに住んで

います。猪名川、藻川とも川

の中に中洲のようなものが

でき野鳥などがたくさんい

るのをみかけます。しかし前

新聞で見たのですが、猪名川

の水質は全国でワースト５

に入るほど汚れているそう

です。あんなに自然豊かに見

えるののになぜ汚れている

のか、など護岸工事などの河

川工法(近自然工法等)の面

とあわせて大学の卒業研究

にしたいと思います。 

・河川工法の面と合わせて大学

の卒業研究にしたいと思いま

す。 

その他 中洲の部分には、人や犬猫が近寄りにくく草丈ものび、鳥などが隠れる

には最適だと考えられます。 

河川の水質については、関係自治体や住民・事業者の協力などにより下

水道が整備され、S30～40年代の高度経済成長期と比べると改善されて

おります。ただ、昨今微量有害物質など新たな物質について話題になっ

たり、降雨初期による大気中の汚れ・市街地の汚れなどの面的な汚れの

河川流入の問題があります。 

今後は、多面的に河川の水質の監視対策をみんなで努めて行くこととな

ります。ただ、全てについて河川管理者が監視・管理を行うのには限界

があり、自治体・事業者そして住民の皆様との協働が必要と考えており

ます。具体的には学識経験者・関係省庁・関係自治体・住民などで構成

される「琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）」を設立し、環境の

時代に即した施策を講じて行く様考えております。 

今回の河川整備の基本的考え方は、大雨などに対して堤防の破堤等によ

る被害の軽減を目指すために堤防の強化や住民の皆様への情報提供な

ど様々な施策を進めて行くこととしています。一方、堤防から水際など

は、多様な生物の生息環境保全のため出来るだけ河川本来の自然な姿を

目指すことと考えています 

流域全体として水循環と河川環境の状態を把握できる統合的な

流域水質管理システムの構築を目指すものとして、水質汚濁防止

連絡協議会の従来の委員に加え、環境省、農林水産省、厚生労働

省等の関係機関並びに水質特性に詳しい学識者や住民活動等に

詳しい有識者が参加した琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）

の設立に向けて、準備会を設けて検討する。この琵琶湖・淀川流

域水質管理協議会（仮称）に先立ち、河川管理者として実行可能

な施策について実施する。 

1)住民連携のための取り組み 

①データベースやリアルタイム水質データに対する住民による

アクセスを容易にする等、住民への情報提供システムの強化 

②水質学習会等 

③学校、住民団体等と連携した水質調査 

5.2.4 水質 (1) 

76 第1稿 河川環境 環境保全と治水は相反する

ものでなく環境=治水だと思

う。改修による川の直線化は

近年かえって破害を拡大し

ています。 

・環境＝治水だと思う。 

・改修による河川の直線化はか

えって被害を拡大している。 

意見 これまで流域における社会活動及び河川整備や利用が川に与えてきた

影響を真摯に受け止め、今後の河川整備は河川の横断的・縦断的形状の

改善、残された環境の保全や失われた環境の再生及び住民が安心して利

用できる水質の改善などを目指した河川環境の修復を図って参りたい

と思います。 

今後の河川整備は、「『川が川がつくる』のを手伝う」という考え

方を念頭に、これまで実施してきた多自然型川づくりの評価を踏

まえた上で、横断方向及び縦断方向の連続性、湖と河川や陸域と

の連続性の修復を目指し、変動する水と土砂の流れの結果とし

て、瀬と淵や河原等多様な形状を持つ河川の復元を図る。 

河川環境 

4.2.1 河川形状  

77 第1稿 河川環境 2.自然保善の説明が不足し

ている。たとえば改修方法

等。 

・改修方法等の説明が不足して

いる。 

意見 2.河川環境については、これまでの流域における社会活動、河川の整備

や利用が川に与えてきた影響を真摯に受け止め、淀川水系における今後

の河川整備は、各河川に応じた河川の横断的・縦断的形状の改善、残さ

れた環境の保全や失われた環境の再生及び住民が安心して利用できる

水質の改善などを目指した河川環境の修復を図って参りたいと思いま

す。また、水、土砂、生物など多様な要素が複雑に依存しながら形成さ

れている河川環境を保全及び再生していく際には、常に慎重にモニタリ

ングを行いながら、河川環境の反応を把握してフィードバックをしなが

ら進めていきます。 

工事の方法・施工等にあたっても、縦断方向及び横断方向の河川形状が

不連続とならないように施工しますが、水衝部等で河岸の保持のため低

今後の河川整備は、「『川が川がつくる』のを手伝う」という考え

方を念頭に、これまで実施してきた多自然型川づくりの評価を踏

まえた上で、横断方向及び縦断方向の連続性、湖と河川や陸域と

の連続性の修復を目指し、変動する水と土砂の流れの結果とし

て、瀬と淵や河原等多様な形状を持つ河川の復元を図る。 

河川環境 

4.2.1 河川形状  
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№ 
説明資

料種類 
分類 住民から寄せられた意見 意見要約 種類 回答 基礎原案 備考 

水護岸を施工する場合は、生物の生息・生育に配慮した工法を採用しま

す。 

また、工事に伴う仮設備、工事用仮道路等や施工機械、施工時期等につ

いては、できるだけ生物の生息・生育環境への影響を少なくするように

します。 

78 第1稿 河川環境 「河川整備は環境面におい

て河川・湖沼及びその流域へ

の過度の負荷を与え、多くの

問題を引き起こしてい

る・・・浅い水域の喪失はオ

オクチバス(ブラックバス)、

ブルーギル等の外来魚の繁

殖的水域を格段に増大させ

る要因にもなっている」と書

かれてあるが、これではバラ

ックバス等の外来魚の繁

殖・在来魚の減少は"河川整

備"が犯人といっているので

はないか。これは釣り人のマ

ナーが悪いためだと考えた

い。 

・外来魚の繁殖は河川整備の問

題ではなく、釣り人のマナーの

問題である。 

その他  今後ともご意見を参考にさせていただき、今後の河川整備計画を策定

する予定ですので、よろしくお願いします。 

  

79 第1稿 河川環境 2.川ぞいに緑の回廊(遊歩

道)をつくり、所どころに東

屋を設け、市民がゆったりと

バードウォッチングや散歩

が出来る(もちろん車は入れ

ない)。多田の改修地には街

路樹を生える。 

3.市民参加で川に親しむイ

ベント(例えば魚協の協力の

もと川をせきとめてじゃこ

とり)を実施する。 

・緑の回廊を作ったり、街路樹

を植える。 

・市民参加で川に親しむための

イベントを実施する。 

意見 2.ご意見いただいた場所の管理は、兵庫県が行っており、ご意見は兵庫

県の方へ送付させていただいております。 

堤防の天端や河川敷は、散歩やスポーツ等、自由に使用していただくの

が基本となっております。ただし、東屋等の設置は各自治体の占用申請

が必要となり河川管理者の認可が必要となっております。 

3.「川に親しむイベント」については、国主催のものとして①水生昆虫

観察の「愛護セミナー」②草花を使っての「野草教室」③市民参加・参

画のワークショップ④絵画コンクール、地方自治体が主催されているも

のとして①河川清掃②防災訓練③花火大会④野外コンサートなどがあ

り、それぞれＨＰ等で開催案内をしておりますので、是非ご参加くださ

い 

今後の河川整備は、「『川が川がつくる』のを手伝う」という考え

方を念頭に、これまで実施してきた多自然型川づくりの評価を踏

まえた上で、横断方向及び縦断方向の連続性、湖と河川や陸域と

の連続性の修復を目指し、変動する水と土砂の流れの結果とし

て、瀬と淵や河原等多様な形状を持つ河川の復元を図る。 

4.2.1 河川形状 

80 第1稿 河川環境 今回は猪川について、どんな

問題があるのか、又、どのよ

うな整備をされる予定があ

るのかに興味をもってきま

した。環境維持の為にも、外

来の魚、ゴミの清掃等協力し

ていきたいと思ってます。 

・環境維持のため、清掃等協力

したい。 

その他 今回の河川整備の基本的な考え方は、大雨などに対し、堤防の破堤等に

よる被害の軽減を目指すために堤防の強化や住民の皆様への情報提供

など様々な施策を進めて行くこととしています。一方、堤防から水際な

どは多様な生物の生息環境保全のため出来るだけ河川本来の自然な姿

を目指すこととしています。 

河川清掃は、各自治体と共に市民参加の集いをＨＰ等で案内しており、

皆様のご参加をお願いしております 

2)外来種の減少を目的とした自治体の条例制定に向けた調整や

協議を実施する。 

3)外来種の減少に向けた取り組みが必要であることから、外来種

の駆除方法等について検討し、関係機関や住民及び住民団体等と

連携しながら外来種対策を実施する。 

4）河川内ゴミ等の処理及び不法投棄の防止対策 

① 良好な河川環境を維持するため、住民団体及び地域に密着し

た組織と協力した美化・清掃活動及び塵芥処理を継続実施する。

②管内空間監視用カメラを利用した平常時の監視及び河川巡視

を強化する。 

河川環境 

5.2.6 生態系 (2)

2) 3)  

維持管理 

 （3）4)  
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③不法投棄の摘発・取り締まり強化に向けた関係行政機関等との

連携及び組織を設置する。 

④ 住民団体及び地域に密着した組織による河川愛護活動並びに

不法投棄マップの作成、看板設置・マスメディアを活用し、住民

に啓発を行う。 

81 第1稿 河川環境 山を守りながら水質をよく

する活動ですみやき等して

浄化する等環境教育を含め

た取り組みを先にのぞむ。 

・環境教育を含めた取り組みを

先にしてほしい。 

要望 森林は土砂流出防止、景観、リクリエーション機能などを有しています。

日本学術会議答申（平成１３年１１月「地球環境・人間生活にかかわる

農業及び森林の多面的な機能の評価について（答申）」）にあるように、

大洪水や大渇水において、森林は顕著な水源涵養（洪水や渇水の緩和機

能等）を期待できませんが、中小の洪水や渇水の時にはこの機能を有し

ています。このような森林の機能を考えて、流域内の森林の整備や保全

について重要なことと考えており、関係機関と連携してまいります。

琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）に先立ち、河川管理者

として実行可能な施策について実施する。1)住民連携のための取

り組み①データベースやリアルタイム水質データに対する住民

によるアクセスを容易にする等、住民への情報提供システムの強

化②水質学習会等③学校、住民団体等と連携した水質調査 

河川環境 

5.2.4  水質  (1)

1)  

82 第1稿 

(ダム) 

河川環境 これからは環境重視(特に生

態系など)に配慮した整備に

方向転換されるように理解

しているのですが。 

・今後は環境重視の整備に方向

転換すると理解しています。 

意見 余野川ダム計画の見直しで説明したように今後、水需要について精査・

確認を行い、それを踏まえて貯水池規模や貯水池運用の見直しについて

検討を行います。その上で、ダムによる環境の影響と軽減方法について

検討を行います。水質保全対策の検討においては、貯水池の汚濁メカニ

ズムの検討や具体的な水質保全対策の検討を行い、対策方法について効

果、事業費、維持・管理の容易性などを踏まえ実施可能で有効な方法を

選定します。貯水池規模や運用を見直した結果を踏まえ、ダム建設に伴

う動植物への影響軽減対策について検討します。また、余野川ダム貯水

池の周辺が宅地開発されることから、事業主体である大阪府と自然環境

の連続性の確保などについて調整を行います。周辺自然環境の影響とい

う点では「新たな遊水地の設置」は優れていますが、地役権補償が必要

であることと、洪水調節効果があまり期待できないことから対策候補の

一つではありますが、他の対策も併せて必要になります。 

生物及び生物の生息・生育環境の現状と変化を的確に把握するた

め、引き続きモニタリングを実施する。 

また、河川に流れ込む支川や水路等を含めた河川の横断方向及び

縦断方向の連続性、湖と河川や陸域との連続性を持った生物の生

息・生育環境の保全・再生や、生物に配慮した水位管理や水量管

理等の方策について、関係機関等と連携して検討する。 

淀川水系における良好な生物の生息・生育環境を保全・再生する

ために、外来種の調査を継続するとともに、その駆除方法につい

て、関係機関や住民及び住民団体等と連携しながら外来種対策を

推進し、啓発活動も実施する。 

 

河川環境 

4.2.6 生態系  

83 第2稿 河川環境 ②環境対策については、説明

にあったように対応してほ

い。 

・環境対策については、説明に

あったように対応してほしい 

要望 ②これまでの流域における社会活動、河川の整備や利用が川や我々自身

の生活環境に与えてきた影響を真摯に受け止め、今後の河川整備は、水

辺の変動によって冠水・攪乱される区域が広範囲に存在し、変化に富ん

だ地形と多様な生態系が形成されていた頃の河川環境を強く意識し、川

に応じた横断的・縦断的形状の改善、残された環境の保全や失われた環

境の再生、住民が安心して利用できる水質の改善等を目指します。 

  

84 第1稿 河川環境 汽水域干潟を活用し 水質

改善ができないかと考えて

います。 ※藻川の高田地区

のように猪名川の戸ノ内、東

園田地区も、土を入れ、干潟

を作るのは、ムリでしょう

か? 

・汽水域干潟を活用し水質改善

ができないかと考えています。 

意見 私たちも、干潟区間も、そう考えますが、全区間にわたって、水質の保

全や改善を図りたいと考えています。 

河川やダム湖及び沿岸海域の水質及び底質の改善のためには、河

川内での浄化対策では限界があり、流域から河川へ流入する汚濁

負荷を減少させる対策等流域全体での取組を強力に進めなけれ

ばならない。このため、現在の水質汚濁防止協議会を更に発展さ

せ、自治体、関係機関、住民及び住民団体と連携して、河川の流

入総負荷量管理を図る琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）

の設立を検討する。 

河川環境 

4.2.4 水質  

85 第2稿 河川環境 5 月・6 月中頃まで、軍行橋

の下で鯉の産卵場所が有り

ます。 

・軍行橋の下には鯉の産卵場所

があります。 

意見 ご意見のとおり、これまでの流域における社会活動、河川の整備や利用

が川や我々自身の生活環境に与えてきた影響を真摯に受け止め、今後の

河川整備は、水辺の変動によって冠水・攪乱される区域が広範囲に存在

し、変化に富んだ地形と多様な生態系が形成されていた頃の河川環境を
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強く意識し、川に応じた横断的・縦断的形状の改善、残された環境の保

全や失われた環境の再生、住民が安心して利用できる水質の改善等を目

指します。 

86 第1稿 河川環境 ・桜堤モデル事業について見

た目が美しい桜を植えるよ

り、本来その場所に棲息して

いた土着の植物を植える方

が望ましいと思います。 

・本来その場所に棲息していた

植物を植える方が良いと思う 

意見 これまで、ややもすると桜を中心に植樹されてきました。人間のやすら

ぎ空間としての目的もありますが、いざという時の水防資材としての活

用や、「より自然に近い川づくり」の観点からするとご指摘のとおりで

す。 

  

87 第2稿 河川環境 猪名川全体として（県の部

分、支流も含め）景観という

視点をもっと盛り込んで欲

しい。緑の回廊づくりをうた

って欲しい。 

・猪名川の景観を考えて計画し

てほしい 

要望 今後ともご意見を参考にさせていただき、今後の河川整備計画を策定す

る予定ですので、よろしくお願いします。 

  

88 第1稿 河川環境 尼崎市の東部地区、田能に蛍

の棲める水環境を 

・田能に蛍の棲める水環境を希

望する 

要望 農業用水路の設置や管理は、土地改良区、水利組合や各自治体の農業部

局となっており、ご意見を尼崎市に送付させていただいております。

生息・生育環境を保全しつつ、再生についても検討する。①横断

方向の河川形状を修復し、水陸移行帯を保全しつつ、再生につい

ても検討する。 

○淀川 鳥飼地区 

○宇治川 向島地区 

○淀川 中津地区 

○藻川（猪名川） 高田地区 

○藻川（猪名川） 東園田地区 

○猪名川 北河原地区 

河川環境 

5.2.6 生態系 （1)

2)  

89 第1稿 河川環境 現在の工事で、大量に破壊さ

れ、魚類は死滅、(天然あま

ご等)復元必要 

・現在の工事で、自然が大量に

破壊され魚類が死滅している。 

意見 これまで流域における社会活動及び河川整備や利用が川に与えてきた

影響を真摯に受け止め、今後の河川整備は、河川の横断的・縦断的形状

の改善、残された環境の保全や失われた環境の再生を目指した河川環境

の修復を図りたいと考えています。 

生物及び生物の生息・生育環境の現状と変化を的確に把握するた

め、引き続きモニタリングを実施する。また、河川に流れ込む支

川や水路等を含めた河川の横断方向及び縦断方向の連続性、湖と

河川や陸域との連続性を持った生物の生息・生育環境の保全・再

生や、生物に配慮した水位管理や水量管理等の方策について、関

係機関等と連携して検討する。淀川水系における良好な生物の生

息・生育環境を保全・再生するために、外来種の調査を継続する

とともに、その駆除方法について、関係機関や住民及び住民団体

等と連携しながら外来種対策を推進し、啓発活動も実施する。

河川環境 

4.2.6 生態系  

90 第2稿 河川環境 あのつぶれかかっている

止々呂美が再生できるかど

うかは大変興味があります 

きれいな空気・湧き水を武器

になんとか再生できるとよ

いのですが… 

後世の人に『昔、ここに川が

あったそうよ今はドブだけ

ど』と言われないようにした

い 

・後世に残して恥ずかしくない

ような、川にしてほしい。 

要望 今後ともご意見を参考にさせていただき、今後の河川整備計画を策定す

る予定ですので、よろしくお願いします。 

水、土砂、生物等多様な要素が複雑に依存し形成されている河川

環境を保全・再生していくに際しては、人工的な改変によって川

をかたち造るという発想ではなく、「『川が川をつくる』のを手伝

う」という考え方を念頭に実施するとともに、常に慎重にモニタ

リングを行い、河川環境の反応や、河川と連続する沿岸海域への

影響を把握、評価してフィードバックを行う。 

河川環境 

4.2 河川環境 
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91 第1稿 河川環境 猪名川下流の方に住んでい

ますが工事をした後何故川

が浅くなるのか知りたいで

す。 

・河川の工事後なぜ川が浅くな

るのですか。 

質問 一般的に河床掘削等の工事を行う場合、元々複雑な川底（深い所や浅い

所）を水平な形状にしておりました。このため、工事の施工前と比べる

と川底の幅が広がり川の流量が同じですと水深は浅くなることとなり

ます。また、洪水により土砂が上流から流れてきて堆積する場合や河床

が掘られることもあります。 

ここ10 年、藻川では河床の掘削工事は行なっておりませんが、過去か

らの測量結果をみますと、場所によって河床が掘れているところ、土砂

が堆積しているところと様々です。  

今後の河川整備は、「『川が川がつくる』のを手伝う」という考え

方を念頭に、これまで実施してきた多自然型川づくりの評価を踏

まえた上で、横断方向及び縦断方向の連続性、湖と河川や陸域と

の連続性の修復を目指し、変動する水と土砂の流れの結果とし

て、瀬と淵や河原等多様な形状を持つ河川の復元を図る。 

河川環境 

4.2.1 河川形状  

92 第1稿 河川環境 洪水防止のために川を直線

化するのは良いことだが、魚

介類のハンショクに不利と

思う。これは具体にどう解決

するのか。 

・洪水防止のために川を直線化

するのは良いが、魚介類のハン

ショクに不利と思う。これは具

体にどう解決するのか。 

質問 ご意見のとおり、河川環境については、これまでの流域における社会活

動、河川の整備や利用が川に与えてきた影響を真摯に受け止め、淀川水

系における今後の河川整備は、各河川に応じた河川の横断的・縦断的形

状の改善、残された環境の保全や失われた環境の再生及び住民が安心し

て利用できる水質の改善などを目指した河川環境の修復を図って参り

たいと思います。また、水、土砂、生物など多様な要素が複雑に依存し

ながら形成されている河川環境を保全及び再生していく際には、常に慎

重にモニタリングを行いながら、河川環境の反応を把握してフィードバ

ックをしながら進めていきます。 

工事の方法・施工等にあたっても、縦断方向及び横断方向の河川形状が

不連続とならないように施工しますが、水衝部等で河岸の保持のため低

水護岸を施工する場合は、生物の生息・生育に配慮した工法を採用しま

す。 

また、工事に伴う仮設備、工事用仮道路等や施工機械、施工時期等につ

いては、できるだけ生物の生息・生育環境への影響を少なくするように

します。 

今後の河川整備は、「『川が川がつくる』のを手伝う」という考え

方を念頭に、これまで実施してきた多自然型川づくりの評価を踏

まえた上で、横断方向及び縦断方向の連続性、湖と河川や陸域と

の連続性の修復を目指し、変動する水と土砂の流れの結果とし

て、瀬と淵や河原等多様な形状を持つ河川の復元を図る。 

河川環境 

4.2.1 河川形状  

93 第1稿 河川環境 水をきれいに出来ぬか。子供

が泳げる程に。 

・子供が泳げるくらいきれいな

川にしてほしい 

要望 猪名川の河川水質について、1971年（S46）当時は「大変きたない」と

の指標で評価されていましたが、1998年（H10）には「ややきれい」と

いう指標の区間もあらわれるなど、下水道の整備が進むにつれて改善さ

れています。 

琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）の設立の検討 5.2.4 水質 (1) 

94 第1稿 河川環境 1.子供達が泳げるような川

を目標にしてほしい。 

・子供が泳げるような川にして

ほしい 

要望 1.河川の水質については、関係自治体や住民・事業者の協力などにより

下水道が整備され、S30～40年代の高度経済成長期と比べると改善され

ております。ただ、昨今微量有害物質など新たな物質について話題にな

ったり、降雨初期による大気中の汚れ・市街地の汚れなどの面的な汚れ

の河川流入の問題があります。 

今後は、多面的に河川の水質の監視対策をみんなで努めて行くこととな

ります。ただ、全てについて河川管理者が監視・管理を行うのには限界

があり、自治体・事業者そして住民の皆様との協働が必要と考えており

ます。具体的には学識経験者・関係省庁・関係自治体・住民などで構成

される「琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）」を設立し、環境の

時代に即した施策を講じて行く様考えております。 

現在の水質汚濁防止協議会を更に発展させ、自治体、関係機関、

住民及び住民団体と連携して、河川の流入総負荷量管理を図る琵

琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）の設立を検討する。また、

河川、湖及びダムの環境基準を達成することを目標とすることに

とどまらず、生物及び生物の生息・生育環境から見て望ましく、

安心して水辺で遊べ、水道水源としてより望ましい等の河川水質

を新たな目標（生物指標による目標設定を含む）として設定し、

監視地点、測定頻度や監視項目の増大等、平常時における監視を

強化するとともに、自治体、関係機関、住民及び住民団体と連携

を図り、流域をも対象としたデータの共有化を図る。 

河川環境 

4.2.4 水質  

95 第1稿 河川環境 これからの子供達がそれぞ

れのふるさとの川で泳げる

日がくることを心より願っ

・子供たちがふるさとの川で泳

げるような川にしてほしい。 

要望 ご意見のとおりであり、河川環境については、これまでの流域における

社会活動、河川の整備や利用が川に与えてきた影響を真摯に受け止め、

淀川水系における今後の河川整備は、各河川に応じた河川の横断的・縦

現在の水質汚濁防止協議会を更に発展させ、自治体、関係機関、

住民及び住民団体と連携して、河川の流入総負荷量管理を図る琵

琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）の設立を検討する。また、

河川環境 

4.2.4 水質  



これまでにいただいた意見・質問集 (猪名川河川事務所・猪名川総合開発工事事務所) 

(26/82) 

№ 
説明資

料種類 
分類 住民から寄せられた意見 意見要約 種類 回答 基礎原案 備考 

ております。 断的形状の改善、残された環境の保全や失われた環境の再生及び住民が

安心して利用できる水質の改善などを目指した河川環境の修復を図っ

て参りたいと思います。また、水、土砂、生物など多様な要素が複雑に

依存しながら形成されている河川環境を保全及び再生していく際には、

常に慎重にモニタリングを行いながら、河川環境の反応を把握してフィ

ードバックをしながら進めていきます 

河川、湖及びダムの環境基準を達成することを目標とすることに

とどまらず、生物及び生物の生息・生育環境から見て望ましく、

安心して水辺で遊べ、水道水源としてより望ましい等の河川水質

を新たな目標（生物指標による目標設定を含む）として設定し、

監視地点、測定頻度や監視項目の増大等、平常時における監視を

強化するとともに、自治体、関係機関、住民及び住民団体と連携

を図り、流域をも対象としたデータの共有化を図る。 

96 第1稿 河川環境 いこいの場としてのぞみを

持っています。散歩するに

は、護岸が、コンクリートで、

べったりとぬられ、夏等、照

りかえしで暑く、木陰もな

く、殺風景な景観です。治水

も大事ですが、住民の為や、

環境も、考えてほしい。 

・治水も大事だが、環境も考え

てほしい 

要望 これまで流域における社会活動及び河川整備や利用が川に与えてきた

影響を真摯に受けとめ、今後の河川整備は、河川の横断的・縦断的形状

の改善、残された環境の保全や失われた環境の再生及び住民が安心して

利用できる水質の改善を目指した河川環境の修復を図って参りたいと

思います。 

 

今後の河川整備は、「『川が川がつくる』のを手伝う」という考え

方を念頭に、これまで実施してきた多自然型川づくりの評価を踏

まえた上で、横断方向及び縦断方向の連続性、湖と河川や陸域と

の連続性の修復を目指し、変動する水と土砂の流れの結果とし

て、瀬と淵や河原等多様な形状を持つ河川の復元を図る。 

河川環境 

4.2.1 河川形状  

97 第1稿 河川環境 真白な砂浜、母が買ってくれ

たガラスビンが割れる程に

沢山のオイカワがわいてい

た清流、木造洗堰のたもとの

淀みに潜ると、コイ、フナ、

ウナギが一杯いた。昔の美し

い藻川が甦えることを心か

ら希っています。 

・昔のような自然がいっぱいの

藻川に戻ることを希望します。 

要望 淀川水系流域委員会や淀川水系河川整備計画でも「猪名川」には「藻川」

を含んでおります。ただし、本河川整備計画で対象となる範囲について

は、国土交通省大臣が管理する神崎川の合流点から池田市の古江浄水場

辺りまでと、一庫ダム周辺、計画中の余野川ダム周辺が対象になります。

ご意見のとおりであり、河川環境については、これまでの流域における

社会活動、河川の整備や利用が川に与えてきた影響を真摯に受け止め、

淀川水系における今後の河川整備は、各河川に応じた河川の横断的・縦

断的形状の改善、残された環境の保全や失われた環境の再生及び住民が

安心して利用できる水質の改善などを目指した河川環境の修復を図っ

て参りたいと思います。また、水、土砂、生物など多様な要素が複雑に

依存しながら形成されている河川環境を保全及び再生していく際には、

常に慎重にモニタリングを行いながら、河川環境の反応を把握してフィ

ードバックをしながら進めていきます。 

今後の河川整備は、「『川が川がつくる』のを手伝う」という考え

方を念頭に、これまで実施してきた多自然型川づくりの評価を踏

まえた上で、横断方向及び縦断方向の連続性、湖と河川や陸域と

の連続性の修復を目指し、変動する水と土砂の流れの結果とし

て、瀬と淵や河原等多様な形状を持つ河川の復元を図る。 

河川環境 

4.2.1 河川形状  

98 第1稿 河川環境 猪名川は治水面で問題がな

いので、これ以上人間が手を

入れず、できるだけ自然な状

態で次世代に引き継いでい

きたいと考えます。 

・これ以上人手を加えず、自然

な状態で次世代に引き継ぎた

い。 

意見 また、治水面では猪名川の下流域は、銀橋の狭窄部により多田盆地が浸

水し洪水が貯留され下流への洪水の流出量が小さくなり、近年では、銀

橋下流においては堤防破堤による氾濫被害は発生しておりません。しか

し、昭和35年の洪水では、下流の伊丹市や豊中市で浸水家屋4,300戸

の被害が発生しております。このように治水面では、上流部に被害が残

ってしまうというような課題が残っています。 

今後の河川整備は、「『川が川がつくる』のを手伝う」という考え

方を念頭に、これまで実施してきた多自然型川づくりの評価を踏

まえた上で、横断方向及び縦断方向の連続性、湖と河川や陸域と

の連続性の修復を目指し、変動する水と土砂の流れの結果とし

て、瀬と淵や河原等多様な形状を持つ河川の復元を図る。 

河川環境 

4.2.1 河川形状  

99 第1稿 河川環境 1.河川改修はコンクリート

護岸は最小限にし(滝山～絹

延橋のようでなく)自然の流

れを生かし、河畔林を残す。 

・コンクリート護岸は最小限に

し自然を生かした整備にする。 

意見 1.今後の河川改修は地形を考慮し、横断方向・縦断方向の連続性の修復

を目指すとともに、瀬と淵が形成されるなどの多様な形状を持つ河道の

改修を図って参りたいと思っています。 

しかし、川幅が狭く河道に余裕のない区間で、土の堤防がつくれない、

あるいは護岸の法面が急勾配になる等、都市の中を流れる河川として非

常に難しい面があり、やむを得ずコンクリートを使用する場合がありま

す。今後は環境に配慮した工法等を採用していきます。 

今後の河川整備は、「『川が川がつくる』のを手伝う」という考え

方を念頭に、これまで実施してきた多自然型川づくりの評価を踏

まえた上で、横断方向及び縦断方向の連続性、湖と河川や陸域と

の連続性の修復を目指し、変動する水と土砂の流れの結果とし

て、瀬と淵や河原等多様な形状を持つ河川の復元を図る。 

河川環境 

4.2.1 河川形状  



これまでにいただいた意見・質問集 (猪名川河川事務所・猪名川総合開発工事事務所) 

(27/82) 

№ 
説明資

料種類 
分類 住民から寄せられた意見 意見要約 種類 回答 基礎原案 備考 

100 第1稿 河川環境 上流の改修については自然

をできるだけ残し、生物、植

物等を保護する工法で施工

して欲しい。生物、植物等の

調査を行い、自然環境を保存

していただきたい。 

・生物・植物等を保護する工法

で施工してほしい。 

・生物・植物等の調査を行い、

自然環境を保存してほしい。 

要望 河川整備を実施する範囲は、国土交通省大臣が管理する神崎川の合流点

から池田市の古江浄水場辺りまでと、一庫ダム周辺、計画中の余野川ダ

ム周辺が対象になります。その区間については、ご意見に有りますよう

に堤防から水際などは、多様な生物の生息環境保全のため出来るだけ河

川本来の自然な姿を目指すことと考えています。  

なお、上流の河川改修は大阪府・兵庫県が管轄しており、ご意見を送付

させていただいております。 

 生物の生息・生育環境に配慮した工事の施工 

(1)生物に配慮した護岸工法を採用する。 

(2)魚類等の遡上・降下時期や産卵期、鳥類や昆虫類の繁殖期、

植物の結実期等に配慮する。 

(3)現況の植生を考慮して必要最小限の道路幅、ルートとなる工

事用道路を設置する。 

(4)工事中の濁水については、生物の生息・生育に影響を与えな

いよう、濁水防止等の措置を実施する。(5)工事中の振動や騒音

等を最小限に抑える施工機械を使用する。 

(6)土砂輸送手段として、舟運と緊急用河川敷道路の活用を検討

する。(7)堤外地における土砂仮置き場面積を縮小するため、土

砂仮置場は堤内地に確保するよう努める。 

(8)工事資材等の仮置き場所は必要最低限の面積に縮小する。 

河川環境 

5.2.8 生物の生息・

生育環境に配慮した

工事の施工  

101 第1稿 河川環境 基本的な考え方として、費用

をかけず、河川の自然を出来

るだけ残す方法で、取り組ん

でもらう事が一番の要望で

ある。 

・自然を残した方法で取組んで

ほしい 

要望 河川法の改正によって、今後は環境にも配慮した河川を目指すこととな

り、言わば最低限度の治水対策を進めることとしています。河川環境を

保全・再生していくに際しては、人工的な改変によって川をかたち造る

という発想ではなく、「『川が川を作る』のを手伝う」という考え方を念

頭に実施します。 

  

102 第1稿 河川環境 河川はなるべく自然の流れ

にさからわない様、本来の自

然に近ずく様整備される事

を希望します。 

・自然にさからわないよう整備

してほしい。 

要望 これまで流域における社会活動及び河川整備や利用が川に与えてきた

影響を真摯に受け止め、今後の河川整備は河川の横断的・縦断的形状の

改善、残された環境の保全や失われた環境の再生及び住民が安心して利

用できる水質の改善などを目指した河川環境の修復を図って参りたい

と思います。 

今後の河川整備は、「『川が川がつくる』のを手伝う」という考え

方を念頭に、これまで実施してきた多自然型川づくりの評価を踏

まえた上で、横断方向及び縦断方向の連続性、湖と河川や陸域と

の連続性の修復を目指し、変動する水と土砂の流れの結果とし

て、瀬と淵や河原等多様な形状を持つ河川の復元を図る。 

河川環境 

4.2.1 河川形状  

103 第1稿 河川環境 この川にだけは自然のもつ

優しさを残す工法で今後の

維持管理にあたってほしい

ものです。 

・自然を残した工法で、今後維

持管理してほしい 

要望 工事の方法・施工等にあたっても、縦断方向及び横断方向の河川形状が

不連続とならないように施工しますが、水衝部等で河岸の保持のため低

水護岸を施工する場合は、生物の生息・生育に配慮した工法を採用しま

す。 

また、工事に伴う仮設備、工事用仮道路等や施工機械、施工時期等につ

いては、できるだけ生物の生息・生育環境への影響を少なくするように

します。 

 生物の生息・生育環境に配慮した工事の施工 

(1)生物に配慮した護岸工法を採用する。 

(2)魚類等の遡上・降下時期や産卵期、鳥類や昆虫類の繁殖期、

植物の結実期等に配慮する。 

(3)現況の植生を考慮して必要最小限の道路幅、ルートとなる工

事用道路を設置する。 

(4)工事中の濁水については、生物の生息・生育に影響を与えな

いよう、濁水防止等の措置を実施する。(5)工事中の振動や騒音

等を最小限に抑える施工機械を使用する。 

(6)土砂輸送手段として、舟運と緊急用河川敷道路の活用を検討

する。(7)堤外地における土砂仮置き場面積を縮小するため、土

砂仮置場は堤内地に確保するよう努める。 

(8)工事資材等の仮置き場所は必要最低限の面積に縮小する。 

河川環境 

5.2.8 生物の生息・

生育環境に配慮した

工事の施工  

104 第1稿 

(ダム) 

河川環境 川魚用として完全セメント

使用でなく セメント―自

然石―セメント―自然石 

と災害には充分考慮しつつ

自然を残す。 

・災害に考慮しながら、自然も

のこすような工法でおこなう。 

意見 今後の河川改修は地形を考慮し、横断方向・縦断方向の連続性の修復を

目指すとともに、瀬と淵が形成されるなどの多様な形状を持つ河道の改

修を図って参りたいと思っています。しかし、川幅が狭く河道に余裕の

ない区間で、土の堤防がつくれない、あるいは護岸の法面が急勾配にな

る等、都市の中を流れる河川として非常に難しい面があり、やむを得ず

コンクリートを使用する場合があります。今後は環境に配慮した工法等

工事の施工を行うにあたっては、個々の地域ごとに生物の生息・

生育環境を十分考慮して実施するとともに、従来の工法について

検証を行う。 

護岸工事等の実施にあたっては、縦断方向及び横断方向の河川形

状、湖と河川や陸域との接続形状がなだらかに連続するように施

工するが、水衝部等で河岸の保持のため護岸を施工する場合は、

河川環境 

4.2.8 生物の生息・

生育環境に配慮した

工事の施工  
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を採用していきます。 生物の生息・生育環境に配慮した工法を採用する。 

仮締切、工事用道路等の仮設工作物及び施工機械、施工時期等に

ついては、できるだけ生物の生息・生育環境への影響を少なくす

るようにする。また、工事により発生する濁水は、できるだけ生

物の生息・生育環境に影響を与えないよう排水ルート等に配慮す

る。 

また、できるだけ生物の生息・生育環境に影響を与えないように、

河川工事のための土砂の輸送手段として、舟運と緊急用河川敷道

路の活用、土砂仮置場の堤内地での確保、河川敷内の工事資材等

の仮置き箇所・面積の縮小等を図る。 

 

105 第1稿 河川環境 猪名川と藻川に囲まれた町、

田能、椎堂、園田地区を緑の

回廊で囲まれた町にする。 

・緑の回廊で囲まれた町にす

る。 

意見 水辺は貴重な水と緑の空間であり、河川および堤防は地域社会の憩の場

として貴重な役割を果たしてきました。市街化等に伴い緑が減少しつつ

あることから良好な水辺空間の整備等の要望は多くだされています。

国土交通省として、昭和63 年から「桜づつみモデル事業」を実施し、

猪名川では、豊中市森本地先(神津大橋上流左岸)で実施しております。

「桜づつみ」を作る条件として堤防から住宅地側に土地を提供していた

だき、植樹しても堤防に影響がないよう堤防を住宅地側に盛土して、そ

こに植樹するものです。 

これらについて、地元自治体から要請を受け、基礎工事を河川管理者が

行い、土地の提供・植樹や維持管理は地元自治体となっています。 

なお、尼崎市でも「緑の回廊について検討中」と聞いております。 

今後の河川整備は、「『川が川がつくる』のを手伝う」という考え

方を念頭に、これまで実施してきた多自然型川づくりの評価を踏

まえた上で、横断方向及び縦断方向の連続性、湖と河川や陸域と

の連続性の修復を目指し、変動する水と土砂の流れの結果とし

て、瀬と淵や河原等多様な形状を持つ河川の復元を図る。 

河川環境 

4.2.1 河川形状  

106 第1稿 河川環境 周辺約10km の土手に色々な

種類の樹木を植えて、自然と

親しめる環境を創る。 

・色々な樹木を植え、自然と親

しめる環境を創る。 

意見 堤防は土でできており、洪水時に破堤するおそれがあります。 

また、堤防に植樹することは、植樹した木の根が堤防の内部に入り込み

堤防を弱くするためできません。 

今後の河川整備は、「『川が川がつくる』のを手伝う」という考え

方を念頭に、これまで実施してきた多自然型川づくりの評価を踏

まえた上で、横断方向及び縦断方向の連続性、湖と河川や陸域と

の連続性の修復を目指し、変動する水と土砂の流れの結果とし

て、瀬と淵や河原等多様な形状を持つ河川の復元を図る。 

河川環境 

4.2.1 河川形状  

107 第1稿 河川環境 河原と砂地の減少 

魚類の減少 

鮎の放流もなく釣人もなく

さびしい上流を見て上流河

川流域はどうなるかと思っ

ている。 

・河原と砂地が減少し、魚も減

少し、上流河川流域はどうなる

のかと思う。 

その他 ご指摘のとおり、昔に比べて河原や砂地が減少しています。これまで流

域における社会活動及び河川整備や利用が川に与えてきた影響を真摯

に受け止め、今後の河川整備は河川の横断的・縦断的形状の改善、残さ

れた環境の保全や失われた環境の再生及び住民が安心して利用できる

水質の改善などを目指した河川環境の修復を図って参りたいと思いま

す。これらにより、過去の植生や魚種の回復が図られると考えておりま

す 

生物及び生物の生息・生育環境の現状と変化を的確に把握するた

め、引き続きモニタリングを実施する。また、河川に流れ込む支

川や水路等を含めた河川の横断方向及び縦断方向の連続性、湖と

河川や陸域との連続性を持った生物の生息・生育環境の保全・再

生や、生物に配慮した水位管理や水量管理等の方策について、関

係機関等と連携して検討する。淀川水系における良好な生物の生

息・生育環境を保全・再生するために、外来種の調査を継続する

とともに、その駆除方法について、関係機関や住民及び住民団体

等と連携しながら外来種対策を推進し、啓発活動も実施する。

4.2.6 生態系 

108 第1稿 河川環境 脱ダムのためにも、一庫ダム

の現状の問題回復のために

も周辺の山を回復する手だ

てをお願いします。 

市民参加で山を守り水質、量

を守る活動をさせて下さい。 

・脱ダムのため、周辺の山の回

復する手立てを希望する。 

市民参加で山や水質を守る活

動をさせてほしい 

要望 河川の水質については、関係自治体や住民・事業者の協力などにより下

水道が整備され、S30～40年代の高度経済成長期と比べると改善されて

おります。一庫ダム湖では、深層曝気装置等を設置するなど水質保全対

策を実施しております。ただ、昨今微量有害物質など新たな物質につい

て話題になったり、降雨初期による大気中の汚れ・市街地の汚れなどの

面的な汚れの河川流入の問題があります。今後は、多面的に河川の水質

ダム貯水池の法面における水位変動域の裸地対策としての緑化

について検討するとともに、その結果を踏まえて試験施工を実施

する。 

琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）に先立ち、河川管理者

として実行可能な施策について実施する。1)住民連携のための取

り組み①データベースやリアルタイム水質データに対する住民

河川環境 

4.2.7 (2)  

5.2.4  水質  (1)

1)  
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の監視対策をみんなで努めて行くこととなります。ただ、全てについて

河川管理者が監視・管理を行うのには限界があり、自治体・事業者そし

て住民の皆様との協働が必要と考えております。具体的には学識経験

者・関係省庁・関係自治体・住民などで構成される「琵琶湖・淀川流域

水質管理協議会（仮称）」を設立し、環境の時代に即した施策を講じて

行く様考えております。今後も各種の対策に継続的に取り組んでまいり

ます 

また、積極的に住民参加を促すための取組についても流域水質管理協議

会で検討・実施してまいります。 

によるアクセスを容易にする等、住民への情報提供システムの強

化②水質学習会等③学校、住民団体等と連携した水質調査 

109 第2稿 河川環境 泳げる河川に猪名川がなれ

たらといつも思いつづけて

ます。 

できる事ならヨシの葉アシ

の葉をふやし生態形を魚の

住めるようにしてほしい。 

・人が泳げたり、生物が生息で

きようなきれいな川にしてほ

しい 

要望 河川の水質は、昭和30 年代に始まる高度経済成長期から急激に悪化し

ましたが、水質汚濁防止法の制定や下水道整備の進捗等により改善され

てきています。ただ、昨今微量有害物質など新たな物質について話題に

なったり、降雨初期による大気中の汚れ・市街地の汚れなどの面的な汚

れの河川流入の問題があります。 

今後は、河川やダム湖及び沿岸海域の水質及び底質の改善のためには、

河川内での浄化対策では限界があり、流域から河川へ流入する汚濁負荷

を減少させる対策等流域全体での取り組みを強力に進める必要があり

ます。このため、現在の水質汚濁防止協議会を更に発展させ、自治体、

関係機関、住民及び住民団体と連携して、河川の流入総負荷量管理を図

る「琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）」の設立を検討します。

また、河川、湖及びダムの環境基準を達成することを目標とすることに

とどまらず、生物及び生物の生息・生育環境から見て望ましく、安心し

て水辺で遊べ、水道水源としてより望ましい等の河川水質を新たな目標

（生物指標による目標設定を含む）として設定し、監視地点、測定頻度

や監視項目の増大等、平常時における監視を強化するとともに、自治体、

関係機関、住民及び住民団体と連携を図り、流域をも対象とした情報の

共有化を図っていきます。油やその他の化学物質の流出事故対応のた

め、即時的な水質監視体制の強化や住民による細かな水質モニタリング

の支援体制を確立するほか、重金属、ダイオキシン類等の有害化学物質

に関する水質及び底質モニタリングを実施し、生物及び生物の生息・生

育環境にも配慮した改善対策を検討します。 

河川環境は、これまでの流域における社会活動、河川の整備や利用が川

に与えてきた影響を真摯に受け止め、水辺にワンドやたまりが数多く存

在し、水位の変動によって冠水、撹乱される区域が広範囲に存在し、変

化に富んだ地形と多用な生態系が形成されていた頃の河川環境を強く

意識し、河川に応じた河川の横断的・縦断的形状の改善、残された環境

の保全や失われた環境の再生等を目指すこととしています。河川環境を

保全、再生して行くに際しては、「『川が川をつくる』のを手伝う」とい

う考え方を念頭に実施するとともに、常に慎重にモニタリングを行い、

河川環境の反応を把握、評価してフィードバックをしながら、また、関

係機関、住民及び住民団体との連携を視野に入れて進めていきます。

生物及び生物の生息・生育環境から見て望ましく、安心して水辺

で遊べ、水道水源としてより望ましい等の河川水質を新たな目標

（生物指標による目標設定を含む）として設定し、監視地点、測

定頻度や監視項目の増大等、平常時における監視を強化するとと

もに、自治体、関係機関、住民及び住民団体と連携を図り、流域

をも対象としたデータの共有化を図る。 

河川環境 

4.2.4 水質 
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110 第2稿 河川環境 猪名川については基本的に 

①人が泳げる水質 

②魚や昆虫が昔のように戻

る 

③シジミ、ホタルが棲みつ

く･･･ようになればいいと思

います。 

・人が泳げたり、生物が生息で

きようなきれいな川にしてほ

しい 

要望 ・河川環境は、これまでの流域における社会活動、河川の整備や利用が

川に与えてきた影響を真摯に受け止め、水辺にワンドやたまりが数多く

存在し、水位の変動によって冠水、撹乱される区域が広範囲に存在し、

変化に富んだ地形と多用な生態系が形成されていた頃の河川環境を強

く意識し、河川に応じた河川の横断的・縦断的形状の改善、残された環

境の保全や失われた環境の再生、安心して利用できる水質の改善等を目

指すこととしています。 

河川環境を保全、再生して行くに際しては、「『川が川をつくる』のを手

伝う」という考え方を念頭に実施するとともに、常に慎重にモニタリン

グを行い、河川環境の反応を把握、評価してフィードバックをしながら、

また、関係機関、住民及び住民団体との連携を視野に入れて進めていき

ます。 

・河川の水質は、関係自治体や住民・事業者の協力等により下水道が整

備され、Ｓ３０～４０年代の高度経済成長と比べると改善されてきてい

ます。しかし、河川水質のさらなる改善のためには、河川の浄化作用に

は限界があり、流域から河川へ流入する汚濁負荷の減少対策等、流域全

体での取組みを強力に進めなければなりません。 

このため、現在の水質汚濁防止協議会を更に発展させ、自治体、関係機

関、住民及び住民団体と連携強化して「琵琶湖・淀川流域水質管理協議

会（仮称）」の設立を検討することにしています。この「琵琶湖・淀川

流域水質管理協議会（仮称）」に先立ち、河川管理者として実行可能な

①住民連携の取組み。②水質汚濁のメカニズム・流域全体の物質循環解

明の調査を実施。③水質管理体制の強化を実施して行きます。 

生物及び生物の生息・生育環境から見て望ましく、安心して水辺

で遊べ、水道水源としてより望ましい等の河川水質を新たな目標

（生物指標による目標設定を含む）として設定し、監視地点、測

定頻度や監視項目の増大等、平常時における監視を強化するとと

もに、自治体、関係機関、住民及び住民団体と連携を図り、流域

をも対象としたデータの共有化を図る。 

河川環境 

4.2.4 水質 

 

111 第1稿 

(ダム) 

河川環境 生態系も人間と、人間も自然

生体と運命共同体と思いま

す。共生の考えをもっており

ます 

・共生の考えをもっている。 意見 これまでの流域における社会活動、河川の整備や利用が河川や我々自身

の生活環境に与えてきた影響を真摯に受け止め、今後の河川整備は、水

辺にワンドやたまりが数多く存在し、水位の変動によって冠水・攪乱さ

れる区域が広範囲に存在し、変化に富んだ地形と多様な生態系が形成さ

れていた頃の河川環境を強く意識し、各河川に応じた河川の横断的・縦

断的形状の改善、残された環境の保全や失われた環境の再生、住民が安

心して利用できる水質の改善等を目指していきます。 

また、水、土砂、生物等多様な要素が複雑に依存し形成されている河川

環境を保全・再生していくに際して、人工的な改変によって川をかたち

造るという発想ではなく、「『川が川をつくる』のを手伝う」という考え

方を念頭に実施するとともに、常に慎重にモニタリングを行い、河川環

境の反応や、河川と連続する沿岸海域への影響を把握、評価してフィー

ドバックを行います。なお、モニタリングは河川管理者が独自に行うこ

とに加えて、関係機関、流域住民及び住民団体との連携を進めます。

これまでの流域における社会活動、河川の整備や利用が淀川水系

や我々自身の生活環境に与えてきた影響を真摯に受け止め、淀川

水系における今後の河川整備は水辺にワンドやたまりが数多く

存在し、水位の変動によって冠水・攪乱される区域が広範囲に存

在し、変化に富んだ地形と固有種を含む多様な生態系が形成され

ていた頃の河川環境を目標として、各河川に応じた河川の横断

的・縦断的形状の改善、残された環境の保全や失われた環境の再

生、住民が安心して利用できる水質の改善等を目指す。また、水、

土砂、生物等多様な要素が複雑に依存し形成されている河川環境

を保全・再生していくに際しては、人工的な改変によって川をか

たち造るという発想ではなく、「『川が川をつくる』のを手伝う」

という考え方を念頭に実施するとともに、常に慎重にモニタリン

グを行い、河川環境の反応や、河川と連続する沿岸海域への影響

を把握、評価してフィードバックを行う。なお、モニタリングは

河川管理者が独自に行うことに加えて、関係機関、住民及び住民

団体との連携を進める。 

河川環境 

4.2 河川環境  

112 第1稿 河川環境 土手で水辺と生活環境が遮

断されないような、水に親し

める環境 

・水に親しめる環境をつくる 意見 これまで流域における社会活動及び河川整備や利用が川に与えてきた

影響を真摯に受け止め、今後の河川整備は、河川の横断的・縦断的形状

の改善、残された環境の保全や失われた環境の再生を目指した河川環境

の修復を図りたいと考えています。 

今後の河川整備は、「『川が川がつくる』のを手伝う」という考え

方を念頭に、これまで実施してきた多自然型川づくりの評価を踏

まえた上で、横断方向及び縦断方向の連続性、湖と河川や陸域と

の連続性の修復を目指し、変動する水と土砂の流れの結果とし

河川環境 

4.2.1 河川形状  
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て、瀬と淵や河原等多様な形状を持つ河川の復元を図る。 

113 第1稿 河川環境 猪名川に望むこと 

 1.水質をキレイにしてほし

い  

・水質をきれいにしてほしい。 要望 河川の水質については、関係自治体や住民・事業者の協力などにより下

水道が整備され、S30～40年代の高度経済成長期と比べると改善されて

おります。ただ、昨今微量有害物質など新たな物質について話題になっ

たり、降雨初期による大気中の汚れ・市街地の汚れなどの面的な汚れの

河川流入の問題があります。 

今後は、多面的に河川の水質の監視対策をみんなで努めて行くこととな

ります。ただ、全てについて河川管理者が監視・管理を行うのには限界

があり、自治体・事業者そして住民の皆様との協働が必要と考えており

ます。具体的には学識経験者・関係省庁・関係自治体・住民などで構成

される「琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）」を設立し、環境の

時代に即した施策を講じて行く様考えております。 

現在の水質汚濁防止協議会を更に発展させ、自治体、関係機関、

住民及び住民団体と連携して、河川の流入総負荷量管理を図る琵

琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）の設立を検討する。また、

河川、湖及びダムの環境基準を達成することを目標とすることに

とどまらず、生物及び生物の生息・生育環境から見て望ましく、

安心して水辺で遊べ、水道水源としてより望ましい等の河川水質

を新たな目標（生物指標による目標設定を含む）として設定し、

監視地点、測定頻度や監視項目の増大等、平常時における監視を

強化するとともに、自治体、関係機関、住民及び住民団体と連携

を図り、流域をも対象としたデータの共有化を図る。 

河川環境 

4.2.4 水質  

114 第1稿 河川環境 4.きれいで豊かな水を守る

ための行政の指導力発揮 

 (2)水を汚さないための生

活排水等に対する住民意識

向上 

 (3)EM技術等を使った水の

浄化 

・生活排水等による水質汚染に

対する住民の意識向上 

・EM技術等を使った水の浄化 

意見 4.森林は土砂流出防止、景観、リクリエーション機能などを有していま

す。 

日本学術会議答申（平成１３年１１月「地球環境・人間生活にかかわる

農業及び森林の多面的な機能の評価について（答申）」）にあるように、

大洪水や大渇水において、森林は顕著な水源涵養（洪水や渇水の緩和機

能等）を期待できませんが、中小の洪水や渇水の時にはこの機能を有し

ています。このような森林の機能を考えて、流域内の森林の整備や保全

については重要なことと考えており、関係機関と連携協力してまいりま

す。 

現在の水質汚濁防止協議会を更に発展させ、自治体、関係機関、

住民及び住民団体と連携して、河川の流入総負荷量管理を図る琵

琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）の設立を検討する。 

河川環境 

4.2.4 水質  

115 第1稿 河川環境 1.汚れの流入について、能勢

町豊能町には、下水設備かで

きていないか河川管理者は

指導できないか 

・河川の汚染は下水設備の未整

備、または河川管理者が指導で

きてないのでは。 

意見 1.能勢町・豊能町とも、下水道の整備が進められています。 今後の河川整備は、「『川が川がつくる』のを手伝う」という考え

方を念頭に、これまで実施してきた多自然型川づくりの評価を踏

まえた上で、横断方向及び縦断方向の連続性、湖と河川や陸域と

の連続性の修復を目指し、変動する水と土砂の流れの結果とし

て、瀬と淵や河原等多様な形状を持つ河川の復元を図る。 

河川環境 

4.2.1 河川形状  

116 第1稿 河川環境 一庫ダムは上流の自治体の

家庭排水や農薬、下水処理の

排水が流入します。 

どうか流域全体で水質、水量

をまもる取組みをお願いし

ます。 

・流域全体で水質・水量を守る

取組を希望します。 

要望 一庫ダムなど既設ダムの水質を保全するために流域で取り組むことに

ついて、その方法や効果については、更なる検討が必要であると考えま

す。 

今後の水質保全等の対策を考える上で頂いた意見は参考にしたいと考

えています。 

琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）の設立の検討 5.2.4 水質 (1) 

117 第1稿 河川環境 上流でもごみは多く、水もそ

んなにきれいと言えなかっ

た。もっと水を清らかにする

住民運動を広げないといけ

ないのではと思った。もちろ

ん下水道整備も必要である。 

・水を清らかにする住民運動を

行ってはどうか。 

意見 河川の水質については、関係自治体や住民・事業者の協力などにより下

水道が整備され、S30～40年代の高度経済成長期と比べると改善されて

おります。ただ、昨今微量有害物質など新たな物質について話題になっ

たり、降雨初期による大気中の汚れ・市街地の汚れなどの面的な汚れの

河川流入の問題があります。 

今後は、多面的に河川の水質の監視対策をみんなで努めて行くこととな

ります。ただ、全てについて河川管理者が監視・管理を行うのには限界

があり、自治体・事業者そして住民の皆様との協働が必要と考えており

ます。具体的には学識経験者・関係省庁・関係自治体・住民などで構成

現在の水質汚濁防止協議会を更に発展させ、自治体、関係機関、

住民及び住民団体と連携して、河川の流入総負荷量管理を図る琵

琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）の設立を検討する。 

また、河川、湖及びダムの環境基準を達成することを目標とする

ことにとどまらず、生物及び生物の生息・生育環境から見て望ま

しく、安心して水辺で遊べ、水道水源としてより望ましい等の河

川水質を新たな目標（生物指標による目標設定を含む）として設

定し、監視地点、測定頻度や監視項目の増大等、平常時における

監視を強化するとともに、自治体、関係機関、住民及び住民団体

河川環境 

4.2.4水質  
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される「琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）」を設立し、環境の

時代に即した施策を講じて行く様考えております。 

と連携を図り、流域をも対象としたデータの共有化を図る。 

118 第1稿 河川環境 尼崎市の藻川の宮園橋の周

辺を、川の幅の拡張工事を実

施直後から、水深が台風や雨

の増水、急流により急激に浅

くなりました。フナやコイの

放流活動により、生息数が多

かったが、最近は最悪です。

水深を深くする工事をして

ほしいです。 

・河川の拡幅工事後、水深が浅

くなりフナやコイの生息数が

減っている。水深を深くする工

事をしてほしい。 

要望 一般的に河床掘削等の工事を行う場合、元々複雑な川底（深い所や浅い

所）を水平な形状にしておりました。このため、工事の施工前と比べる

と川底の幅が広がり川の流量が同じですと水深は浅くなることとなり

ます。また、洪水により土砂が上流から流れてきて堆積する場合や河床

が掘られることもあります。 

ここ10 年、藻川では河床の掘削工事は行なっておりませんが、過去か

らの測量結果をみますと、場所によって河床が掘れているところ、土砂

が堆積しているところと様々です。  

今後は多様な生物の生息・生育環境の確保のため、瀬・淵などを配慮し

た、より自然に近い川づくりを進めていくことを考えております。 

生息・生育環境を保全しつつ、再生についても検討する。 

①横断方向の河川形状を修復し、水陸移行帯を保全しつつ、再生

についても検討する。 

○淀川 鳥飼地区 

○宇治川 向島地区 

○淀川 中津地区 

○藻川（猪名川） 高田地区 

○藻川（猪名川） 東園田地区 

○猪名川 北河原地区 

河川環境 

5.2.6 生態系 （1)

2)  

119 第1稿 河川環境 ・河川の水辺を多く作っても

らいたい。 

・河川の水辺を多く作ってほし

い。 

要望 河川環境については、これまでの流域における社会活動及び河川の整備

や利用が川に与えてきた影響を真摯に受け止め、淀川水系における今後

の河川整備は、各河川に応じた河川の横断的・縦断的形状の改善、残さ

れた環境の保全や失われた環境の再生及び住民が安心して利用できる

水質の改善などを目指した河川環境の修復を図って参りたいと思いま

す。また、水、土砂、生物など多様な要素が複雑に依存しながら形成さ

れている河川環境を保全及び再生していく際には、常に慎重にモニタリ

ングを行いながら、河川環境の反応を把握してフィードバックをしなが

ら進めていきます。 

工事の方法・施工等にあたっても、縦断方向及び横断方向の河川形状が

不連続とならないように施工しますが、水衝部等で河岸の保持のため低

水護岸を施工する場合は、生物の生息・生育に配慮した工法を採用しま

す。 

また、工事に伴う仮設備、工事用仮道路等や施工機械、施工時期等につ

いては、できるだけ生物の生息・生育環境への影響を少なくするように

します。 

今後の河川整備は、「『川が川がつくる』のを手伝う」という考え

方を念頭に、これまで実施してきた多自然型川づくりの評価を踏

まえた上で、横断方向及び縦断方向の連続性、湖と河川や陸域と

の連続性の修復を目指し、変動する水と土砂の流れの結果とし

て、瀬と淵や河原等多様な形状を持つ河川の復元を図る。 

河川環境 

4.2.1 河川形状  

120 第1稿 河川環境 嘗ては非常に美しい川でし

た。生活用水が流れ込んでい

るせいです。元の状態にかえ

ることができないのでしょ

うか? 

・川が汚れたのは、生活用水が

流れ込んでいるせいです。元の

状態に戻すことはできないの

ですか。 

質問 河川の水質については、関係自治体や住民・事業者の協力などにより下

水道が整備され、S30～40年代の高度経済成長期と比べると改善されて

おります。ただ、昨今微量有害物質など新たな物質について話題になっ

たり、降雨初期による大気中の汚れ・市街地の汚れなどの面的な汚れの

河川流入の問題があります。 

今後は、多面的に河川の水質の監視対策をみんなで努めて行くこととな

ります。ただ、全てについて河川管理者が監視・管理を行うのには限界

があり、自治体・事業者そして住民の皆様との協働が必要と考えており

ます。具体的には学識経験者・関係省庁・関係自治体・住民などで構成

される「琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）」を設立し、環境の

時代に即した施策を講じて行く様考えております。  

琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）の設立の検討 5.2.4 水質 (1) 

121 第1稿 河川環境 生物はだんだん住家を追わ

れていっているのが現状で

ある。それらの生き物に対し

・環境破壊が進む中、それらの

生き物に対しての対策はどう

なっているのか。 

質問 河川環境については、これまでの流域における社会活動、河川の整備や

利用が川に与えてきた影響を真摯に受け止め、淀川水系における今後の

河川整備は、各河川に応じた河川の横断的・縦断的形状の改善、残され

生物及び生物の生息・生育環境の現状と変化を的確に把握するた

め、引き続きモニタリングを実施する。また、河川に流れ込む支

川や水路等を含めた河川の横断方向及び縦断方向の連続性、湖と

河川環境 

4.2.6 生態系  
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ての対策は一体どうなって

いるのか。 

た環境の保全や失われた環境の再生及び住民が安心して利用できる水

質の改善などを目指した河川環境の修復を図って参りたいと思います。

また、水、土砂、生物など多様な要素が複雑に依存しながら形成されて

いる河川環境を保全及び再生していく際には、常に慎重にモニタリング

を行いながら、河川環境の反応を把握してフィードバックをしながら進

めていきます。 

工事の方法・施工等にあたっても、縦断方向及び横断方向の河川形状が

不連続とならないように施工しますが、水衝部等で河岸の保持のため低

水護岸を施工する場合は、生物の生息・生育に配慮した工法を採用しま

す。 

また、工事に伴う仮設備、工事用仮道路等や施工機械、施工時期等につ

いては、できるだけ生物の生息・生育環境への影響を少なくするように

します。 

河川や陸域との連続性を持った生物の生息・生育環境の保全・再

生や、生物に配慮した水位管理や水量管理等の方策について、関

係機関等と連携して検討する。淀川水系における良好な生物の生

息・生育環境を保全・再生するために、外来種の調査を継続する

とともに、その駆除方法について、関係機関や住民及び住民団体

等と連携しながら外来種対策を推進し、啓発活動も実施する。

122 第1稿 河川環境 2.コンクリートでかためる

のをやめてほしい(多様な動

植物が生息する生態系の確

保) 

・色々な生物の生息のため、コ

ンクリートでかためるのはや

めてほしい。 

要望 2.今後の河川改修は地形を考慮し、横断方向・縦断方向の連続性の修復

を目指すとともに、瀬と淵が形成されるなどの多様な形状を持つ河道の

改修を図って参りたいと思っています。 

しかし、川幅が狭く河道に余裕のない区間で、土の堤防がつくれない、

あるいは護岸の法面が急勾配になる等、都市の中を流れる河川として非

常に難しい面があり、やむを得ずコンクリートを使用する場合がありま

す。今後は環境に配慮した工法等を採用していきます。 

今後の河川整備は、「『川が川がつくる』のを手伝う」という考え

方を念頭に、これまで実施してきた多自然型川づくりの評価を踏

まえた上で、横断方向及び縦断方向の連続性、湖と河川や陸域と

の連続性の修復を目指し、変動する水と土砂の流れの結果とし

て、瀬と淵や河原等多様な形状を持つ河川の復元を図る。そのた

め、瀬と淵、砂州等の河川形状や自然が創り出した狭窄部はでき

るだけ人為的な手を加えずに保全する。横断方向において、堤防

の緩傾斜化や高水敷から水辺への形状をなだらかにするための

高水敷の切り下げや生物の生息・生育環境に大切な水陸移行帯等

良好な水辺の保全・再生を図るため、水際の改善を行う。湖と河

川や陸域との移行帯についてもなだらかな連続的移行を目指す。

河川環境 

4.2.1 河川形状  

123 第1稿 

(ダム) 

河川環境 先日、子供を連れて蛍を見

に、余野川ダムより下流の所

まで行って来ました。伏尾郭

より上流には所々で蛍が見

れました。昔からダンプなど

がよく通る道とは知ってい

ましたが、排気ガス、ジャリ

まじりのホコリなどがある

所でけなげに生きているシ

カ、イノシシ、蛍など共存出

来る様心がけて頂きたい。 

・シカ、イノシシ、蛍など共存

できるようにしてほしい 

要望 これまでの流域における社会活動、河川の整備や利用が河川や我々自身

の生活環境に与えてきた影響を真摯に受け止め、今後の河川整備は、水

辺にワンドやたまりが数多く存在し、水位の変動によって冠水・攪乱さ

れる区域が広範囲に存在し、変化に富んだ地形と多様な生態系が形成さ

れていた頃の河川環境を強く意識し、各河川に応じた河川の横断的・縦

断的形状の改善、残された環境の保全や失われた環境の再生、住民が安

心して利用できる水質の改善等を目指していきます。 

 

(1)新設・改築する施設等については、周辺景観との調和に関し

て検討するとともに、淀川は大阪府景観条例に基づく「景観形成

地域」の指定を受けている。滋賀県においては「ふるさと滋賀の

風景を守り育てる条例」が定められている。また淀川では関係市

町である大阪市の「みずの軸」や高槻市、寝屋川市、島本町等、

猪名川においても川西市が、景観形成の方向性をそれぞれ定めて

いる。このため関係市町と連携して河川管理者以外が実施する構

造物等の許認可に際しては河川景観の観点から指導・助言を行

う。 

 

河川環境 

5.2.7 景観  

124 第1稿 河川環境 猪名川に望むこと 

 2.自然な形にしいろいろな

生き物が住める環境にして

ほしい 

 3.地域住民が水に近づき遊

べる環境にしてほしい 

・色々な生き物が住める環境に

してほしい。 

・住民が水に近づき遊べる環境

にしてほしい。 

要望 ご意見のとおりであり、河川環境については、これまでの流域における

社会活動、河川の整備や利用が川に与えてきた影響を真摯に受け止め、

淀川水系における今後の河川整備は、各河川に応じた河川の横断的・縦

断的形状の改善、残された環境の保全や失われた環境の再生及び住民が

安心して利用できる水質の改善などを目指した河川環境の修復を図っ

て参りたいと思います。また、水、土砂、生物など多様な要素が複雑に

依存しながら形成されている河川環境を保全及び再生していく際には、

今後の河川整備は、「『川が川がつくる』のを手伝う」という考え

方を念頭に、これまで実施してきた多自然型川づくりの評価を踏

まえた上で、横断方向及び縦断方向の連続性、湖と河川や陸域と

の連続性の修復を目指し、変動する水と土砂の流れの結果とし

て、瀬と淵や河原等多様な形状を持つ河川の復元を図る。そのた

め、瀬と淵、砂州等の河川形状や自然が創り出した狭窄部はでき

るだけ人為的な手を加えずに保全する。横断方向において、堤防

河川環境 

4.2.1 河川形状  



これまでにいただいた意見・質問集 (猪名川河川事務所・猪名川総合開発工事事務所) 

(34/82) 

№ 
説明資

料種類 
分類 住民から寄せられた意見 意見要約 種類 回答 基礎原案 備考 

常に慎重にモニタリングを行いながら、河川環境の反応を把握してフィ

ードバックをしながら進めていきます。 

工事の方法・施工等にあたっても、縦断方向及び横断方向の河川形状が

不連続とならないように施工しますが、水衝部等で河岸の保持のため低

水護岸を施工する場合は、生物の生息・生育に配慮した工法を採用しま

す。 

の緩傾斜化や高水敷から水辺への形状をなだらかにするための

高水敷の切り下げや生物の生息・生育環境に大切な水陸移行帯等

良好な水辺の保全・再生を図るため、水際の改善を行う。湖と河

川や陸域との移行帯についてもなだらかな連続的移行を目指す。

125 第1稿 河川環境 護岸工事などにより自然に

生息(棲息)しているすべて

の生物が、棲む場所を奪ばわ

れ絶滅寸前になっている 

・護岸工事により生物が絶滅寸

前になっている。 

意見 ご意見のとおりであり、河川環境については、これまでの流域における

社会活動、河川の整備や利用が川に与えてきた影響を真摯に受け止め、

淀川水系における今後の河川整備は、各河川に応じた河川の横断的・縦

断的形状の改善、残された環境の保全や失われた環境の再生及び住民が

安心して利用できる水質の改善などを目指した河川環境の修復を図っ

て参りたいと思います。また、水、土砂、生物など多様な要素が複雑に

依存しながら形成されている河川環境を保全及び再生していく際には、

常に慎重にモニタリングを行いながら、河川環境の反応を把握してフィ

ードバックをしながら進めていきます。 

工事の方法・施工等にあたっても、縦断方向及び横断方向の河川形状が

不連続とならないように施工しますが、水衝部等で河岸の保持のため低

水護岸を施工する場合は、生物の生息・生育に配慮した工法を採用しま

す。 

また、工事に伴う仮設備、工事用仮道路等や施工機械、施工時期等につ

いては、できるだけ生物の生息・生育環境への影響を少なくするように

します 

 これまでの河川整備が河川環境に及ぼしてきた影響を真摯に

受け止め、「生態系が健全であってこそ、人は持続的に生存し、

活動できる。」との考え方を踏まえて、河川環境の保全・再生を

図る。この際、「川が川をつくる」ことを手伝うという考え方を

念頭に実施する。 

工事の施工を行うにあたっては、個々の地域ごとに生物の生息・

生育環境を十分考慮して実施するとともに、従来の工法について

検証を行う。護岸工事等の実施にあたっては、縦断方向及び横断

方向の河川形状、湖と河川や陸域との接続形状がなだらかに連続

するように施工するが、水衝部等で河岸の保持のため護岸を施工

する場合は、生物の生息・生育環境に配慮した工法を採用する。

河川整備の基本的な

考え方 

 6) 

河川環境 

４．２．８ 生物の生

息・生育環境に配慮し

た工事の施工 

  

126 第2稿 河川環境 大きく自然を破壊するダム

（砂防ダムも含め）で治水、

利水を考えるのではなく、川

との共生を考えながら、川の

景観や環境を自然のままに

残して欲しいと考えます。 

・川との共生を考え、景観や自

然環境を残してほしい 

要望 現在、ダムおよびダム以外の治水対策の方法について併せて検討を行っ

ています。 

検討にあたっては、周辺自然環境への影響、社会的な影響、事業の効果

などを考慮し、今後検討・見直しを行い、結果がでた時点で、流域委員

会や流域住民、関係地方自治体等に説明し意見を頂いた上で決定してい

きます。 

また、今後の河川改修は地形を考慮し、横断方向・縦断方向の連続性の

修復を目指すとともに、瀬と淵が形成されるなどの多様な形状を持つ河

道の改修を図って参りたいと思います。 

水、土砂、生物等多様な要素が複雑に依存し形成されている河川

環境を保全・再生していくに際しては、人工的な改変によって川

をかたち造るという発想ではなく、「『川が川をつくる』のを手伝

う」という考え方を念頭に実施するとともに、常に慎重にモニタ

リングを行い、河川環境の反応や、河川と連続する沿岸海域への

影響を把握、評価してフィードバックを行う。 

河川環境 

4.2 河川環境 

 

127 第1稿 

(ダム) 

河川環境 近頃では、孫と一緒に川に降

りて水遊びするところさえ

ありません。第一、川に降り

て行く所がないのです。 

・川に降りていくところがない 意見 これまでの流域における社会活動、河川の整備や利用が河川や我々自身

の生活環境に与えてきた影響を真摯に受け止め、今後の河川整備は、水

辺にワンドやたまりが数多く存在し、水位の変動によって冠水・攪乱さ

れる区域が広範囲に存在し、変化に富んだ地形と多様な生態系が形成さ

れていた頃の河川環境を強く意識し、各河川に応じた河川の横断的・縦

断的形状の改善、残された環境の保全や失われた環境の再生、住民が安

心して利用できる水質の改善等を目指していきます。 

今後の河川整備は、「『川が川がつくる』のを手伝う」という考え

方を念頭に、これまで実施してきた多自然型川づくりの評価を踏

まえた上で、横断方向及び縦断方向の連続性、湖と河川や陸域と

の連続性の修復を目指し、変動する水と土砂の流れの結果とし

て、瀬と淵や河原等多様な形状を持つ河川の復元を図る。そのた

め、瀬と淵、砂州等の河川形状や自然が創り出した狭窄部はでき

るだけ人為的な手を加えずに保全する。横断方向において、堤防

の緩傾斜化や高水敷から水辺への形状をなだらかにするための

高水敷の切り下げや生物の生息・生育環境に大切な水陸移行帯等

良好な水辺の保全・再生を図るため、水際の改善を行う。湖と河

川や陸域との移行帯についてもなだらかな連続的移行を目指す。

河川環境 

4.2.1 河川形状  



これまでにいただいた意見・質問集 (猪名川河川事務所・猪名川総合開発工事事務所) 

(35/82) 

№ 
説明資

料種類 
分類 住民から寄せられた意見 意見要約 種類 回答 基礎原案 備考 

縦断方向において、生物の遡上や降下が容易にできるよう、既設

の河川横断工作物の改良を検討する。その際、小規模な改築によ

り改良が可能な箇所は早期に実施し、新築や大規模な改築にあた

ってはその構造を検討する。さらに、許可工作物については、施

設管理者に対して指導・助言等を行う。 

128 第1稿 河川環境 猪名川の河辺に住んでいま

すが最近だいぶ水質が良く

なった感じがします 

・最近猪名川がきれいになっ

た。 

意見 河川の水質については、関係自治体や住民・事業者の協力などにより下

水道が整備され、S30～40年代の高度経済成長期と比べると改善されて

おります。ただ、昨今微量有害物質など新たな物質について話題になっ

たり、降雨初期による大気中の汚れ・市街地の汚れなどの面的な汚れの

河川流入の問題があります。 

今後は、多面的に河川の水質の監視対策をみんなで努めて行くこととな

ります。ただ、全てについて河川管理者が監視・管理を行うのには限界

があり、自治体・事業者そして住民の皆様との協働が必要と考えており

ます。具体的には学識経験者・関係省庁・関係自治体・住民などで構成

される「琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）」を設立し、環境の

時代に即した施策を講じて行く様考えております。 

琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）の設立の検討 5.2.4 水質 (1) 

129 第1稿 河川環境 自然の残っている川は猪名

川、藻川しかありません。人

にやさしい釣りのできる川

を作って下さい 

・自然を残し、釣のできる川に

してほしい。 

要望 今後は多様な生物の生息・生育環境の確保のため、瀬・淵などを配慮し

た、より自然に近い川づくりを進めていくことを考えております。 

生息・生育環境を保全しつつ、再生についても検討する。 

①横断方向の河川形状を修復し、水陸移行帯を保全しつつ、再生

についても検討する。 

○淀川 鳥飼地区 

○宇治川 向島地区 

○淀川 中津地区 

○藻川（猪名川） 高田地区 

○藻川（猪名川） 東園田地区 

○猪名川 北河原地区 

河川環境 

5.2.6 生態系 （1)

2)  

130 第1稿 河川環境 川で釣りをする人の事につ

いてよい環境を作ってほし

い 

・釣ができる環境をつくってほ

しい 

要望 今後の河川改修は、地形を考慮し横断方向・縦断方向の連続性の修復を

目指すとともに、瀬と淵が形成されるなど多様な形状を持つ河道の改修

を図って参りたいと思っています。しかし、川幅が狭く河道に余裕のな

い区間では、護岸の法面が急勾配になるなど都市の中を流れる河川とし

て非常に難しい面があり、やむを得ずコンクリートを使用する場合があ

ります。今後は、環境に配慮した工法等を採用していきます。 

今後の河川整備は、「『川が川がつくる』のを手伝う」という考え

方を念頭に、これまで実施してきた多自然型川づくりの評価を踏

まえた上で、横断方向及び縦断方向の連続性、湖と河川や陸域と

の連続性の修復を目指し、変動する水と土砂の流れの結果とし

て、瀬と淵や河原等多様な形状を持つ河川の復元を図る。 

河川環境 

4.2.1 河川形状  

131 第1稿 河川環境 2.泥土を除去することは考

えておられないか? 

・泥土除去は考えいないのか。 質問 2.川巾を狭めている中洲や川岸から大きくせりだしている泥土は、洪水

時に流水の流下に阻害となる部分があり堆積土砂の掘削や浚渫を実施

する考えです。しかし、中洲は自然環境面からも残す必要なものもある

と考えております。今後は、河川の横断的・縦断的形状の改善、残され

た環境の保全や失われた環境の再生を目指し、河川環境の修復を図りた

いと考えています。 

今後の河川整備は、「『川が川がつくる』のを手伝う」という考え

方を念頭に、これまで実施してきた多自然型川づくりの評価を踏

まえた上で、横断方向及び縦断方向の連続性、湖と河川や陸域と

の連続性の修復を目指し、変動する水と土砂の流れの結果とし

て、瀬と淵や河原等多様な形状を持つ河川の復元を図る。 

河川環境 

4.2.1 河川形状  

132 第1稿 河川環境 2.裸地の緑化について(質

問) 一庫ダムの水位が下が

っている間に行うのだと思

うが、どのような方法でどの

ような植物を植えるのか。 

・裸地の植栽はどのように行う

のか。 

質問 2.全国各地のダムで裸地の緑化対策が実施されています。一庫ダムで

は、永続的な緑化対策、地域に適合した品種、貯水池水質への影響等に

ついて検討及び試験施工を実施します。 

ダム貯水池の法面における水位変動域の裸地対策としての緑化

について検討するとともに、その結果を踏まえて試験施工を実施

する。 

河川環境 

4.2.7 (2)  
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133 第1稿 河川環境 4.きれいで豊かな水を守る

ための行政の指導力発揮 

 (1)森林破壊をくい止め緑

を守るための施策をもっと

強力に進めてほしい 

・緑を守るための施策を強化し

てほしい 

要望 4.森林は土砂流出防止、景観、リクリエーション機能などを有していま

す。 

日本学術会議答申（平成１３年１１月「地球環境・人間生活にかかわる

農業及び森林の多面的な機能の評価について（答申）」）にあるように、

大洪水や大渇水において、森林は顕著な水源涵養（洪水や渇水の緩和機

能等）を期待できませんが、中小の洪水や渇水の時にはこの機能を有し

ています。このような森林の機能を考えて、流域内の森林の整備や保全

については重要なことと考えており、関係機関と連携協力してまいりま

す。 

今後の河川整備は、「『川が川がつくる』のを手伝う」という考え

方を念頭に、これまで実施してきた多自然型川づくりの評価を踏

まえた上で、横断方向及び縦断方向の連続性、湖と河川や陸域と

の連続性の修復を目指し、変動する水と土砂の流れの結果とし

て、瀬と淵や河原等多様な形状を持つ河川の復元を図る。 

河川環境 

4.2.1 河川形状  

134 第2稿 治水･防災 総合治水で災害のないまち

づくりの提言をパンフで意

見として提出いたします。 

- 意見 今後ともご意見を参考にさせていただき、今後の河川整備計画を策定す

る予定ですので、よろしくお願いします。 

新規及び既開発地の保水機能保全対策（調整池、貯留施設、浸透

施設）について検討を支援する。 

治水・防災 

5.3.1  洪水  (1)

3) 

 

135 第1稿 

(ダム) 

治水･防災 3.ある自治体に制度がある

「雨水しんとうマス」の積極

的な設置支援策により、下水

に雨水の流入がさけられま

すが、参考にした事がありま

すか? 

・「雨水しんとうマス」により、

下水に雨水の流入がさけられ

ますが、参考にした事がありま

すか? 

質問 各戸に設置する雨水浸透ますは流域で流出を抑える良い方法のひとつ

であり、その効果を否定するものではありませんが、対象とする洪水に

対する河道流量の低減効果を定量的に算出することの困難性や、各戸に

ますを設置することの保証がないことなどを考えると、河道への流出低

減効果を計算に組み入れることは難しいと考えます。 

  

136 第1稿 

(ダム) 

治水･防災 4.S28の洪水は堤防のケッ壊

によるものが原因なのでは

ないですか? 

・S29の洪水は堤防の決壊によ

るものが原因なのではないで

すか? 

質問 昭和２８年９月洪水は、淀川水系宇治川左岸が破堤するなど、近畿地方

整備局管内の多くの河川が流量改訂を行う端緒となったもので、猪名川

の被害も大きく、中橋下流左岸で堤防が決壊したため、民家が倒壊した

のをはじめ、軍行橋、桑津橋、上園橋が流出しました。 

  

137 第1稿 

(ダム) 

治水･防災 5.S35の洪水の最大の原因は

何だったのか? 

・S36の洪水の最大の原因は何

だったのか? 

質問 昭和２８年９月洪水と同様、昭和３５年８月洪水は阪神間に大きな被害

をもたらしました。特に猪名川においては上流域で時間３０ｍｍ以上の

降雨が降り、堤防が決壊したり、橋梁が流出したりしました。 

  

138 第1稿 治水･防災 1.貯水池(調節池)の建設に

ついて 川西市・猪名川地区

はゴルフ場が沢山ある。この

ゴルフ場の敷地を利用して

貯水池を作ってはどうか。そ

のための費用の補助も同時

に考慮してはどうか。 

・貯水池の建設には、近隣のゴ

ルフ場の敷地内の利用して貯

水池を作ってはどうか。 

意見 1.ご指摘のように、猪名川の上流域にはゴルフ場が開発されています。

ゴルフ場開発の事業者に対し、設置予定の自治体から開発に伴う水の流

れを抑制するため、調節池(貯水池)の設置を指導し、事業者が設置して

います。 

  

139 第1稿 

(ダム) 

治水･防災 1.狭窄部上流多田地区は橋

を支えるコンクリート部分

が川の半分以上を占めてい

ます。そこをけず(削)る方が

浸水被害を防げるのでは? 

・橋を支えるコンクリート部分

を削れば、浸水被害がふせげる

のでは。 

意見 現在ある橋脚は橋桁を支えるために計画設計されたものであり、「削る」

というのは構造安定上問題が生じます。また、狭窄部の開削については、

堤防強化の検討（工法、安全基準）結果が定まった時点で、下流部の河

川整備を実施した後の整備計画に位置付けるかどうかの評価を行いま

す。 

 なお、「狭窄部」とは銀橋部分だけでなく、銀橋の上下流も含めた区

間を意味しています。 

狭窄部開削は当面実施しないが、銀橋狭窄部上流における浸水被

害軽減対策として、一庫ダムの治水機能強化等を検討する。銀橋

上流の管理者である兵庫県と調整する。 

治水・防災 

5.3.1  洪水  (2)

1)  
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140 第1稿 治水･防災 本当にスーパー堤防の設置

が必要なのでしょうか 

・スーパー堤防の設置が必要な

のですか 

質問 猪名川の下流域は、銀橋の狭窄部により多田盆地が浸水し洪水が貯留さ

れ下流への洪水の流出量が小さくなり、銀橋下流の堤防破堤による氾濫

被害は発生しておりません。しかし、昭和35 年の洪水では、下流の伊

丹市や豊中市で浸水家屋4,300戸の被害が発生しております。 

猪名川は都市河川であり堤防の側近まで家屋が連担し、スーパー堤防を

作ることは広範囲にわたる住宅移転や街づくりと一体となった堤防施

工など実現性に乏しいと考えており、現在の脆弱な堤防を応急的に堤防

強化することを目指したいと考えています。 

緊急に堤防補強を実施する必要のある箇所を決定するために詳

細調査を実施する堤防延長は、以下の通りである。調査の結果、

必要な箇所について、緊急に堤防補強を実施する。 

猪名川  約 5km 

治水・防災 

5.3.1  洪水  (1)

4) 

141 第1稿 治水･防災 総合治水は都市開発型であ

った、####狭さく部を一層 

キケンとした。4300ha もの

森林、田畑をつぶし、3500

トンこそ見直をすること。す

るとダムはいらない 

総合治水は狭窄部を一層危険

にした。ダムは必要ない。 

意見 今回の河川整備の基本的考え方は、大雨などに対して堤防の破堤等によ

る被害の軽減を目指すために堤防の強化や住民の皆様への情報提供な

ど様々な施策を進めて行くこととしています。一方、堤防から水際など

は、多様な生物の生息環境保全のため出来るだけ河川本来の自然な姿を

目指すことと考えています。 

氾濫原への人口、資産の集積により、破堤時の被害ポテンシャル

は現在も増大し続けている状況を踏まえ、洪水氾濫時の被害をで

きるだけ軽減するための土地利用の規制・誘導を含めた地域整備

方策における対応等を、河川整備の状況等を踏まえて、自治体と

連携して検討する。流域内における保水機能や貯留機能の保全、

増大方策について土地利用計画の見直しも含めて、自治体と連携

して検討する。 

4.3.1 治水・防災 

(1) 3)  

142 第1稿 

(ダム) 

治水･防災 猪名川流域の降雨量の長期

的な傾向はどうなっている

のか 

洪水の被害を防ぐために考

えられる対策は余野川ダム

がなければ、絶対他に考えら

れないのか 

・余野川ダム以外に洪水被害を

防ぐ対策は考えられないのか。 

意見 降雨量の長期的な傾向については、平成１１年福岡豪雨（御笠川）平成

１２年の東海豪雨（庄内川）、平成１３年の高知県（宗呂川）・三重県（小

野谷川）、平成１４年の岐阜県（揖斐川・牧田川・那珂川）、平成１５年

の北海道（沙流川）三重県（小野谷川）等、局地的な豪雨により浸水被

害が発生しており、いつ・どこで大きな浸水被害が生じるかわかりませ

ん。狭窄部上流の浸水被害を蒙る地区については、過去に起こった実績

洪水規模に対して浸水被害を軽減する方策を早急に対応する計画とし

ます。現在、ダムおよびダム以外の治水対策の方法について併せて検討

を行っています。検討にあたっては、事業の効果、周辺自然環境への影

響、社会的な影響、などを考慮し、検討結果がでた時点で、流域委員会

や流域住民、関係地方自治体に改めて説明し、意見を頂いた上で決定し

ていきます。 

狭窄部の開削及び無堤部の築堤は、下流への流量増により破堤の

危険度を増大させる為、下流の破堤の危険度を増大させないとい

う観点から、下流の河川整備の進捗状況等を踏まえて実施の判断

を行う。以上を基本方針とした上で、破堤による被害の回避・軽

減を目標として、そのための施策を最優先で取り組む。具体的に

は、1)自分で守る（情報伝達、避難体制整備）、2)みんなで守る

（水防活動、河川管理施設運用）、3)地域で守る（街づくり、地

域整備）、4)堤防強化対策を実施する。また、これに加えて狭窄

部上流、琵琶湖沿岸等における浸水被害の軽減に向けた整備を行

う。 

治水・防災 

4.3.1 洪水  

143 第1稿 

(ダム) 

治水･防災 治水面での対策をダム以外

ではどうなのか返答お願い

します 

・治水計画はどうなっているの

か 

質問 また、現在、ダムおよびダム以外の治水対策の方法について併せて検討

を行っています。検討にあたっては、周辺自然環境への影響、社会的な

影響、事業の効果などを考慮し、今後検討・見直しを行い、結果がでた

時点で、流域委員会や流域住民、関係地方自治体等に説明し意見を頂い

た上で決定していきます。 

破堤による被害の回避・軽減を目標として、そのための施策を最

優先で取り組む。具体的には、1)自分で守る（情報伝達、避難体

制整備）、2)みんなで守る（水防活動、河川管理施設運用）、3)

地域で守る（街づくり、地域整備）、4)堤防強化対策を実施する。

また、これに加えて狭窄部上流、琵琶湖沿岸等における浸水被害

の軽減に向けた整備を行う。 

治水・防災 

4.3.1 洪水  

144 第1稿 

(ダム) 

治水･防災 猪名川流域では、どのくらい

の頻度で、又、どのくらいの

程度の浸水被害が出ている

のか? 

・どれ位の頻度で浸水災害が発

生しているのですか 

意見 猪名川流域で近年において被害がでた洪水は、昭和２８年９月、昭和３

５年８月、昭和４２年７月、昭和４３年８月、昭和４７年７月、昭和４

７年９月、昭和５８年９月、平成元年９月です。昭和２８年から現在ま

で約５０年間で８回の洪水被害が発生しています。 

  

145 第1稿 

(ダム) 

治水･防災 浸水が起きるような天災が

どのような頻度で発生して

いるのか 

・どれ位の頻度で浸水災害が発

生しているのですか 

意見 猪名川流域で近年浸水被害が発生した洪水は、昭和２８年９月、昭和３

５年８月、昭和４２年７月、昭和４３年８月、昭和４７年７月、昭和４

７年９月、昭和５８年９月、平成元年９月です。昭和２８年から現在ま

で約５０年間で８回の浸水被害が発生しています。 
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146 第1稿 

(ダム) 

治水･防災 なぜ銀橋付近を掘削できな

いのか。 

・なぜ銀橋付近を掘削できない

のか。 

質問 狭窄部の開削は、下流への流量増となるため破堤の危険度を増大させま

す。今後は、下流の破堤の危険度を増大させないという観点から、下流

の河川整備の進捗状況等を踏まえて実施の判断を行います。 

狭窄部上流の浸水被害に対しては、下流堤防の破堤危険性を増大

させるような狭窄部の開削は当面できないことから、既往最大規

模の洪水に対する浸水被害の解消を目標として狭窄部上流にお

ける対策を検討する。 

長期的には、浸水被害を軽減する土地利用誘導等の実施が必要で

あるが、当面の被害軽減処置としては、既設ダムの治水強化、並

びに流域内貯留施設の整備を検討する。 

 

治水・防災 

4.3.1 洪水 (2)  

147 第1稿 

(ダム) 

治水･防災 森林の保水機能について 

「中小洪水では機能するが、

大洪水では効果は期待でき

ない。」からとりくまないの

ですか。山地が流域に61%も

あるのですから、多様な生物

が住める環境をとりもどす

ためにも山林に目を向けて

ほしい。 

・期待する保水機能が見られな

いから森林整備に取組まない

のか 

質問 森林は土砂流出防止、景観、レクリエーションなど様々な機能を持って

います。このため、流域内の森林の整備や保全は重要なことと考えてい

ます。 

しかし、説明資料でお示ししたように日本学術会議（答申）（農林水産

大臣の諮問に対する答申「地球環境・人間生活にかかわる農業及び森林

の多面的な機能の評価について」（平成１３年１１月））において、「森

林は中小洪水においては洪水緩和機能を発揮するが、大洪水においては

顕著な効果は発揮できない」との見解が示されています。 

また、猪名川の土地利用の現状をみても、これ以上、森林を増やすこと

が困難です。 

このため、今回の多田地区浸水被害軽減の検討における対象洪水である

昭和３５年８月洪水に対しては、森林による流出量の抑制効果は小さい

と考えます。 

なお、ダムの洪水調節計画は、現在の森林が将来にわたって保全される

ことを前提に計画しています。 

○ 保水機能の保全 

森林等の保水機能の保全、新規及び既開発地の保水機能保全対策

（調整池、貯留施設、浸透施設）について検討を支援する。 

 

治水・防災 

5.3.1 洪水(1)3)  

148 第1稿 

(ダム) 

治水･防災 2.多田地区洪水を考えるの

であれば、現在放施されてい

る一の鳥居の南側の造成地

も合わせて考慮する必要が

あるのではないか。 

一の鳥居の南側の造成地も合

わせて考慮する必要があるの

ではないか。 

意見 今回説明した一庫ダムの利水容量の振り替えは、余野川ダムで振り替え

分を確保する場合です。今後は、ダム以外の振り替えの可能性について

詳細な検討を行います。該当する箇所は猪名川の左支川である塩川上流

域にあたりますが、塩川の流出量は猪名川本川に較べると少なく、多田

地区の浸水被害にはあまり影響しないと考えています。 

狭窄部開削は当面実施しないが、銀橋狭窄部上流における浸水被

害軽減対策として、一庫ダムの治水機能強化等を検討する。銀橋

上流の管理者である兵庫県と調整する。 

治水・防災 

5.3.1 洪水(2)1)  

149 第1稿 治水･防災 土砂を下流へ流すと言われ

ますが下流でどの程度土砂

がたまっているかはかって

おられるのですか。 

・土砂を下流へ流すと言うが下

流でどの程度土砂がたまって

いるか、量っているのか。 

質問 国で管理している猪名川・藻川では下流でどの程度土砂が貯るか、河川

の横断測量を2年に1回程度、200ｍピッチで実施しています。 

一般的に河床掘削等の工事を行う場合、元々複雑な川底（深い所や浅い

所）を水平な形状にしておりました。また、洪水により土砂が上流から

流れてきて堆積する場合や河床が掘られることもあります。 

  

150 第2稿 治水･防災 先ず銀橋狭窄部開削して、か

つ下流の被害どうなるか。そ

の被害が大きくなる可能性

があるなら、その対策に要す

る環境・コスト等と、余野川

ダム建設の環境・コスト等の

比較がされるべきだ。 

・狭窄部開削後の下流の被害に

対する対策コストとダム建設

にかかるコストを比較するべ

きだ。 

意見 狭窄部上流の浸水被害に対しては、下流堤防の破堤危険性を増大させる

ような狭窄部の開削は当面できないことから、既往最大規模の洪水に対

する浸水被害の解消を目標として狭窄部上流における対策を検討しま

す。 

狭窄部を開削した場合の下流への流量増およびそれに伴う堤防の危険

性については現在、検討を行っており、結果がでた時点で委員会や住民

の方へご説明したいと考えています。 

狭窄部の開削は、下流への流量増により破堤の危険度を増大させ

る為、下流の破堤の危険度を増大させないという観点から、下流

の河川整備の進捗状況等を踏まえて実施の判断を行う。 

治水・防災 

4.3.1 洪水 

 

151 第2稿 治水･防災 下流堤防の破堤の危険性を

増大させるような狭窄部の

・下流堤防の破堤の危険性があ

るとはどの辺りでどのような

質問 狭窄部の開削は、下流への流量増により破堤の危険度を増大させるた

め、下流の破堤の危険度を増大させないという観点から、原則として当

緊急に堤防補強を実施する必要のある箇所を決定するために詳

細調査を実施する堤防延長は、以下の通りである。調査の結果、

治水・防災 

5.3.1  洪水  (1)
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開削は当面できない」との前

提ですが、具体的に下流部の

どこで、どのような問題があ

るのか、その改修にどのくら

いの財政負担がかかるのか、

教えていただきたい 

問題があるのか、また、改修す

るのにどの位財政負担がかか

るのか教えてほしい 

面は行わないものと考えています。現在、狭窄部の開削による下流への

流量増や下流堤防の安全基準等について詳細な検討を行っており、これ

らの結果がでた時点で流域委員会や住民の方へご説明したいと考えて

います。 

必要な箇所について、緊急に堤防補強を実施する。 猪名川 約

5km 

4) 

4)-2堤防補強 

 

152 第1稿 

(ダム) 

治水･防災 小戸地点でのダムによって

流量調節した後も 2300m3/s

という計画高水流量や、3500 

m3/s という基本高水流量設

定はあまりにも高すぎると

言わなければなりません。 

基本高水流量と計画高水流

量は見直しがなされる必要

があります。 

基本高水流量と計画高水流量

は見直しがなされる必要があ

る。 

意見 これまでは、洪水の度に破堤し水害を蒙り堤防の嵩上げ等を行い、整備

後も洪水で破堤し水害を蒙り堤防の嵩上げを繰り返してきました。この

ため、実績洪水流量を計画目標とする方式から計画降雨量から流出計算

により計画流量を算出する方式に変更することとし、昭和４６年に淀川

水系工事実施基本計画を改訂し、小戸地点で昭和28年9月（台風13号）

が基本高水流量3,500m3/sとなりました。計画高水流量は、一庫ダム及

び余野川ダムで 1,200m3/s の洪水調節を行い河道で洪水を安全に流下

させる流量を2,300m3/s としました。本整備計画では、「狭窄部の開削

及び無堤部の築堤は、下流への流量増により破堤の危険度を増大させる

ため、下流の破堤の危険度を増大させないという観点から、下流の河川

整備の進捗状況等を踏まえて実施の判断を行う。以上を基本方針とした

上で、破堤による被害の回避を究極的な目標として、そのための施策を

最優先で取り組む。」こととしています。しかし、堤防補強を全川的に

実施するためには多額の費用と時間を要することから、緊急に補強する

区間の選定は実績洪水を目標として破堤する恐れのある区間を対象と

しています。また、狭窄部上流の浸水被害に対しては、下流堤防の破堤

危険性を増大させるような狭窄部の開削は当面できないことから、既往

最大規模の洪水に対する浸水被害の軽減を目標として対策を検討する

こととしております。 

狭窄部の開削及び無堤部の築堤は、下流への流量増により破堤の

危険度を増大させる為、下流の破堤の危険度を増大させないとい

う観点から、下流の河川整備の進捗状況等を踏まえて実施の判断

を行う。 

以上を基本方針とした上で、破堤による被害の回避・軽減を目標

として、そのための施策を最優先で取り組む。具体的には、1)

自分で守る（情報伝達、避難体制整備）、2)みんなで守る（水防

活動、河川管理施設運用）、3)地域で守る（街づくり、地域整備）、

4)堤防強化対策を実施する。 

また、これに加えて狭窄部上流、琵琶湖沿岸等における浸水被害

の軽減に向けた整備を行う。 

治水・防災 

4.3.1 洪水   

153 第1稿 

(ダム) 

治水･防災 1.狭窄部の開削についての

検討が、何故後回しになるの

か。 

・狭窄部の開削についての検討

がなぜ後回しになるのか 

意見 狭窄部の開削は、下流への流量増により破堤の危険度を増大させます。

今後は、下流の破堤の危険度を増大させないという観点から、下流の河

川整備の進捗状況等を踏まえて実施の判断を行います。 

狭窄部の開削及び無堤部の築堤は、下流への流量増により破堤の

危険度を増大させる為、下流の破堤の危険度を増大させないとい

う観点から、下流の河川整備の進捗状況等を踏まえて実施の判断

を行う。以上を基本方針とした上で、破堤による被害の回避・軽

減を目標として、そのための施策を最優先で取り組む。具体的に

は、1)自分で守る（情報伝達、避難体制整備）、2)みんなで守る

（水防活動、河川管理施設運用）、3)地域で守る（街づくり、地

域整備）、4)堤防強化対策を実施する。また、これに加えて狭窄

部上流、琵琶湖沿岸等における浸水被害の軽減に向けた整備を行

う。 

治水・防災 

4.3.1 洪水  

154 第2稿 治水･防災 現在、どの程度の遊水量があ

るのでしょうか。仮に河川整

備が終り狭さく部を解消す

れば、外水による水害はなく

なり、内水による水害がどの

程度のこるのでしょうか。 

・現在の遊水量は。河川整備後、

狭窄部を解消した場合、外水に

よる水害はなくなり内水によ

る水害がどの位残るのですか。 

質問 現在、狭窄部の開削による下流への流量増や下流堤防の安全基準等につ

いて詳細な検討を行っており、これらの結果がでた時点で流域委員会や

住民の方へご説明したいと考えています。 
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155 第2稿 治水･防災 銀橋狭窄部（橋の下の岩）は

すぐ撤去すべき 

・銀橋狭窄部（橋の下の岩）は

すぐ撤去すべき 

意見  狭窄部の開削は、下流への流量増により破堤の危険度を増大させ

る為、下流の破堤の危険度を増大させないという観点から、下流

の河川整備の進捗状況等を踏まえて実施の判断を行う。 

治水・防災 

4.3.1 洪水 

 

156 第2稿 治水･防災 銀橋狭さく部開削による下

流流量増について教えて下

さい提言では狭さく部の開

削は、下流への影響が大きく

当面開削しないようですが、

猪名川の場合には、具体的に

どのような効果があるので

しょうか、逆にどのような問

題点があるのでしょうか、教

えて下さい。 

・狭窄部開削による下流への影

響にどのような問題があるの

ですか 

質問 狭窄部の開削は、下流への流量増により破堤の危険度を増大させるた

め、下流の破堤の危険度を増大させないという観点から、原則として当

面は行わないものと考えています。 

狭窄部の開削は、下流への流量増により破堤の危険度を増大させ

る為、下流の破堤の危険度を増大させないという観点から、下流

の河川整備の進捗状況等を踏まえて実施の判断を行う。 

治水・防災 

4.3.1 洪水 

 

157 第2稿 治水･防災 ○狭さく部の段かい的な開

削で、多田の水害の軽減の検

討を行って下さい。○下流の

安全度は 1/4000 なのです

か。 

・狭窄部の開削による水害軽減

の検討を行ってほしい・下流の

安全度は1/4000なのですか 

意見質

問 

○猪名川下流域の治水安全度は、既往最大規模の昭和35年8月洪水を

対象にしたものではありません。 

従来の治水計画では、目標規模を定め、ダムを建設し、河道を改修し、

狭窄部を開削するというように事業を進めてきました。しかし、目標規

模以上の洪水が発生すると、破堤による壊滅的な被害が発生する可能性

があります。 

本整備計画では、「狭窄部の開削及び無堤部の築堤は、下流への流量増

により破堤の危険度を増大させるため、下流の破堤の危険度を増大させ

ないという観点から、下流の河川整備の進捗状況等を踏まえて実施の判

断を行う。以上を基本とした上で、破堤による被害の回避を究極的な目

標として、そのための施策を最優先で取り組む。」こととしました。 

また、以前（第5回猪名川部会資料５）お示ししました昭和35年8月

洪水の確率評価約1/4,000は、昭和46年に改訂された淀川水系工事実

施基本計画において用いた確率雨量の算定式から、昭和35年8月降雨

を算出した結果です。したがいまして、昭和35年8月洪水が何年に１

回起こる洪水かを評価したものではありません。 

確率計算には様々な方法があり、また、洪水の評価も降雨や流量や地域

特性など様々な要素で評価ができます。今後は、これらの色々な側面か

ら対象となる洪水の評価を行いたいと考えています。 

狭窄部の開削は、下流への流量増により破堤の危険度を増大させ

る為、下流の破堤の危険度を増大させないという観点から、下流

の河川整備の進捗状況等を踏まえて実施の判断を行う。 

治水・防災 

4.3.1 洪水 

 

158 第2稿 治水･防災 ⑥現在の護岸で既往最大規

模の洪水で対応できないの

か 

・現在の護岸で既往最大の洪水

に対応できないのか 

質問 現在の堤防は、材料として吟味されているとは限らない土砂を用いて逐

次強化を重ねてきた歴史の産物であり、必ずしも防災構造物としての安

全性について十分な信頼性を有しているとはいえません。 

説明資料でご説明したとおり、今回の整備計画では、近年において浸水

被害が度々発生している狭窄部上流については既往最大規模の洪水に

対して被害軽減を図ることを目標としました。また、猪名川下流部につ

いては資産が集中しておりひとたび被害が発生すると甚大な被害にな

ることが想定されることもあり、想定を上回るような洪水が起こっても

堤防の破堤による甚大な被害を軽減するということを目標としました。

破堤による被害の回避・軽減を目標として、そのための施策を最

優先で取り組む。 

治水・防災 

4.3.1 洪水 
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159 第1稿 

(ダム) 

治水･防災 園田地区の侵水想定につい

て 現在の堤防が破堤する

とは思えませんが、降雨量増

大によって、降雨した水が留

ってしまうと考えられるの

か、あるいは堤防を越水して

しまうと考えられるのか、ど

う云う想定か回答をお願い

します。 

・現在の堤防が破堤するとは思

えない。どのように想定したの

か教えてほしい。 

質問 過去の築堤は、早期に効率的に築造するため現地の川の中を掘った土砂

を材料として使用し、土の締め固め等も人力施工など現在の堤防強度と

比べ脆弱する箇所もあり、洪水によって決壊する恐れがあります。氾濫

シミュレーションは、現時点の流域状況や河道断面・一庫ダムの洪水調

節方式等を考慮し、破堤地点は堤防点検等の結果から脆弱と考えられる

地点を選定を想定してシミュレーションしています。浸水予想区域図

は、破堤地点を単独で計算し、計算結果を重ね合わせ（最大水深）一枚

の図を作成しています。なお、本川の増水によって支川の洪水が吐けな

くなることによる内水氾濫を想定したものではありません。本川と支川

の合流地点に鉄のゲートがついた樋門があれば、本川が増水し支川に逆

流しないようゲートを閉め、さらに排水機場が整備されておれば、内水

氾濫を防止または軽減するため排水ポンプで本川に洪水を排出します。

なお、本川の水位が高い場合は、洪水をポンプで排水することは下流で

破堤する恐れがあるため出来ません。 

  

160 第1稿 治水･防災 1.災害発生に関する情報連

絡など、知りたいと思いま

す。 

・災害発生に関する情報連絡が

知りたい。 

要望 現在、猪名川では、洪水予報を実施しています。これは、洪水時、猪名

川で浸水の発生が予想される時、国土交通省と気象庁が共同で発表する

もので、自治体等を通じて伝達される他、テレビ等マスコミを通じて報

道されることになっています。 

また、水防警報という、洪水時、水防を担当する水防管理団体（自治体

の消防機関）が水防活動をする為の情報として、国土交通省が発表、伝

達しているものがあります。住民の皆様には、市町・町長から必要な場

合、避難命令が出されます。 

今後は沿川自治体・気象台・消防署等の防災関係機関、ライフライン関

係（電気・ガス・水道等）、警察、マスメディア等で構成する「洪水被

害ポテンシャル低減方策協議会（仮称）」を設置し、避難誘導等を検討

してまいります。 

河川の出水状況や危険性について、自治体や住民への情報提供を

目的とした、河川情報表示板などを設置していく。 

治水・防災 

5.3.1 (1) 1)  

161 第1稿 治水･防災 P16の一庫ダムの治水機能の

強化は放流操作マニュアル

の変更か 

・一庫ダムの治水機能の強化は

放流操作マニュアルの変更で

すか。 

質問 余野川ダム計画の見直した結果については､平成１５年５月１６日の第

２１回委員会に狭窄部上流の多田地区の浸水被害を軽減するために、一

庫ダムの利水容量を振替えるための貯留施設として余野川ダムが有効

であることと､猪名川下流部の浸水被害を軽減する効果があることを説

明しました。ただし、利水については水需要の精査・確認がまだ終わっ

ていないことや､環境等の諸調査について今後調査・検討が必要なこと

から､これらの調査を出来る限り早期に完了し､改めて流域委員会等に

説明していきます。 

狭窄部開削は当面実施しないが、銀橋狭窄部上流における浸水被

害軽減対策として、一庫ダムの治水機能強化等を検討する。銀橋

上流の管理者である兵庫県と調整する。 

（12）既設ダムの再編・運用変更により治水・利水機能向上につ

いて検討する。天ヶ瀬ダム、高山ダム、青蓮寺ダム、室生ダム、

布目ダム、比奈知ダム、日吉ダム、一庫ダム 

治水・防災 

5.3.1  洪水  (2)

1) 

162 第1稿 治水･防災 市街地の大雨に対する対策

の多様化、浸透性の水路、車

道、地下タンク設営、消防自

動車等、ポンプ排水の充実強

化 

・治水対策の多様化 意見 5.余野川ダムの建設 

 余野川ダム計画の見直した結果については､平成１５年５月１６日の

第２１回委員会に狭窄部上流の多田地区の浸水被害を軽減するために、

一庫ダムの利水容量を振替えるための貯留施設として余野川ダムが有

効であることと､猪名川下流部の浸水被害を軽減する効果があることを

説明しました。ただし、利水については水需要の精査・確認がまだ終わ

っていないことや､環境等の諸調査について今後調査・検討が必要なこ

とから､これらの調査を出来る限り早期に完了し､改めて流域委員会等

③流域内保水機能、貯留機能強化 

○保水機能の保全森林等の保水機能の保全、新規及び既開発地の

保水機能保全対策（調整池、貯留施設、浸透施設）について検討

を支援する。○貯留機能の強化 

河川への流出量を抑制するために、遊水地等の貯留施設の設置に

ついて検討する。公共施設における地下貯留施設の設置等につい

て検討を支援する。 

治水・防災 

5.3.1 洪水 (1) 3)



これまでにいただいた意見・質問集 (猪名川河川事務所・猪名川総合開発工事事務所) 

(42/82) 

№ 
説明資

料種類 
分類 住民から寄せられた意見 意見要約 種類 回答 基礎原案 備考 

に説明していきます。 

163 第1稿 

(ダム) 

治水･防災 ダム以外の治水、開発計画

（団地等）での治水計画がど

うなのか 

 

・治水面の対策をダム以外では

ないのか 

質問 治水面では、これからの河川整備は「狭窄部の開削及び無堤部の築堤は、

下流への流量増により破堤の危険度を増大させる為、下流の破堤の危険

度を増大させないという観点から、下流の河川整備の進捗状況等を踏ま

えて実施の判断を行う。以上を基本とした上で、破堤による被害の回避

を究極的な目標として、そのための施策を最優先で取り組む。具体的に

は１）日頃から備える、２）洪水時の対応、３）流域で水を貯める、４）

堤防強化対策を実施する。また、これに加えて狭窄部上流、琵琶湖沿岸

等においては浸水被害の軽減に向けた整備を行う。」に転換していきま

す。 

狭窄部の開削及び無堤部の築堤は、下流への流量増により破堤の

危険度を増大させる為、下流の破堤の危険度を増大させないとい

う観点から、下流の河川整備の進捗状況等を踏まえて実施の判断

を行う。 

以上を基本方針とした上で、破堤による被害の回避・軽減を目標

として、そのための施策を最優先で取り組む。具体的には、1)

自分で守る（情報伝達、避難体制整備）、2)みんなで守る（水防

活動、河川管理施設運用）、3)地域で守る（街づくり、地域整備）、

4)堤防強化対策を実施する。 

また、これに加えて狭窄部上流、琵琶湖沿岸等における浸水被害

の軽減に向けた整備を行う。 

 

治水・防災 

4.3.1 洪水   

164 第1稿 治水･防災 脱ダムのためには周辺の山

の整備等まで考えないの

か？ 

・脱ダムのために周辺の山の整

備等まで考えないのか？ 

質問 森林は土砂流出防止、景観、リクリエーション機能などを有しています。

日本学術会議答申（平成１３年１１月「地球環境・人間生活にかかわる

農業及び森林の多面的な機能の評価について（答申）」）にあるように、

大洪水や大渇水において、森林は顕著な水源涵養（洪水や渇水の緩和機

能等）を期待できませんが、中小の洪水や渇水の時にはこの機能を有し

ています。このような森林の機能を考えて、流域内の森林の整備や保全

について重要なことと考えており、関係機関と連携してまいります。

森林等の保水機能の保全、新規及び既開発地の保水機能保全対策

（調整池、貯留施設、浸透施設）について検討を支援する。 

治水・防災 

5.3.1  洪水  (1)

3) 

165 第1稿 治水･防災 1.治水について知りたいで

す小花地区は洪水の危険性

はありますか。 

・小花地区は洪水の危険性はあ

りますか 

質問 雨の降り方には、集中豪雨の様に短時間に強い雨が降る場合、また、ダ

ラダラと長時間に弱い雨が降る等、同じ雨量でもその降り方によって、

川へ水の出方が異なるため、一概に何mm まで安全と言いきる事は難し

いです。 

堤防は、洪水における洗堀や浸透に対し破堤の可能性が考えられ、現在、

応急的堤防強化のための調査や対策を検討し、実施して行きたいと考え

ています。 

洪水の危険性は、近年の集中豪雨の多発傾向や、平成12 年の東海豪雨

で過去最大の約2倍の降雨があり、猪名川においても同様の豪雨が生じ

る恐れがあります。昨年6月に公表した、猪名川・藻川の浸水想定区域

図では、現在の流域や河川の状況に、戦後最大の被害を記録した昭和

28年台風13号の雨の2倍が降った場合を想定しており、これによると

小花地区も浸水の恐れがあります。 

  

166 第1稿 

(ダム) 

治水･防災 1.森林の保水機能について、

日本学術会ギの答申には現

在の植林地(針葉樹)の保水

能力の低下についてふれて

いないのでしょうか? 

・森林の保水機能について、日

本学術会ギの答申には現在の

植林地(針葉樹)の保水能力の

低下についてふれていないの

でしょうか? 

 森林は土砂流出防止、景観、レクリエーションなど様々な機能を持って

います。このため、流域内の森林の整備や保全は重要なことと考えてい

ます。しかし、説明資料でお示ししたように日本学術会議（答申）（農

林水産大臣の諮問に対する答申「地球環境・人間生活にかかわる農業及

び森林の多面的な機能の評価について」（平成１３年１１月））において、

「森林は中小洪水においては洪水緩和機能を発揮するが、大洪水におい

ては顕著な効果は発揮できない」との見解が示されています。また、猪

名川の土地利用の現状をみても、これ以上、森林を増やすことが困難で

○ 保水機能の保全 

森林等の保水機能の保全、新規及び既開発地の保水機能保全対策

（調整池、貯留施設、浸透施設）について検討を支援する。 

 

治水・防災 

5.3.1 洪水(1)3)  



これまでにいただいた意見・質問集 (猪名川河川事務所・猪名川総合開発工事事務所) 

(43/82) 

№ 
説明資

料種類 
分類 住民から寄せられた意見 意見要約 種類 回答 基礎原案 備考 

す。このため、今回の多田地区浸水被害軽減の検討における対象洪水で

ある昭和３５年８月洪水に対しては、森林による流出量の抑制効果は小

さいと考えます。 なお、日本学術会議の答申には針葉樹など樹種の違

いによる洪水緩和機能については特に記述されていません。アメリカの

ダムについては、ダム建設を全面的に中止・休止したわけではなく、西

部の州においては現在も州政府により大型ダムを建設中であり、また、

米国陸軍工兵隊においても洪水調節用ダムを建設しています。森林によ

る流出量の抑制効果及びアメリカのダム事情の詳細については国土交

通省のホームページをご参照下さい。・森林の保水機能：

(http://www.mlit.go.jp/river/opinion/midori_dam.html)・アメリカ

の ダ ム 事 情 ：

（http://www.mlit.go.jp/river/opinion/america_dam/america_dam.h

tml） 

 

167 第2稿 治水･防災 ○森林の保水機能は有効で

ないということになってい

るが、その理由は？ 

・森林の保水機能は有効でない

という理由は何ですか 

質問 ○森林は土砂流出防止、景観、レクリエーションなど様々な機能を持っ

ています。このため、流域内の森林の整備や保全は重要なことと考えて

います。 

しかし、説明資料でお示ししたように日本学術会議（答申）（農林水産

大臣の諮問に対する答申「地球環境・人間生活にかかわる農業及び森林

の多面的な機能の評価について」（平成１３年１１月））において、「森

林は中小洪水においては洪水緩和機能を発揮するが、大洪水においては

顕著な効果は発揮できない」との見解が示されています。 

また、猪名川の土地利用の現状をみても、これ以上、森林を増やすこと

が困難です。 

このため、今回の多田地区浸水被害軽減の検討における対象洪水である

昭和３５年８月洪水に対しては、森林による流出量の抑制効果は小さい

と考えます。 

なお、治水・利水計画はあくまで森林の存在を前提にした上で策定され

ています。 

森林による流出量の抑制効果及び詳細については国土交通省のホーム

ページをご参照下さい。 

・ 森 林 の 保 水 機 能 ：

(http://www.mlit.go.jp/river/opinion/midori_dam.html) 

森林等の保水機能の保全、新規及び既開発地の保水機能保全対策

（調整池、貯留施設、浸透施設）について検討を支援する。 

治水・防災 

5.3.1 洪水 

(1)3)③ 

 

168 第1稿 

(ダム) 

治水･防災 浸水が起きるような土地に

なぜ宅地開発が続くのか 

・浸水の発生する土地になぜ宅

地開発が行われるのですか 

意見 浸水の可能性がある区域に宅地開発が進むことは、河川管理者としても

重要な課題であると認識しております。このため浸水実績表示板を現地

に設置し、また、浸水予想区域図を市役所等での閲覧やＨＰ等で公表し、

住民の皆様に周知しています。 

氾濫原への人口、資産の集積により、破堤時の被害ポテンシャル

は現在も増大し続けている状況を踏まえ、洪水氾濫時の被害をで

きるだけ軽減するための土地利用の規制・誘導を含めた地域整備

方策における対応等を、河川整備の状況等を踏まえて、自治体と

連携して検討する。 

流域内における保水機能や貯留機能の保全、増大方策について土

地利用計画の見直しも含めて、自治体と連携して検討する。 

 

治水・防災 

4.3.1 洪水 (1)3) 



これまでにいただいた意見・質問集 (猪名川河川事務所・猪名川総合開発工事事務所) 

(44/82) 

№ 
説明資

料種類 
分類 住民から寄せられた意見 意見要約 種類 回答 基礎原案 備考 

169 第1稿 治水･防災 2.水質の確保 

 b.側溝を含め一時貯留方式

(渇水の沈静化)etc 

   河川管理者の権限を越え

る課題ではあるか。 

・水質の改善と渇水の沈静化 意見 2-b：事業所や家庭からの汚水の処理については、下水道整備の進捗に

より河川水質の改善がみられます。一方、市街地の汚水など面的な汚濁

発生源の問題があります。これについては、河川管理者のみの対応には

限界がありますので、関係自治体、事業者そして住民の皆様の協力を得

ながら「琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）」を設置し、環境の

時代に即した施策を講じて行く様考えております。 

地域で守る（街づくり、地域整備）氾濫原への人口、資産の集積

により、破堤時の被害ポテンシャルは現在も増大し続けている状

況を踏まえ、洪水氾濫時の被害をできるだけ軽減するための土地

利用の規制・誘導を含めた地域整備方策における対応等を、河川

整備の状況等を踏まえて、自治体と連携して検討する。流域内に

おける保水機能や貯留機能の保全、増大方策について土地利用計

画の見直しも含めて、自治体と連携して検討する。 

治水・防災 

4.3.1 (1) 3)  

170 第1稿 

(ダム) 

治水･防災 4.多田地区の狭窄部の検討、

下部流域の浸水 S28年、S25

年の洪水から河川の整備す

すんでいて、1.2、1.5、1.8

倍となることは考えられな

いのでは。 

・河川整備が進んでいるのだか

ら 1.2 倍などの災害になると

はかんがえられない。 

意見 狭窄部上流の浸水被害軽減の目標は既往最大規模の洪水としますが、下

流部については破堤による壊滅的な被害の回避を目標としていること

から、既往最大規模以上の洪水も対象とします。 

今回はあくまで昭和２８年９月洪水について倍率を変えて説明しまし

たが、今後は他の洪水波形、降雨倍率についても必要に応じて提示した

いと考えています。 

狭窄部上流の浸水被害に対しては、下流堤防の破堤危険性を増大

させるような狭窄部の開削は当面できないことから、既往最大規

模の洪水に対する浸水被害の解消を目標として狭窄部上流にお

ける対策を検討する。 

長期的には、浸水被害を軽減する土地利用誘導等の実施が必要で

あるが、当面の被害軽減処置としては、既設ダムの治水強化、並

びに流域内貯留施設の整備を検討する。 

 

治水・防災 

4.3.1 洪水 (2)  

171 第1稿 

(ダム) 

治水･防災 多田地区狭窄部対策につい

て 

バイパスを設けた場合、下流

の流量が増加するので川巾

を広げるとか、堤防を嵩上げ

するとかの対策は、物理的に

出来ないのですか? 予算上

ですか? 

余野川ダムは、ご説明を受け

たところでは、殆んど完成し

ている様に感じますが、有効

な様ですから、引き続き工事

を行い、100%完成したらと思

います。 

・バイパスを設けた場合の下流

の対策として、川幅を広げるや

堤防の嵩上げとかはできない

のか。 

・余野川ダムは治水・防災上有

効の用なので完成したら良い

と思う。 

質問 

意見 

猪名川のような河道周辺に家屋が密集しているところでは、川幅を広げ

ることは家屋の移転補償などを要し、社会的な影響が大きいと考えま

す。また、堤防の嵩上げについては、河道内の水位が上昇し、破堤によ

る被害ポテンシャルを増大させることとなります。その他に、河床を掘

削する方法もありますが、河口から掘削しなければならず、また、橋梁

などの河川横断工作物の架け替え等が生じ、事業費および工期の点で当

面は実施困難と考えます。余野川ダムの現在の事業の進捗は導水トンネ

ルが概成し、付替市道や工事道路の一部が完成しており、また、事業用

地の約99%が取得済みです。この余野川ダムの事業地を有効に利用する

ことにより、狭窄部上流多田地区や猪名川下流部の浸水被害軽減など、

治水面で効果があることは５／１６の流域委員会や７／５の説明会で

説明したとおりです。ただし、利水については現在、利水者に水需要の

精査・確認を行っており、その結果を反映させます。 今後は、環境の

諸調査を含め、さらに詳細な検討を実施していきます。なお、これらの

調査・検討を出来る限り早期に完了し、その結果が出た時点で改めて流

域委員会や関係地方自治体、流域住民の皆様に説明します。 

狭窄部開削は当面実施しないが、銀橋狭窄部上流における浸水被

害軽減対策として、一庫ダムの治水機能強化等を検討する。銀橋

上流の管理者である兵庫県と調整する。 

余野川ダム計画について以下の調査・検討を行う。 

1）代替案に関して、さらに詳細な検討を行う。 

2）余野川ダムの貯水池規模の見直し並びに余野川ダム及び一庫

ダムの貯水池運用の変更に伴う貯水池周辺やダム下流に与える

影響をはじめ、環境等の諸調査を行う。 

3）土砂移動の連続性を確保する方策の検討を行う。 

4）利水について、水需要の精査確認を行う。 

 

治水・防災 

5.3.1 洪水(2)1)  

ダム 

5.7.2  各ダムの調

査検討内容 (5)  

172 第1稿 治水･防災 総合治水は都市開発型であ

った、####狭さく部を一層 

キケンとした。4300ha もの

森林、田畑をつぶし、3500

トンこそ見直をすること。 

総合治水は狭窄部を一層危険

とした 

意見 今回の河川整備の基本的考え方は、大雨などに対して堤防の破堤等によ

る被害の軽減を目指すために堤防の強化や住民の皆様への情報提供な

ど様々な施策を進めて行くこととしています。一方、堤防から水際など

は、多様な生物の生息環境保全のため出来るだけ河川本来の自然な姿を

目指すことと考えています。 

  

173 第1稿 治水・防災 まず河川についての整備は

洪水等の対応で大規模な改

修なんかは絶対にやめてほ

しい。 

・河川の大規模な改修はやめて

ほしい 

意見 従来にも増して、洪水時の避難体制やそのための情報提供などのソフト

対策を充実させ、治水対策においては現存する堤防が決壊しないように

補強工事などを行います。 

 また、狭窄部上流では既往最大規模の洪水に対する浸水被害の軽減を

目標として対策の検討を行います。 
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174 第2稿 治水･防災 将来、高齢化が著しく進行し

社会弱者の増大が強く懸念

されていることと、これに対

応した諸施策の必要性と概

要が各機関から示されてい

ます。 このことは、水防避

難立退（水防法 第22条から

用語構成してみました）の弱

者も増大することと大いに

懸念されます。  

そこで、淀川水系流域委員会

への提供資料の「説明資料

（第2 稿）」につきまして、

このことを反映させた内容

にご一考いただきたく申し

上げます。 なお、稚拙なが

ら、わたしなりに別紙の「水

防避難弱者反映案」にまとめ

ましたが、参考となれば幸い

であります 

・説明資料第2稿を水防非難弱

者反映案としてまとめました。 

意見 今後ともご意見を参考にさせていただき、今後の河川整備計画を策定す

る予定ですので、よろしくお願いします。 

  

175 第1稿 

(ダム) 

治水･防災 ・狭さく部対策にもっと地域

治水を行えないのか。 

・狭さく部対策にもっと地域治

水を行えないのか。 

質問 今回説明しました狭窄部上流対策におけるハードによる効果以外にも、

総合治水的なソフト面での効果も併せて実施していきます。また、流域

内における保水機能や貯留機能の保全、増大方策について土地利用計画

の見直しも含めて、自治体と連携して検討します。 

狭窄部上流の浸水被害に対しては、下流堤防の破堤危険性を増大

させるような狭窄部の開削は当面できないことから、既往最大規

模の洪水に対する浸水被害の解消を目標として狭窄部上流にお

ける対策を検討する。 

長期的には、浸水被害を軽減する土地利用誘導等の実施が必要で

あるが、当面の被害軽減処置としては、既設ダムの治水強化、並

びに流域内貯留施設の整備を検討する。 

 

治水・防災 

4.3.1 洪水 (2)  

176 第1稿 

(ダム) 

治水･防災 堤防のかさ上げなどの対策

はとれないのかなど感じま

した 

・堤防の嵩上げ等の対策はとれ

ないのですか 

意見 堤防の嵩上げは、下流へ洪水の流出量を増大することとなります。これ

より洪水の水位は、従前より堤内地（住宅地側）の比高差が大きくなり

破堤した場合、破壊の危険性や浸水被害を増大させるため、堤防嵩上げ

は実施できません。 

堤防によって多くの生命と資産が守られている現状において、ソ

フト施策を含む洪水を地域で受け止める対策を進めるとともに、

既存の堤防の強化を緊急的に実施する。 

既存堤防の強化方策として、高規格堤防と堤防補強を行う。 

 

治水・防災 

4.3.1 洪水 (1)4) 

177 第1稿 治水･防災 どのような対策で当面の浸

水対策を行うか、具体的説明

が欲しい。 

・当面の浸水対策をどのように

行うのか具体的説明が欲しい。 

要望 多田地区の浸水被害軽減対策について、平成１５年５月１６日の流域委

員会にて説明しましたように、現存の施設（調整池・森林・田畑）を活

用する方法、既設ダム（一庫ダム）を有効利用する方法、新たな施設で

対応する方法等について資料を公開しています。 

狭窄部開削は当面実施しないが、銀橋狭窄部上流における浸水被

害軽減対策として、一庫ダムの治水機能強化等を検討する。銀橋

上流の管理者である兵庫県と調整する。 

治水・防災 

5.3.1  洪水  (2)

1) 

178 第1稿 

(ダム) 

治水･防災 現在にＳ35 年 8 月の氾濫シ

ュミレーションを作ったの

ですか? 

P11 21とP12 23を比べた

場合、S42年の方が洪水被害

・氾濫シュミレーションはいつ

作ったのですか 

質問 Ｐ１８におけるスライドは、現在の河道の形状および土地利用状況で、

昭和３５年８月当時の降雨が降った場合を想定して氾濫シミュレーシ

ョンを行った結果です。Ｐ１０～Ｐ１３に示した４洪水（S28.9、S35.8、

S42.7、S58.9）の浸水図は、当時の浸水状況を聞き取り調査や既存資料

などにより作成した実績の被害図です。また、ここで示している被害状
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が大きいのでは? 況（死者、負傷者、全壊流出家屋数、等々）は、猪名川流域における尼

崎市、伊丹市、川西市、豊中市、池田市、猪名川町の被害を集計したも

のです。 

179 第1稿 

(ダム) 

治水･防災 被害額が最大に対して氾濫

シュミレーションを行って

いるが、被害額の大きさだけ

で決めてよいのか疑問であ

る。 

・氾濫シュミレーションを被害

額の大きさで決めて良いのか。 

意見 浸水被害の状況は、降雨の量や降り方によって様々です。ご指摘の通り、

被害額はあくまで評価する目安のひとつであり、今後は被害額だけでな

く、様々な降雨（波形、量）に対して、家屋の立地状況や浸水時間など

様々な観点から評価していきたいと考えています。 

  

180 第1稿 

(ダム) 

治水･防災 被害は最少化する方向で検

討するのが最良と思います。 

・被害は最小化する方向で検討

するのが良いと思う 

意見 被害は最小化する方向で検討しますが、これまでの治水計画のようにハ

ードに全て頼るのではなく、ソフトと併せて被害を最小化するよう検討

したいと考えています。 

破堤による被害の回避・軽減を目標として、そのための施策を最

優先で取り組む。具体的には、1)自分で守る（情報伝達、避難体

制整備）、2)みんなで守る（水防活動、河川管理施設運用）、3)

地域で守る（街づくり、地域整備）、4)堤防強化対策を実施する。

また、これに加えて狭窄部上流、琵琶湖沿岸等における浸水被害

の軽減に向けた整備を行う。 

治水・防災 

4.3.1 洪水  

181 第2稿 治水・防災 ④被害金額との比較なども

検討していようだが、被害額

は、どのような計算方法で算

出したのか。 

・被害額はどのように算出した

のか 

質問 「費用対効果」については、ダム規模の見直しが完了後算出し、事業の

妥当性を検証いたします。 

今回ご説明しました氾濫シミュレーションおよび想定氾濫被害額は、国

土交通省が「浸水予想区域図」などを作成する時に用いる「氾濫シミュ

レーションマニュアル（案）」および「治水経済調査マニュアル（案）」

より算出しました。 

  

182 第1稿 

(ダム) 

治水･防災 池田に有る風船ダムの大き

なのは、どれくらい水が留め

る事が出来ますか。 

・風船ダムにはどれ位水を貯め

ることができますか。 

質問 現在、呉服橋上流には、池田井堰と加茂井堰の２カ所にゴム引布製起伏

堰があります。両堰は、平常時はゴム引布製がふくらんで川の水をせき

止め、安定した取水位を確保します。また、洪水時にはゴム引布製をし

ぼませ洪水の水位を下げ洪水を安全に下流へ流すこととなります。両堰

のゴム引布製がふくらんでいるときに溜められる水量は、それぞれ約

152,000ｍ３です。 

  

183 第2稿 治水･防災 無堤区間、絹延橋部はいつ整

備完了するか。 

・無堤区間、絹延橋部はいつ整

備完了するか。 

質問  川西、池田地区の築堤を継続実施する。 治水・防災 

5.3.1 洪水 

(3)④ 

 

184 第1稿 

(ダム) 

治水･防災 遊水地をぜひつくってほし

い。県管理部分等では河川内

の民有地がありいつの間に

か駐車場 倉庫等になって

いく状況がある。 

・遊水地をつくってほしい 要望 今後ともご意見を参考にさせていただき、今後の河川整備計画を策定す

る予定ですので、よろしくお願いします。なお、ご意見については兵庫

県にもお伝えします。 

氾濫原への人口、資産の集積により、破堤時の被害ポテンシャル

は現在も増大し続けている状況を踏まえ、洪水氾濫時の被害をで

きるだけ軽減するための土地利用の規制・誘導を含めた地域整備

方策における対応等を、河川整備の状況等を踏まえて、自治体と

連携して検討する。 

流域内における保水機能や貯留機能の保全、増大方策について土

地利用計画の見直しも含めて、自治体と連携して検討する。 

 

治水・防災 

4.3.1 洪水 (1)3) 

185 第1稿 

(ダム) 

治水･防災 多田地区の浸水対策につい

て 

のせ電の鼓み滝より、覚の森

を経て、滝山以南に、導水ト

・導水トンネルをつくることを

十分考えたのか。 

・余野川ダム計画前に色々な案

と比較されたのか 

意見 バイパストンネルを設置すると、狭窄部を開削する場合と同じように、

下流河川の流量が増加し堤防破堤の危険度を増大させることになりま

す。このため、バイパストンネル案により多田地区の洪水調節の効果を

得るためには、トンネル呑口の上流側に貯留施設を有するか、トンネル

狭窄部開削は当面実施しないが、銀橋狭窄部上流における浸水被

害軽減対策として、一庫ダムの治水機能強化等を検討する。銀橋

上流の管理者である兵庫県と調整する。 

治水・防災 

5.3.1 洪水(2)1)  
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ンネル(バイパス)をつくる

ことの検討が不十分と思わ

れる。 

余野川ダム周辺の土地買収

が済んでいることが前提で、

他の案は、費用がかかるとの

結論のようだが、実際には、

余野川ダム計画前に、これら

の他の案との比較がなされ

たのでしょうか。 

内で貯留するしかありません。当該流域は流域面積が小さく、上下流の

洪水ピーク時間がほぼ同じであることから、調節することができないと

判断し、詳細な検討は行っていません。従来の猪名川の治水計画は、一

庫ダム及び余野川ダムにより猪名川の洪水を調節し、堤防の拡築、掘削

護岸等の施工を行うものとしてきました。この中で、余野川ダムは猪名

川下流部の浸水被害を軽減する施設として計画されました。事業実施に

あたっては、猪名川下流部の浸水被害を軽減する他の案（河床掘削案、

堤防嵩上げ案、一庫ダム嵩上げ案等）の事業費を算出し、最も経済的と

なる余野川ダムを選定しました。本整備計画では「狭窄部の開削は、下

流への流量増により破堤の危険度を増大させるため、下流の破堤の危険

度を増大させないという観点から、下流の河川整備の進捗状況等を踏ま

えて実施の判断を行う」ものとし、狭窄部の開削が当面できないことに

より、新たに狭窄部上流対策を検討しました。この中で、余野川ダムは

一庫ダムの利水容量の振り替えのための貯留施設として有効であるこ

とがわかりました。 

186 第1稿 治水・防災 各地の都市水害対策と地震

にも強い堤防整備####の最

優先に、余野川ダムを中止

し、その費用を投入して下さ

い。※「####」部分は判読不

能 

・余野川ダムは中止し、水害と

地震に強い堤防の整備を優先

して行う。 

意見 今回の河川整備の基本的考え方は、大雨などに対して堤防の破堤等によ

る被害の軽減を目指すために堤防の強化や住民の皆様への情報提供な

ど様々な施策を進めて行くこととしています。一方、堤防から水際など

は、多様な生物の生息環境保全のため出来るだけ河川本来の自然な姿を

目指すことと考えています。 

堤防によって多くの生命と資産が守られている現状において、ソ

フト施策を含む洪水を地域で受け止める対策を進めるとともに、

既存の堤防の強化を緊急的に実施する。既存堤防の強化方策とし

て、高規格堤防と堤防補強を行う。 

地震 1)堤防の耐震補強対策を継続実施する。2)河川管理施設被

災時の早期復旧や緊急物資輸送等の手段として緊急用河川敷道

路及び船着き場の整備を行ってきたが、未整備の箇所については

早期に完成させる。3)淀川大堰閘門設置については、別途行う通

船の規模や構造等の検討結果を受け、実施の判断を行う。4)堤防

以外の河川管理施設の耐震点検を実施するとともに必要な箇所

は、耐震対策を進めていく。 

他に経済的にも実行可能で有効な方法がない場合において、ダム

建設に伴う社会環境、自然環境への影響について、その軽減策も

含め、他の河川事業にもまして、より慎重に検討した上で、妥当

と判断される場合に実施する。 

4.3.1 治水・防災 

(1) 49  

4.3.3 地震・津波 

(1)  

ダム 

4.7.1 ダム計画の方

針  

(2)  

187 第1稿 治水･防災 流域の保水・遊水機能を守

り、治山・治水をすすめ、####

貯留、防災遊水池####、一時

貯留####など####をすすめ

て ####戸 3500 トン流量を

見直してほしい。 各地の都

市水害対策と地震にも強い

堤防整備####の最優先に、余

野川ダムを中止し、その費用

を投入して下さい。※「####」

部分は判読不能 

・流域の保水・遊水機能を守り

治山治水をすすめる。 

・一時貯水量なども見直す。 

・余野川ダムは中止し、水害と

地震に強い堤防の整備を優先

して行う。 

意見 今回の河川整備の基本的考え方は、大雨などに対して堤防の破堤等によ

る被害の軽減を目指すために堤防の強化や住民の皆様への情報提供な

ど様々な施策を進めて行くこととしています。一方、堤防から水際など

は、多様な生物の生息環境保全のため出来るだけ河川本来の自然な姿を

目指すことと考えています。 

地域で守る（街づくり、地域整備）氾濫原への人口、資産の集積

により、破堤時の被害ポテンシャルは現在も増大し続けている状

況を踏まえ、洪水氾濫時の被害をできるだけ軽減するための土地

利用の規制・誘導を含めた地域整備方策における対応等を、河川

整備の状況等を踏まえて、自治体と連携して検討する。流域内に

おける保水機能や貯留機能の保全、増大方策について土地利用計

画の見直しも含めて、自治体と連携して検討する。 

他に経済的にも実行可能で有効な方法がない場合において、ダム

建設に伴う社会環境、自然環境への影響について、その軽減策も

含め、他の河川事業にもまして、より慎重に検討した上で、妥当

と判断される場合に実施する。 

治水・防災 

4.3.1 (1) 3)  

ダム 

4.7.1 ダム計画の方

針  

(2)  
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188 第1稿 治水･防災 雨水確保の為の流域森林え

の対策の取組を聞かせて下

さい。 

・流域森林への対策を教えてほ

しい 

要望 森林は土砂流出防止、景観、リクリエーション機能などを有しています。

日本学術会議答申（平成１３年１１月「地球環境・人間生活にかかわる

農業及び森林の多面的な機能の評価について（答申）」）にあるように、

大洪水や大渇水において、森林は顕著な水源涵養（洪水や渇水の緩和機

能等）を期待できませんが、中小の洪水や渇水の時にはこの機能を有し

ています。このような森林の機能を考えて、流域内の森林の整備や保全

については重要なことと考えており、関係機関と連携協力してまいりま

す。 

森林等の保水機能の保全、新規及び既開発地の保水機能保全対策

（調整池、貯留施設、浸透施設）について検討を支援する。 

治水・防災 

5.3.1  洪水  (1)

3) 

189 第1稿 治水･防災 多田地区洪水対策として一

庫ダム頼りとも思える方策

に 銀橋周辺のの遊水池

####の溜池の積極利用等の

剣討済み資料等の開示をし

て欲しい 

・多田地区洪水対策として溜池

の積極利用等の剣討済み資料

等の開示をして欲しい。 

要望 本計画では、淀川水系の指定区間外区間（大臣管理区間）を計画対象と

していますが、計画策定上必要となる区間（猪名川では上流部および下

流部）・流域についても言及しています。また、指定区間を管理してい

る大阪府や兵庫県と連携調整を図って参りたいと思います。 

多田地区の浸水被害軽減対策について、平成１５年５月１６日の流域委

員会にて説明しましたように、現存の施設（調整池・森林・田畑）を活

用する方法、既設ダム（一庫ダム）を有効利用する方法、新たな施設で

対応する方法等について資料を公開しています。 

狭窄部開削は当面実施しないが、銀橋狭窄部上流における浸水被

害軽減対策として、一庫ダムの治水機能強化等を検討する。銀橋

上流の管理者である兵庫県と調整する。 

治水・防災 

5.3.1  洪水  (2)

1) 

190 第2稿 治水･防災 川の真中に大木が有る川は

初めて見ました。浚渫をすれ

ば水害も無くなり下流では

ヘドロや腐った水は防げま

す 

・浚渫をすれば水害も無く水質

汚染も防げる 

意見 河道内においては、高木樹木の繁茂によって、洪水の流下等に対して影

響が生じているところがあります。このため、支障となる河道内樹木に

ついては、災害防止の観点から樹木群の拡大防止等適正な対策を図るた

め、高木の繁茂の状況や生物の生息・生育環境を配慮し、伐採の方法や

時期等について住民団体等の意見も聞き伐採します。 

河道内の堆積土砂の除去については、定期的に河道形状の状況を把握

し、河床変動状況や河川管理施設等への影響及び河川環境への影響等か

ら判断します。 

  

191 第1稿 利水 先程の一庫ダムの最悪時の

貯水率 7.8%で 40%取水制限

は正しいのでしょうか 

・一庫ダムの最悪時の貯水率

7.8%で41%取水制限は正しいの

でしょうか 

質問 昨年末の12月21日、一庫ダムは昭和58年に管理が始まって以来、貯

水率が最低の 7.8%に下がりました。これは一庫ダムの非洪水期利水容

量2680万m3に対し、貯水量が208万m3となり、比率を表現しており

ます。 

一方、取水制限は、各水道事業者が昨年7月の1日最大取水量に対して

40%まで取水制限を行うことで、去年の12月18日10時から12月29日

正午まで実施しました。 

既設ダム等の効率的運用による渇水対策を検討及び実施する。

2）取水実態をより的確に把握し、効率的な補給を検討する。 

利水 

5.4 利水 (3) 

192 第2稿 利水 ④各家庭どれだけ節水すれ

ば振りかえる必要がないの

か等の検討はされたのかを

お聞きする。 

・どれだけ節水すれば、振り替

える必要はなくなるのか 

質問 各家庭で節水することは水需要を抑制する上で良い方法のひとつと考

えます。 

しかしながら、流域全体である程度まとまらないと定量的な評価ができ

ません。 

また、個人に管理をまかせるのではなく、適正な水需要の管理を継続し

て実施される補償がありません。従って、今回は検討していません。

取水実態をより的確に把握し、効率的な補給を検討する。 利水 

5.4 利水 (3) 

 

193 第1稿 

(ダム) 

利水 1.一庫ダムの渇水がひんぱ

んにおこるといっているが

原因はなにと考えるか 

2.?1.の関連でそのコンキョ

になるデータはあるのか。 

・一庫ダムの渇水原因は何と考

えるか。そのデータはあるの

か。 

 

質問 平成１２，１３、１４年と３年連続で渇水調整を行っていますが、近年

の少雨化、特に年間を通して最も水の使用が多くなる灌漑期における少

雨の影響が大きいと考えています。過去の降雨の状況につきましては、

一庫ダムの管理開始以降（昭和５８年～平成１４年；２０年間）の雨量

データ、ダムの流入・放流データは保有しております。 
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194 第1稿 利水 一庫ダムは治水上、利水上現

状で不要とは言えません。 

・一庫ダムは治水上・利水上必

要です。 

意見 ご指摘のように、猪名川では少しの雨で洪水となり、特に近年では小雨

傾向により渇水となることが多くなっています。これらの現象に対し

て、一庫ダムは治水面・利水面でその効果を発揮しています。 

  

195 第1稿 利水 一庫ダムの貯水量不足が気

になる。亀岡市、能勢地方で

の水の利用が多かったのか、

昨年夏－秋の降雨量が地域

的に少なすぎたのか、原因を

突き止めてほしい 

・一庫ダムの貯水量不足が気に

なる。原因を突き止めてほし

い。 

質問 昨年から今年の２月まで続いた一庫ダム貯水量が不足した最大の原因

は、降雨量が例年と比較して少なかったためと思われますが、その他の

要因についても調査をおこないます。 

既設ダム等の効率的運用による渇水対策を検討及び実施する。

2）取水実態をより的確に把握し、効率的な補給を検討する。 

利水 

5.4 利水 (3) 

196 第1稿 利水 渇水が頻発するから 渇水

に対応できるよう ダムを

造ったりするのではなく、こ

れまでの過剰な水利用を改

めるよう、住民も意識すべき

だと思う。水は余っており、

余野川ダム等は必要でない。

不必要なものに私達の税金

を投入し、水道料金を上げ、

自然を壊すのは 絶対にや

めてほしい。 

・渇水のために余野川ダムをつ

くるのは止めてほしい。過剰な

水利用を改めれば渇水は起こ

らない。 

不必要な物をつくり自然を壊

すのはやめてほしい。 

意見 

要望 

余野川ダム計画の見直した結果については､平成１５年５月１６日の第

２１回委員会に狭窄部上流の多田地区の浸水被害を軽減するために、一

庫ダムの利水容量を振替えるための貯留施設として余野川ダムが有効

であることと､猪名川下流部の浸水被害を軽減する効果があることを説

明しました。ただし、利水については水需要の精査・確認がまだ終わっ

ていないことや､環境等の諸調査について今後調査・検討が必要なこと

から､これらの調査を出来る限り早期に完了し､改めて流域委員会等に

説明していきます。 

既設ダム等の効率的運用による渇水対策を検討及び実施する。

2）取水実態をより的確に把握し、効率的な補給を検討する。 

利水 

5.4 利水 (3) 

197 第1稿 利水 1.有効貯水量の確保 

 a.渇水により供給制限の機

会が多くなった。 

・給水制限が多くなった 意見 1-a：渇水については、近年の少雨傾向により渇水となる場合が多くな

っています。なお、猪名川では一庫ダムの効果により住民の皆様の生活

に支障となる給水制限までには至っておりません。 

近年の少雨化傾向に伴う利水安全度の低下を踏まえ、渇水時の被

害を最小限に抑える対策として、平常時の情報交換などによる取

水調整の円滑化を含め種々の施策を講ずる。渇水調整において、

現状では実績取水量に応じた取水制限を実施しているが、各利水

者間の安定供給確保への努力（投資）が反映されていないため、

安定供給努力に応じた取水制限の考え方を検討し、利水者の意向

を確認しつつ渇水調整方法の見直しの提案を行う。 

利水 

4.4 利水 (2) 

198 第1稿 

(ダム) 

利水 利水の面では工業用水は余

剰となっています 

工業用水は余剰となっている 意見 工業用水等の利水について、現在、利水者に将来の水需要について精

査・確認中です。精査・確認の結果を踏まえ、用途間転用や新規の水資

源開発について確定していきます。 

水利権の見直しと用途間転用 

水需要の精査確認を踏まえ、水利用の合理化に向けた取組を行

う。 

1）利水者間の用途間転用を行うにあたっては、少雨化傾向等に

よる現状の利水安全度評価や河川環境を踏まえて行われるよう

関係機関と調整する。 

○大阪臨海工業用水道 

○大阪府営工業用水道 

○尼崎市営工業用水道 

2）農業用水の慣行水利権について、水利用実態把握に努めると

ともに、許可水利化を促進する。なお、農業用水の水利権見直し

にあたっては、地域の水環境に関する要望に配慮する 

利水 

5.4 利水 (2) 
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199 第1稿 利水 最近雨不足のため一庫ダム

の水量が下り、一庫ダムより

飲料水を給水している各市

町は、給水制限を余儀なくさ

れている。 

治水工事により猪名川の水

を何パーセントか一庫ダム

に流入させることにより水

不足を少しでも解消できる

と思う。 

・治水工事により猪名川の水を

一庫ダムに流入させる事で水

不足は解消されると思う。 

意見 別の河川から導水している事例はありますが、猪名川と一庫ダムの高低

差や、かかる費用とその効果を判断しますと実現はかなり難しいと思わ

れます 

既設ダム等の効率的運用による渇水対策を検討及び実施する。

2）取水実態をより的確に把握し、効率的な補給を検討する。 

利水 

5.4 利水 (3) 

200 第1稿 

(ダム) 

利水 殆ど浸水の話ばかりでした

が、渇水のことも考えてくだ

さい 

・浸水ばかりでなく、渇水の事

も考えて下さい 

要望 ご意見を参考にさせていただき、今後はできるだけ多くの人に参加して

いただき、より多くの人が発言できるような会場の設定や説明会の適切

な運営・進行を考えていきたいと思います。 

近年の少雨化傾向に伴う利水安全度の低下を踏まえ、渇水時の被

害を最小限に抑える対策として、平常時の情報交換などによる取

水調整の円滑化を含め種々の施策を講ずる。渇水調整において、

現状では実績取水量に応じた取水制限を実施しているが、各利水

者間の安定供給確保への努力（投資）が反映されていないため、

安定供給努力に応じた取水制限の考え方を検討し、利水者の意向

を確認しつつ渇水調整方法の見直しの提案を行う。 

利水 

4.4 利水 (2) 

201 第2稿 利水 近年の渇水に対応する為に、

「水のストック」の観点も加

味すべきではないか？？ 

・水のストックも加味すべきで

はないか？？ 

意見 （利水） 

「水のストック」は、水の再利用や雨水利用が含まれると考えられます。

これについて、渇水対策協議会等で議論したいと考えています。 

近年の少雨化傾向に伴う利水安全度の低下を踏まえ、渇水時の被

害を最小限に抑える対策として、平常時の情報交換などによる取

水調整の円滑化を含め種々の施策を講ずる。 

利水 

4.4 利水 (2) 

 

202 第1稿 

(ダム) 

利水 1.上水の必要料と人口の急

速減少のバランスはお願え

ですか。 

・水需要を考えているか 質問 利水については現在、利水者に水需要の精査・確認を行っており、その

結果を余野川ダムの見直しに反映させます。 

近年の少雨化傾向に伴う利水安全度の低下を踏まえ、渇水時の被

害を最小限に抑える対策として、平常時の情報交換などによる取

水調整の円滑化を含め種々の施策を講ずる。渇水調整において、

現状では実績取水量に応じた取水制限を実施しているが、各利水

者間の安定供給確保への努力（投資）が反映されていないため、

安定供給努力に応じた取水制限の考え方を検討し、利水者の意向

を確認しつつ渇水調整方法の見直しの提案を行う。 

利水 

4.4 利水 (2) 

203 第1稿 利水 人口工場の減少により水利

用は減少しているのではな

いか。 

・人口の減少により、水利用は

減っているのではないか。 

意見 余野川ダム計画の見直した結果については、平成１５年５月１６日の第

２１回委員会に、狭窄部上流の浸水被害を軽減するために、一庫ダムの

利水容量を振替えるための貯留施設として余野川ダムが有効であるこ

とと、猪名川下流部の浸水被害を軽減する効果があることを説明しまし

た。 

利水者の水需要（水利用実績、需要予測（水需要抑制策を含む）、

事業認可及び事業の進捗状況、水源状況等）について水利権更新

の際に精査確認し、適切な水利権許可を行うとともに精査確認結

果を公表する。 

利水 

5.4 利水 (1) 

204 第1稿 

(ダム) 

利水 「精査確認」は具体的にどん

な事をするんですか? 

・水需要の精査確認とはどのよ

うな確認をするのか 

質問  将来の水需要の予測については、水道事業者などの利水者が行いま

す。その結果を受けて、河川管理者は予測の妥当性について審査（精査、

確認）します。 

  

205 第1稿 

(ダム) 

利水 素人考えですが大阪にはダ

ムなどないです。猪名川から

の水だけでまかなう事は出

来ないのでしょうか。 

・ダムがなくても猪名川の水だ

けでまかなうことはできない

のですか。 

質問 水道用水の水源は、河川の自流に限界があるため琵琶湖をはじめ高山・

青蓮寺・室生・布目・比奈知・天ヶ瀬・日吉・一庫・滝畑ダム、淀川大

堰等に依存しています。その供給範囲は、滋賀県・三重県（伊賀・上野

地域）・奈良県（奈良盆地）・京都府（淀川流域）・大阪府全域・兵庫県

（阪神地域）と広範囲となっています。大阪府域に、滝畑ダムが存在し

ています。 

猪名川流域では、昭和３０年代 流域人口が少なく、そのため水道水源
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は猪名川の自流のみでした。その後、市街地の発展や上流域の宅地開発

に伴い水道水源が不足となりダム等に依存することになりました。現

在、猪名川流域の豊中市・伊丹市上流域の水道水源は、猪名川の自流の

ほか一庫ダムを水源としています。尼崎市の水道水源は、淀川に依存し

ています。 

206 第1稿 

(ダム) 

利水 工業用水や農業用水の転用

も含めて、これまでの省庁、

自治体の壁をこえて、広く、

柔軟な検討を是非お願いし

たい。 

・利水の転用を含め、自治体の

壁を超えて柔軟な検討をして

ほしい 

要望 工業用水等の利水について、現在、利水者に将来の水需要について精

査・確認中です。精査・確認の結果を踏まえ、用途間転用や新規の水資

源開発について確定していきます。 

水利権の見直しと用途間転用 

水需要の精査確認を踏まえ、水利用の合理化に向けた取組を行

う。 

1）利水者間の用途間転用を行うにあたっては、少雨化傾向等に

よる現状の利水安全度評価や河川環境を踏まえて行われるよう

関係機関と調整する。 

○大阪臨海工業用水道 

○大阪府営工業用水道 

○尼崎市営工業用水道 

利水 

5.4 利水 (2) 1) 

207 第1稿 

(ダム) 

利水 3.?一庫ダムの利水転用は関

係自治体と話し合ったのか。 

・一庫ダムの利水転用は関係自

治体と話し合ったのか。 

質問 一庫ダムの利水容量の振り替えについては、今後、振り替え先、振り替

え方法、振り替え量等について詳細に検討し、実施段階になった時点で

利水者および関係自治体と調整、協議を図りたいと考えています。 

  

208 第1稿 利用 スポーツに関係するリッパ

な施設作りをお願いします。 

・スポーツに関する施設をつく

ってほしい。 

要望 高水敷のグランド等のスポーツ施設は、「川でなければできない利用」

「川に活かされた利用」という観点から利用形態を見直していくことと

しております。今後は新たに地域住民・学識経験者・沿川自治体・河川

管理者で構成する「河川利用委員会」（仮称）を設置し、利用される側、

住民の皆様方の声を充分にお聞きして、どのように対応すればよいかを

判断させていただきます。 

なお、ご意見を池田市に送付し、以下の回答をいただいております。

「池田市においては堤内地にスポーツ広場を確保できる用地が非常に

困難なため、現状での施設利用を強く要望していきます。」 と伺って

おります。 

（1）河川敷地占用許可施設 

1）ゴルフ場、公園等占用施設 

 占用施設の新設及び更新の許可にあたっては、周辺環境・地域

性に考慮し、川らしい自然環境を保全・再生することを重視し、

学識経験者、自治体等関係機関からなる河川保全利用委員会（仮

称）を設置し、住民等から広く意見を聴き、個々の案件毎に判断

する。 

利用 

5.5.2 河川敷 

209 第1稿 利用 2.今後、より多くの人々が集

い、楽しめるリバーサイドを

目ざしてほしいです。さしあ

たりプロムナードの整備は

どうでしょうか。 

・たくさんの人が集うリバーサ

イドにしてほしい。 

要望 公園等の高水敷利用は、「川でなければできない利用」「川に活かされた

利用」という観点から利用形態を見直していくこととしております。今

後は新たに地域住民・学識経験者・沿川自治体・河川管理者で構成する

「河川利用委員会」（仮称）を設置し、利用される側、住民の皆様方の

声を充分にお聞きして、どのように対応すればよいかを判断させていた

だきます 

（1）河川敷地占用許可施設 

1）ゴルフ場、公園等占用施設 

 占用施設の新設及び更新の許可にあたっては、周辺環境・地域

性に考慮し、川らしい自然環境を保全・再生することを重視し、

学識経験者、自治体等関係機関からなる河川保全利用委員会（仮

称）を設置し、住民等から広く意見を聴き、個々の案件毎に判断

する。 

利用 

5.5.2 河川敷 

210 第1稿 利用 河川敷にゴルフ場があった

なんてよく許可なさいまし

たね各部門の連携はどうな

っているのですか? 

・河川敷にゴルフ場の建設をよ

く許可しましたね。各部の連携

はどうなっているのですか 

意見 利用の件 

猪名川にはゴルフ場ありません。淀川の河川敷にはゴルフ場があります

が昭和30 年代に大阪府管理の時代に占用許可し設置されました。これ

からは、国の管理している区間では、河川敷の利用について、既存のゴ

ルフ場なども｢川でなければできない利用｣｢川に活かされた利用｣とい

う観点から利用形態を見直していく事としております。今後は新たに地

域住民、学識経験者、沿川自治体、河川管理者で構成する｢河川利用委

員会（仮称）｣を設置し利用される側、住民の皆様の声を充分お聞きし

（1）河川敷地占用許可施設 

1）ゴルフ場、公園等占用施設 

 占用施設の新設及び更新の許可にあたっては、周辺環境・地域

性に考慮し、川らしい自然環境を保全・再生することを重視し、

学識経験者、自治体等関係機関からなる河川保全利用委員会（仮

称）を設置し、住民等から広く意見を聴き、個々の案件毎に判断

する。 

利用 

5.5.2 河川敷 



これまでにいただいた意見・質問集 (猪名川河川事務所・猪名川総合開発工事事務所) 
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№ 
説明資
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て、どのように対応すればよいかを判断させて頂きます。 

また、環境、治水、利水、利用、ダムの各部門及び他機関、府県、市町

等とも情報の共有化を進め、連携、相互協力を図っていきます。 

211 第1稿 

(ダム) 

利用 かんきょう等考えるのであ

れば当然下流部川原の整備

(野球場等不要)を望みます。 

・下流部の川原の整備を希望

（野球場は不要） 

要望 河川空間は、水面や高水敷或いはその間に挟まれた水陸移行帯等、その

姿は特有のものであり、多様な生物が存在しています。高水敷利用にあ

たっては、周辺環境・地域性に配慮し、その特性を損なわないで「川で

なければできない利用・川に活かされた利用」という観点から、現状の

利用形態を見直し、グランド等のスポーツ施設のように、本来河川敷以

外で利用するものについては、縮小していくことを基本とします。しか

しながら、既存の利用施設が数多くの人々に利用され、また住民や自治

体等からはグランド等のスポーツ施設に対する存続及び新設の強い要

望或いはまちづくり全体の中での議論等の意見があります。このことか

ら、河川敷の利用については、個々の案件毎に、学識経験者、関係地方

自治体等関係機関や流域住民等の意見を聴き判断していきます。 

（1）河川敷地占用許可施設 

1）ゴルフ場、公園等占用施設 

 占用施設の新設及び更新の許可にあたっては、周辺環境・地域

性に考慮し、川らしい自然環境を保全・再生することを重視し、

学識経験者、自治体等関係機関からなる河川保全利用委員会（仮

称）を設置し、住民等から広く意見を聴き、個々の案件毎に判断

する。 

利用 

5.5.2 河川敷 

212 第1稿 利用 私の思いは現在ある中橋～

くれは橋のセキを利用して

昔みたいなボートを。そして

家族と一緒に遊べる公園

に!! 

春は五丘山、夏は水遊びでき

る場所に 

・中橋～くれは橋のセキをボー

トで乗りたい。 

・家族で遊べる公園にしてほし

い。 

要望 ご意見のとおりであり、河川環境については、これまでの流域における

社会活動、河川の整備や利用が川に与えてきた影響を真摯に受け止め、

淀川水系における今後の河川整備は各河川に応じた河川の横断的・縦断

的形状の改善、残された環境の保全や失われた環境の再生及び住民が安

心して利用できる水質の改善などを目指した河川環境の修復を図って

参りたいと思います。また、水、土砂、生物など多様な要素が複雑に依

存しながら形成されている河川環境を保全及び再生していく際には、常

に慎重にモニタリングを行いながら、河川環境の反応を把握してフィー

ドバックをしながら進めていきます。  

また、公園等の高水敷利用は、「川でなければできない利用」「川に活か

された利用」という観点から利用形態を見直していくこととしておりま

す。今後は新たに地域住民・学識経験者・沿川自治体・河川管理者で構

成する「河川利用委員会」（仮称）を設置し、利用される側、住民の皆

様方の声を充分にお聞きして、どのように対応すればよいかを判断させ

ていただきます。 

（1）河川敷地占用許可施設 

1）ゴルフ場、公園等占用施設 

 占用施設の新設及び更新の許可にあたっては、周辺環境・地域

性に考慮し、川らしい自然環境を保全・再生することを重視し、

学識経験者、自治体等関係機関からなる河川保全利用委員会（仮

称）を設置し、住民等から広く意見を聴き、個々の案件毎に判断

する。 

利用 

5.5.2 河川敷 

213 第1稿 利用 猪名川に行くのですが河原

には野球場グランドが多く

あるものゝ我々が入ると少

年野球のコーチが大声で怒

ります。河原に降りてゆくの

に河川が(特に雑草)あれて

居り、又水が汚いのに悲しく

なります。どうぞ河川、河原

の整備をして下さい。 

・河川敷の利用 

・河川・河川敷の整備を希望す

る。 

意見 河川敷の利用について、グランド等のスポーツ施設は、「川でなければ

できない利用」「川に活かされた利用」という観点から利用形態を見直

していくこととしております。今後は新たに地域住民・学識経験者・沿

川自治体・河川管理者で構成する「河川利用委員会」（仮称）を設置し、

利用される側、住民の皆様方の声を充分にお聞きして、どのように対応

すればよいかを判断させていただきます。 

なお、グランド等の公園施設は地元自治体が占用しており、その利用に

ついて占用者が責任を持っています。 

（1）河川敷地占用許可施設 

1）ゴルフ場、公園等占用施設 

 占用施設の新設及び更新の許可にあたっては、周辺環境・地域

性に考慮し、川らしい自然環境を保全・再生することを重視し、

学識経験者、自治体等関係機関からなる河川保全利用委員会（仮

称）を設置し、住民等から広く意見を聴き、個々の案件毎に判断

する。 

利用 

5.5.2 河川敷 

214 第2稿 利用 河川敷も貴重な都市空間で

あり、有効活用すべきであ

る。 

・河川敷も有効活用すべきであ

る。 

意見 （利用） 

河川空間は、水面や高水敷或いはその間に挟まれた水陸移行帯等、その

姿は特有のものであり、多様な生物が存在しています。高水敷利用にあ

たっては、周辺環境・地域性に配慮し、その特性を損なわないで「川で

占用施設の新設及び更新の許可にあたっては、周辺環境・地域性

に考慮し、川らしい自然環境を保全・再生することを重視し、学

識経験者、自治体等関係機関からなる河川保全利用委員会（仮称）

を設置し、住民等から広く意見を聴き、個々の案件毎に判断する。

利用 

5.5.2 河川敷（1） 
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なければできない利用・川に活かされた利用」という観点から、現状の

利用形態を見直し、グランド等のスポーツ施設のように、本来河川敷以

外で利用するものについては、縮小していくことを基本としています。

しかしながら、既存の利用施設が数多くの人々に利用され、また住民や

自治体等からはグランド等のスポーツ施設に対する存続及び新設の強

い要望或いはまちづくり全体の中での議論等の意見があります。このこ

とから、河川敷の利用については、個々の案件毎に、学識経験者、関係

地方自治体等関係機関や流域住民等の意見を聴き判断していきます。

215 第1稿 利用 河川敷の遊び施設について、

現在、大人用の遊び場だ。一

般的に子供達の遊び場が少

なくなっている。河川ジキを

子供用に残すわけにはいか

ぬか。かつての私の子供の頃

のような自然一杯のもので

よいのだが。 

・河川敷を大人の遊び場でな

く、自然がいっぱいの子供の遊

び場として残してほしい。 

要望 国が管理している区間では、河川敷の利用について、既存のグランドな

ども「川でなければできない利用」「川に活かされた利用」という観点

から利用形態を見直していくこととしております。今後は新たに地域住

民・学識経験者・沿川自治体・河川管理者で構成する「河川利用委員会」

（仮称）を設置し、利用される側、住民の皆様方の声を充分にお聞きし

て、どのように対応すればよいかを判断させていただきます。 

（1）河川敷地占用許可施設 

1）ゴルフ場、公園等占用施設 

 占用施設の新設及び更新の許可にあたっては、周辺環境・地域

性に考慮し、川らしい自然環境を保全・再生することを重視し、

学識経験者、自治体等関係機関からなる河川保全利用委員会（仮

称）を設置し、住民等から広く意見を聴き、個々の案件毎に判断

する。 

利用 

5.5.2 河川敷 

216 第1稿 利用 今後河川敷にあるべきでな

い施設(ex:グランド)は堤内

地へ移していく と計画案

にあるが、環境重視からの一

方的な考え方ではないか?・

河川敷も 都市の利用でき

る土地、空間の一つであり、

そこに展開する市民利用の

グランド etc.を長期的に 

とあるが、廃止していくと云

う考え方は、又しても 河川

が孤立する要因になるので

はないか? 

・河川敷内の施設を廃止してい

くとういう考えは、河川が孤立

する要因となるのではないか。 

意見 河川敷の利用について、既存のグランドなども「川でなければできない

利用」「川に活かされた利用」という観点から利用形態を見直していく

こととしております。今後は新たに地域住民・学識経験者・沿川自治体・

河川管理者で構成する「河川利用委員会」（仮称）を設置し、利用され

る側、住民の皆様方の声を充分にお聞きして、どのように対応すればよ

いかを判断させていただきます。 

（1）河川敷地占用許可施設 

1）ゴルフ場、公園等占用施設 

 占用施設の新設及び更新の許可にあたっては、周辺環境・地域

性に考慮し、川らしい自然環境を保全・再生することを重視し、

学識経験者、自治体等関係機関からなる河川保全利用委員会（仮

称）を設置し、住民等から広く意見を聴き、個々の案件毎に判断

する。 

利用 

5.5.2 河川敷 

217 第1稿 利用 河川敷も草がぼうぼうで犬

のフンだらけ とても子供

が遊んだり散歩をしたり出

来ません 夏にはこわいヘ

ビもも多く出てきます。子供

達が安心して遊べる河川敷

に早くして下さい。この自然

を生かした河川敷公園を作

って下さい 

・子供が安心して遊べる河川

敷・河川敷公園にしてほしい。 

要望 ご意見いただいた箇所は兵庫県の管轄となっており、ご意見は宝塚土木

事務所に送付させていただいております。 

河川公園の設置は地元自治体等が実施されており、実施に際しては河川

を管理している行政機関（兵庫県）の許可が必要となっております。

国が管理している区間では、河川敷の利用について、既存のグランドな

ども「川でなければできない利用」「川に活かされた利用」という観点

から利用形態を見直していくこととしております。今後は新たに地域住

民・学識経験者・沿川自治体・河川管理者で構成する「河川利用委員会」

（仮称）を設置し、利用される側、住民の皆様方の声を充分にお聞きし

て、どのように対応すればよいかを判断させていただきます。 

（1）河川敷地占用許可施設 

1）ゴルフ場、公園等占用施設 

 占用施設の新設及び更新の許可にあたっては、周辺環境・地域

性に考慮し、川らしい自然環境を保全・再生することを重視し、

学識経験者、自治体等関係機関からなる河川保全利用委員会（仮

称）を設置し、住民等から広く意見を聴き、個々の案件毎に判断

する。 

利用 

5.5.2 河川敷 

218 第1稿 利用 これらの人工的な施設整備

は、河川の生態系を縦断的に

分断しており、河川本来の特

・人工的な施設整備についての

見直しは、施設を有効に利用し

ている住民の意見ではなく、過

意見 提言では「「川でなければできない利用」、「川に活かされた利用」を重

視するという観点から、堤内地などで代替えできる機能は長期的には堤

内に移行することを目標とし、また、河川環境、生態系などに負の影響

（1）河川敷地占用許可施設 

1）ゴルフ場、公園等占用施設 

 占用施設の新設及び更新の許可にあたっては、周辺環境・地域

利用 

5.5.2 河川敷 



これまでにいただいた意見・質問集 (猪名川河川事務所・猪名川総合開発工事事務所) 

(54/82) 

№ 
説明資

料種類 
分類 住民から寄せられた意見 意見要約 種類 回答 基礎原案 備考 

性を活かした利用形態への

見直しが求められている、と

ありますが、果たして本当に

住民はそのような事を望ん

でいるのでしようか？これ

らの施設を有効に利用して

いる住民の意見ではなく、過

剰な環境保護論のみが先行

しているのではないのでし

ょうか。 

剰な環境保護論のみが先行し

ている考えではないのですか。 

を与える利用は制限する。」と言われています。 

これを踏まえ「淀川水系河川整備計画策定に向けての説明資料（第１

縞）」では、公園等の高水敷利用は、主に環境保全のために「川でなけ

ればならない利用」、「川に活かされた利用」を重視し、川以外で利用可

能なグラウンド等の施設は縮小していくことを基本と考えています。

ご要望のようにグラウンド等のスポーツ施設の利用に対する要望が強

いため、河川敷の利用については、個々の案件（グラウンド占用）毎に

学識経験者、関係行政機関及び地域住民等からなる河川利用委員会（仮

称）の意見を聞きながら、最終的には河川管理者が判断することとして

います。 

性に考慮し、川らしい自然環境を保全・再生することを重視し、

学識経験者、自治体等関係機関からなる河川保全利用委員会（仮

称）を設置し、住民等から広く意見を聴き、個々の案件毎に判断

する。 

219 第1稿 利用 河川利用で釣は%が低いです

か釣をする人の事も考えて

ください 

・河川利用で釣は%か 

・釣をする人の事も考えてくだ

さい 

意見 河川利用の中で釣りの利用率は、平成2年から5年毎に水辺の国勢調査

を行っており、その調査結果から年間利用者数248 万人の内 5.1%とな

っています。 

  

220 第2稿 利用 河川グラウンド縮小 

・土・日しか利用されていな

い 

・維持管理費の方が高くつく

のでは… 

・利用者のマナーが悪いので

私は縮小に賛成です 

・使用頻度が少なく、維持費が

かかるので河川グランドは縮

小したほうが良い。 

意見 河川空間は、水面や高水敷或いはその間に挟まれた水陸移行帯等、その

姿は特有のものであり、多様な生物が存在しています。高水敷利用にあ

たっては、周辺環境・地域性に配慮し、その特性を損なわないで「川で

なければできない利用・川に活かされた利用」という観点から、現状の

利用形態を見直し、グランド等のスポーツ施設のように、本来河川敷以

外で利用するものについては、縮小していくことを基本としています。

しかしながら、既存の利用施設が数多くの人々に利用され、また住民や

自治体等からはグランド等のスポーツ施設に対する存続及び新設の強

い要望或いはまちづくり全体の中での議論等の意見があります。このこ

とから、河川敷の利用については、個々の案件毎に、学識経験者、関係

地方自治体等関係機関や流域住民等の意見を聴き判断していきます。

高水敷利用にあたっては、周辺環境・地域性に配慮し、その特性

を損なわないで「川でなければできない利用・川に活かされた利

用」という観点から、現状の利用形態を見直し、グラウンド、ゴ

ルフ場等のスポーツ施設のように、本来河川敷以外で利用するも

のについては、縮小していくことを基本とする。 

利用 

4.5.2 河川敷（1） 

 

221 第1稿 利用 猪名川の堤防にずらりと野

宿していられる住民が(野ら

犬と共に)色々な附近の悪臭

に大命惑をいたしておりま

す。 

・堤防で野宿している住民の悪

臭で迷惑している。 

意見 ご意見をいただいた箇所は兵庫県の管理となっており、ご意見は兵庫県

に送付させていただいております。 

国の管理区間でも同様の問題があり、私どもの考えを説明いたします。

野宿者いわゆるホームレスの問題に関しては、河川管理者だけで解決で

きる問題ではありません。ご承知と思いますが、この問題は全国的な問

題となっており、昨年８月に「ホームレスの自立の支援等に関する特別

措置法」が施行され、今後、国土交通省や厚生労働省及び関係自治体が

連携して対応することとしています。当面は人道上の問題を考慮した上

で、悪臭や河川敷の無断占用に対しては是正指導をおこなっていきま

す。 

（3）ホームレスへの対応「ホームレスの自立の支援等に関する

特別措置法」（平成14年法律第105号）に基づき自治体と一体と

なって河川敷地におけるホームレスの対応を図る。 

利用 

5.5.2 河川敷 

222 第1稿 利用 ・野宿者への対応にあたって

は、貴局においても人道上充

分配慮して頂きたいと思い

ます。 

・野宿者への対応は充分配慮し

てほしい。 

意見 野宿者、いわゆるホームレスの問題に関しては、河川管理者だけで解決

できる問題ではありません。ご存知とは思いますが、この問題は全国的

な問題となっており、昨年８月に「ホームレスの自立の支援等に関する

特別措置」が施行され、今後、国土交通省や厚生労働省で関係自治体と

連携して人道上の問題を考慮した上で対応することとしています。 

  

223 第1稿 利用 3.ホームレス対策について

現在行っている具体的な取

りくみがあれば。(地域の人

・ホームレス対策について現在

行っている具体的取組は？ 

質問 3.野宿者いわゆるホームレスの問題に関しては、河川管理者だけで解決

できる問題ではありません。ご存知と思いますが、この問題は全国的な

問題となっており、昨年８月に「ホームレスの自立の支援等に関する特

（3）ホームレスへの対応「ホームレスの自立の支援等に関する

特別措置法」（平成14年法律第105号）に基づき自治体と一体と

なって河川敷地におけるホームレスの対応を図る。 

利用 

5.5.2 河川敷 



これまでにいただいた意見・質問集 (猪名川河川事務所・猪名川総合開発工事事務所) 

(55/82) 

№ 
説明資

料種類 
分類 住民から寄せられた意見 意見要約 種類 回答 基礎原案 備考 

が川岸を歩きづらい雰囲気

を作りゴミ投棄も多い現状

にあります) 

別措置」が施工され、今後、国土交通省や厚生労働省及び関係自治体が

連携して対応することとしています。当面は人道上の問題を考慮した上

で、悪臭・ゴミ投棄や河川敷の無断占用に対して是正指導をおこなって

いきます。 

224 第1稿 

(ダム) 

利用 流量を調節することによっ

て 中・下流部での河川敷を

市民(住民ら)に開放するこ

とは可能ですか。桜や百日紅

(さるすべり)等の樹木を植

えて遊歩道を構築すること

は可能ですか。周辺道路整備

と合わせて是非実現して頂

きたい。 

・河川敷を市民に開放すること

は可能ですか 

・遊歩道を構築してほしい 

質問 

要望 

河川敷は公のものですから、排他独占的な利用や他人に迷惑をかけるよ

うなことがなければ、自由に利用していただけます。水辺は貴重な水と

緑の空間であり、河川および堤防は地域社会の憩の場として貴重な役割

を果たしてきました。市街化等に伴い緑が減少し、良好な水辺空間の整

備等の要望は多くだされています。国土交通省では植樹について、昭和

63 年から「桜づつみモデル事業」を実施し、猪名川では、伊丹市森本

地先(神津大橋上流左岸)で実施しております。「桜づつみ」を作る条件

として堤防から住宅地側に土地を提供していただき堤防を住宅地側に

盛土して、植樹しても堤防に影響がないよう植樹するものです。これら

について、地元自治体から要請を受け、基礎工事を河川管理者が行い、

土地の提供・植樹や維持管理は地元自治体となっています。 

（1）河川敷地占用許可施設 

1）ゴルフ場、公園等占用施設 

 占用施設の新設及び更新の許可にあたっては、周辺環境・地域

性に考慮し、川らしい自然環境を保全・再生することを重視し、

学識経験者、自治体等関係機関からなる河川保全利用委員会（仮

称）を設置し、住民等から広く意見を聴き、個々の案件毎に判断

する。 

①地域毎に河川保全利用委員会（仮称）を設置 

設置単位・淀川本川・猪名川・宇治川・桂川・木津川下流・瀬田

川・木津川上流 

野洲川・草津 

5.5.2 利用 

(1) 

225 第1稿 利用 猪名川の流いきを、市民が利

用・・銀橋あたりは最悪だ 

・市民が利用できるようにして

ほしい。 

その他 堤防の天端や河川敷は、散歩やスポーツ等、自由に使用していただくの

が基本となっております。ご意見いただいた場所（余野川合流点から上

流）の管理は、大阪府と兵庫県が行っており、ご意見は大阪府、兵庫県

へ送付させていただいております。 

（1）河川敷地占用許可施設 

1）ゴルフ場、公園等占用施設 

 占用施設の新設及び更新の許可にあたっては、周辺環境・地域

性に考慮し、川らしい自然環境を保全・再生することを重視し、

学識経験者、自治体等関係機関からなる河川保全利用委員会（仮

称）を設置し、住民等から広く意見を聴き、個々の案件毎に判断

する。 

利用 

5.5.2 河川敷 

226 第1稿 維持管理 千里川の一部の処に、こゝ何

年も、沢山のゴミが放置され

たまゝ 実に目をおおいた

くなります。是非川の掃除を

して頂きたく、お願いしま

す。 

・ゴミが放置されたままなので

清掃してほしい。 

要望 ご意見いただいた千里川の管理は、大阪府が行っており、ご意見は大阪

府に送付させていただいております。 

国の管理区間についても同様な問題があり、私共の考えを説明します。

不法投棄については、「川は地域共有の公共財産である」という共通認

識のもと啓発活動を実施しています。また、河川美化と環境保全のため

の維持管理にも努めています。特に違法行為が行われやすい夜間のパト

ロールも実施しています。 

河川清掃は各自治体と共に市民参加を募り実施しています。皆様のご協

力をお願いします。 

「川は地域共有の公共財産である」という共通認識のもと、啓発

活動を実施していくと共に、河川美化と環境保全のための維持管

理に努める。 

4.6. 維持管理 (1)

4) 

227 第2稿 維持管理 5 月・6 月中頃まで、軍行橋

の下で鯉の産卵場所が有り

ます。こんな珍しい場所を、

水の汚染やゴミから守って

下さい。 

・鯉の産卵がある珍しい場所を

汚染やゴミから守ってほしい 

要望 ご意見のとおり、これまでの流域における社会活動、河川の整備や利用

が川や我々自身の生活環境に与えてきた影響を真摯に受け止め、今後の

河川整備は、水辺の変動によって冠水・攪乱される区域が広範囲に存在

し、変化に富んだ地形と多様な生態系が形成されていた頃の河川環境を

強く意識し、川に応じた横断的・縦断的形状の改善、残された環境の保

全や失われた環境の再生、住民が安心して利用できる水質の改善等を目

指します。 

河川環境の保全のため、巡視を行い、不適切な河川内の利用に対

して指導を行う。 

維持管理 

5.6 維持管理 5) 

 

228 第1稿 維持管理 文珠橋からゴルフ橋に出て

猪名川ぞいに多田大橋を

####グリーンハイツに歩き

ますが、ゴルフ橋から多田大

・ゴミや不法投棄が多く、目の

やり場がない。 

意見 一庫大路次川の文珠橋から猪名川の多田大橋の区間については、兵庫県

管理区間になり、ご意見は宝塚土木事務所に送付させていただいていて

おります。 

4）河川内ゴミ等の処理及び不法投棄の防止対策 

① 良好な河川環境を維持するため、住民団体及び地域に密着し

た組織と協力した美化・清掃活動及び塵芥処理を継続実施する。

②管内空間監視用カメラを利用した平常時の監視及び河川巡視

維持管理 

 （3）4)  



これまでにいただいた意見・質問集 (猪名川河川事務所・猪名川総合開発工事事務所) 

(56/82) 

№ 
説明資

料種類 
分類 住民から寄せられた意見 意見要約 種類 回答 基礎原案 備考 

橋の間はまるでゴミ捨て場

になっておりあらゆる種類

のゴミが投げ捨てられて目

のやり場もない状態です。※

「####」部分は判読不能。 

を強化する。 

③不法投棄の摘発・取り締まり強化に向けた関係行政機関等との

連携及び組織を設置する。 

④ 住民団体及び地域に密着した組織による河川愛護活動並びに

不法投棄マップの作成、看板設置・マスメディアを活用し、住民

に啓発を行う。 

229 第1稿 維持管理 この川と道路にゴミを捨て

る人が多いこと 

・ゴミを捨てる人が多い。 意見 一庫大路次川の文珠橋から猪名川の多田大橋の区間については、兵庫県

管理区間になり、ご意見は宝塚土木事務所に送付させていただいており

ます 

4）河川内ゴミ等の処理及び不法投棄の防止対策 

① 良好な河川環境を維持するため、住民団体及び地域に密着し

た組織と協力した美化・清掃活動及び塵芥処理を継続実施する。

②管内空間監視用カメラを利用した平常時の監視及び河川巡視

を強化する。 

③不法投棄の摘発・取り締まり強化に向けた関係行政機関等との

連携及び組織を設置する。 

④ 住民団体及び地域に密着した組織による河川愛護活動並びに

不法投棄マップの作成、看板設置・マスメディアを活用し、住民

に啓発を行う。 

維持管理 

 （3）4)  

230 第1稿 維持管理 河川美しく有りたい 流れ汚

物 特 白いビニール目立 環

境に不快感起こります 

樹木雑草等を整備されて一

日速く河川の美を希望する

住人です 

・ゴミ等が目立つ。 

・雑木林等を整備し、美しい河

川を希望する。 

意見 

要望 

今回の河川整備の基本的考え方は、大雨などに対して堤防の破堤等によ

る被害の軽減を目指すために堤防の強化や住民の皆様への情報提供な

ど様々な施策を進めて行くこととしています。一方、堤防から水際など

は、多様な生物の生息環境保全のため出来るだけ河川本来の自然な姿を

目指すことと考えています。 

河川内の樹木については、繁茂の状況や河川環境の保全に配慮しつつ、

災害防止の観点から樹木群の拡大防止等について伐木委員会（仮称）な

どにより伐木基準を策定し、地域住民や環境保護団体との情報交換や対

策方針を公開し実施していきます。 

4）河川内ゴミ等の処理及び不法投棄の防止対策 

① 良好な河川環境を維持するため、住民団体及び地域に密着し

た組織と協力した美化・清掃活動及び塵芥処理を継続実施する。

②管内空間監視用カメラを利用した平常時の監視及び河川巡視

を強化する。 

③不法投棄の摘発・取り締まり強化に向けた関係行政機関等との

連携及び組織を設置する。 

④ 住民団体及び地域に密着した組織による河川愛護活動並びに

不法投棄マップの作成、看板設置・マスメディアを活用し、住民

に啓発を行う。 

維持管理 

 （3）4)  

231 第1稿 維持管理 これ以上川を汚してはなら

ないと、このまゝでは川は死

んでしまうと。 

・これ以上川を汚すと川は死ん

でしまう。 

意見 一方、河川美化に際しては、河川愛護月間(7月)のＰＲ等の啓発のほか

各自治体と共に市民参加を募り河川清掃などを行っています。皆様のご

理解、ご協力をよろしくお願いします 

4）河川内ゴミ等の処理及び不法投棄の防止対策 

① 良好な河川環境を維持するため、住民団体及び地域に密着し

た組織と協力した美化・清掃活動及び塵芥処理を継続実施する。

②管内空間監視用カメラを利用した平常時の監視及び河川巡視

を強化する。 

③不法投棄の摘発・取り締まり強化に向けた関係行政機関等との

連携及び組織を設置する。 

④ 住民団体及び地域に密着した組織による河川愛護活動並びに

不法投棄マップの作成、看板設置・マスメディアを活用し、住民

に啓発を行う。 

維持管理 

 （3）4)  

232 第1稿 維持管理 土手から水辺までの安全な

階段の設置、・車椅子や乳母

車でも水辺に行けるスロー

プの道の設置 

・土手から水辺までの安全な階

段の設置、スロープの道の設置 

意見 また、身障者等が川に親しめるよう階段の手すりやスロープ等、バリヤ

フリーを実施して行きます。 

① 河川敷へのアクセス改善（バリアフリー化等）を継続実施す

る。 

5.6. 維持管理 (3)

3) 

233 第1稿 維持管理 日常生活の維持管理面(環

境)に於て気になる点が多

・不法投棄が多い 

・河川敷の外観も大事だが、道

意見 今回の河川整備の基本的考え方は、大雨などに対して堤防の破堤等によ

る被害の軽減を目指すために堤防の強化や住民の皆様への情報提供な

4）河川内ゴミの処理及び不法投棄の防止対策 

「川は地域共有の公共財産である」という共通認識のもと、啓発

4.6. 維持管理 



これまでにいただいた意見・質問集 (猪名川河川事務所・猪名川総合開発工事事務所) 

(57/82) 

№ 
説明資

料種類 
分類 住民から寄せられた意見 意見要約 種類 回答 基礎原案 備考 

い。環境面では、河川敷の外

観も大事であるが道徳面の

「標ゴ」等も重要ではない

か。誰も見て居なければ「不

法トウキ」は甚だしい。一

人々の道義的精神が必要と

考える。 

徳面の標語等も重要ではない

か。 

ど様々な施策を進めて行くこととしています。一方、堤防から水際など

は、多様な生物の生息環境保全のためできるだけ河川本来の自然な姿を

目指すことと考えています。 

不法投棄については、「川は地域共有の公共財産である」という共通認

識のもと啓発活動を実施しています。特に違法行為が行われやすい夜間

のパトロールを実施しています。また、河川美化と環境保全のための維

持管理にも努めています。 

河川清掃は、各自治体と共に市民参加を募り実施しています。皆様のご

協力をお願いします。 

活動を実施していくと共に、河川美化と環境保全のための維持管

理に努める。 

234 第1稿 維持管理 ※河川の清掃はあまりにも

ひどい所があり、計画的、定

期的に参加者をつのり 清

掃を実施して頂きたいと思

います。 

・参加者を募り、河川の清掃を

実施してほしい。 

要望 不法投棄については、「川は地域共有の公共財産である」という共通認

識のもと啓発活動を実施しています。特に違法行為が行われやすい夜間

のパトロールを実施しています。また、河川美化と環境保全のための維

持管理にも努めています。 

河川清掃は、各自治体と共に市民参加を募り実施しています。皆様のご

協力をお願いします。 

4）河川内ゴミの処理及び不法投棄の防止対策 

「川は地域共有の公共財産である」という共通認識のもと、啓発

活動を実施していくと共に、河川美化と環境保全のための維持管

理に努める。 

4.6. 維持管理 

235 第1稿 維持管理 河川のゴミ、不法投棄等につ

いて地域住民による保全に

はかぎりがあり各自治体等

公民一体による参加により

環境保全を呼びかけもらい

たい。 

・河川の清掃等、自治体公民一

体による環境保全を呼びかけ

てほしい。 

要望 不法投棄については、｢川は地域共有の公共財産である｣と言う共通認識

のもと啓発活動を実施しています。また、河川美化と環境保全のための

維持管理にも努めています。特に違法行為が行われやすい夜間のパトロ

ールも実施しています。 

河川清掃は、各自治体と共に市民参加を募り実施しています。皆様のご

協力お願いします。 

住民グループとして清掃活動を実施される場合は、最寄の市役所等に相

談されるようお願いします。 

4）河川内ゴミ等の処理及び不法投棄の防止対策 

① 良好な河川環境を維持するため、住民団体及び地域に密着し

た組織と協力した美化・清掃活動及び塵芥処理を継続実施する。

②管内空間監視用カメラを利用した平常時の監視及び河川巡視

を強化する。 

③不法投棄の摘発・取り締まり強化に向けた関係行政機関等との

連携及び組織を設置する。 

④ 住民団体及び地域に密着した組織による河川愛護活動並びに

不法投棄マップの作成、看板設置・マスメディアを活用し、住民

に啓発を行う。 

維持管理 

 （3）4)  

236 第1稿 維持管理 猪名川 伊丹池田園田辺迄 

川の中央に樹木が繁茂大木

になり雑草共に流量の妨げ

時かなり流量の多い時は汚

物が塞となり水害を招く要

因となること確実です又根

が地下にのり水濡れ周辺の

市では取水しており影響あ

りと思います 

・河川内の樹木や雑草が流量の

妨げになっており、水害を招く

要因となる。 

意見 河川内の樹木については、繁茂の状況や河川環境の保全に配慮しつつ、

災害防止の観点から樹木群の拡大防止等について伐木委員会（仮称）な

どにより伐木基準を策定し、地域住民や環境保護団体との情報交換や対

策方針を公開し実施していきます。 

河川区域の管理 

1）樹木の伐採と管理河川管理上支障となる樹木については伐採

を実施する。なお、実施に当たっては、住民団体等の意見も聞き、

生物の生息・生育環境を配慮して、伐採の方法や時期等について

定める。 

維持管理 

5.6 維持管理 

(3) 1)  

237 第1稿 

(ダム) 

維持管理 工事用機材が大雨で流され

下流のテトラポッドにひっ

かかり大変見苦しい。 業者

の指導も徹底してほしい。 

・工事用機材が流れてて見苦し

い。業者に指導してほしい。 

要望 さらに、良好な河川環境を維持するため、河川愛護の啓発や、住民団体

及び地域に密着した組織と協力して美化・清掃活動を継続実施するほ

か、ゴミ等の不法投棄対策を強化します。また、工事用機材の流出につ

いて、今後一層の監督指導を実施していきます。 

河川内ゴミ等の処理及び不法投棄の防止対策 

① 良好な河川環境を維持するため、住民団体及び地域に密着し

た組織と協力した美化・清掃活動及び塵芥処理を継続実施する。

②管内空間監視用カメラを利用した平常時の監視及び河川巡視

を強化する。 

③不法投棄の摘発・取り締まり強化に向けた関係行政機関等との

連携及び組織を設置する。 

④ 住民団体及び地域に密着した組織による河川愛護活動並びに

維持管理 

5.6  維 持 管 理

(3)4)  



これまでにいただいた意見・質問集 (猪名川河川事務所・猪名川総合開発工事事務所) 
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№ 
説明資

料種類 
分類 住民から寄せられた意見 意見要約 種類 回答 基礎原案 備考 

不法投棄マップの作成、看板設置・マスメディアを活用し、住民

に啓発を行う。 

 

238 第1稿 

(ダム) 

維持管理 又、土手の修理は必要と思い

ますが治水事業で浚渫を１

番に行なう事です 

土手の修理も必要だと思うが、

治水事業では浚渫を１番に行

うべきだ 

 猪名川下流部の浸水被害を軽減するための方法として、河床を掘削し、

河道の流下能力（どれくらいの水を流すことができるのか）を向上させ

る方法がありますが、今後は生態系などの河川環境に与える影響や橋梁

などの河川横断工作物への影響、治水上の効果、事業費等を詳細に検討

し、河床掘削の有効性について評価を行っていきます。 

  

239 第1稿 維持管理 川に対しての啓発運動も、必

要となると思います。市や教

育関係ともつながりを持ち、

もっと、自然環境に対して、

関心を持つ努力が必要だと

思う。 

・自然環境に関心を持つよう啓

発活動や、色々な機関と協力す

ることが必要だと思う。 

意見 そうした河川環境が、小中学校の身近な自然環境の学習の場になるよう

文部科学省・国土交通省・環境省が連携して｢子供の水辺サポートセン

ター（tel03-3297-2608）｣を設立しています。また、学校からの要請を

受け付け河川環境に関する「出前講座」、生息する生物に親しんで頂く

ための「愛護セミナー」、「野草教室」、「絵画コンクール」等のイベント

を通じた河川美化等の啓発活動、付近の幼稚園や小学校低学年に向けて

の啓発パンフレットの配布など様々な取り組みを実施しています。 

一方、河川美化に際しては、河川愛護月間(7月)のＰＲ等の啓発のほか

各自治体と共に市民参加を募り河川清掃などを行っています。皆様のご

理解、ご協力をよろしくお願いします。 

4）河川内ゴミ等の処理及び不法投棄の防止対策 

① 良好な河川環境を維持するため、住民団体及び地域に密着し

た組織と協力した美化・清掃活動及び塵芥処理を継続実施する。

②管内空間監視用カメラを利用した平常時の監視及び河川巡視

を強化する。 

③不法投棄の摘発・取り締まり強化に向けた関係行政機関等との

連携及び組織を設置する。 

④ 住民団体及び地域に密着した組織による河川愛護活動並びに

不法投棄マップの作成、看板設置・マスメディアを活用し、住民

に啓発を行う。 

維持管理 

 （3）4)  

240 第1稿 維持管理 樹木の伐採は、そこに棲息し

ている動物を守るため、本当

に必要なのか充分検討する

ことが必要だと思う。 

・樹木の伐採は、棲息している

動物を守るため、本当に必要な

のか充分検討する必要がある。 

意見 洪水時に流水の阻害となる河道内樹木については、繁茂状況や河川環境

の保全に配慮しつつ樹林帯の伐木の考え方に基づき地域住民や環境保

護団体との情報交換や対策方針を公開し実施していきます。 

1）樹木の伐採と管理 

河川管理上支障となる樹木については伐採を実施する。なお、実

施に当たっては、住民団体等の意見も聞き、生物の生息・生育環

境を配慮して、伐採の方法や時期等について定める。 

5.6. 維持管理 

(3) 1) 

241 第1稿 維持管理 3.多田大橋には旧大橋が手

前にありますか占用物の撤

去の指導はできないか。 

・占用物の撤去の指導はできな

いのか。 

意見 3.ご意見の多田大橋の区間は、兵庫県の管理区内となっており、ご意見

は兵庫県に送付させていただいております。 

５）河川環境の保全のための指導   

河川環境の保全のため、巡視を行い、不適切な河川内の利用に対

して指導を行う。 

維持管理 

 （3）5)  

242 第1稿 

(ダム) 

維持管理 一庫ダム完成から猪名川下

流での土砂が堆積し河川中

央に雑草の茂みが出来、ゴミ

等が着いて大変見た目にも

良くない。下流、絹延橋、中

橋、呉服橋、阪急ガード下等

の川底の砂の除去をし以前

40～50 年前の様な子供が川

魚を取れる又釣れる様な川

にして頂きたい。 

・川底の土砂を除去し、川魚の

とれる川にしてほしい 

要望 河床の堆積土砂は、定期的に河道形状の状況を把握し、洪水の流水阻害

状況・河床変動状況や河川環境への影響等から判断し除去します。また、

土砂の流出防止機能を有する森林の保全・整備の検討について関係機関

との連携を図ります。                  一方、流

況の平滑化等に伴う河川環境への影響を改善するため、水位変動や攪乱

の増大を図るべく検討します。 

河道内堆積土砂の除去については、河床変動状況や河川管理施

設、船舶の航行等への影響及び河川環境への影響等から判断す

る。 なお、その際コンクリート用骨材として利用可能な場合は、

砂利採取の許可の検討を行う。 

 

維持管理 

4.6 維持管理 (3)

243 第1稿 維持管理 ゴミの不法投キが多すぎま

す。猪名川をまずきれいにす

ることが大切と思います。維

持管理を里親制度のような

システムを導入し流域住民

が連携して行う方法が実現

すると良い。 

・不法投棄が多く、川をきれい

にする事が大切。 

・流域住民が連携して行う方法

が実現すればよい。 

意見 不法投棄については、「川は地域共有の公共財産である」という共通認

識のもと啓発活動を行っています。また、河川美化と環境保全のための

維持管理にも努めています。特に違法行為が行われやすい夜間のパトロ

ールも実施しています。 

河川清掃は各自治体とともに市民参加を募り実施しておりますので、皆

様のご協力をお願いします。 

また、昭和５０年から毎年「河川愛護モニター」を公募し、住民の方の

4）河川内ゴミ等の処理及び不法投棄の防止対策 

① 良好な河川環境を維持するため、住民団体及び地域に密着し

た組織と協力した美化・清掃活動及び塵芥処理を継続実施する。

②管内空間監視用カメラを利用した平常時の監視及び河川巡視

を強化する。 

③不法投棄の摘発・取り締まり強化に向けた関係行政機関等との

連携及び組織を設置する。 

維持管理 

 （3）4)  



これまでにいただいた意見・質問集 (猪名川河川事務所・猪名川総合開発工事事務所) 

(59/82) 

№ 
説明資

料種類 
分類 住民から寄せられた意見 意見要約 種類 回答 基礎原案 備考 

目で河川の見廻りをお願いし、その結果（ゴミの不法投棄等）を事務所

に連絡していただき対応しています。 

今後は地域固有の情報や知識に精通した住民団体、地域に密着した組織

等から「河川レンジャー」として河川巡視・環境学習の指導等の依頼の

試行制度を検討してまいります。 

④ 住民団体及び地域に密着した組織による河川愛護活動並びに

不法投棄マップの作成、看板設置・マスメディアを活用し、住民

に啓発を行う。 

244 第1稿 維持管理 不法投棄物の回収をして頂

き、すんだ水の流れを取りも

どし、このすばらしい財産を

皆で甘受出来ます様、願いま

す。 

・不法投棄を回収し、きれいな

川を取り戻してほしい。 

要望 不法投棄については、「川は地域共有の公共財産である」という共通認

識のもと啓発活動を実施しています。また、河川美化と環境保全のため

の維持管理にも努めています。特に違法行為が行われやすい夜間のパト

ロールも実施しています。 

河川清掃についても、各自治体と共に市民参加を募り実施していますの

で、皆様のご協力をお願いします。 

「川は地域共有の公共財産である」という共通認識のもと、啓発

活動を実施していくと共に、河川美化と環境保全のための維持管

理に努める。 

4.6. 維持管理 (1)

4) 

245 第2稿 維持管理 すきあらば削りとろうとす

る開発業者や不法投棄をす

る輩には、パトロールを強化

し、法を整備し、厳罰をもっ

て拠すべきです。 

・不法投棄などパトロールを行

い、厳罰に処すべきです。 

意見 今後は、河川管理施設の機能を維持するために、適切な維持管理を行う

とともに、パトロールを強化したり、看板をたてる等の啓発活動を実施

し、河川美化と環境保全のための維持管理に努めていきます。 

不法投棄の摘発・取り締まり強化に向けた関係行政機関等との連

携及び組織を設置する。 

維持管理 

5.6 維持管理 

（3）河川区域の管理

4) ③ 

 

246 第2稿 維持管理 川の真中に大木が有る川は

初めて見ました。浚渫をすれ

ば水害も無くなり下流では

ヘドロや腐った水は防げま

す 

・浚渫をすれば水害も無く水質

汚染も防げる 

意見 河道内においては、高木樹木の繁茂によって、洪水の流下等に対して影

響が生じているところがあります。このため、支障となる河道内樹木に

ついては、災害防止の観点から樹木群の拡大防止等適正な対策を図るた

め、高木の繁茂の状況や生物の生息・生育環境を配慮し、伐採の方法や

時期等について住民団体等の意見も聞き伐採します。 

河道内の堆積土砂の除去については、定期的に河道形状の状況を把握

し、河床変動状況や河川管理施設等への影響及び河川環境への影響等か

ら判断します。 

定期的に河道形状の状況を把握し、流水阻害になる堆積土砂の浚

渫を実施する。 

維持管理 

5.6 維持管理 

（3）河川区域の管理

2) 

 

247 第1稿 

(ダム) 

ダム 一庫ダムの通常の洪水に対

して、なぜ150 トン/秒 放

流を考え、100年確率洪水の

調節を放棄したのか、そのい

きさつ。 

・一庫ダムの通常の洪水に対し

て、なぜ150 トン/秒 放流を

考え、100年確率洪水の調節を

放棄したのはなぜか。 

質問 旧操作では、100年に1回程度の確率で発生する規模の降雨によってダ

ムに流入する流量毎秒1,320ｍ３のうち、毎秒670ｍ３をダム貯水池に

貯留し、毎秒650ｍ３放流する計画となっていました。しかしながら、

中小規模の洪水（概ね20～30 年に１回）が発生した場合、ダムの洪水

調節容量に空きがあるにも拘わらずダムから多くの流量を放流するこ

とから、下流の浸水被害に洪水調節効果がありませんでした。これに対

し平成12年に変更された現行操作では、20年に1回程度の確率で発生

する規模の降雨によってダムに流入する流量毎秒 790ｍ３のうち毎秒

640ｍ３をダム貯水池に貯留し、毎秒 150ｍ３を下流に放流する計画と

しています。今回説明しました「現状」は現計画である、毎秒150ｍ３

の一定量放流です。 

既設ダムの再編・運用変更により治水・利水機能向上について検

討する。 

ダム 

5.7.1  既 設 ダ ム

(12)  

248 第1稿 

(ダム) 

ダム 2.まず「ダムありき」の基本

方針ではないのか 

「ダムありき」の基本方針では

ないのか 

意見 狭窄部上流多田地区の浸水被害を早期に軽減するために、既設一庫ダム

の利水容量の振り替えのための貯留施設として余野川ダムが有効であ

り、また、余野川ダムは猪名川下流部の浸水被害を軽減する効果があり

ます。 

余野川ダム 

1）狭窄部上流多田地区の浸水被害を早期に軽減するため、既存

調節池の活用、既設一庫ダムの放流操作変更、堆砂容量の活用や

利水容量の振り替え及び新たな遊水地の設置が有効である。 

2）既設一庫ダムの利水容量の振り替えのための貯留施設として

余野川ダムが有効である。 

3）余野川ダムは下流部の浸水被害を軽減する効果がある。 

ダム 

5.7.2  各ダムの調

査検討内容 (5)  



これまでにいただいた意見・質問集 (猪名川河川事務所・猪名川総合開発工事事務所) 

(60/82) 

№ 
説明資

料種類 
分類 住民から寄せられた意見 意見要約 種類 回答 基礎原案 備考 

余野川ダム計画について以下の調査・検討を行う。 

1）代替案に関して、さらに詳細な検討を行う。 

2）余野川ダムの貯水池規模の見直し並びに余野川ダム及び一庫

ダムの貯水池運用の変更に伴う貯水池周辺やダム下流に与える

影響をはじめ、環境等の諸調査を行う。 

3）土砂移動の連続性を確保する方策の検討を行う。 

4）利水について、水需要の精査確認を行う。 

 

249 第1稿 

(ダム) 

ダム 私は（震災）被災者ですが水

のない生活には本当に困り

ました。ダムがあっても断水

する時はする。しかし貯水が

なければ直撃です 

・ダムがあっても断水します。

しかし貯水がなければ生活に

本当に困ります 

意見 今後ともご意見を産にさせていただき、今後の河川整備計画を策定する

予定ですので、よろしくお願いします。 

取水実態を的確に把握し、ダムによる効率的な補給が可能となる

よう検討するとともに、既設ダム等の連携操作による渇水対策を

図る。 

ダム 

4.7.2 既設ダム（12）

250 第1稿 

(ダム) 

ダム アメリカが出した結論のよ

うに、ダムで洪水被害を全く

ゼロにすることはできない。 

・ダムで洪水被害をまったくゼ

ロにすることはできない。 

意見 アメリカのダムについては、ダム建設を全面的に中止・休止したわけで

はなく、西部の州においては現在も州政府により大型ダムを建設中であ

り、また、米国陸軍工兵隊においても洪水調節用ダムを建設しています。

アメリカのダム事情の詳細については、国土交通省のホームページをご

参 照 く だ さ い 。・ ア メ リ カ の ダ ム 事 情 ：

（http://www.mlit.go.jp/river/opinion/america_dam/america_dam.h

tml） 

  

251 第2稿 ダム ○余野川ダムの見直しに関

わる調査結果が出されるの

はいつ頃でどのようなプロ

セス・スケジュールで行われ

るのか。 

・ダムの見直しに係わる調査結

果はいつ頃でるのでしょうか 

質問 ○現在、ダムおよびダム以外の治水対策の方法について併せて検討を行

っています。検討にあたっては、周辺自然環境への影響、社会的な影響、

事業の効果などを考慮し、今後検討・見直しを行います。 

余野川ダム計画を見直した結果については、説明資料で説明したとお

り、１．既設一庫ダムの利水容量の振り替えのための貯留施設として余

野川ダムが有効である。２．余野川ダムは下流部の浸水被害を軽減する

効果がある と考えています。 

河川整備計画説明資料第２稿に示すように今後、水需要について精査・

確認を行い、それを踏まえて貯水池規模や貯水池運用の見直しについて

検討を行います。その上で、ダムによる環境への影響と軽減方法につい

て検討を行います。水質保全対策の検討においては、貯水池の汚濁メカ

ニズムの検討や具体的な水質保全対策の検討を行い、対策方法について

効果、事業費、維持・管理の容易性などを踏まえ実施可能で有効な方法

を選定します。 

余野川ダムの見直しに関わる調査・検討結果はできる限り早期（概ね１

年）に検討を終了したいと考えています。検討結果が出た時点で改めて

流域委員会や住民、自治体に説明し、意見を頂きたいと考えています。

そして、頂いた意見などを基に淀川水系河川整備計画原案を作り、改め

て意見を頂いた上で、河川整備計画を作っていくという手順で進めてい

きます。 

  

252 第1稿 

(ダム) 

ダム 余野川ダムの水辺空間の活

用について、市民地元民に行

・ダムの見直しがあっても、水

辺空間の活用で、現在取組める

意見 周辺環境整備等については今後、関係地方自治体や流域住民の皆様と検

討していきたいと考えています。 

ダム計画の方針に基づき、これまで事業中の大戸川ダム、天ヶ瀬

ダム再開発、川上ダム、丹生ダム、余野川ダムについては調査検

ダム 

4.7.3 事業中の各ダ
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№ 
説明資

料種類 
分類 住民から寄せられた意見 意見要約 種類 回答 基礎原案 備考 

政(国交省、府)の協力で検討

してきた。これらは地元がダ

ムをつくるにあたっていろ

いろな協力をしてきたこと

に対して、止々呂美のまちづ

くりに寄与するものでもあ

った。 

現在でもとりくみ可能なも

のについては すみやかに

実施することが大切ではな

いかと考える。 

ものについては速やかに実施

したほうがよい。 

討を行う。 

調査・検討の間は地元の地域生活に必要な道路や、防災上途中で

止めることが不適当な工事以外は着手しない。 

 

ムの方針  

253 第1稿 ダム 1.有効貯水量の確保 

 b.多目的ダムの操作規程の

見直は行われているか? 対

策は考えているか(地下貯水

池)おしえて下さい。 

・ダムの操作規定の見直しは行

われているのか 

質問 1-b：一庫ダムの洪水調節方式は、H12 年までは洪水のピーク時に下流

へ650m3/sの放流をし、それ以上の洪水を貯留することとしてました。

H12年の洪水調節方式の改定で、中小洪水時でも多田地区等の洪水被害

を減少するため洪水のピーク時に下流へ 150m3/を放流しそれ以外の洪

水を貯留すること様に見直しを行いました。 

地下貯水池は総合治水対策の一環として自治体が設置しており、最近で

は池田市において「八王寺川雨水増補幹線築造工事」の事業が進められ

ています。 

既設ダムの再編・運用変更により治水・利水機能向上について検

討する。 

5.7.1  既 設 ダ ム

(12) 

254 第2稿 ダム ③余野川ダムについて・代替

案はどのようなものを検討

したのか。 

・ダムの代替案はどのようなも

のを検討したのか 

質問 ③現在、ダムおよびダム以外の治水対策の方法について併せて検討を行

っています。検討にあたっては、事業の効果、周辺自然環境への影響、

社会的な影響、などを考慮し、検討結果がでた時点で、流域委員会や住

民、自治体に改めて説明し、意見を伺った上で決定していきます。 

狭窄部上流多田地区の浸水被害を早期に軽減するため、既存調節

池の活用、既設一庫ダムの放流操作変更、堆砂容量の活用や利水

容量の振り替え及び新たな遊水地の設置が有効である。 

ダム 

5.7.2 各ダムの調査

検討内容 

（5）余野川ダム 

 

255 第1稿 ダム 3.ダムはこれ以上作らずに

河川整備を考えてほしい。

(多様な動植物が生息する生

態系の確保のため) 

・ダムは作らず、自然を残した

河川整備を考えてほしい。 

要望 3.余野川ダム計画の見直した結果については､平成１５年５月１６日の

第２１回委員会に狭窄部上流の多田地区の浸水被害を軽減するために、

一庫ダムの利水容量を振替えるための貯留施設として余野川ダムが有

効であることと､猪名川下流部の浸水被害を軽減する効果があることを

説明しました。ただし、利水については水需要の精査・確認がまだ終わ

っていないことや､環境等の諸調査について今後調査・検討が必要なこ

とから､これらの調査を出来る限り早期に完了し､改めて流域委員会等

に説明していきます。 

ダム計画の方針に基づき、これまで事業中の大戸川ダム、天ヶ瀬

ダム再開発、川上ダム、丹生ダム、余野川ダムについては調査検

討を行う。調査・検討の間は地元の地域生活に必要な道路や、防

災上途中で止めることが不適当な工事以外は着手しない。 

4.7.3 事業中の各ダ

ムの方針 

256 第1稿 

(ダム) 

ダム ダムはこんなにしてまで必

要なのでしょうか 

・ダムは必要なのでしょうか？ 質問 余野川ダム計画を見直した結果については、５／１６の流域委員会や７

／５の説明会で説明したとおりです。 

余野川ダムは、狭窄部上流の浸水被害軽減において、一庫ダムの利水容

量の振り替えのための貯留施設として有効であり、また、猪名川下流部

の浸水被害軽減にも効果があります。余野川ダム計画の見直しで説明し

ましたが、今後、調査・検討を行い、それを踏まえて貯水池規模や貯水

池運用の見直しについて検討を行います。その上で、ダムによる環境へ

の影響と軽減方法について検討を行います。 

水質保全対策の検討においては、貯水池の汚濁メカニズムの検討や具体

的な水質保全対策の検討を行い、対策方法について効果、事業費、維持・

他に経済的にも実行可能で有効な方法がない場合において、ダム

建設に伴う社会環境、自然環境への影響について、その軽減策も

含め、他の河川事業にもまして、より慎重に検討した上で、妥当

と判断される場合に実施する。 

余野川ダム計画について以下の調査・検討を行う。 

1）代替案に関して、さらに詳細な検討を行う。 

2）余野川ダムの貯水池規模の見直し並びに余野川ダム及び一庫

ダムの貯水池運用の変更に伴う貯水池周辺やダム下流に与える

影響をはじめ、環境等の諸調査を行う。 

3）土砂移動の連続性を確保する方策の検討を行う。 

ダム 

4.7.1 ダム計画の方

針  

(2)  

5.7.2  各ダムの調

査検討内容 (5)  
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№ 
説明資

料種類 
分類 住民から寄せられた意見 意見要約 種類 回答 基礎原案 備考 

管理の容易性などを踏まえ実施可能で有効な方法を選定します。 

余野川ダム貯水池周辺は大阪府が事業主体となって宅地開発（水と緑の

健康都市）を進めています。余野川ダム建設事業は国土交通省が事業主

体であり,双方は別事業ですが、事業地が近接しているために事業工程

や運土計画並びに環境調査などについて両者で協議・調整を行っていき

ます。 

4）利水について、水需要の精査確認を行う。 

257 第1稿 

(ダム) 

ダム 今回のダムについては本当

に必要なのでしょうか？ 

作った事によるメリット、デ

メリットがあると思います。

1人1人の意見を充分に聞い

て下さい。 

・ダムは必要なのでしょうか 

・住民の意見を充分に聞いてく

ださい。 

質問 

意見 

これまでの余野川ダムは、１）猪名川下流部の浸水被害軽減、２）阪神

水道企業団および箕面市に対して水道用水の供給、３）既得利水者の安

定取水と河川の環境を維持する上で必要な流量を安定的に確保 を目

的としてきました。 

これからは、１）狭窄部等の開削は当面実施しないことによる狭窄部上

流部の当面の浸水被害軽減、２）近年頻発している渇水に対する安全度

の確保、３）既存ダム群の再編成 に留意し、計画の見直しを行います。

狭窄部上流の浸水被害の軽減について見直した結果、余野川ダムは一庫

ダムの利水容量の振り替えのための貯留施設として有効であり、また、

下流部の浸水被害の軽減にも効果があることがわかりました。 

狭窄部上流の浸水被害の軽減について見直した結果、余野川ダムは一庫

ダムの利水容量の振り替えのための貯留施設として有効であり、また、

下流部の浸水被害の軽減にも効果があることがわかりました。利水につ

いては現在、利水者に水需要の精査・確認を行っており、その結果を反

映させます。 

今後は、環境の諸調査を含め、さらに詳細な検討を実施していきます。

他に経済的にも実行可能で有効な方法がない場合において、ダム

建設に伴う社会環境、自然環境への影響について、その軽減策も

含め、他の河川事業にもまして、より慎重に検討した上で、妥当

と判断される場合に実施する。 

余野川ダム計画について以下の調査・検討を行う。 

1）代替案に関して、さらに詳細な検討を行う。 

2）余野川ダムの貯水池規模の見直し並びに余野川ダム及び一庫

ダムの貯水池運用の変更に伴う貯水池周辺やダム下流に与える

影響をはじめ、環境等の諸調査を行う。 

3）土砂移動の連続性を確保する方策の検討を行う。 

4）利水について、水需要の精査確認を行う。 

ダム 

4.7.1 ダム計画の方

針  

(2)  

5.7.2  各ダムの調

査検討内容 (5)  

258 第1稿 

(ダム) 

ダム ダムは本当に必要なの

か？？？ 

・ダムは本当に必要ですか？ 質問 これまでの余野川ダムは、１）猪名川下流部の浸水被害軽減、２）阪神

水道企業団および箕面市に対して水道用水の供給、３）既得利水者の安

定取水と河川の環境を維持する上で必要な流量を安定的に確保 を目

的としてきました。 

 これからは、１）狭窄部等の開削は当面実施しないことによる狭窄部

上流 

部の当面の浸水被害軽減、２）近年頻発している渇水に対する安全度の

確保、 

３）既存ダム群の再編成 に留意し、計画の見直しを行います。 

狭窄部上流の浸水被害の軽減について見直した結果、余野川ダムは一庫

ダムの利水容量の振り替えのための貯留施設として有効であり、また、

下流部の浸水被害の軽減にも効果があることがわかりました。利水につ

いては現在、利水者に水需要の精査・確認を行っており、その結果を反

映させます。 

他に経済的にも実行可能で有効な方法がない場合において、ダム

建設に伴う社会環境、自然環境への影響について、その軽減策も

含め、他の河川事業にもまして、より慎重に検討した上で、妥当

と判断される場合に実施する。 

余野川ダム計画について以下の調査・検討を行う。 

1）代替案に関して、さらに詳細な検討を行う。 

2）余野川ダムの貯水池規模の見直し並びに余野川ダム及び一庫

ダムの貯水池運用の変更に伴う貯水池周辺やダム下流に与える

影響をはじめ、環境等の諸調査を行う。 

3）土砂移動の連続性を確保する方策の検討を行う。 

4）利水について、水需要の精査確認を行う。 

ダム 

4.7.1 ダム計画の方

針  

(2)  

5.7.2  各ダムの調

査検討内容 (5)  

259 第1稿 ダム ダムは本当に必要なのか。よ

く検討したのか。可能なかぎ

り自然を残したい。 

・ダムは必要か。可能な限り自

然を残したい。 

意見 

要望 

余野川ダム計画の見直した結果については､平成１５年５月１６日の第

２１回委員会に狭窄部上流の多田地区の浸水被害を軽減するために、一

庫ダムの利水容量を振替えるための貯留施設として余野川ダムが有効

であることと､猪名川下流部の浸水被害を軽減する効果があることを説

明しました。ただし、利水については水需要の精査・確認がまだ終わっ

ていないことや､環境等の諸調査について今後調査・検討が必要なこと

他に経済的にも実行可能で有効な方法がない場合において、ダム

建設に伴う社会環境、自然環境への影響について、その軽減策も

含め、他の河川事業にもまして、より慎重に検討した上で、妥当

と判断される場合に実施する。 

ダム 

4.7.1 ダム計画の方

針  

(2)  
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№ 
説明資

料種類 
分類 住民から寄せられた意見 意見要約 種類 回答 基礎原案 備考 

から､これらの調査を出来る限り早期に完了し､改めて流域委員会等に

説明していきます。 

260 第1稿 

(ダム) 

ダム なぜ余野川ダムが必要なの

か、聞かせてほしいと思いま

した。こんな素晴らしい自然

が残っているのにダムが出

来たら水没してしまうそう

です。何とかこの自然を残し

てほしいのが、私の願いで

す。 

・なぜ余野川ダムが必要なのか

教えてほしい。 

・自然を残してほしい 

質問 

要望 

河川整備計画説明資料第２稿に示すように今後、水需要について精査・

確認を行い、それを踏まえて貯水池規模や貯水池運用の見直しについて

検討を行います。その上で、ダムによる環境への影響と軽減方法につい

て検討を行います。水質保全対策の検討においては、貯水池の汚濁メカ

ニズムの検討や具体的な水質保全対策の検討を行い、対策方法について

効果、事業費、維持・管理の容易性などを踏まえ実施可能で有効な方法

を選定します。また、現在、ダムおよびダム以外の治水対策の方法につ

いて併せて検討を行っています。検討にあたっては、周辺自然環境への

影響、社会的な影響、事業の効果などを考慮し、今後検討・見直しを行

い、結果がでた時点で、流域委員会や流域住民、関係地方自治体等の意

見を頂いた上で決定していきます。 

他に経済的にも実行可能で有効な方法がない場合において、ダム

建設に伴う社会環境、自然環境への影響について、その軽減策も

含め、他の河川事業にもまして、より慎重に検討した上で、妥当

と判断される場合に実施する。 

余野川ダム計画について以下の調査・検討を行う。 

1）代替案に関して、さらに詳細な検討を行う。 

2）余野川ダムの貯水池規模の見直し並びに余野川ダム及び一庫

ダムの貯水池運用の変更に伴う貯水池周辺やダム下流に与える

影響をはじめ、環境等の諸調査を行う。 

3）土砂移動の連続性を確保する方策の検討を行う。 

4）利水について、水需要の精査確認を行う。 

ダム 

4.7.1 ダム計画の方

針  

(2)  

5.7.2  各ダムの調

査検討内容 (5)  

261 第1稿 

(ダム) 

ダム 3.アメリカにおいては、数年

前からダムをこわし森林に

戻す事が進められている事

が、今日の総ての答に成ると

思います。 

・アメリカでは、ダムを壊し、

森林に戻すように動いている

のに、なぜしないのか。 

質問 米国の民間団体（アメリカンリバーズ等）の調査によると、米国では既

に467のダム・堰が撤去されているといわれています。撤去された施設

のうち9割以上は高さ15m未満であり、我が国ではダムと呼ばず堰と呼

んでいるものです。なお、これまでに撤去された施設は、その大半が小

規模な取水堰であり、撤去の理由は既に使用不能な施設や老朽化等によ

り安全面で問題のある施設、維持修繕費がかかりすぎ経済的に成り立た

ないなどによるものです。アメリカのダム事情については、国土交通省

の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.mlit.go.jp/river/opinion/america_dam/america_dam.h

tml）をご参照下さい。 

  

262 第1稿 

(ダム) 

ダム 2.多田地区間題について一

庫ダムがえいきょうしてい

る今、これ以上にダムを増す

と、又、違った問題が発生す

ると考えられますが。 

・これ以上ダムを増やすと違っ

た問題が発生すると考える。 

意見 一庫ダムは猪名川下流の洪水調節に効果を発揮します。また、一庫ダム

においては、ダムに流入する水量以上の水を下流に放流するような操作

は行っていません。一方、本整備計画では「狭窄部等の開削は当面実施

しないことによる狭窄部上流部の当面の浸水被害軽減」に留意し、計画

の見直しを行った結果、一庫ダムの機能アップ対策のひとつに利水容量

の振り替え（余野川ダムに振り替え）が有効であることがわかりました。

  

263 第1稿 

(ダム) 

ダム 浸水による被害額は出てい

るが、余野川ダムを造ること

により失った自然(絶滅危惧

種など)をお金に換算すれば 

いくら位の損失になるかは

出ていない。ぜひ計算してほ

しい。 

・ダム建設による自然破壊の被

害を換算すればいくら位の損

失になるのか 

質問 現在、自然環境の価値を経済性で評価する手法は確立されていません。

今後はその手法や評価方法について専門家や流域委員会の意見を聞い

て取り組んでいきたいと考えています。 

  

264 第1稿 

(ダム) 

ダム ダム建設の本当の目的は何

ですか？ 

今、現在でもダムが市民性活

に必要ですか。 

日本国が大赤字で国民に多

大の苦しみを強いているこ

・ダム建設の本当の目的は？ 

・市民生活にダムは必要ですか 

質問 これまでの余野川ダムは、１）猪名川下流部の浸水被害軽減、２）阪神

水道企業団および箕面市に対して水道用水の供給、３）既得利水者の安

定取水と河川の環境を維持する上で必要な流量を安定的に確保 を目

的としてきました。 

 これからは、１）狭窄部等の開削は当面実施しないことによる狭窄部

上流部の当面の浸水被害軽減、２）近年頻発している渇水に対する安全

他に経済的にも実行可能で有効な方法がない場合において、ダム

建設に伴う社会環境、自然環境への影響について、その軽減策も

含め、他の河川事業にもまして、より慎重に検討した上で、妥当

と判断される場合に実施する。 

余野川ダム計画について以下の調査・検討を行う。 

1）代替案に関して、さらに詳細な検討を行う。 

ダム 

4.7.1 ダム計画の方

針  

(2)  

5.7.2  各ダムの調

査検討内容 (5)  
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の時期になぜ税金をタレ流

のげんいんを続けるのです

か。 

度の確保、３）既存ダム群の再編成 に留意し、計画の見直しを行いま

す。  

狭窄部上流の浸水被害の軽減について見直した結果、余野川ダムは一庫

ダムの利水容量の振り替えのための貯留施設として有効であり、また、

下流部の浸水被害の軽減にも効果があることがわかりました。利水につ

いては現在、利水者に水需要の精査・確認を行っており、その結果を反

映させます。 

 今後は、環境の諸調査を含め、さらに詳細な検討を実施していきます。

なお、これらの調査・検討を出来る限り早期に完了し、その結果が出た

時点で改めて流域委員会や関係地方自治体、流域住民の皆様に説明しま

す。 

2）余野川ダムの貯水池規模の見直し並びに余野川ダム及び一庫

ダムの貯水池運用の変更に伴う貯水池周辺やダム下流に与える

影響をはじめ、環境等の諸調査を行う。 

3）土砂移動の連続性を確保する方策の検討を行う。 

4）利水について、水需要の精査確認を行う。 

265 第1稿 

(ダム) 

ダム ダム建設の真の目的は? 

今さし迫って必要なのか? 

建設のメリットは? 

不足の水源はどれくらのな

のか? 

今は不足していないが、将来

を見すえてなのか? 

ダムを造りすぎて余りはし

ないのか? 

・ダム建設の目的は？必要なの

か？ 

・建設のメリットは？ 

 これまでの余野川ダムは、１）猪名川下流部の浸水被害軽減、２）阪神

水道企業団および箕面市に対して水道用水の供給、３）既得利水者の安

定取水と河川の環境を維持する上で必要な流量を安定的に確保 を目

的としてきました。 

これからは、１）狭窄部等の開削は当面実施しないことによる狭窄部上

流部の当面の浸水被害軽減、２）近年頻発している渇水に対する安全度

の確保、３）既存ダム群の再編成 に留意し、計画の見直しを行います。

狭窄部上流の浸水被害の軽減について見直した結果、余野川ダムは一庫

ダムの利水容量の振り替えのための貯留施設として有効であり、また、

下流部の浸水被害の軽減にも効果があることがわかりました。 

狭窄部上流の浸水被害の軽減について見直した結果、余野川ダムは一庫

ダムの利水容量の振り替えのための貯留施設として有効であり、また、

下流部の浸水被害の軽減にも効果があることがわかりました。利水につ

いては現在、利水者に水需要の精査・確認を行っており、その結果を反

映させます。 

今後は、環境の諸調査を含め、さらに詳細な検討を実施していきます。

なお、これらの調査・検討を出来る限り早期に完了し、その結果が出た

時点で改めて流域委員会や関係地方自治体、流域住民の皆様に説明しま

す。 

他に経済的にも実行可能で有効な方法がない場合において、ダム

建設に伴う社会環境、自然環境への影響について、その軽減策も

含め、他の河川事業にもまして、より慎重に検討した上で、妥当

と判断される場合に実施する。 

余野川ダム計画について以下の調査・検討を行う。 

1）代替案に関して、さらに詳細な検討を行う。 

2）余野川ダムの貯水池規模の見直し並びに余野川ダム及び一庫

ダムの貯水池運用の変更に伴う貯水池周辺やダム下流に与える

影響をはじめ、環境等の諸調査を行う。 

3）土砂移動の連続性を確保する方策の検討を行う。 

4）利水について、水需要の精査確認を行う。 

ダム 

4.7.1 ダム計画の方

針  

(2)  

5.7.2  各ダムの調

査検討内容 (5)  

266 第1稿 

(ダム) 

ダム 4.余野川ダム建設と水と緑

の健康都市の開発関連は? 

2006 年をピークに人口は減

少するという統計が出てい

るのに、これ以上の開発は税

金のムダ使いではないので

しょうか? 

・ダム建設は税金の無駄使いで

は。 

意見 余野川ダム建設事業は国土交通省が事業主体であり、一方、水と緑の健

康都市事業は大阪府が事業主体となって整備を進めています。双方は別

事業ですが、事業地が近接しているために事業工程や運土計画並びに環

境調査などについて両者で協議・調整を行っています。 

これまでの余野川ダムは、１）猪名川下流部の浸水被害軽減、２）阪神

水道企業団および箕面市に対して水道用水の供給、３）既得利水者の安

定取水と河川の環境を維持する上で必要な流量を安定的に確保 を目

的としてきました。 

 これからは、１）狭窄部等の開削は当面実施しないことによる狭窄部

上流部の当面の浸水被害軽減、２）近年頻発している渇水に対する安全

度の確保、３）既存ダム群の再編成 に留意し、計画の見直しを行いま

す。 

狭窄部上流の浸水被害の軽減について見直した結果、余野川ダムは一庫

他に経済的にも実行可能で有効な方法がない場合において、ダム

建設に伴う社会環境、自然環境への影響について、その軽減策も

含め、他の河川事業にもまして、より慎重に検討した上で、妥当

と判断される場合に実施する。 

余野川ダム計画について以下の調査・検討を行う。 

1）代替案に関して、さらに詳細な検討を行う。 

2）余野川ダムの貯水池規模の見直し並びに余野川ダム及び一庫

ダムの貯水池運用の変更に伴う貯水池周辺やダム下流に与える

影響をはじめ、環境等の諸調査を行う。 

3）土砂移動の連続性を確保する方策の検討を行う。 

4）利水について、水需要の精査確認を行う。 

ダム 

4.7.1 ダム計画の方

針  

(2)  

5.7.2  各ダムの調

査検討内容 (5)  
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ダムの利水容量の振り替えのための貯留施設として有効であり、また、

下流部の浸水被害の軽減にも効果があることがわかりました。利水につ

いては現在、利水者に水需要の精査・確認を行っており、その結果を反

映させます。 

今後は、環境の諸調査を含め、さらに詳細な検討を実施していきます。

なお、これらの調査・検討を出来る限り早期に完了し、その結果が出た

時点で改めて流域委員会や関係地方自治体、流域住民の皆様に説明しま

す。 

267 第1稿 ダム 余野川ダムの建設を取り止

める 「河川や湖沼の環境保

全と回復を重視した河川整

備」へ転換 

・余野川ダムの建設を中止し、

環境保全と回復を重視した河

川整備へ転換する。 

意見 余野川ダム計画の見直した結果については､平成１５年５月１６日の第

２１回委員会に狭窄部上流の多田地区の浸水被害を軽減するために、一

庫ダムの利水容量を振替えるための貯留施設として余野川ダムが有効

であることと､猪名川下流部の浸水被害を軽減する効果があることを説

明しました。ただし、利水については水需要の精査・確認がまだ終わっ

ていないことや､環境等の諸調査について今後調査・検討が必要なこと

から､これらの調査を出来る限り早期に完了し､改めて流域委員会等に

説明していきます。 

ダム計画の方針に基づき、これまで事業中の大戸川ダム、天ヶ瀬

ダム再開発、川上ダム、丹生ダム、余野川ダムについては調査検

討を行う。調査・検討の間は地元の地域生活に必要な道路や、防

災上途中で止めることが不適当な工事以外は着手しない。 

ダム 

4.7.3  

事業中の各ダムの方

針 

268 第1稿 

(ダム) 

ダム ダム建設には反対する。 

理由 

ダムに溜る不純分により下

流汚染が出る。 

ダム建設により自然破戒に

なり動植物の存続が出来な

くなる。  

水量の調整の必要性が無い。 

ダムにより地盤変更による

災害が発生する。 

 

・下流の汚染、自然破壊、地盤

変化による災害等が起こるの

で、ダム建設を反対する 

 

意見 余野川ダム計画を見直した結果については、５／１６の流域委員会や７

／５の説明会で説明したとおりです。 

余野川ダムは、狭窄部上流の浸水被害軽減において、一庫ダムの利水容

量の振り替えのための貯留施設として有効であり、また、猪名川下流部

の浸水被害軽減にも効果があります。 

余野川ダム計画の見直しで説明しましたが、今後、調査・検討を行い、

それを踏まえて貯水池規模や貯水池運用の見直しについて検討を行い

ます。その上で、ダムによる環境への影響と軽減方法について検討を行

います。 

貯水池となる範囲について、地すべり調査を行っており、湛水による地

すべりが危惧される場合は必要な対策を行います。ダム堤体の場所につ

いては基礎地盤の調査を十分に行います。ダム本体については継続して

定期的に観測を行い、災害の発生が危惧される場合は対策を講じます。

余野川ダム計画について以下の調査・検討を行う。 

1）代替案に関して、さらに詳細な検討を行う。 

2）余野川ダムの貯水池規模の見直し並びに余野川ダム及び一庫

ダムの貯水池運用の変更に伴う貯水池周辺やダム下流に与える

影響をはじめ、環境等の諸調査を行う。 

3）土砂移動の連続性を確保する方策の検討を行う。 

4）利水について、水需要の精査確認を行う。 

 

ダム 

5.7.2  各ダムの調

査検討内容 (5)  

269 第1稿 

(ダム) 

ダム ダム建設には反対です。ダム

の建設は、建設による森林破

壊から森に住む生き物の生

態系を崩し、また森林の保水

作用をなくし、それが水質汚

染にも繋がります 

・森林破壊や水質汚染に繋がる

ので、ダム建設は反対です。 

意見 余野川ダム計画を見直した結果については、５／１６の流域委員会や７

／５の説明会で説明したとおりです。 

余野川ダムは、狭窄部上流の浸水被害軽減において、一庫ダムの利水容

量の振り替えのための貯留施設として有効であり、また、猪名川下流部

の浸水被害軽減にも効果があります。 

余野川ダム計画の見直しで説明しましたが、今後、調査・検討を行い、

それを踏まえて貯水池規模や貯水池運用の見直しについて検討を行い

ます。その上で、ダムによる環境への影響と軽減方法について検討を行

います。 

水質保全対策の検討においては、貯水池の汚濁メカニズムの検討や具体

的な水質保全対策の検討を行い、対策方法について効果、事業費、維持・

管理の容易性などを踏まえ実施可能で有効な方法を選定します。 

他に経済的にも実行可能で有効な方法がない場合において、ダム

建設に伴う社会環境、自然環境への影響について、その軽減策も

含め、他の河川事業にもまして、より慎重に検討した上で、妥当

と判断される場合に実施する。 

余野川ダム計画について以下の調査・検討を行う。 

1）代替案に関して、さらに詳細な検討を行う。 

2）余野川ダムの貯水池規模の見直し並びに余野川ダム及び一庫

ダムの貯水池運用の変更に伴う貯水池周辺やダム下流に与える

影響をはじめ、環境等の諸調査を行う。 

3）土砂移動の連続性を確保する方策の検討を行う。 

4）利水について、水需要の精査確認を行う。 

ダム 

4.7.1 ダム計画の方

針  

(2)  

5.7.2  各ダムの調

査検討内容 (5)  
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270 第1稿 

(ダム) 

ダム 余野川ダムについては、すで

に流域の水需要の問題、自然

環境破壊の問題、財政上の問

題などから建設を中止すべ

き、という勧告がなされてい

ると思います。環境保全の観

点から申しますと、自然環境

はきわめて広い領域と関連

して存在するもので、ある地

域の環境が大きく変化する

と近隣地域にも影響を及ぼ

します。それはその周囲に生

活する多くの人間にとって

も健康被害を惹起する可能

性を含んでおり、当地のダム

建設は中止すべきと考えま

す。 

・水需要の問題、自然環境破壊

の問題、財政上の問題等から、

ダム建設は中止すべきと考え

ます。 

意見 余野川ダム計画を見直した結果については、５／１６の流域委員会や７

／５の説明会で説明したとおりです。 

余野川ダムは、狭窄部上流の浸水被害軽減において、一庫ダムの利水容

量の振り替えのための貯留施設として有効であり、また、猪名川下流部

の浸水被害軽減にも効果があります。余野川ダム計画の見直しで説明し

ましたが、今後、調査・検討を行い、それを踏まえて貯水池規模や貯水

池運用の見直しについて検討を行います。その上で、ダムによる環境へ

の影響と軽減方法について検討を行います。 

水質保全対策の検討においては、貯水池の汚濁メカニズムの検討や具体

的な水質保全対策の検討を行い、対策方法について効果、事業費、維持・

管理の容易性などを踏まえ実施可能で有効な方法を選定します。 

他に経済的にも実行可能で有効な方法がない場合において、ダム

建設に伴う社会環境、自然環境への影響について、その軽減策も

含め、他の河川事業にもまして、より慎重に検討した上で、妥当

と判断される場合に実施する。 

余野川ダム計画について以下の調査・検討を行う。 

1）代替案に関して、さらに詳細な検討を行う。 

2）余野川ダムの貯水池規模の見直し並びに余野川ダム及び一庫

ダムの貯水池運用の変更に伴う貯水池周辺やダム下流に与える

影響をはじめ、環境等の諸調査を行う。 

3）土砂移動の連続性を確保する方策の検討を行う。 

4）利水について、水需要の精査確認を行う。 

ダム 

4.7.1 ダム計画の方

針  

(2)  

5.7.2  各ダムの調

査検討内容 (5)  

271 第1稿 

(ダム) 

ダム 余野川ダム建設大反対しま

す 

理由は一庫ダムに川に流れ

た土砂を浚渫すれば、余野川

ダムの倍以上の水を溜る事

が出来、そうすれば無駄な国

民の税金を使わなくて済み

ます。 

・ダム建設大反対。浚渫すれば、

ダム以上の水を溜めることが

できるし税金を使わなくて済

む。 

 ダムは洪水調節のための容量や水道などの利水目的のための容量とは

別に、１００年間に貯水池に堆積する土砂量を推定し、計画堆砂容量を

設定しています。一庫ダムでは250万ｍ３の計画堆砂容量が設定されて

おり、この内、現在までに概ね70 万ｍ３程度の土砂が貯水池に堆積し

ています。 

計画堆砂容量の範囲の堆砂であれば、洪水調節や利水上には何ら支障を

生じるものではありませんが、一庫ダムの洪水調節機能を一層高めるた

めの方法のひとつに、堆積した土砂を浚渫するなどにより、計画堆砂容

量の一部を洪水調節容量に振り替えることが有効であることを、５月１

６日の流域委員会や７月５日の余野川ダム計画の見直し案の説明会に

おいて説明しました。 

なお、「猪名川総合開発事業の建設に関する基本計画（第２回変更）」で

は、余野川ダムの洪水調節容量は1,120万m3であり、一庫ダムの計画

堆砂容量（250万m3）と比べると格段に大きな容量を有しています。今

後は、上記の方法をはじめ、狭窄部上流多田地区の浸水被害軽減のため

に考えられる他の方法も含めて、さらに精度を高めた検討を行っていき

ます。 

他に経済的にも実行可能で有効な方法がない場合において、ダム

建設に伴う社会環境、自然環境への影響について、その軽減策も

含め、他の河川事業にもまして、より慎重に検討した上で、妥当

と判断される場合に実施する。 

余野川ダム計画について以下の調査・検討を行う。 

1）代替案に関して、さらに詳細な検討を行う。 

2）余野川ダムの貯水池規模の見直し並びに余野川ダム及び一庫

ダムの貯水池運用の変更に伴う貯水池周辺やダム下流に与える

影響をはじめ、環境等の諸調査を行う。 

3）土砂移動の連続性を確保する方策の検討を行う。 

4）利水について、水需要の精査確認を行う。 

ダム 

4.7.1 ダム計画の方

針  

(2)  

5.7.2  各ダムの調

査検討内容 (5)  

272 第1稿 ダム (2)また 資料 3 の提言にお

ける「4-6 ダムのあり方」で

「住民の社会的合意が得ら

れた場合にかぎり建設する」

という文言があるのに余野

川ダム計画見直しの説明で

はそれについて一切言及さ

れていなかった。これについ

て見解を述べられたい。 

・提言に「住民の社会的合意が

得られた場合にかぎり建設す

る」とあるのに、余野川ダム計

画見直しの説明では一切言及

はなかったがなぜが。 

・住民とのコンセンサスへの情

熱が感じられない。 

意見 余野川ダム計画の見直した結果については､平成１５年５月１６日の第

２１回委員会に狭窄部上流の多田地区の浸水被害を軽減するために、一

庫ダムの利水容量を振替えるための貯留施設として余野川ダムが有効

であることと､猪名川下流部の浸水被害を軽減する効果があることを説

明しました。ただし、利水については水需要の精査・確認がまだ終わっ

ていないことや､環境等の諸調査について今後調査・検討が必要なこと

から､これらの調査を出来る限り早期に完了し､改めて流域委員会等に

説明していきます。 

ご意見の反映にあたっては、淀川水系流域委員会第２１回委員会（平成

他に経済的にも実行可能で有効な方法がない場合において、ダム

建設に伴う社会環境、自然環境への影響について、その軽減策も

含め、他の河川事業にもまして、より慎重に検討した上で、妥当

と判断される場合に実施する。 

ダム 

4.7.1 ダム計画の方

針  

(2)  
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(3)説明が原稿を読むだけで

ある部分が多く、住民とのコ

ンセンサスへの熱意が感じ

にくかった。 

１５年５月１６日）から提言のあった「河川管理者に対する河川整備計

画策定時における一般意見の聴取反映方法について」に記載されている

ように、今後は「対話集会もしくは対話討論会（ワークショップ等）開

催」を実施して参りたいと考えています。 

273 第1稿 

(ダム) 

ダム ・ダム災害は大丈夫か。 ・ダム災害は大丈夫か。 質問 ダム築造により、築造以前の状況より下流河川が被害増となるような操

作や管理は原則いたしません。 

できるだけ自然流況に近い流量をダムの下流に流し、水位変動や

撹乱を増大させることや、瀬田川洗堰及び天ヶ瀬ダムの下流にお

いて、急速な水位低下を生じさせないことを目的として、治水や

利水への影響を考慮した上でダム・堰の試験操作や検討を行う。

 

ダム 

4.7.2 既設ダム（1）

274 第1稿 ダム 又はダム週辺の道路を作る

事。 

下止々呂美集会場の建設す

る事。 

・ダム周辺道路の建設希望 

・集会場の建設希望 

その他 いただいたご意見は、箕面市止々呂美地区の地域整備に関する要望とし

て、猪名川総合開発工事事務所に対して既に要望されている項目です。

要望事項の取り扱いについては、大阪府、箕面市並びに国土交通省の三

者で協議会を設置し、継続して協議を続けているところです。三者の調

整等が整った項目から止々呂美地域の皆様に返答することを考えてい

ます。 

他に経済的にも実行可能で有効な方法がない場合において、ダム

建設に伴う社会環境、自然環境への影響について、その軽減策も

含め、他の河川事業にもまして、より慎重に検討した上で、妥当

と判断される場合に実施する。 

ダム 

4.7.1 ダム計画の方

針  

(2)  

275 第1稿 

(ダム) 

ダム 一庫ダムの底に堆積した土

砂は、微生物の活動などによ

って腐敗しているものと考

えらます。この土砂を浚渫し

た場合に処理方法と対策に

ついてご答弁いただきたい

と思います。 

・ダム底の土砂を浚渫した場合

の処理方法と対策を聞きたい。 

質問 浚渫した土砂の具体的な処理方法については今後詳細に検討を行う予

定です。実施にあたっては、他ダムの事例や文献などもを参考にします。

浚渫した土砂について検討すべき主な事項として以下に挙げる内容な

どがあります。・ダムの下流河道の河床低下への懸念や土砂移動の上下

流の連続性を確保する観点から、極力、河道に土砂を戻すべきであるが、

腐敗している土砂などについて河川の生態系などに及ぼす影響が大き

いと判断される場合は、産廃処理場へ運搬し処分する。・不純物の除去

や選別を行い、骨材などへの再利用を図る。 

土砂移動の障害となっている既設ダムを対象に、下流河川環境へ

の影響を調査した上で下流への土砂供給を実施するなど、その障

害を軽減するための方策を検討する。 

ダム 

5.7.1  既 設 ダ ム

(6)  

276 第1稿 

(ダム) 

ダム なぜ多田地区に水害がおき

たのですか？ 

なぜ多田地区に水害がおきた

のですか？ 

質問 河川整備計画説明資料（第２稿）に示すように、多田地区の下流部には

銀橋等の狭窄部があるため、度々浸水被害が発生しています。 

  

277 第2稿 ダム 余野川ダムについてムダな

余野川ダム事業の中止を 

ムダな余野川ダム事業の中止

を 

意見 これまでの余野川ダムは、１）猪名川下流部の浸水被害軽減、２）阪神

水道企業団および箕面市に対して水道用水の供給、３）既得利水者の安

定取水と河川の環境を維持する上で必要な流量を安定的に確保 を目

的としてきました。 

 これからは、１）狭窄部等の開削は当面実施しないことによる狭窄部

上流部 

の当面の浸水被害軽減、２）近年頻発している渇水に対する安全度の確

保、 

３）既存ダム群の再編成 に留意し、計画の見直しを行います。  

利水については現在、利水者に水需要の精査・確認を行っており、その

結果を反映させます。 

今後は、環境の諸調査を含め、さらに詳細な検討を実施していきます。

なお、これらの調査・検討を出来る限り早期に完了し、その結果が出た

時点で改めて流域委員会や自治体、住民の皆様に説明します。 

ダム計画の方針に基づき、これまで事業中の大戸川ダム、天ヶ瀬

ダム再開発、川上ダム、丹生ダム、余野川ダムについては調査検

討を行う。調査・検討の間は地元の地域生活に必要な道路や、防

災上途中で止めることが不適当な工事以外は着手しない。 

ダム 

4.7.3 事業中の各ダ

ムの方針 

 

278 第2稿 ダム 鼓ヶ滝がはき出し口となり、

水が増水時は、ノセ口に出て

いった人が多田や東谷に戻

・一庫ダムができても水害によ

る被害は変わらなかった。 

意見 洪水時における鼓ヶ滝・銀橋付近の河川内の状況や多田地区等の家屋・

道路等の浸水状況について、地元住民や自治体等からお聞きしていま

す。 

余野川ダムは下流部の浸水被害を軽減する効果がある。 ダム 

5.7.2 各ダムの調査

検討内容 
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れないというヒさんなあり

さまです。これは一庫ダムが

できても同んじ状態でした。 

一庫ダムは、戦後の昭和２８年・３５年・４２年の大水害を契機として

昭和５９年３月に完成しました。昭和４７年の洪水は、ダム完成前のた

めダムで洪水を調節することができませんでした。ダム完成後は、平成

１４年までの２０年間に７回洪水があり、その都度洪水調節を行ってき

ました。 

（5）余野川ダム 

 

279 第1稿 

(ダム) 

ダム 4.一庫ダムの渇水は一庫ダ

ムの「新しい洪水調節」によ

って放流量をイト的に多く

していたからではないか。 

・一庫ダムの渇水は新しい洪水

調整によるものではないか 

意見 平常時のダムからの放流に関しましては、ダム下流部にある河川流量確

保基準点における期別の規定流量を確保するよう調節を行っておりま

す。「新しい洪水調節」に関しましては、洪水時のダムからの放流量の

規則を決めたもので、平常時の放流調節とは直接は関係ありません。

取水実態を的確に把握し、ダムによる効率的な補給が可能となる

よう検討するとともに、既設ダム等の連携操作による渇水対策を

図る。 

ダム 

5.7.1  既 設 ダ ム

(13)  

280 第2稿 ダム ⑤利水のふりかえをしなけ

ればいけないのは一庫ダム

（多田地区対応）当初の治

水、計画が見込みちがいだっ

たのか 

・一庫ダムの当初の治水計画が

見込み違いだったのでは 

質問 従来の猪名川の治水計画は、一庫ダム及び余野川ダムにより猪名川の洪

水を調節し、堤防の拡築、掘削護岸等の施工を行うことにより所定の安

全度を確保することを目標としてきました。 

今回、策定する整備計画では「狭窄部の開削は、下流への流量増により

破堤の危険度を増大させるため、下流の破堤の危険度を増大させないと

いう観点から、下流の河川整備の進捗状況等を踏まえて実施の判断を行

う」ものとし、狭窄部の開削が当面できないなかで、これまでに度々浸

水被害を受けている多田地区の被害軽減対策について検討しました。

既設一庫ダムの利水容量の振り替えのための貯留施設として余

野川ダムが有効である。 

ダム 

5.7.2 各ダムの調査

検討内容 

（5）余野川ダム 

 

281 第1稿 ダム 一庫ダムは慢性的な渇水状

態であり、一庫ダムの治水容

量を利水容量は振分け、一庫

ダムの治水容量を他ダム又

は他の治水工法で肩替りす

べきである。 

・一庫ダムの治水容量を他ダム

又は他の治水工法で肩替りす

べきである。 

意見 多田地区の浸水被害軽減対策について、平成１５年５月１６日の流域委

員会にて説明しましたように、現存の施設（調整池・森林・田畑）を活

用する方法、既設ダム（一庫ダム）を有効利用する方法、新たな施設で

対応する方法等について資料を公開しています。 

取水実態を的確に把握し、ダムによる効率的な補給が可能となる

よう検討するとともに、既設ダム等の連携操作による渇水対策を

図る。 

ダム 

5.7.1 既設ダム 

(13)  

282 第1稿 

(ダム) 

ダム 2.一庫ダムの操作規則は平

成12 年に改正され、それま

で100年に1回の洪水にも耐

えられるのを 20～30 年に 1

回程度に耐えられるという

レベルに落している。これは

何故なのか。 

・一庫ダムの操作規則は、なぜ

レベルを落として改正したの

か 

質問 一庫ダムの操作規則では、100年に１回程度の確率で発生する規模の降

雨によってダムに流入する流量毎秒1,320ｍ３のうち、毎秒670ｍ３を

ダム貯水池に貯留し、毎秒650ｍ３放流する計画となっていました。し

かしながら、中小規模の洪水（概ね20～30年に１回）が発生した場合、

ダムの洪水調節容量に空きがあるにも拘わらずダムから多くの流量を

放流することから、下流多田地区等の浸水被害に洪水調節効果がありま

せんでした。これに対し現行操作では、地元の要望を踏まえ、中小規模

の洪水に対応するよう毎秒 150ｍ３を下流に放流する計画としていま

す。 

既設ダムの再編・運用変更により治水・利水機能向上について検

討する。 

ダム 

5.7.1  既 設 ダ ム

(12)  

283 第1稿 ダム 一庫ダムの貯水量不足が気

になる。亀岡市、能勢地方で

の水の利用が多かったのか、

昨年夏－秋の降雨量が地域

的に少なすぎたのか、原因を

突き止めてほしい 

・一庫ダムの貯水量不足が気に

なる。原因を突き止めてほし

い。 

質問 昨年から今年の２月まで続いた一庫ダム貯水量が不足した最大の原因

は、降雨量が例年と比較して少なかったためと思われますが、その他の

要因についても調査をおこないます。 

既設ダム等の効率的運用による渇水対策を検討及び実施する。

2）取水実態をより的確に把握し、効率的な補給を検討する。 

ダム 

5.7.1 既設ダム 

(13)  2) 

284 第1稿 ダム 一庫ダムの裸地対策 季節

的にいつの水景で考えてい

るのか? 

・一庫ダムの裸地対策いつ頃の

水景で考えているのか? 

質問 全国各地のダムで裸地の緑化対策が実施されています。一庫ダムでは、

永続的な緑化対策、地域に適合した品種、貯水池水質への影響等につい

て検討及び試験施工を実施します。 

ダム湖の法面における水位変動域の裸地対策について検討する

と共に、その結果を踏まえて試験施工を実施する。 

ダム 

5.7.1 既設ダム 

(7)  
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説明資
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285 第1稿 ダム 一庫ダムの水道利用を他ダ

ムにとなると余野川ダムに

となるのではないか。 

・一庫ダムの水道利用を他ダム

にとなると余野川ダムとなる

のではないか。 

質問 余野川ダム計画の見直した結果については､平成１５年５月１６日の第

２１回委員会に狭窄部上流の多田地区の浸水被害を軽減するために、一

庫ダムの利水容量を振替えるための貯留施設として余野川ダムが有効

であることと､猪名川下流部の浸水被害を軽減する効果があることを説

明しました。ただし、利水については水需要の精査・確認がまだ終わっ

ていないことや､環境等の諸調査について今後調査・検討が必要なこと

から､これらの調査を出来る限り早期に完了し､改めて流域委員会等に

説明していきます。 

1）狭窄部上流多田地区の浸水被害を早期に軽減するため、既存

調節池の活用、既設一庫ダムの放流操作変更、堆砂容量の活用や

利水容量の振り替え及び新たな遊水地の設置が有効である。2）

既設一庫ダムの利水容量の振り替えのための貯留施設として余

野川ダムが有効である。 

ダム 

5.7.2 各ダムの調査

検討内容  

(5)余野川ダム  

286 第1稿 ダム 一庫ダムは治水上、利水上現

状で不要とは言えません。 

・一庫ダムは治水上・利水上必

要です。 

意見 ご指摘のように、猪名川では少しの雨で洪水となり、特に近年では小雨

傾向により渇水となることが多くなっています。これらの現象に対し

て、一庫ダムは治水面・利水面でその効果を発揮しています。 

流況の平滑化等に伴う河川環境に対する影響を改善するために、

治水や利水への影響を考慮した上で水位変動や攪乱の増大を図

る試験操作を実施し、適切な運用に向けて検討する。 

5.7.1 既設ダム 

(1)  

287 第1稿 

(ダム) 

ダム ②氾濫シミュレーション昭

28 年実績の 1.5 倍とあるが

オゾン層の破壊・温暖化を思

うと 1.5 倍でも足らないの

ではと心配しております 

・オゾン層の破壊や温暖化を考

えると氾濫シュミレーション

は1.5倍でも足らないと思う 

意見 今後ともご意見を参考にさせていただき、今後の河川整備計画を策定す

る予定ですので、よろしくお願いします。 

  

288 第1稿 

(ダム) 

ダム 余野川ダム流域委の答申に

不満なのが結局どのくらい

の見直しをするのですか 

どういう点ですか。流域委員

会はなるほどと諒承したの

ですか。 

・どのような点をどれ位見直し

するのですか？ 

質問 これまでの余野川ダムは、１）猪名川下流部の浸水被害軽減、２）阪神

水道企業団および箕面市に対して水道用水の供給、３）既得利水者の安

定取水と河川の環境を維持する上で必要な流量を安定的に確保 を目

的としてきました。 これからは、委員会の提言を踏まえて、１）狭窄

部等の開削は当面実施しないことによる狭窄部上流部の当面の浸水被

害軽減、２）近年頻発している渇水に対する安全度の確保、３）既存ダ

ム群の再編成 に留意し、計画の見直しを行います。狭窄部上流多田地

区の浸水被害を早期に軽減するために、既設一庫ダムの利水容量の振り

替えのための貯留施設として余野川ダムが有効であり、また、余野川ダ

ムは猪名川下流部の浸水被害を軽減する効果があります。利水について

は現在、利水者に水需要の精査・確認を行っており、その結果を反映さ

せます。 今後は、環境の諸調査を含め、さらに詳細な検討を実施して

いきます。なお、これらの調査・検討を出来る限り早期に完了し、その

結果が出た時点で改めて流域委員会や関係地方自治体、流域住民の皆様

に説明します。狭窄部上流の浸水被害軽減の目標は既往最大規模の洪水

としますが、下流部については破堤による壊滅的な被害の回避を目標と

していることから、既往最大規模以上の洪水も対象とします。今回はあ

くまで昭和２８年９月洪水について倍率を変えて説明しましたが、今後

は他の洪水波形、降雨倍率についても必要に応じて提示したいと考えて

います。 

余野川ダム計画について以下の調査・検討を行う。 

1）代替案に関して、さらに詳細な検討を行う。 

2）余野川ダムの貯水池規模の見直し並びに余野川ダム及び一庫

ダムの貯水池運用の変更に伴う貯水池周辺やダム下流に与える

影響をはじめ、環境等の諸調査を行う。 

3）土砂移動の連続性を確保する方策の検討を行う。 

4）利水について、水需要の精査確認を行う。 

ダム 

5.7.2  各ダムの調

査検討内容 (5)  

289 第2稿 ダム 「渇水に対する安全度の確

保」も余野川ダムの目的にあ

るのではないか？？ 

・渇水に対する安全度の確保も

余野川ダムの目的にあるので

はないか？？ 

意見 (ダム) 

近年の少雨化傾向により、渇水が頻発しており一庫ダムにおいても渇水

調整を実施せざるを得ない状況となっています。 

猪名川の渇水に対する安全性をどのように確保するか、今後、十分な調

査および検討を行いたいと考えています。 

既設一庫ダムの利水容量の振り替えのための貯留施設として余

野川ダムが有効である。 

ダム 

5.7.2 各ダムの調査

検討内容 

（5）余野川ダム 

 



これまでにいただいた意見・質問集 (猪名川河川事務所・猪名川総合開発工事事務所) 

(70/82) 

№ 
説明資

料種類 
分類 住民から寄せられた意見 意見要約 種類 回答 基礎原案 備考 

290 第1稿 ダム 余野川ダムの建設、本当に必

要なのでしょうか。防災のた

めなら他の方法を検討して

下さい。ダムも環境をハカイ

します。 

・余野川ダムの建設は必要です

か。ダムは環境を破壊します。 

意見 余野川ダム計画の見直した結果については､平成１５年５月１６日の第

２１回委員会に狭窄部上流の多田地区の浸水被害を軽減するために、一

庫ダムの利水容量を振替えるための貯留施設として余野川ダムが有効

であることと､猪名川下流部の浸水被害を軽減する効果があることを説

明しました。ただし、利水については水需要の精査・確認がまだ終わっ

ていないことや､環境等の諸調査について今後調査・検討が必要なこと

から､これらの調査を出来る限り早期に完了し､改めて流域委員会等に

説明していきます。 

他に経済的にも実行可能で有効な方法がない場合において、ダム

建設に伴う社会環境、自然環境への影響について、その軽減策も

含め、他の河川事業にもまして、より慎重に検討した上で、妥当

と判断される場合に実施する。 

ダム 

4.7.1 ダム計画の方

針  

(2)  

291 第1稿 

(ダム) 

ダム 環境保全も必要だが住人の

安全な暮しを第 1 に考える

べきである。早期対策として

余野川ダムを是非完成させ

るべきである。自然保護のみ

を優先するとそこに住む住

人の生態系が破壊される(住

む人が居なくなる)ことも考

慮すべきである 

・環境保全も必要だが住人の安

全な暮しを第 1 に考えるべき

である。 

意見 余野川ダム計画を見直した結果については、５／１６の流域委員会や７

／５の説明会で説明したとおりです。狭窄部上流多田地区の浸水被害を

早期に軽減するために、既設一庫ダムの利水容量の振り替えのための貯

留施設として余野川ダムが有効であり、また、余野川ダムは猪名川下流

部の浸水被害を軽減する効果があります。余野川ダム計画の見直しで説

明しましたが、今後、水需要について精査・確認を行い、それを踏まえ

て貯水池規模や貯水池運用の見直しについて検討を行います。その上

で、ダムによる環境への影響と軽減方法について検討を行います。水質

保全対策の検討においては、貯水池の汚濁メカニズムの検討や具体的な

水質保全対策の検討を行い、対策方法について効果、事業費、維持・管

理の容易性などを踏まえ実施可能で有効な方法を選定します。 

他に経済的にも実行可能で有効な方法がない場合において、ダム

建設に伴う社会環境、自然環境への影響について、その軽減策も

含め、他の河川事業にもまして、より慎重に検討した上で、妥当

と判断される場合に実施する。 

余野川ダム計画について以下の調査・検討を行う。 

1）代替案に関して、さらに詳細な検討を行う。 

2）余野川ダムの貯水池規模の見直し並びに余野川ダム及び一庫

ダムの貯水池運用の変更に伴う貯水池周辺やダム下流に与える

影響をはじめ、環境等の諸調査を行う。 

3）土砂移動の連続性を確保する方策の検討を行う。 

4）利水について、水需要の精査確認を行う。 

ダム 

4.7.1 ダム計画の方

針  

(2)  

5.7.2  各ダムの調

査検討内容 (5)  

292 第1稿 ダム 一庫ダムの魚類の遡上降下

というのはバイパストンネ

ルと関連があるのか? 

・一庫ダムの魚類の遡上降下と

いうのはバイパストンネルと

関連があるのか? 

質問 土砂の上下流の連続性を確保するために、上流から入ってくる土砂を下

流へ流すためのバイパストンネル案はあります。 

魚類の遡上降下するための施設等の検討は、土砂の上下流の連続性を確

保する施設（バイパストンネル）とは別にいろいろな面で検討していく

ことになります。 

魚類等の遡上や降下に障害となっている既設ダムを対象に、その

障害を軽減させるための方策を検討する。 

ダム 

5.7.1 既設ダム 

(5)  

293 第1稿 

(ダム) 

ダム 一庫ダムをつくるために、兵

庫県は過大な水需要をみこ

みましたが、その計画にはほ

ど遠い状況で推移していま

す。ダム下流の川は、生態系

も大きく変化しました。余野

川ダム建設は中止し、市民や

専問家の知意も生かして、河

川の整備のあり方を検討す

べきだと考えます。 

・余野川ダム建設は中止、河川

整備のあり方を検討すべきで

す。 

意見 河川整備計画説明資料第２稿に示すように今後、水需要について精査・

確認を行い、それを踏まえて貯水池規模や貯水池運用の見直しについて

検討を行います。その上で、ダムによる環境への影響と軽減方法につい

て検討を行います。水質保全対策の検討においては、貯水池の汚濁メカ

ニズムの検討や具体的な水質保全対策の検討を行い、対策方法について

効果、事業費、維持・管理の容易性などを踏まえ実施可能で有効な方法

を選定します。 

他に経済的にも実行可能で有効な方法がない場合において、ダム

建設に伴う社会環境、自然環境への影響について、その軽減策も

含め、他の河川事業にもまして、より慎重に検討した上で、妥当

と判断される場合に実施する。 

余野川ダム計画について以下の調査・検討を行う。 

1）代替案に関して、さらに詳細な検討を行う。 

2）余野川ダムの貯水池規模の見直し並びに余野川ダム及び一庫

ダムの貯水池運用の変更に伴う貯水池周辺やダム下流に与える

影響をはじめ、環境等の諸調査を行う。 

3）土砂移動の連続性を確保する方策の検討を行う。 

4）利水について、水需要の精査確認を行う。 

ダム 

4.7.1 ダム計画の方

針  

(2)  

5.7.2  各ダムの調

査検討内容 (5)  

294 第1稿 

(ダム) 

ダム 余野川ダム計画の見直し案

の説明ということですので、

原案のどういうことをどの

様に見直しされたのかとい

うことが知りたいです。 

・原案と見直し案では、どこが

どのようにみなおされたので

すか 

質問 これまでの余野川ダムは、１）猪名川下流部の浸水被害軽減、２）阪神

水道企業団および箕面市に対して水道用水の供給、３）既得利水者の安

定取水と河川の環境を維持する上で必要な流量を安定的に取水、するこ

とを目的としてきました。 

これからは、１）狭窄部等の開削は当面実施しないことによる狭窄部上

流部の当面の浸水被害軽減、２）近年頻発している渇水に対する安全度

の確保、３）既存ダム群の再編成、に留意し計画の見直しを行います。
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(71/82) 

№ 
説明資

料種類 
分類 住民から寄せられた意見 意見要約 種類 回答 基礎原案 備考 

狭窄部上流の浸水被害の軽減について見直した結果、余野川ダムは一庫

ダムの利水容量の振り替えのための貯留施設として有効であり、また、

下流部の浸水被害の軽減にも効果があることがわかりました。利水につ

いては現在、利水者に水需要の精査・確認を行っており、その結果を反

映させます。 

今後は、環境の諸調査を含め、さらに詳細な検討を実施していきます。

295 第1稿 

(ダム) 

ダム 淀川水系流域委員会からの

原則中止の提言を何故「現段

階では建設が有効」と判断な

されたのかが今日の早い説

明では理解しにくい。自然環

境、環境保護といった観点か

ら、我々が暮らす生態系をこ

わしてはいけないのではな

いでしょうか? 

・ダム建設は原則中止の提言が

あるのになぜ、「現段階では建

設が有効」と判断するのか 

意見 余野川ダム計画を見直した結果については、７／５の説明会で説明した

とおり、１．既設一庫ダムの利水容量の振り替えのための貯留施設とし

て余野川ダムが有効である。２．余野川ダムは下流部の浸水被害を軽減

する効果がある と考えています。河川整備計画説明資料第２稿に示す

ように今後、水需要について精査・確認を行い、それを踏まえて貯水池

規模や貯水池運用の見直しについて検討を行います。その上で、ダムに

よる環境への影響と軽減方法について検討を行います。水質保全対策の

検討においては、貯水池の汚濁メカニズムの検討や具体的な水質保全対

策の検討を行い、対策方法について効果、事業費、維持・管理の容易性

などを踏まえ実施可能で有効な方法を選定します。 

他に経済的にも実行可能で有効な方法がない場合において、ダム

建設に伴う社会環境、自然環境への影響について、その軽減策も

含め、他の河川事業にもまして、より慎重に検討した上で、妥当

と判断される場合に実施する。 

余野川ダム計画について以下の調査・検討を行う。 

1）代替案に関して、さらに詳細な検討を行う。 

2）余野川ダムの貯水池規模の見直し並びに余野川ダム及び一庫

ダムの貯水池運用の変更に伴う貯水池周辺やダム下流に与える

影響をはじめ、環境等の諸調査を行う。 

3）土砂移動の連続性を確保する方策の検討を行う。 

4）利水について、水需要の精査確認を行う。 

ダム 

4.7.1 ダム計画の方

針  

(2)  

5.7.2  各ダムの調

査検討内容 (5)  

296 第2稿 ダム 余野川ダムは兵庫県にもま

たがって影響があるのでも

っと広く見当すべき。何より

貴重な自然環境破戒の犠性

の上に成り立つこの計画は

許せない。 

・ダムは広範囲に影響のあるこ

となので、広く検討すべきであ

る。 

意見 利水については現在、利水者に水需要の精査・確認を行っており、その

結果を反映させます。 

また、ダム事業は周辺自然環境等に与える影響が大きいこともあり、他

の事業にまして慎重に判断します。 

現在、ダムおよびダム以外の治水対策の方法について併せて検討を行っ

ています。検討にあたっては、周辺自然環境への影響、社会的な影響、

事業の効果などを考慮し、今後検討・見直しを行い、結果がでた時点で、

流域委員会や住民、自治体等の意見を伺った上で決定していきます。

余野川ダム計画について以下の調査・検討を行う。1）代替案に

関して、さらに詳細な検討を行う。2）余野川ダムの貯水池規模

の見直し並びに余野川ダム及び一庫ダムの貯水池運用の変更に

伴う貯水池周辺やダム下流に与える影響をはじめ、環境等の諸調

査を行う。3）土砂移動の連続性を確保する方策の検討を行う。4）

利水について、水需要の精査確認を行う。 

ダム 

5.7.2 各ダムの調査

検討内容 

（5）余野川ダム 

 

297 第1稿 

(ダム) 

ダム 余野川ダム型式の洪水調節

ダムは他府県に存在し、その

活用例はありますか? 

余野川ダム型式の洪水調節ダ

ムは他府県に存在し、その活用

例はありますか? 

質問 国土交通省の管理するダムで、余野川ダムと同様に間接流域をもつダム

には、宮ヶ瀬ダム（神奈川県）や竜門ダム（熊本県）などがあります。

  

298 第2稿 ダム 猪名川の洪水調整と一庫ダ

ム容量の代替としても必要

で有る。余野川の洪水調整や

災害防止についても必要。現

在多額の金を費いやしてい

るので完成させるべきであ

る。 

・洪水調整と一庫ダムの容量の

代替としても必要なので、完成

させるべきである 

意見 今後ともご意見を参考にさせていただき、今後の河川整備計画を策定す

る予定ですので、よろしくお願いします。 

ダム計画の方針に基づき、これまで事業中の大戸川ダム、天ヶ瀬

ダム再開発、川上ダム、丹生ダム、余野川ダムについては調査検

討を行う。調査・検討の間は地元の地域生活に必要な道路や、防

災上途中で止めることが不適当な工事以外は着手しない。 

ダム 

4.7.3 事業中の各ダ

ムの方針 

 

299 第1稿 

(ダム) 

ダム ダム建設もどうか目先のこ

とにとらわれないよう、長い

スケールで判断して下さい。 

・ダム建設も時間をかけてゆっ

くり考えて判断してください 

意見 今回策定する河川整備計画は、当面20～30 年間の河川に関する整備内

容を確定するものです。ダムにおいては、20～30 年を経過した以降も

効果を発揮する施設であることから、当面20～30 年間の効果と併せて

将来的な効果についても検討し、投資効果、周辺自然環境および社会環

境への影響、対策等からその必要性について検討・見直しを行います。

他に経済的にも実行可能で有効な方法がない場合において、ダム

建設に伴う社会環境、自然環境への影響について、その軽減策も

含め、他の河川事業にもまして、より慎重に検討した上で、妥当

と判断される場合に実施する。 

余野川ダム計画について以下の調査・検討を行う。 

1）代替案に関して、さらに詳細な検討を行う。 

2）余野川ダムの貯水池規模の見直し並びに余野川ダム及び一庫

ダム 

4.7.1 ダム計画の方

針  

(2)  

5.7.2  各ダムの調

査検討内容 (5)  
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№ 
説明資

料種類 
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ダムの貯水池運用の変更に伴う貯水池周辺やダム下流に与える

影響をはじめ、環境等の諸調査を行う。 

3）土砂移動の連続性を確保する方策の検討を行う。 

4）利水について、水需要の精査確認を行う。 

300 第1稿 

(ダム) 

ダム 余の川ダムが利水専用とな

る といる考え方について 

これまで治水利水ダムだっ

たものが、いとも簡単になぜ

利水専用という考え方に転

身できるのか。 

・治水利水ダムだったものが、

簡単に利水専用と変更できる

のか。 

質問 ７／５の説明会で説明した内容は、一庫ダムの利水容量の一部を余野川

ダムに振り替えた場合の余野川ダムの規模であり、余野川ダムを一庫ダ

ムの利水容量の一部振り替えだけの目的で建設すれば、「利水専用ダム」

になるということです。したがいまして、余野川ダムを利水専用ダムと

して今後計画していくという意味ではありません。 

また、５／１６の流域委員会や７／５の説明会で説明したとおり、狭窄

部上流多田地区の浸水被害を早期に軽減するために、既設一庫ダムの利

水容量の振り替えのための貯留施設として余野川ダムが有効であり、ま

た、余野川ダムは猪名川下流部の浸水被害を軽減する効果があります。

余野川ダム計画について以下の調査・検討を行う。 

1）代替案に関して、さらに詳細な検討を行う。 

2）余野川ダムの貯水池規模の見直し並びに余野川ダム及び一庫

ダムの貯水池運用の変更に伴う貯水池周辺やダム下流に与える

影響をはじめ、環境等の諸調査を行う。 

3）土砂移動の連続性を確保する方策の検討を行う。 

4）利水について、水需要の精査確認を行う。 

ダム 

5.7.2  各ダムの調

査検討内容 (5)  

301 第2稿 ダム ③余野川ダムについて・水需

要についての需要予測は、ど

のような計算手法を用いる

のか。 

・水需要についての需要予測

は、どのような計算手法を用い

るのか。 

質問 一庫ダムの利水容量の振り替えについては、今後、振り替え先、振り替

え方法、振り替え量等について精度を高めて検討し、検討結果がでた時

点で、流域委員会や住民、自治体に改めて説明し、意見を伺った上で決

定していきます。また、検討段階における必要な時点で利水者および自

治体と調整、協議を図りたいと考えています。将来の水需要の予測につ

いては、水道事業者などの利水者が行います。その結果を受けて、河川

管理者は予測の妥当性について審査（精査、確認）します。 

狭窄部上流多田地区の浸水被害を早期に軽減するため、既存調節

池の活用、既設一庫ダムの放流操作変更、堆砂容量の活用や利水

容量の振り替え及び新たな遊水地の設置が有効である。 

ダム 

5.7.2 各ダムの調査

検討内容 

（5）余野川ダム 

 

302 第1稿 

(ダム) 

ダム 猪名川本流での洪水ダム計

画はないのですか？ 一庫

大路次川+田尻川ets の流域

面積と猪名川流域面積(一庫

ダム合流地点)の比率は? 

猪名川本流上流にダムが出

来れば解決されと考えるか? 

・猪名川本流上流にダムが出来

れば解決されと考えているの

ですか 

質問 猪名川と一庫大路次川の合流点より上流の猪名川筋の流域面積は102.9

ｋｍ２で、一庫大路次川筋の流域面積は132.3ｋｍ２です。猪名川本川

にダムを建設すると下流への洪水調節効果は大きいですが、家屋の移転

補償など社会的な影響が大きく、事業費も莫大なものとなるため、実施

は難しいと考えます。余野川ダム計画の見直しで説明したように、水需

要について精査・確認を行い、それを踏まえて余野川ダムの貯水池規模

や貯水池運用の見直しについて検討を行います。その上で、貯水池の水

質について、汚濁メカニズムの検討や具体的な水質保全対策の検討を行

い、対策方法について効果、事業費、維持・管理の容易性などを踏まえ

実施可能で有効な方法を選定します。洪水調節や利水上の目的から、間

接流域を持つダムは全国に数多くあります。 

他に経済的にも実行可能で有効な方法がない場合において、ダム

建設に伴う社会環境、自然環境への影響について、その軽減策も

含め、他の河川事業にもまして、より慎重に検討した上で、妥当

と判断される場合に実施する。 

ダム 

4.7.1 ダム計画の方

針 (2)  

303 第2稿 ダム 上流の洪水対策や植林など

による保水力を高める他の

対策で必要ないのではない

か？ 

・植林などによる対策等で、ダ

ムは必要ないのでは。 

意見 森林は土砂流出防止、景観、レクリエーションなど様々な機能を持って

います。このため、流域内の森林の整備や保全は重要なことと考えてい

ます。 

しかし、説明資料でお示ししたように日本学術会議（答申）（農林水産

大臣の諮問に対する答申「地球環境・人間生活にかかわる農業及び森林

の多面的な機能の評価について」（平成１３年１１月））において、「森

林は中小洪水においては洪水緩和機能を発揮するが、大洪水においては

顕著な効果は発揮できない」との見解が示されています。 

また、猪名川の土地利用の現状をみても、これ以上、森林を増やすこと

が困難です。 

このため、今回の多田地区浸水被害軽減の検討における対象洪水である

余野川ダムは下流部の浸水被害を軽減する効果がある。 ダム 

5.7.2 各ダムの調査

検討内容 

（5）余野川ダム 
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№ 
説明資

料種類 
分類 住民から寄せられた意見 意見要約 種類 回答 基礎原案 備考 

昭和３５年８月洪水に対しては、森林による流出量の抑制効果は小さい

と考えます。 

森林による流出量の抑制効果及び詳細については国土交通省のホーム

ページをご参照下さい。 

・ 森 林 の 保 水 機 能 ：

(http://www.mlit.go.jp/river/opinion/midori_dam.html) 

今後は、河川周辺の構造物については周辺景観との調和を考えたデザイ

ンにしていきたいと考えています。また、国土交通省以外が維持管理す

る構造物についても助言等を行っていきたいと考えています。 

304 第1稿 

(ダム) 

ダム 余野川ダムの建設の必要性

について 

川西市の狭さく部と多田地

区の浸水対策として、便宜的

に建設そのものを再検討す

る必要な余野川ダムを建設

する理由にすることは許せ

ないと考える。 

・再検討する必要のある余野川

ダムを浸水対策のため建設す

ることは許せないと考える。 

意見 余野川ダム計画を地元止々呂美地域の住民の皆様に説明した昭和50 年

代後半には、地元から色々なご意見があったことは承知しています。し

かしながら、止々呂美地域の活性化や将来の発展のためにダム計画を受

け入れていただいた経緯があり、現在は周辺の宅地開発などと併せてダ

ム事業の推進により地域の発展を図ることが地元の念願であると伺っ

ています。余野川ダム計画を見直した結果については、５／１６の流域

委員会や７／５の説明会で説明したとおり、治水上から有効であり必要

なダムと考えています。また、現在、ダムおよびダム以外の治水対策の

方法について併せて検討を行っています。検討にあたっては、周辺自然

環境への影響、社会的な影響、事業の効果などを考慮し、今後検討・見

直しを行い、結果がでた時点で、流域委員会や流域住民、関係地方自治

体等の意見を頂いた上で決定していきます。 

他に経済的にも実行可能で有効な方法がない場合において、ダム

建設に伴う社会環境、自然環境への影響について、その軽減策も

含め、他の河川事業にもまして、より慎重に検討した上で、妥当

と判断される場合に実施する。 

余野川ダム計画について以下の調査・検討を行う。 

1）代替案に関して、さらに詳細な検討を行う。 

2）余野川ダムの貯水池規模の見直し並びに余野川ダム及び一庫

ダムの貯水池運用の変更に伴う貯水池周辺やダム下流に与える

影響をはじめ、環境等の諸調査を行う。 

3）土砂移動の連続性を確保する方策の検討を行う。 

4）利水について、水需要の精査確認を行う。 

ダム 

4.7.1 ダム計画の方

針  

(2)  

5.7.2  各ダムの調

査検討内容 (5)  

305 第1稿 

(ダム) 

ダム 人口が減って行くのにダム

は必要無いと思います。 

・人口が減って行くのにダムは

必要無いと思う 

意見 利水については現在、利水者に水需要の精査・確認を行っており、その

結果を余野川ダム見直しに反映させます。 

他に経済的にも実行可能で有効な方法がない場合において、ダム

建設に伴う社会環境、自然環境への影響について、その軽減策も

含め、他の河川事業にもまして、より慎重に検討した上で、妥当

と判断される場合に実施する。 

余野川ダム計画について以下の調査・検討を行う。 

1）代替案に関して、さらに詳細な検討を行う。 

2）余野川ダムの貯水池規模の見直し並びに余野川ダム及び一庫

ダムの貯水池運用の変更に伴う貯水池周辺やダム下流に与える

影響をはじめ、環境等の諸調査を行う。 

3）土砂移動の連続性を確保する方策の検討を行う。 

4）利水について、水需要の精査確認を行う。 

ダム 

4.7.1 ダム計画の方

針  

(2)  

5.7.2  各ダムの調

査検討内容 (5)  

306 第2稿 ダム 余野川ダムについては、水と

緑の健康都市と一体の事業

であり、出来る限り引き続け

て行うべきである。 今まで

の地元との協議についても

守るべきである。 

・水と緑の健康都市と一体にな

ってダム事業を続けていくべ

きである。 

意見 余野川ダム建設事業は国土交通省が事業主体であり、一方、水と緑の健

康都市事業は大阪府が事業主体となって整備を進めています。双方は別

事業ですが、事業地が近接しているために事業工程や運土計画並びに環

境調査などについて両者で協議・調整を行っています。今後も引き続き

継続して協議・調整を行っていきます。 

従来から流域委員会に対し、河川整備計画策定の途中では新たな段階に

は入らないと説明しています。しかし、調査・検討中においても地元の

地域生活に必要な道路や防災上途中で止めることが不適当な工事につ

いては実施いたします。 

今後は、環境の諸調査を含め、さらに詳細な検討を実施していきます。

ダム計画の方針に基づき、これまで事業中の大戸川ダム、天ヶ瀬

ダム再開発、川上ダム、丹生ダム、余野川ダムについては調査検

討を行う。調査・検討の間は地元の地域生活に必要な道路や、防

災上途中で止めることが不適当な工事以外は着手しない。 

ダム 

4.7.3 事業中の各ダ

ムの方針 
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なお、これらの調査・検討を出来る限り早期に完了し、その結果が出た

時点で改めて流域委員会や自治体、住民の皆様に説明します。 

その上で、河川整備計画を策定していきたいと考えています。 

307 第1稿 

(ダム) 

ダム 3.一庫ダムの利水の掘り替

え、需要の減少などをみて検

討すべきである 

・水需要の減少などを考慮して

検討すべきである。 

意見 利水については現在、利水者に水需要の精査・確認を行っており、その

結果を反映させます。 

今後は、環境の諸調査を含め、さらに詳細な検討を実施していきます。

なお、これらの調査・検討を出来る限り早期に完了し、その結果が出た

時点で改めて流域委員会や関係地方自治体、流域住民の皆様に説明しま

す。 

余野川ダム計画について以下の調査・検討を行う。 

1）代替案に関して、さらに詳細な検討を行う。 

2）余野川ダムの貯水池規模の見直し並びに余野川ダム及び一庫

ダムの貯水池運用の変更に伴う貯水池周辺やダム下流に与える

影響をはじめ、環境等の諸調査を行う。 

3）土砂移動の連続性を確保する方策の検討を行う。 

4）利水について、水需要の精査確認を行う。 

 

ダム 

5.7.2  各ダムの調

査検討内容 (5)  

308 第1稿 ダム (1)説明のなかで余野川ダム

の整備「検討」と表現してい

るが 整備するという意味

であるか? 整備・建設その

ものを検討するのか? あい

まいな表現と感じる。 

・余野川ダムの整備を検討する

のか、整備・建設そのものを検

討するのか表現があいまい。 

意見 余野川ダム計画の見直した結果については､平成１５年５月１６日の第

２１回委員会に狭窄部上流の多田地区の浸水被害を軽減するために、一

庫ダムの利水容量を振替えるための貯留施設として余野川ダムが有効

であることと､猪名川下流部の浸水被害を軽減する効果があることを説

明しました。ただし、利水については水需要の精査・確認がまだ終わっ

ていないことや､環境等の諸調査について今後調査・検討が必要なこと

から､これらの調査を出来る限り早期に完了し､改めて流域委員会等に

説明していきます。 

他に経済的にも実行可能で有効な方法がない場合において、ダム

建設に伴う社会環境、自然環境への影響について、その軽減策も

含め、他の河川事業にもまして、より慎重に検討した上で、妥当

と判断される場合に実施する。 

ダム 

4.7.1 ダム計画の方

針  

(2)  

309 第1稿 ダム 現在工事中の余野川ダム建

設地は、天然アマゴ、アブラ

ハヤ、ハヤ、オイカワ等が生

息していましたが工事によ

りまったく見なくなりまし

た。再環境評価調査が必要で

す。 

・余野川ダム建設地で色々な生

物や魚を見なくなった。再度環

境評価調査が必要です。 

意見 ダムの事業地内では昭和５１年から生物などの現地調査を行い､平成６

年９月に当時の閣議決定の内容に準じて調査結果をとりまとめ評価を

行い､地域住民の方々に閲覧を行うとともに説明会を行ってきました。

また、ダム事業地内の工事は平成４年度より工事用道路工事に着手し、

貯水池周辺では平成９年度より大阪府が事業主体となった宅地造成工

事が進められています。 

現在は現地の環境調査を行っており、今後は調査結果を踏まえて環境影

響に対する低減方策などを検討する予定です。 

余野川ダムの貯水池規模の見直し並びに余野川ダム及び一庫ダ

ムの貯水池運用の変更に伴う貯水池周辺やダム下流に与える影

響をはじめ、環境等の諸調査を行う。 

ダム 

5.7.2 各ダムの調査

検討内容 

(5)余野川ダム  

310 第1稿 

(ダム) 

ダム ダムの下流に「セキ」を造り 

川魚、ホタル、オシドリ等の

保護を考えましたか 

・ダムの下流に「セキ」をつく

り生物の保護を考えたか 

質問 今後ともご意見を参考にさせていただき、今後の河川整備計画を策定す

る予定ですので、よろしくお願いします。 

余野川ダム計画について以下の調査・検討を行う。 

1）代替案に関して、さらに詳細な検討を行う。 

2）余野川ダムの貯水池規模の見直し並びに余野川ダム及び一庫

ダムの貯水池運用の変更に伴う貯水池周辺やダム下流に与える

影響をはじめ、環境等の諸調査を行う。 

3）土砂移動の連続性を確保する方策の検討を行う。 

4）利水について、水需要の精査確認を行う。 

ダム 

5.7.2  各ダムの調

査検討内容 (5)  

311 第1稿 ダム 「今後の整備に向けて」の説

明が判りにくい。 

・「今後の整備に向けて」の説

明が判りにくい。 

意見 余野川ダム計画の見直した結果については､平成１５年５月１６日の第

２１回委員会に狭窄部上流の多田地区の浸水被害を軽減するために、一

庫ダムの利水容量を振替えるための貯留施設として余野川ダムが有効

であることと､猪名川下流部の浸水被害を軽減する効果があることを説

明しました。ただし、利水については水需要の精査・確認がまだ終わっ

ていないことや､環境等の諸調査について今後調査・検討が必要なこと

から､これらの調査を出来る限り早期に完了し､改めて流域委員会等に

説明していきます。 

他に経済的にも実行可能で有効な方法がない場合において、ダム

建設に伴う社会環境、自然環境への影響について、その軽減策も

含め、他の河川事業にもまして、より慎重に検討した上で、妥当

と判断される場合に実施する。 

ダム 

4.7.1 ダム計画の方

針  

(2)  
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312 第1稿 

(ダム) 

ダム 増水したときの余野川と猪

名川を目の当りにしてきま

したが、絶対に必ず上流域に

ダムが必要です。 

・増水した川を目の当たりにし

てきたので、絶対に上流域にダ

ムが必要です。 

意見 今後ともご意見を参考にさせていただき、今後の河川整備計画を策定す

る予定ですので、よろしくお願いします。 

他に経済的にも実行可能で有効な方法がない場合において、ダム

建設に伴う社会環境、自然環境への影響について、その軽減策も

含め、他の河川事業にもまして、より慎重に検討した上で、妥当

と判断される場合に実施する。 

余野川ダム計画について以下の調査・検討を行う。 

1）代替案に関して、さらに詳細な検討を行う。 

2）余野川ダムの貯水池規模の見直し並びに余野川ダム及び一庫

ダムの貯水池運用の変更に伴う貯水池周辺やダム下流に与える

影響をはじめ、環境等の諸調査を行う。 

3）土砂移動の連続性を確保する方策の検討を行う。 

4）利水について、水需要の精査確認を行う。 

ダム 

4.7.1 ダム計画の方

針  

(2)  

5.7.2  各ダムの調

査検討内容 (5)  

313 第2稿 ダム 地元としては、ダム建設に対

して、それなりの決意をもっ

て決断し、協力もしてきたわ

けですから、すみやかに事業

を完了していただくことを

願って止みません。地元止々

呂美住民の意を充分にお汲

み取りくださり、一刻も早い

余野川ダム事業の完成をお

願いいたします。 

・一刻も早い余野川ダム事業の

完成を願っています 

要望 利水については現在、利水者に水需要の精査・確認を行っており、その

結果を反映させます。 

今後は、環境の諸調査を含め、さらに詳細な検討を実施していきます。

なお、これらの調査・検討を出来る限り早期に完了し、その結果が出た

時点で改めて流域委員会や自治体、住民の皆様に説明します。 

ダム計画の方針に基づき、これまで事業中の大戸川ダム、天ヶ瀬

ダム再開発、川上ダム、丹生ダム、余野川ダムについては調査検

討を行う。調査・検討の間は地元の地域生活に必要な道路や、防

災上途中で止めることが不適当な工事以外は着手しない。 

ダム 

4.7.3 事業中の各ダ

ムの方針 

 

314 第2稿 ダム 余野川ダムの効果として治

水効果に大いに期待します。

早くダムを作ってほしいと

思います。 

・余野川ダムの治水効果に期待

している。早くダムを作ってほ

しい。 

要望 今後ともご意見を参考にさせていただき、今後の河川整備計画を策定す

る予定ですので、よろしくお願いします。 

ダム計画の方針に基づき、これまで事業中の大戸川ダム、天ヶ瀬

ダム再開発、川上ダム、丹生ダム、余野川ダムについては調査検

討を行う。調査・検討の間は地元の地域生活に必要な道路や、防

災上途中で止めることが不適当な工事以外は着手しない。 

ダム 

4.7.3 事業中の各ダ

ムの方針 

 

315 第2稿 ダム 余野川ダムは早期完成させ

るべきと考えます。 

1.箕面市北部地域の現状打

破が可能な活力の源として

期待できる。 

2.多田地区住民に安らぎを

もたらす。1日も早く効果の

大きいダムを完成させるべ

きである。 

3.利水量は十分な余裕を持

つべきである。 

・余野川ダムを早期に完成させ

てほしい 

要望 余野川ダムの利水については、現在、水需要の精査・確認を行っている

ことから、それらを踏まえてダム及び貯水池規模や貯水池の運用の見直

しについて検討を行います。 

また、現在、ダムおよびダム以外の治水対策の方法についても併せて検

討を行っています。検討にあたっては、事業の効果、周辺自然環境への

影響、社会的な影響、などを考慮し、検討結果がでた時点で、流域委員

会や住民、自治体に改めて説明し、意見を伺った上で決定していきます。

ダム計画の方針に基づき、これまで事業中の大戸川ダム、天ヶ瀬

ダム再開発、川上ダム、丹生ダム、余野川ダムについては調査検

討を行う。調査・検討の間は地元の地域生活に必要な道路や、防

災上途中で止めることが不適当な工事以外は着手しない。 

ダム 

4.7.3 事業中の各ダ

ムの方針 

 

316 第1稿 

(ダム) 

ダム 1.一庫ダムの利水容量の振

り替えについて貯留施設と

して余野川ダムの造成を考

えているのか。 

・貯留施設として余野川ダムを

建設するのか 

質問 今回説明した一庫ダムの利水容量の振り替えは、余野川ダムで振り替え

分を確保する場合です。今後は、ダム以外の振り替えの可能性について

詳細な検討を行います。該当する箇所は猪名川の左支川である塩川上流

域にあたりますが、塩川の流出量は猪名川本川に較べると少なく、多田

地区の浸水被害にはあまり影響しないと考えています。 

他に経済的にも実行可能で有効な方法がない場合において、ダム

建設に伴う社会環境、自然環境への影響について、その軽減策も

含め、他の河川事業にもまして、より慎重に検討した上で、妥当

と判断される場合に実施する。 

余野川ダム計画について以下の調査・検討を行う。 

1）代替案に関して、さらに詳細な検討を行う。 

ダム 

4.7.1 ダム計画の方

針  

(2)  

５．７．２ 各ダムの

調査検討内容  
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2）余野川ダムの貯水池規模の見直し並びに余野川ダム及び一庫

ダムの貯水池運用の変更に伴う貯水池周辺やダム下流に与える

影響をはじめ、環境等の諸調査を行う。 

3）土砂移動の連続性を確保する方策の検討を行う。 

4）利水について、水需要の精査確認を行う。 

317 第1稿 

(ダム) 

ダム ダム建設の件ですが、治水・

利水を考慮しなくてはいけ

ません。 

今だけを考えず未来の子孫

の為にも長いスタンスで計

画を再考して下さい。 

・ダムの建設には治水・利水を

考慮しなければならない。長い

スタンスで計画を再考してく

ださい。 

意見 見直しの調査検討については、はば広い視点で流域として取り組んでい

く必要があると認識しており第２稿へ反映していきます。 

（2）他に経済的にも実行可能で有効な方法がない場合において、

ダム建設に伴う社会環境、自然環境への影響について、その軽減

策も含め、他の河川事業にもまして、より慎重に検討した上で、

妥当と判断される場合に実施する。 

余野川ダム計画について以下の調査・検討を行う。 

1）代替案に関して、さらに詳細な検討を行う。 

2）余野川ダムの貯水池規模の見直し並びに余野川ダム及び一庫

ダムの貯水池運用の変更に伴う貯水池周辺やダム下流に与える

影響をはじめ、環境等の諸調査を行う。 

3）土砂移動の連続性を確保する方策の検討を行う。 

4）利水について、水需要の精査確認を行う。 

ダム 

4.7.1 ダム計画の方

針 

5.7.2 各ダムの調査

検討内容 

  

318 第1稿 ダム 余野川から導水トンネルを

利用して水を引くことによ

り、むしろ水量が増え、西山

川の環境は改善されるもの

と考えられます。また余野川

の水量も取水口で調整をす

れば、環境への影響は無いも

のと考えます。 

・導水トンネルを利用すれば、

西山川の環境は改善されると

思う。また余野川の水量も取水

口で調整をすれば、環境への影

響は無いものと考える。 

意見 余野川ダム計画の見直した結果については､平成１５年５月１６日の第

２１回委員会に狭窄部上流の多田地区の浸水被害を軽減するために、一

庫ダムの利水容量を振替えるための貯留施設として余野川ダムが有効

であることと､猪名川下流部の浸水被害を軽減する効果があることを説

明しました。ただし、利水については水需要の精査・確認がまだ終わっ

ていないことや､環境等の諸調査について今後調査・検討が必要なこと

から､これらの調査を出来る限り早期に完了し､改めて流域委員会等に

説明していきます。 

余野川ダムの貯水池規模の見直し並びに余野川ダム及び一庫ダ

ムの貯水池運用の変更に伴う貯水池周辺やダム下流に与える影

響をはじめ、環境等の諸調査を行う。 

ダム 

5.7.2 各ダムの調査

検討内容  

(5)余野川ダム  

319 第1稿 

(ダム) 

ダム ○○年に一回、おきるかどう

かにお金をかけるのか？ 

被害軽減額でダムはつくれ

るのか 

・被害軽減額でダムは建設でき

るのですか 

意見 今後ともご意見を参考にさせていただき、今後の河川整備計画を策定す

る予定ですので、よろしくお願いします。 

  

320 第2稿 ダム 余の川ダムがないときの 2

兆円被害はどの地域の侵水

を想定しているか。 

・被害想定はどの地域を想定し

て金額を算出しているのか 

質問    

321 第1稿 

(ダム) 

ダム 今回の説明会で余野川ダム

の必要性は良く解った。早期

完成を望みます。 

・余野川ダムの必要性がわかっ

たので早期完成を希望する 

要望 ご意見ありがとうございます。今後ともご意見を参考にさせていただ

き、今後の河川整備計画を策定する予定ですので、よろしくお願いしま

す。 

他に経済的にも実行可能で有効な方法がない場合において、ダム

建設に伴う社会環境、自然環境への影響について、その軽減策も

含め、他の河川事業にもまして、より慎重に検討した上で、妥当

と判断される場合に実施する。 

余野川ダム計画について以下の調査・検討を行う。 

1）代替案に関して、さらに詳細な検討を行う。 

2）余野川ダムの貯水池規模の見直し並びに余野川ダム及び一庫

ダムの貯水池運用の変更に伴う貯水池周辺やダム下流に与える

影響をはじめ、環境等の諸調査を行う。 

3）土砂移動の連続性を確保する方策の検討を行う。 

4）利水について、水需要の精査確認を行う。 

ダム 

4.7.1 ダム計画の方

針  

(2)  

5.7.2  各ダムの調

査検討内容 (5)  



これまでにいただいた意見・質問集 (猪名川河川事務所・猪名川総合開発工事事務所) 

(77/82) 

№ 
説明資

料種類 
分類 住民から寄せられた意見 意見要約 種類 回答 基礎原案 備考 

322 第2稿 ダム ⑦2000 年の最大雨量時、余

野川ダムがあったとしたら、

どのような効果をもたらし

たのか 

2000 年の最大雨量の時、余野

川ダムができていたら、どのよ

うな効果があったのか 

質問 平成11年(1999年)6月に余野川上流域に強い雨が降り、余野川沿川の

止々呂美地域の田畑が一部冠水したと聞いています。このときの余野川

大向橋地点（分派堰建設予定箇所）の最大流量は約260m3/sでした。こ

の出水時にもしも余野川ダム（分派堰）があれば、分派堰下流の余野川

への流下量が約40m3/s に抑えられたと考えられ、浸水被害は回避でき

たと思われます。 

  

323 第1稿 ダム 提言で、ダム建設に関して

「原則として建設しない」と

あるように、現在工事中の余

野川ダムの建設をとりやめ、

もう一度「治水、利水、環境

保全」を総合的にみなおす必

要がある。 

・余野川ダムの建設を中止し、

総合的に見直す必要があると

思う。 

意見 今回の河川整備計画においては、大雨などに対して堤防の破堤等による

被害の軽減を目指すために堤防の強化や住民の皆様への情報提供など

様々な施策を進めて行くこととしています。一方、堤防から水際などは、

多様な生物の生息環境保全のため出来るだけ河川本来の自然な姿を目

指すこととしています。 

余野川ダム計画の見直した結果については、平成１５年５月１６日の第

２１回委員会に、狭窄部上流の浸水被害を軽減するために、一庫ダムの

利水容量を振替えるための貯留施設として余野川ダムが有効であるこ

とと、猪名川下流部の浸水被害を軽減する効果があることを説明しまし

た 

ダム計画の方針に基づき、これまで事業中の大戸川ダム、天ヶ瀬

ダム再開発、川上ダム、丹生ダム、余野川ダムについては調査検

討を行う。調査・検討の間は地元の地域生活に必要な道路や、防

災上途中で止めることが不適当な工事以外は着手しない。 

4.7.3 事業中の各ダ

ムの方針 

324 第1稿 ダム 余野川ダム建設の当初目的

は何であったか 

・余野川ダムの当初の建設目的

は何ですか 

質問 余野川ダム計画の見直した結果については､平成１５年５月１６日の第

２１回委員会に狭窄部上流の多田地区の浸水被害を軽減するために、一

庫ダムの利水容量を振替えるための貯留施設として余野川ダムが有効

であることと､猪名川下流部の浸水被害を軽減する効果があることを説

明しました。ただし、利水については水需要の精査・確認がまだ終わっ

ていないことや､環境等の諸調査について今後調査・検討が必要なこと

から､これらの調査を出来る限り早期に完了し､改めて流域委員会等に

説明していきます。 

  

325 第1稿 

(ダム) 

ダム 自然環境への負担が大きい

ことからダム建設に反対で

す。 

余野川ダムを作る利点がわ

かりません。現状と利点をく

わしく知りたいです。 

・自然への負担が大きいのでダ

ム建設は反対です。 

・余野川ダムをつくる利点がわ

からない。 

意見 これまでの余野川ダムは、１）猪名川下流部の浸水被害軽減、２）阪神

水道企業団および箕面市に対して水道用水の供給、３）既得利水者の安

定取水と河川の環境を維持する上で必要な流量を安定的に確保 を目

的としてきました。 

これからは、１）狭窄部等の開削は当面実施しないことによる狭窄部上

流 

部の当面の浸水被害軽減、２）近年頻発している渇水に対する安全度の

確保、 

３）既存ダム群の再編成 に留意し、計画の見直しを行います。 

狭窄部上流の浸水被害の軽減について見直した結果、余野川ダムは一庫

ダムの利水容量の振り替えのための貯留施設として有効であり、また、

下流部の浸水被害の軽減にも効果があることがわかりました。利水につ

いては現在、利水者に水需要の精査・確認を行っており、その結果を反

映させます。 

 今後は、環境の諸調査を含め、さらに詳細な検討を実施していきます。

他に経済的にも実行可能で有効な方法がない場合において、ダム

建設に伴う社会環境、自然環境への影響について、その軽減策も

含め、他の河川事業にもまして、より慎重に検討した上で、妥当

と判断される場合に実施する。 

余野川ダム計画について以下の調査・検討を行う。 

1）代替案に関して、さらに詳細な検討を行う。 

2）余野川ダムの貯水池規模の見直し並びに余野川ダム及び一庫

ダムの貯水池運用の変更に伴う貯水池周辺やダム下流に与える

影響をはじめ、環境等の諸調査を行う。 

3）土砂移動の連続性を確保する方策の検討を行う。 

4）利水について、水需要の精査確認を行う。 

ダム 

4.7.1 ダム計画の方

針  

(2)  

5.7.2  各ダムの調

査検討内容 (5)  

326 第1稿 

(ダム) 

ダム 2.この余野川ダムは何年の

使用に耐えられますか? 

・余野川ダムは何年の使用に耐

えられますか? 

 ダムの施設や機器及び貯水池について適切な維持・管理がなされれば、

ダムは１００年以上経過しても十分に機能を発揮すると考えます。ま

た、ダムの堆砂容量については、洪水調節のための容量や水道などの利
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水目的の容量とは別に、100年間に貯水池に堆積する土砂量を推定し計

画堆砂容量として設定します。このため、計画堆砂容量を越えて堆砂が

進めば利水機能は徐々に支障をきたしますが、治水や利水の機能が一度

に失われるものではありません。また、近年は貯水池に堆積した土砂を

排出するための様々な取り組みが行われています。各戸に設置する雨水

浸透ますは流域で流出を抑える良い方法のひとつであり、その効果を否

定するものではありませんが、対象とする洪水に対する河道流量の低減

効果を定量的に算出することの困難性や、各戸にますを設置することの

保証がないことなどを考えると、河道への流出低減効果を計算に組み入

れることは難しいと考えます。 

327 第2稿 ダム ②余野川ダムの利水につい

て箕面1万tは利用しないと

決まり、阪水も9万t分工業

用水を上水へ転用すること

で見直しを求めている。それ

への対応をお聞きする。 

・余野川ダムの利水量が減って

いることにどう対応するのか 

質問 利水については現在、利水者に水需要の精査・確認を行っており、その

結果を貯水池規模や貯水池運用等の見直しに反映させます。 

利水について、水需要の精査確認を行う。 ダム 

5.7.2 各ダムの調査

検討内容 

（5）余野川ダム 

 

328 第2稿 ダム 余野川ダムの利水量は、全く

不要になっているのではな

いか。 

・余野川ダムの利水量は不要に

なっているのではないか。 

意見  既設一庫ダムの利水容量の振り替えのための貯留施設として余

野川ダムが有効である。 

ダム 

5.7.2 各ダムの調査

検討内容 

（5）余野川ダム 

 

329 第2稿 ダム 余野川ダムは洪水初期の落

葉落枝が大量に入るが、その

後の清水が入らないので水

質悪化がひどくなるのでは。 

・余野川ダムは水質悪化がひど

くなるのでは 

意見  余野川ダム及び一庫ダムの貯水池運用の変更に伴う貯水池周辺

やダム下流に与える影響をはじめ、環境等の諸調査を行う。 

ダム 

5.7.2 各ダムの調査

検討内容 

（5）余野川ダム 

 

330 第1稿 ダム 『余野川ダム』は無くてはな

らないものです。『余野川ダ

ム』はこれからの止々呂美地

域の発展を大きく左右する

大変重要なものであり、逆に

工事を中断するのは環境破

壊をしたにすぎないのでは

ないでしょか。この計画は、

国土交通省(国)が地元住民

と契約を締結したもので有

る限り、約束は厳守すべきで

あります。 

・余野川ダムは必要です。計画

を中止しては環境破壊をした

に過ぎなくなるので、必ず建設

してほしい。 

要望 余野川ダム計画の見直した結果については､平成１５年５月１６日の第

２１回委員会に狭窄部上流の多田地区の浸水被害を軽減するために、一

庫ダムの利水容量を振替えるための貯留施設として余野川ダムが有効

であることと､猪名川下流部の浸水被害を軽減する効果があることを説

明しました。ただし、利水については水需要の精査・確認がまだ終わっ

ていないことや､環境等の諸調査について今後調査・検討が必要なこと

から､これらの調査を出来る限り早期に完了し､改めて流域委員会等に

説明していきます。 

他に経済的にも実行可能で有効な方法がない場合において、ダム

建設に伴う社会環境、自然環境への影響について、その軽減策も

含め、他の河川事業にもまして、より慎重に検討した上で、妥当

と判断される場合に実施する。 

ダム 

4.7.1 ダム計画の方

針  

(2)  

331 第1稿 

(ダム) 

ダム 本当に余野川ダムは必要な

のか。何年も前に計画したか

ら、その通りにがむしゃらに

すすめると云うのではなく、

・ダムは必要なのですか？ 

・昔の計画のまま進まず中止す

ることも必要です。 

質問 

意見 

余野川ダム計画を見直した結果については、５／１６の流域委員会や７

／５の説明会で説明したとおりです。 

余野川ダムは、狭窄部上流の浸水被害軽減において、一庫ダムの利水容

量の振り替えのための貯留施設として有効であり、また、猪名川下流部

他に経済的にも実行可能で有効な方法がない場合において、ダム

建設に伴う社会環境、自然環境への影響について、その軽減策も

含め、他の河川事業にもまして、より慎重に検討した上で、妥当

と判断される場合に実施する。 

ダム 

4.7.1 ダム計画の方

針  

(2)  



これまでにいただいた意見・質問集 (猪名川河川事務所・猪名川総合開発工事事務所) 

(79/82) 

№ 
説明資

料種類 
分類 住民から寄せられた意見 意見要約 種類 回答 基礎原案 備考 

勇気をもって中止するのも

大切な事である。 

の浸水被害軽減にも効果があります。 

余野川ダム計画の見直しで説明しましたが、今後、調査・検討を行い、

それを踏まえて貯水池規模や貯水池運用の見直しについて検討を行い

ます。その上で、ダムによる環境への影響と軽減方法について検討を行

います。 

水質保全対策の検討においては、貯水池の汚濁メカニズムの検討や具体

的な水質保全対策の検討を行い、対策方法について効果、事業費、維持・

管理の容易性などを踏まえ実施可能で有効な方法を選定します。 

余野川ダム計画について以下の調査・検討を行う。 

1）代替案に関して、さらに詳細な検討を行う。 

2）余野川ダムの貯水池規模の見直し並びに余野川ダム及び一庫

ダムの貯水池運用の変更に伴う貯水池周辺やダム下流に与える

影響をはじめ、環境等の諸調査を行う。 

3）土砂移動の連続性を確保する方策の検討を行う。 

4）利水について、水需要の精査確認を行う。 

5.7.2  各ダムの調

査検討内容 (5)  

332 第1稿 ダム 不必要なダム建設や河川の

護岸工事は、ぜひやめて頂き

たいです。余野川ダムは種々

のデータから考えて、治水

面・利水面から、つくる必要

のないダムです。 

・ダム建設・河川の護岸工事は

不要 

・余野川ダムはつくる必要がな

い。 

意見 余野川ダム計画の見直した結果については､平成１５年５月１６日の第

２１回委員会に狭窄部上流の多田地区の浸水被害を軽減するために、一

庫ダムの利水容量を振替えるための貯留施設として余野川ダムが有効

であることと､猪名川下流部の浸水被害を軽減する効果があることを説

明しました。ただし、利水については水需要の精査・確認がまだ終わっ

ていないことや､環境等の諸調査について今後調査・検討が必要なこと

から､これらの調査を出来る限り早期に完了し､改めて流域委員会等に

説明していきます。 

ダム計画の方針に基づき、これまで事業中の大戸川ダム、天ヶ瀬

ダム再開発、川上ダム、丹生ダム、余野川ダムについては調査検

討を行う。調査・検討の間は地元の地域生活に必要な道路や、防

災上途中で止めることが不適当な工事以外は着手しない。 

4.7.3 事業中の各ダ

ムの方針 

333 第1稿 ダム 余野川ダム事業において現

在行っている工事を即刻中

止し､また来年度関連予算を

凍結して下さい 

・余野川ダム工事を即刻中止

し､来年度関連予算を凍結して

ほしい。 

要望 従来から流域委員会で､河川整備計画策定の途中では新たな段階には入

らないと説明しています。また、５月１６日の第２１回委員会において

も、整備計画原案にダムを実施すると位置付けられるまでは､地元の地

域生活に必要な道路や防災上途中で止めることが不適当な工事のみを

実施することを説明しました。余野川ダムについても上記説明と同様に

工事を進めていきたいと考えています。 

 

ダム計画の方針に基づき、これまで事業中の大戸川ダム、天ヶ瀬

ダム再開発、川上ダム、丹生ダム、余野川ダムについては調査検

討を行う。調査・検討の間は地元の地域生活に必要な道路や、防

災上途中で止めることが不適当な工事以外は着手しない。 

他に経済的にも実行可能で有効な方法がない場合において、ダム

建設に伴う社会環境、自然環境への影響について、その軽減策も

含め、他の河川事業にもまして、より慎重に検討した上で、妥当

と判断される場合に実施する。 

ダム 

4.7.3 事業中の各ダ

ムの方針 

  

4.7.1 ダム計画の方

針  

(2)  

334 第2稿 ダム ③一庫ダム利水を余野川ダ

ムに振り替えるとのことだ

が余野川ダムでなければい

けない理由は何か、 

・一庫ダムの利水を余野川ダム

に振り替えるのになぜ余野川

ダムでないといけないのか 

質問 河川整備計画説明資料（第２稿）に示すとおり、余野川ダムは一庫ダム

の利水容量の振り替えのための貯留施設として有効であると考えてい

ます。今後、余野川ダム以外の方法についても併せて検討を行っていき

ます。 

既設一庫ダムの利水容量の振り替えのための貯留施設として余

野川ダムが有効である。 

ダム 

5.7.2 各ダムの調査

検討内容 

（5）余野川ダム 

 

335 第2稿 ダム ○大きなかいりが問題とな

っていますが、これは過大な

水利権の許可と考えます。過

大な許可であれば是正し、一

庫の治水ポケットを大きく

できるのか、検討して下さ

い。 

・過大な利水権の許可を是正

し、一庫の治水ポケットを大き

くできるか検討をしてほしい 

意見 ○上水道および工業用水道における将来の水需要は現在、利水者に精

査・確認中です。また、農業用水については使用量や受益面積を調査中

ですが、河川法ができる以前の慣行水利権など内容の不明確なものもあ

り、実態を把握するのが非常に困難であるというのが実状です。今後は、

安易に水利権が更新されないよう、許可申請期間を短くしたり、精査・

確認をしていく中で対応していきたいと考えています。 

既設ダムの再編・運用変更により治水・利水機能向上について検

討する。 

ダム 

5.7.1  既 設 ダ ム

(12) 

 

336 第1稿 

(ダム) 

ダム 6.一庫ダムの利水の転用分

は上流域での新たな利水と

して活用できるか。 

・一庫ダムの利水転用分は上流

での新たな利水として活用で

きるのか 

質問 一庫ダムの利水容量の振り替えを余野川ダムで行うと約 0.4m3/s の振

り替えが可能となります。この量は概ね、一庫ダムが池田市と豊能町に

供給している量に相当します。 なお、振り替えにより生じた一庫ダム

利水容量の余裕分は、洪水調節容量に再編成し洪水調節機能の増強を図

ります。 

余野川ダム 

1）狭窄部上流多田地区の浸水被害を早期に軽減するため、既存

調節池の活用、既設一庫ダムの放流操作変更、堆砂容量の活用や

利水容量の振り替え及び新たな遊水地の設置が有効である。 

2）既設一庫ダムの利水容量の振り替えのための貯留施設として

余野川ダムが有効である。 

ダム 

5.7.2  各ダムの調

査検討内容 (5)  
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3）余野川ダムは下流部の浸水被害を軽減する効果がある。 

余野川ダム計画について以下の調査・検討を行う。 

1）代替案に関して、さらに詳細な検討を行う。 

2）余野川ダムの貯水池規模の見直し並びに余野川ダム及び一庫

ダムの貯水池運用の変更に伴う貯水池周辺やダム下流に与える

影響をはじめ、環境等の諸調査を行う。 

3）土砂移動の連続性を確保する方策の検討を行う。 

4）利水について、水需要の精査確認を行う。 

337 第1稿 

(ダム) 

ダム 阪神間では 水余り状態で、

利水面では新規ダムの造成

は不要。 

・利水面では新規ダムは不要。 意見 工業用水等の利水について、現在、利水者に将来の水需要について精

査・確認中です。精査・確認の結果を踏まえ、用途間転用や新規の水資

源開発について確定していきます。 

余野川ダム計画について以下の調査・検討を行う。 

1）代替案に関して、さらに詳細な検討を行う。 

2）余野川ダムの貯水池規模の見直し並びに余野川ダム及び一庫

ダムの貯水池運用の変更に伴う貯水池周辺やダム下流に与える

影響をはじめ、環境等の諸調査を行う。 

3）土砂移動の連続性を確保する方策の検討を行う。 

4）利水について、水需要の精査確認を行う。 

ダム 

5.7.2  各ダムの調

査検討内容 (5)  

338 第1稿 その他 猪 名 川 工 事 事 務 所 

担当者 様 猪名川総合開

発工事事務所 担当者 様 

お世話になっております。淀

川流域委員会委員の松本で

す。2 月 22 日の説明会はお

疲れ様でした。・・・・・ 

- その他 淀川水系流域委員会第２１回委員会（平成１５年５月１６日）から提言

のあった「河川管理者に対する河川整備計画策定時における一般意見の

聴取反映方法について」に記載されているように、今後は「対話集会も

しくは対話討論会（ワークショップ等）開催」を実施して参りたいと考

えています。 

  

339 第1稿 その他 別紙  猪名川懇親会の動行

についての参考書面を添付 

        川西市側 代表 

三ツ井 

        池田市側 代表 

大倉 

- その他 様々な活動におけるご意見を今後とも寄せていただきたいと思います。  

340 第1稿 

(ダム) 

その他 ダム中止により発生するか

も知れない失業者をどうす

るのか、ダム建設財源を何に

使うのか提案あるべき。 

・ダム建設を中止した場合、建

設財源を何に使うのか提案す

べきである 

意見 ご意見ありがとうございます。今後ともご意見を参考にさせていただ

き、今後の河川整備計画を策定する予定ですので、よろしくお願いしま

す。 

  

341 第1稿 

(ダム) 

その他 60 年に 1 回の洪水であろう

とより安全な環境を早期構

築することが行政の責務で

ある。もし発言者が当該地区

の住人であっても効果の劣

るダム以外の方法でOK なの

か疑問である。 

・○年に1回の洪水であろうと

より安全な環境を早期構築す

ることが行政の責務である 

意見 ご意見ありがとうございます。今後ともご意見を参考にさせていただ

き、今後の河川整備計画を策定する予定ですので、よろしくお願いしま

す。 

  

342 第1稿 その他 会場への地図(アクセス)が

無いと、参加しづらい 

・会場への地図がないと参加し

づらい。 

意見 会場への地図につきましては、新聞折り込みなどで事前に配布させてい

ただいている案内チラシに会場の地図を掲載しております。 
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343 第1稿 

(ダム) 

その他 近畿地方整備局には猪名川

総合開発工事事務所の他に

どの様な機構があるのか。 

現在進められている他の開

発工事等の一覧等を望みた

い。 

・近畿地方整備局の他の機構や

工事の一覧を知りたい。 

質問  国土交通省近畿地方整備局の機構や工事等については、ホームページ

を参照下さい。 http://www.kkr.mlit.go.jp/ の「近畿地方整備局Ｐ

ＲＯＦＩＬＥ」です。 

  

344 第1稿 その他 3.ホームページの中に「既設

の調節池が計画降雨に」有効

となるよう改造する、とある

が「計画降雨」とは?(質問) 

・計画降雨とは何ですか。 質問 3.猪名川の河川改修状況や流域の開発状況を踏まえて、既設の調節池の

吐口の改造を進めています。これらの施設は洪水発生の起因となる雨の

量（降雨量）を計画降雨として洪水の流出量を算出し、吐口等の施設計

画を検討しています。 

  

345 第1稿 その他 制作を統合化させ、公共サー

ビスに適正な報酬制度を。 

・政策を統合化させ、公共サー

ビスに適正な報酬制度を。 

その他 今回の河川整備の基本的考え方は、大雨などに対して堤防の破堤等によ

る被害の軽減を目指すために堤防の強化や住民の皆様への情報提供な

ど様々な施策を進めて行くこととしています。一方、堤防から水際など

は、多様な生物の生息環境保全のため出来るだけ河川本来の自然な姿を

目指すことと考えています。 

  

346 第2稿 その他 （例のチラシ）商売人顔負け

です。参加者は少数でも世間

の注目を集めたのはまちが

いない 

・今回のチラシは注目を集めた

と思う 

意見 今後ともご意見を参考にさせていただき、今後の河川整備計画を策定す

る予定ですので、よろしくお願いします。 

  

347 第1稿 

(ダム) 

その他 誰が植林するのか、当地域で

は林業は産業として成り立

たないことを踏まえての提

案とは思えない。デメリット

が多すぎる 

・植林することはデメリットが

多すぎる。 

意見 ご意見ありがとうございます。今後ともご意見を参考にさせていただ

き、今後の河川整備計画を策定する予定ですので、よろしくお願いしま

す。 

  

348 第1稿 その他 エネルギー問題の視点より、

水力発電の開発を検討すべ

きです。・・・・ 

エネルギー問題の視点より、水

力発電の開発を検討すべきで

す。 

意見 河川法の改正によって、今後は環境にも配慮した河川を目指すこととな

りました。。 

河川内の人工構造物は、生態系等に影響を及ぼす恐れがあり、最低限度

のものにする必要があると考えています。   

  

349 第1稿 

(ダム) 

その他 宅地開発も原因の一つと考

えますが、山全体の保水力と

思います。最近知った事です

が、能勢の大阪府野外活動セ

ータから流れてる小さな川

は、断水しない様に思いま

す。小さい川なのに安外水量

が多い。千里川、武庫川の断

水は良く見ますが、千里川、

武庫川、上記の川の航空写真

見たいです。 

・千里川、武庫川の航空写真が

見たいです。 

要望 武庫川流域の航空写真の閲覧については、武庫川のホームページ

(http://web.pref.hyogo.jp/hanshinkita/kendoseibi/takarazuka/muk

ogawa/osirasemukogawa/benkyoukai/view_ben.htm)で流域の一部の写

真を紹介している他、流域全体を１枚の写真として貼り合わせたもの

(撮影時期：H13.11～H14.2、写真縮尺：約２万分の１)を兵庫県庁河川

整備課や流域内の兵庫県の７つの土木事務所(神戸､尼崎､西宮､宝塚､伊

丹､三田､篠山)及び流域内の各市役所の河川担当部局で保管しています

ので、お問い合わせいただくようお願いします。 

  

350 第1稿 

(ダム) 

その他 大規模ダムを作るのは、学生

が減ることが分っていなが

ら新しい大学を作り続けた

・電力需要予測を検討する。 意見 河川整備計画説明資料第２稿に示すように今後、水需要について精査・

確認を行い、それを踏まえて貯水池規模や貯水池運用の見直しについて

検討を行います。その上で、ダムによる環境への影響と軽減方法につい
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人達の愚を繰り返すことに

ならないか、電力需要予測を

やり直すことが先決。 

て検討を行います。水質保全対策の検討においては、貯水池の汚濁メカ

ニズムの検討や具体的な水質保全対策の検討を行い、対策方法について

効果、事業費、維持・管理の容易性などを踏まえ実施可能で有効な方法

を選定します。なお、余野川ダムの目的は１）猪名川下流部の浸水被害

軽減、２）阪神水道企業団および箕面市に対して水道用水の供給、３）

既得利水者の安定取水と河川の環境を維持する上で必要な流量を安定

的に確保 であり、発電はありません。 

351 第1稿 

(ダム) 

その他 何とかして重箱のスミをつ

ついてやろう……反対する

ことだけが目的の集まりと

しか思えなかった。ダムをつ

くるのがムダ使いというの

なら何に使うのだったら納

得できるのかダムより他に

もっとムダ使いされている

のがあるように思う 

・反対意見しか聞けなかった。 

・ダム建設はムダだというが他

にもっとムダ使いされている

と思う。 

意見 ご意見を参考にさせていただき、今後はできるだけ多くの人に参加して

いただき、より多くの人が発言できるような会場の設定や説明会の適切

な運営・進行を考えていきたいと思います。 

  

352 第1稿 

(ダム) 

その他 余野川で蛍が増えたのは下

水整備によるものと思って

いる。 

・余野川の蛍が増えたのは河川

整備によるものだと思う。 

意見 ご意見ありがとうございます。今後ともご意見を参考にさせていただ

き、今後の河川整備計画を策定する予定ですので、よろしくお願いしま

す。 

  

 




